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研究要旨 
本研究事業は、条文の起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前身）と運用（関係判

例、適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規則、通達等）を、できる限り図式化

して示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に関する検討結果を記した体系書を

発刊することを目的としており、本研究分担は、附則を除き、123 条ある安衛法のうち

第 33 条から 34 条について、その課題を果たすことを目的としている。 
 安衛法は、労働災害発生防止という目的に照らした柔軟な解釈がなされてきていたが、

現行法の制定により、労働者を直接雇用する使用者以外の者に、どのような場面でどの

ような措置を義務付けるかが、かなりの程度明らかにされた。第 33 条と第 34 条は、工

場法、労働基準法等に直接的な定めがなく、「場所」や「物」の管理権原に着目した規

制として、現行法の制定にて新たに導入された規定である。 
 このように、安全衛生に影響を及ぼす者を広く取り込む管理体制の構築が、現行安衛

法の特徴の 1 つであり、実際に労災防止効果を生んだ要素の 1 つと解される（このこと

は、本研究事業で別途実施した社会調査の結果からもうかがわれる）。 
 従って、今後の安衛法の改正に際しても、時代状況の変化に応じつつ、労災防止に大

きな影響を持つ者を広く取り込む管理体制の構築を図る必要があると解される。 
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Ａ．研究目的 
 本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
 ①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
 ②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
 ③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
 そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
 本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 33 条から 34 条につい

て、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 なお、報告書文案の作成に際して、技術

的な不明点については、メーリングリスト

で班員その他の専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
 現行の日本の労働安全衛生法制度は、基

軸となる法典の制定から約 50 年を経て、危

害防止基準の充実、安全衛生管理体制の整

備など、多くの長所を持っている 1。 
 安衛法では、使用従属関係に着目して、

事業者を中心的な義務主体としているが、

注文者、機械等貸与者、建築物貸与者等に

は、それぞれ講ずべき措置（安衛法第 31～
35 条）を義務づけ、部分的だが、保護対象

者と直接契約関係にない者による危害防止

措置の必要性も示している 2。これらは先行

研究で示唆された「規制対象の多様性・多

層性に象徴される合目的性」、「危害防止

基準の充実化」3といった日本の安衛法の特

徴を表している。 
 その中でも、本研究では機械等貸与者等

の講ずべき措置を定めた安衛法第 33 条及

び建築物貸与者の講ずべき措置を定めた同

法第 34 条を整理する。対象条文もまた、リ

スク創出者管理責任負担原則（リスクの管

理責任は、製造者、設計者、発注者等のリ

スク創出者が負担すべきとする原則 4）の志

向を裏付ける内容になっている。 
 
１ 第 33 条 
 
１．１ 条文 
（機械等貸与者等の講ずべき措置等） 
第三十三条 機械等で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者で、厚生労働省

令で定めるもの（以下「機械等貸与者」と

いう。）は、当該機械等の貸与を受けた事

業者の事業場における当該機械等による労
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働災害を防止するため必要な措置を講じな

ければならない。 
２ 機械等貸与者から機械等の貸与を受け

た者は、当該機械等を操作する者がその使

用する労働者でないときは、当該機械等の

操作による労働災害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。 
３ 前項の機械等を操作する者は、機械等

の貸与を受けた者が同項の規定により講ず

る措置に応じて、必要な事項を守らなけれ

ばならない。 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 趣旨 
 移動式クレーンや車両系建設機械等貸与

された機械等から生ずる労働災害を防止す

る責任は、当然その機械を借りて作業を進

める側にあるわけであるが、所有権がリー

ス業者にあるため、その管理の権利をもた

ない機械等について、補修、改造等による

労働災害を防止するための措置を十分には

講じ難い立場にある。 
 また、機械等貸与者が運転手付きで機械

等を貸与する場合、その運転手について、

貸与を受けた者が所定の労働災害の防止の

ための措置を講ずることが必要となり、さ

らには、その運転手が所定の事項を守るこ

とも必要となる。 
 そこで機械等貸与者、機械等の貸与を受

けた者並びに機械等を操作する者が労働災

害防止のために必要な措置を講ずべきこと

を定めたものである 5。 
 
１．２．２ 内容 
 (1) 概要 
 稼働日数の少ない大型機械等を購入する

ことは、経済的に採算が合わないなどの事

情のもとに、建設機械をはじめとする種々

の機械設備の賃貸業が広く存在している。 
 建設機械について、これらのリース業者

が貸し出す態様には、大きく分けて、機械

等のみを貸す場合と、オペレーター付きで

貸す場合とがある。 
 機械等を借りた場合、当該機械等から生

ずる労働災害を防止する責任は、当然、第

一次的にはその機械等を借りて作業を進め

る側にあるが、貸与を受けた者は、当該機

械等について完全な管理権原を持たないと

ころから、補修、改造等労働災害を防止す

るための措置を充分には講じ難い立場にあ

るのが一般である。 
 そのような現状に着目して、労働安全衛

生法では、つり上げ荷重が〇．五トン以上

の移動式クレーンや一定の車輛系建設機械

など政令で定める機械等を業として他人に

貸与する者に対して、あらかじめ当該機械

等を十分点検・整備するなど、当該機械等

による労働災害を防止するため必要な、一

定の措置を講ずべきことを義務づけている

（法第 33 条第 1 項、第 36 条、令第 10 条、

安衛則第 666 条）。 
 また、機械等の貸与を受けた者は、当該

機械等を操作する者が自らの使用する労働

者でないときは、機械等を操作する者が必

要な資格を有することを確認すること、機

械等を操作する者に対して、作業の内容、

指揮の系統、連絡、合図等の方法など当該

機械等の操作による労働災害を防止するた

めに必要な事項を通知することなどの措置

を講じなければならないこととされている

（法第 33 条第 2 項、第 36 条、安衛則第 667
条）。 
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 なお、機械等を操作する者についても、

通知を受けた事項を守るべき義務が課され

ている（法第 33 条第 3 項、第 36 条、安衛

則第 668 条）6。 
 
 (2) 対象となる機械 7 
 本条の規制の対象となる機械等は、次の

とおりである（令第 10 条）。 
①つり上げ荷重が〇．五トン以上の移動

式クレーン 
②次の建設機械で、動力を用い、かつ、

不特定の場所を自走できるもの 
イ 整地・運搬・積込用機械 
ロ 堀削用機械 
ハ 基礎工事用機械 
二 締固め用機械 
ホ コンクリート打設用機械 
ヘ 解体用機械 
③不整地運搬車 
④作業床の高さが二メートル以上の高所

作業車 
 
 (3) 機械等貸与者の措置 8 
 「機械等貸与者」とは、前記の機械等を、

相当の対価を得て業として他の事業者に貸

与する者（いわゆるリース業者）である（則

第 665 条）。機械等貸与者がその機械等を

他の事業者に貸与するときに講ずべき措置

は、次のとおりである（則第666条第1項）。 
①機械等をあらかじめ点検し、異常を認

めたときは、補修その他必要な整備を行う

こと 
②機械等の貸与を受ける事業者に対し、

次の事項を記載した書面を交付すること 
イ その機械等の能力 
ロ その機械等の特性その他その使用上

注意すべき事項 
 
 (4) 機械等の貸与を受けた者の措置 9 
 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた

者は、その機械等を操作する者がその使用

する労働者でないときは、次の措置を講じ

なければならない（則第 667 条）。 
①機械等を操作する者が、当該機械等の

操作について法令に基づき必要とされる資

格又は技能を有する者であることを確認す

ること 
②機械等を操作する者に対し、次の事項

を通知すること 
イ 作業の内容 
ロ 指揮の系統 
ハ 連絡、合図等の方法 
二 運行の経路、制限速度その他その機械

等の運行に関する事項 
ホ その他その機械等の操作による労働

災害を防止するため必要な事項 
 なお、機械等を操作する者は、機械等貸

与者から②の通知を受けたときは、その事

項を守らなければならない（則第 668 条）。 
 
 (5) 罰則 
 ①機械等貸与者が、本条第一項の規定に

違反して、必要な措置を講じない場合又は、

②機械等の貸与を受けた者が、本条第二項

の規定に違反して、必要な措置を講じない

場合には、六カ月以下の懲役又は五〇万円

以下の罰金に処せられる（法第 119 条第 1
号）。 
 また、機械等を操作する者が、本条第三

項の規定に違反して、必要な事項を守らな

い場合には、五〇万円以下の罰金に処せら

れる（法第 120 条第 1 号）10。 
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 (6) 解釈例規 

昭四八・三・一九 基発第一四五号は、機

械等貸与業者から借りた機械を下請に貸与

する場合の措置について次のように示して

いる。 
 すなわち、建設業において、機械等貸与

者（甲）から、移動式クレーンの貸与を受

けた元方事業者（乙）が、これをさらに下

請業者（丙）に貸与して使用させる場合に

おいて、①「甲は、乙、丙のいずれに対し

て、安衛則第六六六条第一項第二号の書面

を交付すべきか。」という問いに対して乙

であること、②「当該移動式クレーンを操

作する者が甲の使用する労働者であるとき、

安衛則第六六七条の措置義務は、乙、丙の

いずれにあるか。」という問いに対して乙

であること、を示している 11。 
 
１．３ 関連規定 
 ⑴ 法第 34 条：本条の対象となる建築物

の種類は、事務所又は工場の用に供される

建築物であり、これらの建築物を複数の事

業場に貸し付ける場合（例：雑居ビル、工

場、アパート）を規定している。ただし、

その建築物の全部を一の事業者に貸与する

場合を除く。これらの建築物貸与者の講ず

べき措置としては、共有の避難用出入口等、

共用の警報設備等、貸与建築物の有効維持、

貸与建築物の給水、排水設備、清掃等、便

宜の供与、貸与建築物の便所、警報及び標

識の統一等（安衛則第 670 条～第 678 条）

を行うことが定められている。違反には、6
月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金（両罰

規定）が定められている 12。 
 

 ⑵ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、6 月以下の懲役又は 50 万

円以下の罰金（両罰規定）が定められてい

る 13。 
 
 ⑶ 法第 102 条：工作物の所在する場所又

はその附近で工事その他の仕事を行う事業

者から、その工作物による労働災害の発生

を防止するためにとるべき措置についての

教示を求められた場合には、ガス工作物、

電気工作物、熱供給施設、石油パイプライ

ンの工作物を設けている者は、その工作物

による労働災害の発生を防止するためにと

るべき措置を教示しなければならないこと

を規定している。違反に対する罰則はない

14。 
 
１．４ 沿革 

1971（昭和 46）年 7 月 13 日に労働基準

法研究会の報告書 15が労働省に提出された。 
同報告書では、特殊な労働関係の規制に

ついて、「建設業、造船業、鉄鋼業などの

ほか、最近では、化学工業、自動車製造業

などでも構内下請に依存する傾向が目立っ

ている。また、このような増加とならんで、

最近建設業などでは重建設機械のリース業

などが目立って進出してきており、また、

ジョイントベンチャーなど新しい型の経営

方式が生み出されている。現在、労働基準

法では、使用関係を前提として危害防止の

措置は原則として使用者が講ずべきものと
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されている 16。」と示されている。その上

で、同報告書は、リース業等に関する現状

および問題点を次のとおり、整理している。

「建設業においては、雇用事情の変化に伴

う労働力の不足に起因する省力化、工期の

短縮にともなう大型機械化などの要請があ

り、これに重建設機械の開発が応えたので

あるが、企業経営合理化の観点からみれば

稼働日数の少ない大型機械を購入すること

は、経済的に採算が合わない。このような

事情のもとに建設機械をはじめとする種々

の機械設備の賃貸業が発達し、現在は、全

国では、多数の業者がある。これら賃貸業

者が、機械を貸し出す場合の条件にはいろ

いろあるが、大別すると機械のみ貸す場合

と機械とオペレーターをともども貸す場合

とがある。機械のみ貸す場合は、安全衛生

上、構造要件保持義務を負担するのは形式

的にはその機械を借りて作業をすすめる側

にあるわけであるが、当該機械について補

修改造することはもとより、日常の点検さ

えできる体制にあるか否かは疑問である。 
また、機械に操作する人間をつけて貸す

場合、その人間に対する安全衛生を確保す

る責任は誰にあるのか、貸出された機械の

構造要件を保持するのは借り受け側か、そ

れとも、それを操作する人間の雇用主であ

る賃貸し業者か、操作する人間と賃貸し業

者との関係についても疑問が残る 17」と示

されている。 
これらの問題点について、衆議院社会労

働委員会において、政府委員である労働省

労働基準局長は、次のとおり述べている。

すなわち、「労働基準法が労働憲章といわ

れるものであるという点につきましては、

われわれも十分に配慮をいたしておるとこ

ろでございまして、今回単独法の形をとり

ましたけれども、基本法の精神はいささか

もそこなわれないようにするという配慮に

つとめたつもりでございます。しかるに、

基本法の一部改正という形をとらず、なぜ

単独法としたかという点につきましては、

最近の労働災害の傾向により見ますときに、

基準法のように直接の雇用関係のみを前提

とする規制のしかたでもって災害を的確に

防止することができないいろいろな状況が

出てまいっておるということ、すなわち機

械や材料などにつきましても、製造、流通

の段階における規制が必要になってきてお

る、あるいは直接の雇用関係だけではなし

に、重層下請関係だとか建設のジョイント

ベンチャー等、特殊な雇用関係下における

規制も強めていなかければ災害が防止でき

ない状況になっておるということ、あるい

は特定の有害業務に従事した者につきまし

ては、雇用関係にある間だけの健康管理で

はなしに、離職後にわたってまで健康管理

を確保する必要があるということ等々の事

情は、直接の雇用関係を前提とします基準

法のワクよりはみ出しておる部面があるわ

けでございます。こういう点が基準法と別

個に単独立法といたしました第一の点でご

ざいます 18」等と述べている。 
また、参議院社会労働委員会において、

政府委員である労働省労働基準局安全衛生

部長は、労働安全衛生法第 33 条について、

次のとおり、言及している。すなわち、「基

準法は御存知のように直接の雇用関係にあ

る者の間に立って、使用者に対して労働者

が災害あるいは職業病にかからないように

という規制を直接の使用者にしておるわけ

であります。最近、先生が御指摘のように、
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重層下請関係、あるいはジョイントベンチ

ャー、リースというように、単純な雇用関

係でない、いわゆる働く関係というものが

出てまいりました。そういう関係から、基

準法から離して、新法では、元方事業者あ

るいはリース業者、ジョイントベンチャー

業者、そういうやはり働かせるものの実質

的な指揮権あるいは指示権、そういうとこ

ろの力を持っているところを押さえようと

いうのが新法のそれぞれの規定、たとえば

二十九条、三十条あるいは三十三条のリー

ス規定というようなものがそれでございま

すけれども 19」等と述べている。 
 
１．５ 運用 
１．５．１ 適用の実際 
 厚生労働省労働基準局監督課が令和 2 年

9月 30日に公表した労働基準関係法令違反

に係る公表事案（令和元年 9 月 1 日～令和

2 年 8 月 31 日公表分 ＊各都道府県労働局

が公表した際の内容を集約したもの）によ

ると、対象条文違反は 1 件であった。 
 
１．５．２ 関係判例 
(1) 労働安全衛生法第 33 条 2 項にいう「機

械等の貸与を受けた者」が労働災害を防止

するために必要な措置を講じなかったもの

とされた例（福岡高判昭和 52 年 8 月 3 日判

例時報 896 号 110 頁（原審：長崎地判昭和

52 年 1 月 11 日。上告後、最 2 小判昭和 53
年 9 月 20 日で棄却された）（確定）） 
 
<事実の概要> 
 本件は、宅地造成及び不動産売買業を営

む被告会社が重機業者らから運転手付きで、

ブルドーザーの提供を受け、カントリーク

ラブ造成工事の整地作業をしていた際、労

働災害を防止するため必要な措置を講じな

かったため、被告会社及び同社代表取締役

が労働安全衛生法違反の罪に問われたもの

である。 
 第一審は、労働安全衛生法 33 条 2 項及び

労働安全衛生規則 667 条 1 号、2 号違反の

罪が成立するとして、被告会社及び被告人

をそれぞれ罰金三万円に処した 20。 
 そこで、弁護人側が控訴した。 
 
<判旨～控訴棄却～> 
 本判決は、以下のとおり、①被告会社が

労働安全衛生法第 33 条 2 項にいう「機械等

の貸与を受けた者」に該当するか否か、②

被告人らが機械操作者の法定資格又は技能

を特に確認しなかったことが可罰的違法性

を有するか否か及び、③被告人らが労働災

害の防止のため必要な連絡、合図等の方法

を通知すべきであったか否かという点に判

断を加え、結局、控訴を棄却したものであ

る。 
 ①被告会社が、労働安全衛生法第 33 条 2
項にいう「機械等の貸与を受けた者」に該

当するか否か 
 〈事実の概要〉に記した本件の事実関係

に加え、被告会社が本件当時実施中のカン

トリークラブ造成工事の整地作業では、「ブ

ルドーザー約十三台が使用され、そのうち

半数は三和重機を含む他の重機業者らから

運転手付きで提供を受けていたものである

が、被告会社が右提供者らに支払う使用料

は、各ブルドーザーに備え付けられたタス

クメーター（タコメーターともいう）によ

り測定された稼働時間の割合で一時間いく

らという約束で、そのなかには運転手の労
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働賃金を含んでおり、月末締切り、翌月一

〇日払で、チャーター料として支払われ、

またその作業内容は被告会社が決定した

日々の作業計画に基き、被告会社代表者で

ある被告人小原または会社従業員によって

個々的に指示され、右三和重機ら提供者ら

において予めその完成すべき工事内容につ

きなんらの取極めはなされず、また工事見

積り、工期決定などなされてはいなかった」

として、「被告会社は有限会社三和重機の

本件ブルドーザーにつき、法第三三条二項

にいう「機械等の貸与を受けた者」に該当

すると認めるのが相当」であると判示した。 
 
 ②被告人らが機械操作者の法定資格又は

技能を特に確認しなかったことが可罰的違

法性を有するか否か 
「被告人小原の本件ブルドーザー運転手

らに対する毎日の作業状況の視察および実

際の技能の確認は、前掲証拠によれば、右

運転手らの労働安全のためというのではな

く、むしろ専らその作業能率に重きをおい

てなされていたものであることが認められ、

また右運転手らがすべて法定の有資格者で

あったことは認められるが、このことは量

刑上有利な事情とはなっても、その故に確

認義務の懈怠につき可罰的違法性がないと

することは、労働災害発生防止の見地から

受貸与者にも法定資格の確認を義務づけた

規則六六七条一号の法意を無視するもので

あって、結局は確認義務の否定につながる

もの」であると判示した。 
 

 ③被告人らが労働災害の防止のため必要

な連絡、合図等の方法を通知すべきであっ

たか否か 

まず、規則 667 条 2 号について、「規則

六六七条二号は、機械等の貸与を受けた者

が、当該機械等を操作する運転手らとの関

係で直接的な使用関係にないため、労働災

害発生防止の見地から抽象的に必要と認め

られる事項をその運転手らに対し通知すべ

き旨を規定したものであって、その主体が

事業者であると否とを問わないものと解さ

れるから、原判決が、被告会社は機械等の

受貸与者であると同時に事業者であること

を前提とし、事業者につき規定した規則一

五七条二項、一五九条により、本件現場に

おいて「誘導者の配置が義務づけられて」

おり、「誘導者と運転手らとの間の合図の

方法等を通知しなかった」と判示した点は

相当でないと解される。」と判示した。 
そして、〈事実の概要〉に記した本件の

事実関係に加え、「本件ブルドーザーの作

業現場の状況は昭和四九年九月三日当時に

おいて、東西に伸びる谷地形の北側山腹部

分を切り崩し、その土砂を南側谷方面に落

してこれを埋め立てていたもので、谷側に

面した傾斜部分は高さ約二〇メートル、傾

斜角度約四〇度ないし九五度の断崖をなし、

右傾斜面に近い埋立部分すなわち法際は地

盤が軟弱であるため、重量のあるブルドー

ザーが崖近くに寄りすぎると転落等の危険

が十分予想される状況にあったところ、被

告会社としては誘導者とか見張人を配置す

ることもなく、運転手が誘導者を希望する

場合等の連絡、合図等の方法についても具

体的な定めはなく、ただ日々の作業内容の

指示のみであって、被告人小原としては、

ブルドーザーの運転手である以上、その操

作方法に誤りがなければ事故発生はありえ

ないと考え、労働災害防止のため特段の措
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置は講じてはいなかったこと、ところが同

月三日三和重機の本件ブルドーザーの運転

手らの一人である金海竜は南側谷部分にお

いてブルドーザー運転中転落して死亡した

ため、翌日労働基準監督官橋口利雄におい

て現場を実況見分したところ、右ブルドー

ザーは南側谷部分の法面に対しほぼ四五度

の角度で進入し、法際に寄りすぎた結果、

法際約五〇センチメートルの地盤が崩壊し

転落したものであることが判明したことが

認められる」と述べ、「被告人らは本件現

場において労働災害防止の見地からして、

受貸与者としては誘導者を配置することを

義務づけられていたとはいえないまでも、

法際の地盤軟弱の個所などブルドーザーの

転落等危険の生ずるおそれある部分につい

ては見張人をおくとか、また赤旗をもって

表示するとか、なんらかの明示方法を講じ

て本件運転手らに周知させるなど、労働災

害の防止のため必要な「連絡、合図等の方

法」を通知することを要したのに、かかる

措置を怠った点において被告人らには規則

六六七条二号の違反があったものと解する

のが相当である」と判示した。 
 
〈判決から汲み取り得る示唆〉 
 「機械等の貸与を受けた者」（安衛法第

33 条第 2 項）の解釈について、形式的な解

釈ではなく、労働災害発生防止という目的

に照らした柔軟な解釈がなされていること

が窺える。 
 規則第 667 条第 1 号の確認義務について

は、労働災害発生防止の見地から受貸与者

に法定資格の確認を義務付けた同号の法意

を重視し、結果的に法定の有資格者であっ

たとしても、確認義務の懈怠については可

罰的違法性があるとの判断を示している。

これは、労働災害防止において、危害防止

基準の遵守が最も重要であること 21を踏ま

えた解釈と考えられる。 
規則第 667 条第 2 号については、労働災

害発生防止という目的に照らして、「連絡、

合図等の方法」を具体的に検討しているこ

とが窺える。 
 
(2) 町からけい船杭新設工事を行うための

地質調査を依頼され、その地質調査用のボ

ーリング櫓のクレーン車による据付作業を

原告会社に依頼した被告会社に対する原告

の損害賠償請求につき、オペレーター付建

設機械のリースを受けた場合に求められる

安全管理義務を被告会社は尽くしていると

して、原告の請求が認められなかった事例

（高松地判平成 3年5月 23日判例地方自治

91 号 71 頁（確定））22 
 
〈事実の概要〉 
 事故が起こった香川県香川郡直島宮ノ浦

港は、島民交通の重要拠点となっていた。

そのため、改良工事の必要に迫られ、過去

四度改良工事を、当該港の港湾施設の設置、

管理者である被告直島町（以下「Y1」とい

う）が行っていた。今回も、宮ノ浦港の改

修（局改）事業として Y1 は、けい船杭（マ

イナス三メートル）の新設工事を行うこと

になった。そこで同工事に先立ち、新設箇

所付近の海底の地質調査等をするため、地

質調査等を業務内容とする被告会社（以下

「Y2」という）に同調査を依頼した。さら

に、Y2 は、地質調査用の櫓を、宮ノ浦港一

号物揚場（以下「本件物揚場」という）先

の海中に、クレーン車で据付ける作業を、
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重量物運搬及び据付等を業務内容とする原

告会社（以下「X」という）に依頼した。X
の従業員 A は、昭和 58 年 7 月 2 日午前 10
時頃、X 所有のクレーン車（以下「本件ク

レーン車」という）を運転し、地質調査用

の櫓を、本件クレーン車で吊り上げ、海中

に降ろし、据付ける作業を行っていたとこ

ろ、本件クレーン車の土台となっている地

盤が突然陥没、崩壊した。そのため、本件

クレーン車は、安定性を失い、櫓と一緒に

海中に転落、水没した（以下「本件事故」

という）。 
 そこで、X は Y2 に対して次のように主張

した。すなわち、X と Y2 はオペレーター付

クレーン車のリース契約を締結したが、Y2
は本件物揚場上でのクレーン車使用につい

て、その安全性につき本件物揚場の設置、

管理者である Y1 に十分に質し、又は、作

業に際し、地盤に鉄板を敷設する等の指示

もしくは手配し、また、少なくとも右安全

性についての疑念を X に告知し、X をして

適切な措置をとらしめる義務があるのに、

Y2 は何らの措置もとらず、かえって、右作

業の安全性を保証して原告をして作業を開

始させたため、本件事故が発生したのであ

るから、Y2 は、債務不履行により、X の被

った損害を賠償する責任があると主張した。 
 これに対し、Y2 は、次のように主張した。

すなわち、X と締結したのは請負契約なの

で、クレーン車使用の安全性確保の注意義

務は、請負人である X が全面的に負うべき

である。また、仮に X の主張通り締結した

契約がリース契約だとしても、X が地盤養

生を怠る等の過失によって本件事故は発生

しているのであるから、Y2 には過失責任は

ないと主張した 23。 

 
<判旨～一部認容・一部棄却～> 
 「原告は、被告田村ボーリングに対し、

四五トンクレーン車をオペレーター付で一

日当り八万円の料金でリースしたものと認

めるのが相当である。四五トンクレーン車

は、後に八〇トンクレーン車（本件クレー

ン車）に変更されたが、右認定を左右する

ものではない。そこで、建設機械の（オペ

レーター付）リースの場合における安全管

理責任に関する法令の規制についてみると、

まずリース業者側については、「機械等で、

政令で定めるもの（移動式クレーンはこれ

に当る）を他の事業者に貸与する者で労働

省令で定めるものは、当該機械等の貸与を

受けた事業者の事業場における当該機械等

による労働災害を防止するため必要な措置

を講じなければならない」（労安衛法三三

条、同施行令一〇条）と定めている。 
 一方、リースを受けた側の義務について

は、「機械等貸与者から機械等の貸与を受

けた者は、当該機械等を操作する者がその

使用する労働者でないときは、当該機械等

の操作による労働災害を防止するため必要

な措置を講じなければならない」（労安衛

法三三条二項）と定め、「オペレーター付

で機械等を借受けた事業者は、（１）当該

オペレーターが、その機械等の操作につい

て法令に基づき必要とされる資格又は技能

を有する者であることを確認すること、

（２）オペレーターについて、作業の内容、

指揮の系統、連絡・合図等の方法、運行の

経路、制限速度その他機械等の運行に関す

る事項、その他当該機械等の操作による労

働災害を防止するために必要な事項を通知

すること、について措置を講じなければな
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らない」（労安衛規則六六七条）と定めて

いる。そして、オペレーターについては、

「機械等を操作する者は、機械等の貸与を

受けた者が同項（労安衛法三三条二項）の

規定により講ずる措置に応じて、必要な事

項を守らなければならない」（同条三項）、

「機械等を操作する者は、機械等の貸与を

受けた者から同条（労安衛規則六六七条）

二号に掲げる事項について通知を受けたと

きは、当該事項を守らなければならない」

（同規則六六八条）と定めている。更に、

オペレーターの資格については、「移動式

クレーン運転士免許は、移動式クレーン運

転士免許試験に合格した者等に対し、都道

府県労働基準局長が与えるものとする」（ク

レーン等安全規則二二九条）とし、「移動

式クレーン運転士免許試験は、学科試験及

び実技試験によつて行なう。学科試験は、

次の科目について行なう。（１）移動式ク

レーンに関する知識、（２）原動機及び電

気に関する知識（３）移動式クレーンの運

転のために必要な力学に関する知識、（４）

関係法令。実技試験は、次の科目について

行なう。（１）移動式クレーンの運転、（２）

移動式クレーンの運転のための合図」（同

規則二三二条）と定めている（なお、移動

式クレーン運転免許試験の実施についての

細則につき、クレーン運転士免許試験、移

動式クレーン運転士免許試験及びデリツク

運転士免許試験規程三条、四条参照）。右

法令の趣旨、内容からすれば、移動式クレ

ーンのオペレーター付リースの場合、リー

スを受けた者は、オペレーターに対し、作

業内容、指揮の系統、連絡・合図等の方法、

その他移動式クレーンの操作による労働災

害を防止するために必要な事項を通知する

義務を負うが、右義務以上に安全管理義務

を負うものではないというべきである。こ

のことは、移動式クレーンの運転について

は、専門的かつ技術的知識、経験を必要と

し、リースを受けた者がオペレーターを指

揮監督できる能力を必ずしも有しないこと

によるものと考えられる。そうすると、移

動式クレーンの運転操作に付随する安全確

保に関する注意義務は、原則としてリース

業者から派遣された資格を有するオペレー

ター、最終的にはリース業者側がこれを負

担すべきものと考えられる。 
 これを本件についてみるに、前記１（五）

に認定したとおり、被告田村ボーリングの

従業員であるＲらは、本件クレーン車のオ

ペレーターであるＱに対し、本件櫓の構造

や重量及び据付場所等を指示説明し、作業

内容を通知すべき義務を果たしている。そ

して、クレーン車をどの場所に据え付ける

か、据付場所の地盤の地耐力は十分か、十

分でない場合、地盤養生のためにどのよう

な措置を講ずべきか等の問題については、

被告田村ボーリング側で特別な知識を有し

ておれば格別であるが、そのような事実は

認められないので、右の問題についての判

断は、資格を有するオペレーターであるＱ

又は本件事故現場で本件クレーン車の据付

作業を指揮した原告代表取締役であるＥ

（同人も移動式クレーン運転士免許を有す

る）においてなすべきものである。 
 よつて、被告田村ボーリングとしては、

その尽すべき義務を果しているというべき

であり、過失があるとは認められない。 
 従つて、請求原因３（一）（被告田村ボ

ーリングの責任）の事実を認めるに足りな

い。」と判示した。 
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〈判決から汲み取り得る示唆〉 
 リース業者、リースを受けた者、オペレ

ーターの義務について、法令上の根拠を挙

げながら具体的な検討がなされている。オ

ペレーターについては、移動式クレーン運

転士免許試験の試験内容及び科目等にも言

及され、その能力が明らかにされている。 
その上で、それぞれの能力に照らして、

移動式クレーンの運転操作に付随する安全

確保に係る注意義務の負担者を定めている。 
 このように、裁判所においても、労働災

害発生防止の目的に照らして、個々の注意

義務の負担者を個々人の能力に照らして具

体的に検討していることが窺える。 
 
２ 第 34 条 
 
２．１ 条文 
（建築物貸与者の講ずべき措置等） 
第三十四条 建築物で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者（以下「建築物

貸与者」という。）は、当該建築物の貸与

を受けた事業者の事業に係る当該建築物に

よる労働災害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。ただし、当該建築

物の全部を一の事業者に貸与するときは、

この限りでない。 
 
２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 趣旨 
 一つの建築物を貸工場又は貸事務所とし

て二以上の事業場に貸し付ける者は、その

貸工場等による労働災害を防止するために

必要な措置を講じなければならないことを

定めたものである 24。 

 
２．２．２ 内容 
 (1) 概要 
 事務所または工場の用に供する建築物を

他の事業者に貸与する者は、当該建築物に

より、貸与を受けた事業者の労働者が労働

災害を受けることのないよう、その防止の

ために必要な措置を講じなければならない

（法第 34 条、第 36 条、令第 11 条）。 
 すなわち、一の建築物を数事業者に貸与

する、いわゆる雑居ビル、工場アパートに

ついては、そのような建物の一室を借りた

者は、事業者として当然所定の労働災害防

止義務を負うわけであるが、当該建築物に

ついて完全な管理権原を有しないところか

ら、その内容によっては、その実効を期し

得ないような場合がある。 
 そこで、本条は、事務所または工場の用

に供される建築物の管理について権原を有

する者（建築物貸与者）に避難用出入口の

表示、警報設備の備付けおよび有効保持、

所定の数の便所の設置など一定の措置を講

ずべきことを義務づけて、当該建築物によ

る労働災害を防止しようとするものである

（安衛則第 670 条から第 678 条まで、およ

び石綿障害予防規則第 10 条第 4 項）。 
 ただし、一の事業者に当該建築物の全部

を貸す場合には、その貸与を受けた者が、

当該建築物の全部を有効に管理することが

できるので、そのような場合には、建築物

の貸与者には本条の義務は課されない（法

第 34 条ただし書 25）。 
 
 (2) 規制の対象 
 本条の規制の対象となるのは、事務所又

は工場の用に供される建築物であり（令第

－ 494 －



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

11 条）、貸与は有償・無償を問わない（昭

48・3・19 基発第 145 号）。また、本条の

対象とされる工場又は事務所には、仮設の

ものも含まれ、元請事業者が二以上の下請

事業者に仮設の建設事務所を貸与する場合

にも本条は適用される（同前）26。 
 
 (3) 講ずべき措置の具体的内容 27 
 建築物貸与者が講ずべき具体的な措置の

内容は、次のとおり定められている。 
 ①建築物の避難用の出入口、通路、すべ

り台、避難用はしご等の避難用の器具で、

その建築物の貸与を受けた二以上の事業者

が共用するものについては、避難用である

旨の表示をし、かつ、容易に利用すること

ができるように保持するとともに、その出

入口又は通路に設ける戸を引戸又は外開戸

とすること（則第 670 条） 
 ②建築物の貸与を受けた事業者が危険物

等を扱うとき、又は就業する労働者が五〇

人以上のときには、非常の場合の警報設備

等を備え、かつ、有効に作動するように保

持すること（則第 671 条） 
 ③工場の用に供される建築物で、○イ局所

排気装置、○ロプッシュプル型換気装置、○ハ

全体換気装置、○二排気処理装置、○ホ排液処

理装置のいずれかの装置を設けたものを貸

与する場合において、建築物の貸与を受け

た二以上の事業者がその装置の全部又は一

部を共用することとなるときは、その共用

部分の機能を有効に保持するため、点検、

補修等の必要な措置を講ずること（則第

672 条） 
 ④工場の用に供される建築物で飲用又は

食器洗浄用の水を供給する設備を設けたも

のを貸与するときは、その給水設備を、水

道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置又は

同法第 4 条の水質基準に適合する水を供給

することができる設備とすること（則第

673 条） 
 ⑤工場の用に供される建築物で排水に関

する設備を設けたものを貸与するときは、

設備の正常な機能が阻害されることにより

汚水の漏水等が生じないよう、補修その他

必要な措置を講ずること（則第 674 条） 
 ⑥工場の用に供される建築物を貸与する

ときは、建築物の清潔を保持するため、建

築物の貸与を受けた事業者との協議等によ

り、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る

措置として、次の各号に掲げる措置を講ず

ること（則第 675 条） 
  イ 日常行う清掃のほか、大掃除を、六

カ月以内ごとに一回、定期に、統一的に行

うこと 
  ロ ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場

所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等によ

る被害の状況について、六カ月以内ごとに

一回、定期に、統一的に調査を実施し、調

査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生

を防止するため必要な措置を講ずること 
  ハ ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤

又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第 14 条又は第 19 条の 2 の

規定による承認を受けた医薬品又は医薬部

外品を用いること 
 ⑦建築物の貸与を受けた事業者から、局

所排気装置、騒音防止のための障壁その他

労働災害を防止するため必要な設備の設置

について、設備の設置に伴う建築物の変更

の承認、設備の設置の工事に必要な施設の

利用等の便宜の供与を求められたときは、
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これを供与するようにすること（則第 676
条） 
 ⑧貸与する建築物に設ける便所で二以上

の事業者が共用するものについては、則第

628 条第 1 項各号に定める基準に適合する

ように講ずるとともに、労働者数に応じて

設けるべき便房等については、共用する事

業者の労働者数に合算した数に基づいて設

けるものとすること（則第 677 条） 
 ⑨建築物内で火災の発生、特に有害な化

学物質の漏洩等の非常の事態が発生したと

きに用いる警報を、あらかじめ統一的に定

め、これを建築物の貸与を受けた事業者に

周知させるとともに、建築物の内部に則第

640 条第 1 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に

掲げる事故現場等があるときは、事故現場

等を表示する標識を統一的に定め、これを

建築物の貸与を受けた事業者に周知させる

措置を講ずること（則第 678 条） 
 ⑩建築物の貸与を受けた二以上の事業者

が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石

綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆

材等が損傷、劣化等により石綿等の除去、

封じ込め、囲い込み等の措置を講ずること

（石綿則第 10 条第 4 項） 
 

(3) 罰則 
  建築物貸与者が、本条の規定に違反して、

必要な措置を講じない場合には、六カ月以

下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処せら

れる（法第 119 条第 1 号）28。 
 
 (4) 解釈例規 

昭和四七・九・一八基発第六〇二号は、

令第一一条で定める建築物の全部の貸与を

受けた者が、それを他の事業者に転貸する

場合には、その転貸者を本条の「建築物貸

与者」とすることを示している 29。 
 
２．３ 関連規定 
 ⑴ 法第 33 条：本条の対象となる機械等

の種類は、移動式クレーン、車両系建設機

械や不整地運搬車、高所作業車（安衛令第

10 条）である。これらの機械等を貸与する

場合、機械等貸与者の義務としては機械等

の事前の点検や補修等の実施及び機械等の

能力、特性等に関する書面の交付（安衛則

第 666 条）をすること、機械等の貸与（操

作者付きの場合）を受けた者の義務として

は必要な資格を有する者であることの確認

及び作業内容、指揮系統、合図の方法等の

通知（安衛則第 667 条）をすること、機械

等のその操作者の義務としては機械等の貸

与を受けた者からの通知事項を守る（安衛

則第 668 条）ことが定められている。法第

33 条第 1 項又は同条第 2 項違反には、六月

以下の懲役又は五〇万円以下の罰金（両罰

規定）が定められている。同条第 3 項違反

には、五〇万円以下の罰金（両罰規定）が

定められている 30。 
  
 ⑵ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、六月以下の懲役又は五〇

万円以下の罰金（両罰規定）が定められて

いる 31。 
 
 ⑶ 法第 102 条：工作物の所在する場所又
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はその附近で工事その他の仕事を行う事業

者から、その工作物による労働災害の発生

を防止するためにとるべき措置についての

教示を求められた場合には、ガス工作物、

電気工作物、熱供給施設、石油パイプライ

ンの工作物を設けている者は、その工作物

による労働災害の発生を防止するためにと

るべき措置を教示しなければならないこと

を規定している。違反に対する罰則はない

32。 
 
２．４ 沿革 
 現行安衛法制定当時において、一つの建

築物を複数の事業者に貸与する、いわゆる

雑居ビルや工場アパートが増加していたが、

そのような建築物の一部を借りた者に対し

て労働災害の防止を義務づけても、その内

容によっては実効を期し得ないような場合

が少なくない 33。このような観点から同条

が制定されたものと考えられる。 
 
２．５ 運用 
２．５．１ 適用の実際 
 厚生労働省労働基準局監督課が令和 2 年

9月 30日に公表した労働基準関係法令違反

に係る公表事案（令和元年 9 月 1 日～令和

2 年 8 月 31 日公表分 ＊各都道府県労働局

が公表した際の内容を集約したもの）によ

ると、対象条文違反はなかった。 
 
２．５．２ 関係判例 
 関連する公刊裁判例は、特に掲記するも

のがない。 
 
Ｅ．結論 
 安衛法は、労働災害発生防止という目的

に照らした柔軟な解釈がなされてきていた

が、現行法の制定により、労働者を直接雇

用する使用者以外の者に、どのような場面

でどのような措置を義務付けるかが、かな

りの程度明らかにされた。 
第 33 条と第 34 条は、工場法、労働基準

法等に直接的な定めがなく、「場所」や「物」

の管理権原に着目した規制として、現行法

の制定にて新たに導入された規定である。 
 このように、安全衛生に影響を及ぼす者

を広く取り込む管理体制の構築が、現行法

の特徴の 1 つであり、実際に労災防止効果

を生んだ要素の 1 つと解される（このこと

は、本研究事業で別途実施した社会調査の

結果からも窺える）。 
 従って、今後の安衛法の改正に際しても、

時代状況の変化に応じつつ、労災防止に大

きな影響を持つ者を広く取り込む管理体制

の構築を図る必要があると解される。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 
2．学会発表 
なし。 

 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
該当せず。 

2．実用新案登録 
 該当せず。 

3．その他 
 該当せず。 
Ｈ．引用文献 
 脚注を参照されたい。 

－ 497 －



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

 
【移動式クレーン】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-74.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
 
【不整地運搬車】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-74.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
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【高所作業車】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-74.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
 
【建築物等（労働安全衛生法第 34 条）の例】 

 

（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-76.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
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厚厚生生労労働働科科学学研研究究費費補補助助金金  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第５　　　　　　章第１節の逐逐条条解解説説  

分担研究者 井村 真己 沖縄国際大学法学部・教授 

研究要旨 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危険防止基準の確立の一環として、第 5 章にお

いて、機械並びに危険物及び有害物に関する規制を行っている。本分担研究は、この第 5
章全体の逐条解説を目的とするものであるが、本年度は、第 37条のいわゆる特定機械等
の製造許可制に関する調査を行った。 
法第 37 条の趣旨・沿革から明らかになったこととして、本条の特定機械等については、

古いものでは明治初期から当該機械に関する災害の事例が存在しており、また、かかる
災害に対する法的な規制も様々な形で行われてきていた。そうして、1972年の安衛法制
定時には、すでにこれら特定機械等に対する製造許可制の仕組は確立されてきており、
本条はかかる現状を追認したものということができる。ただし、このことは、これら特
定機械等以外の機械について本条に基づく製造許可制を導入することを排除するもので
はないから、本条における「特に危険な作業を必要とする機械」について判断基準を確
立し、必要に応じて新たな特定機械等の追加について検討することが解釈上の課題にな
るものと思われる。 
また、法第 38条については、特定機械等が安全に設置されていることを確認するため

の各種検査が規定されている。それぞれの検査については、各特定機械等の製造および
設置における安全性を確保するためには必要不可欠であるといえよう。これら検査の具
体的内容は、特定機械等に関する規制の構造上、各安全規則に委ねられており、その安
全規則の中でさらに各特定機械ごとに検査に関する規制がほぼ同じ条文によって定めら
れている。このような条文の重複は、安衛法および各規則の全体的な視認性を著しく阻
害するものであるといえ、検査に関しては各安全規則とは別に統一的な別規則を定める
ことも検討すべきなのではないかと思われる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般
への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー
ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 37 条から第 54 条につ
いて、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究
者が、各自、解説書、専門誌に掲載された
学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次
文献のレビューを行って執筆した文案を研
究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の
起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、
唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。 
 
C．研究結果 

1 第 37条（製造の許可） 
1.1 条文 
第三十七条 特に危険な作業を必要とする
機械等として別表第一に掲げるもので、政
令で定めるもの（以下「特定機械等」とい
う。）を製造しようとする者は、厚生労働省
令で定めるところにより、あらかじめ、都
道府県労働局長の許可を受けなければなら
ない。 
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請
があつた場合には、その申請を審査し、申
請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大
臣の定める基準に適合していると認めると
きでなければ、同項の許可をしてはならな
い。 
（平一一法八七・平一一法一六〇・平一五
法一〇二・一部改正） 
別表第一（第三七条関係） 
一 ボイラー 
二 第一種圧力容器（圧力容器であつて

政令で定めるものをいう。以下同
じ。） 

三 クレーン 
四 移動式クレーン 
五 デリック 
六 エレベーター 
七 建設用リフト 
八 ゴンドラ 
 

1.2 関連政省令 
1.2.1 施行令 
第一条 この政令において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。 
（中略） 
三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボ
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イラーのうち、次に掲げるボイラー
以外のものをいう。 

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、厚
生労働省令で定めるところにより
算定した伝熱面積（以下「伝熱面
積」という。）が〇・五平方メート
ル以下のもの又は胴の内径が二百
ミリメートル以下で、かつ、その
長さが四百ミリメートル以下のも
の 

ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、内
容積が〇・〇〇〇三立方メートル
以下のもの 

ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の
蒸気ボイラーで、大気に開放した
内径が二十五ミリメートル以上の
蒸気管を取り付けたもの又はゲー
ジ圧力〇・〇五メガパスカル以下
で、かつ、内径が二十五ミリメー
トル以上のＵ形立管を蒸気部に取
り付けたもの 

ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下の温水ボイラーで、伝熱面積が
四平方メートル以下のもの 

ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で
使用する貫流ボイラー（管寄せの
内径が百五十ミリメートルを超え
る多管式のものを除く。）で、伝熱
面積が五平方メートル以下のもの
（気水分離器を有するものにあつ
ては、当該気水分離器の内径が二
百ミリメートル以下で、かつ、そ
の内容積が〇・〇二立方メートル
以下のものに限る。） 

へ 内容積が〇・〇〇四立方メートル
以下の貫流ボイラー（管寄せ及び
気水分離器のいずれをも有しない
ものに限る。）で、その使用する最
高のゲージ圧力をメガパスカルで
表した数値と内容積を立方メート
ルで表した数値との積が〇・〇二
以下のもの 

（中略） 
五  第一種圧力容器  次に掲げる容器

（ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する容器で、内容積が〇・
〇四立方メートル以下のもの又は胴
の内径が二百ミリメートル以下で、
かつ、その長さが千ミリメートル以
下のもの及びその使用する最高のゲ
ージ圧力をメガパスカルで表した数
値と内容積を立方メートルで表した
数値との積が〇・〇〇四以下の容器
を除く。）をいう。 

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又
は蒸気を発生させて固体又は液体
を加熱する容器で、容器内の圧力
が大気圧を超えるもの（ロ又はハ
に掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核
反応その他の反応によつて蒸気が
発生する容器で、容器内の圧力が
大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するた
め、当該液体を加熱し、その蒸気
を発生させる容器で、容器内の圧
力が大気圧を超えるもの 

ニ  イからハまでに掲げる容器のほ
か、大気圧における沸点を超える
温度の液体をその内部に保有する
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容器 
（中略） 
八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、

かつ、不特定の場所に移動させるこ
とができるクレーンをいう。 

九 簡易リフト エレベーター（労働基
準法（昭和二十二年法律第四十九号）
別表第一第一号から第五号までに掲
げる事業の事業場に設置されるもの
に限るものとし、せり上げ装置、船
舶安全法（昭和八年法律第十一号）
の適用を受ける船舶に用いられるも
の及び主として一般公衆の用に供さ
れるものを除く。以下同じ。）のうち、
荷のみを運搬することを目的とする
エレベーターで、搬器の床面積が一
平方メートル以下又はその天井の高
さが一・二メートル以下のもの（次
号の建設用リフトを除く。）をいう。 

十 建設用リフト 荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、土
木、建築等の工事の作業に使用され
るもの（ガイドレールと水平面との
角度が八十度未満のスキツプホイス
トを除く。）をいう。 

十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置
その他の装置並びにこれらに附属す
る物により構成され、当該つり足場
の作業床が専用の昇降装置により上
昇し、又は下降する設備をいう。こ
の政令において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。 

第十二条 法第三十七条第一項の政令で定
める機械等は、次に掲げる機械等（本邦の
地域内で使用されないことが明らかな場合

を除く。）とする。 
一 ボイラー（小型ボイラー並びに船舶

安全法の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び電気事業法（昭和三十
九年法律第百七十号）の適用を受け
るものを除く。） 

二 第一種圧力容器（小型圧力容器並び
に船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高
圧ガス保安法（昭和二十六年法律第
二百四号）、ガス事業法（昭和二十九
年法律第五十一号）又は液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律（昭和四十二年法律第百
四十九号）の適用を受けるものを除
く。） 

三 つり上げ荷重が三トン以上（スタツ
カー式クレーンにあつては、一トン
以上）のクレーン 

四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式
クレーン 

五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツ
ク 

六 積載荷重（エレベーター（簡易リフ
ト及び建設用リフトを除く。以下同
じ。）、簡易リフト又は建設用リフト
の構造及び材料に応じて、これらの
搬器に人又は荷をのせて上昇させる
ことができる最大の荷重をいう。以
下同じ。）が一トン以上のエレベータ
ー 

七 ガイドレール（昇降路を有するもの
にあつては、昇降路。次条第三項第
十八号において同じ。）の高さが十八
メートル以上の建設用リフト（積載
荷重が〇・二五トン未満のものを除
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く。次条第三項第十八号において同
じ。） 

八 ゴンドラ 
2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容
器は、第一種圧力容器とする。 

 
1.2.2 関連規則 
1.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則（昭

和47年9月30日労働省令第33号） 
第三条 1 ボイラーを製造しようとする者
は、製造しようとするボイラーについて、
あらかじめ、その事業場の所在地を管轄す
る都道府県労働局長（以下「所轄都道府県
労働局長」という。）の許可を受けなければ
ならない。ただし、既に当該許可を受けて
いるボイラーと型式が同一であるボイラー
（以下「許可型式ボイラー」という。）につ
いては、この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイ
ラー製造許可申請書（様式第一号）にボイ
ラーの構造を示す図面及び次の事項を記載
した書面を添えて、所轄都道府県労働局長
に提出しなければならない。 
一 強度計算 
二 ボイラーの製造及び検査のための設

備の種類、能力及び数 
三 工作責任者の経歴の概要 
四 工作者の資格及び数 
五 溶接によつて製造するときは、溶接

施行法試験結果 
 

1.2.2.2 クレーン等安全規則（昭和 47 年 9
月 30日労働省令第 34号） 

第三条 2 クレーン（令第十二条第一項第三
号のクレーンに限る。以下本条から第十条
まで、第十六条及び第十七条並びにこの章

第四節及び第五節において同じ。）を製造し
ようとする者は、その製造しようとするク
レーンについて、あらかじめ、その事業場
の所在地を管轄する都道府県労働局長（以
下「所轄都道府県労働局長」という。）の許
可を受けなければならない。ただし、すで
に当該許可を受けているクレーンと型式が
同一であるクレーン（以下この章において
「許可型式クレーン」という。）については、
この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、クレ
ーン製造許可申請書（様式第一号）にクレ
ーンの組立図及び次の事項を記載した書面
を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.2.2.3 ゴンドラ安全規則（昭和 47 年 9 月
30日労働省令第 35号） 

第二条 ゴンドラを製造しようとする者
は、その製造しようとするゴンドラについ
て、あらかじめ、その事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道
府県労働局長」という。）の許可を受けなけ
ればならない。ただし、すでに当該許可を
受けているゴンドラと型式が同一であるゴ
ンドラ（以下この章において「許可型式ゴ
ンドラ」という。）については、この限りで
ない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴン
ドラ製造許可申請書（様式第一号）にゴン
ドラの組立図及び次の事項を記載した書面
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を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.3 趣旨と内容 
1.3.1 趣旨 
安衛法は、危険な作業を必要とする機械

等や有害物について、利用に供されるよう
になってから安全衛生上の対策を講じるよ
りも、製造・流通の段階で必要な措置をと
っておく方がより効果的であるとの観点か
ら、第 5 章においてそのような機械、危険
物および有害物について所要の規制を加え
ることとしている 3。第 37 条は、このうち
特に危険な作業を必要とする機械等の製造
をしようとする者に対して、都道府県労働
局長の許可を受けることを義務づけ（第 1
項）、また労働局長が許可を行うにあたって
は、当該機械等の構造等が厚生労働大臣の
定める基準に適合していることを要すると
定めている（第 2 項）。第 37 条の規制の対
象となるのは、機械等を使用する事業者で
はなく、当該機械等の製造者である。 
同条にいう特に危険な作業を必要とする

機械等については、法の別表第一にボイラ
ー、クレーン、エレベーター、ゴンドラな
ど 8 種の機械が指定され、さらに安衛法施
行令第12条1項でその対象となる機械が明
示される（以下では特定機械等と略す）。こ
れら特定機械等については、省令で安全規
則が、また告示で構造規格 4がそれぞれ制定
されている。これらの機械については、欧

米諸国においても古くから構造上の要件が
定められており、また製造から設置・使用
について検査制度が設けられていることか
ら、わが国でも同様に規制の対象となった
ものと考えられる 5。 
また、本条については、安衛法制定後に

地方分権推進法（平成 11 年法律第 87 号）
により、製造許可申請書の提出先機関が都
道府県労働基準局長から都道府県労働局長
へと変更された。これ以外にも 2 度の改正
を経ているが 6、いずれも軽微な改正にとど
まっており、法の構造を大きく変更するよ
うな改正は行われていない。 

 
1.3.2 内容 
第 37 条による製造許可が要求される特

定機械等については、そのいずれについて
も安衛法制定以前に安全規則の策定が行わ
れており、その中で構造規格に基づく製造
許可の仕組が確立されていた。第 37 条は、
安衛法制定当時に特に危険と認識されてい
た特定機械等への規制がほぼそのまま立法
化されたものであるといえよう（各機械に
対する規制の沿革については後述する）。こ
の点を踏まえつつ、第 37条の内容について
解説していく。 

 
1.3.2.1 「特に危険な作業を必要とする機

械」 
第 37 条については、法制定時から現在に

至るまで法改正による新たな機械の追加は
行われていない。そうすると、第 37 条にい
う「特に危険な作業を必要とする機械」と
は、現状の 8 種類の特定機械等を指すもの
と解すれば十分なように見える。しかし、
これら特定機械等について、安衛法が「特
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に危険な作業を必要とする機械」と一般的
な文言を持って定義している以上、法の適
用対象となる機械が他に存在する可能性は
否定できない。そこで、この条文上の文言
に基づく第 37 条の適用対象となる機械の
判断基準について若干の検討を行うことに
する。 
第 37 条の「特に危険な作業を必要とする

機械」との文言は、そのまま解釈すれば労
働者による「危険な作業」に重点が置かれ
ているようであり、機械それ自体の問題で
はないようにも読める。しかし、そのよう
な作業を必要とする機械を規制の対象とし
ている以上、機械自体の危険性も当然に含
むものと解すべきであろう。 
また、後述するように特定機械等による

災害については、① ボイラー破裂事故に典
型的であるが、当該機械における災害の発
生が労働者の身体・生命の危険に直結して
いる、② クレーン倒壊やゴンドラ墜落など、
その作業場所との関連で、当該機械による
災害の発生が当該作業に従事している労働
者のみならず、一般人を巻き込む可能性が
ある、③ 災害の発生原因が、機械の構造的
な欠陥あるいは不十分な理解に基づく機械
の使用によることが多い、といった点にそ
の特徴を見ることができる。 
これらの点を考え合わせると、「特に危険

な作業を必要とする機械」とは、当該機械
による災害の発生が労働者・一般人の生命
への危険をもたらす蓋然性が高い機械のう
ち、その災害の発生原因が機械の構造上の
欠陥または機械の作業方法の不備のいずれ
か若しくはその両方によることが経験則上
明らかな機械と解釈することができよう。
そうすると、本条は、機械の構造上の欠陥

の根絶を製造の許可制を通じて行い、それ
に加えて第 61 条およびその関連規定によ
り講習受講または資格取得をしていない者
の就業を制限することにより、当該機械の
使用にかかる安全を確保しようとするもの
と解することができよう。 

 
1.3.2.2 「製造しようとする者」 
本条の規定に基づく製造許可を受けるべ

き者は、個々の特定機械等を実際に製造し
ようとする者であるが、関連規則にて明ら
かなように、すでに許可を受けている特定
機械等と同一の型式のものを製造する場合
には、個々の機械の製造ごとに許可を得る
必要はない（ボイラー則第 3 条 1 項但書、
クレーン則第 3 条 1 項但書、ゴンドラ則第
2 条 1項但書）。この場合の「同一の型式」
については、特定機械等の種類により求め
られる要件が異なっており、ボイラーおよ
び圧力容器に関しては、種類、主要材料、
工作方法について同一性が求められるのに
対し（昭和 47年 9月 18日基発第 597号）、
クレーンおよびゴンドラは、種類、構造部
分の材料および形状、能力（つり上げ荷重、
積載荷重）、工作方法について同一性が必要
である（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 598 号
（クレーン等）昭和 47 年 9 月 18 日基発第
599 号（ゴンドラ））。 
また、ボイラーに関しては、廃止された

ボイラーを改修する場合にも「製造しよう
とする者」に含まれる。この場合における
改修とは、ボイラーの胴若しくは管寄せの
3 分の 1 以上、鏡板若しくは管板の全部、
または炉筒若しくは火室の全部を改修する
場合が該当する（昭和 34年 2 月 19 日基発
第 102 号）。 
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このほか、複数の製造事業者が共同で特
定機械等を製造する場合には、各々が「製
造しようとする者」に該当することになる
ため、それぞれの製造分担を明らかにし、
主たる部分を製造する者を所轄する都道府
県労働局庁に共同申請しなければならない
（昭和 34 年 2月 19日基発第 102 号）。 
クレーンのように部品を運んで現地で組

み立てて使用する機械については、主要な
構成部分を製造する者が本条にいう「製造
しようとする者」に該当する。 

 
1.3.3 特定機械等の定義 
第 37 条の適用に当たっては、製造許可の

対象となる特定機械等がどのようなもので
あるかが問題となるが、この点に関しては、
安衛法施行令に具体的な定義が置かれてい
る。この規定を踏まえつつ、それぞれの機
械の定義を確認しておく 7。 

 
1.3.3.1 ボイラー 
一般にボイラーとは、燃料を使用して水

を熱することによって温水や蒸気を発生さ
せる装置をいう。現行の安衛則上、ボイラ
ーは、発生させる物質及び製造の原料によ
って分類されている。 
（1） 発生物質による分類 
蒸気ボイラーは、燃焼ガスまたは電気に

より、水又は熱媒を加熱して、大気圧を超
える圧力の蒸気を発生させてこれを他に供
給するものである。旧ボイラー則によれば、
ボイラー本体のほか付設された過熱器およ
び節炭器（ボイラーの廃熱を利用して給水
を加熱する装置。エコノマイザともいう）
も含むものとされている。 
また、温水ボイラーは、燃焼ガス等また

電気により、圧力を有する水または熱媒（熱
を移動させるために用いられる流体）を加
熱してこれを他に供給する装置をいう。 
（2） 製造原料・構造による分類 
ボイラーは、その製造原料により鋼製ボ

イラー（鋼鉄により製造されたもの）と鋳
鉄製ボイラー（鋳鉄製のセクションと呼ば
れる部品を組み合わせて製造されたもの）
に区分される。鋼鉄ボイラーは、さらにそ
の構造によって丸ボイラー（水を満たした
缶を主体としたボイラー）、水管ボイラー
（伝熱部が水管になっているボイラー）に
大分することができる。安衛法施行令第 1
条第 3 号ホにある貫流ボイラーとは、水管
ボイラーの一種で、缶体内に長い水管を設
置し、その一端から注入された水を循環さ
せずに熱して気水分離器によって水と蒸気
に分離させるものである（ボイラーの構造
図については、図 1 から図 4を参照 8）。 
法 37 条の製造許可を要するボイラー（小

規模ボイラー）は、安衛法施行令 1 条 3 号
により、一定以上の伝熱面積、最高使用圧
力、胴の内径および内容積をもつものとさ
れている（安衛法上のボイラーの区分につ
いては図 5 から図 9を参照 9）。 

 
1.3.3.2 第一種圧力容器 
第一種圧力容器は、その中に入っている

ものが大気圧の沸点を超える温度の液体
（飽和液）と定義されており、気体（ガス）
である第二種圧力容器と区別されている。
この理由は、破裂した場合における被害の
相違であり、第一種圧力容器の場合、圧を
かけて液体になっているものが一気に蒸発
して気体に変化し膨張するために被害が大
きいことからより厳しい規制が必要とされ
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ており、法 37 条の製造許可の対象となるの
も第一種圧力容器のみである。第一種圧力
容器の定義は施行令第 1 条第 5 号に定めら
れており、一定以上の最高使用圧力、胴の
内径、内容積をもち、容器内の圧力が大気
圧を超える容器のうち、① 蒸気により固体
や液体を加熱する容器、② 化学反応、原子
核反応その他の反応によって蒸気が発生す
る容器、③ 液体の成分を分離するために当
該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容
器が製造許可の対象となっている（安衛法
上の圧力容器の区分については図 10 およ
び図 11 を参照 

10）。 
 

1.3.3.3 クレーン 
クレーンは、荷を動力を用いてつり上げ、

これを水平に運搬することを目的とする機
械装置のうち、移動式クレーンおよびデリ
ック以外のものをいう。機械としてのクレ
ーンは、荷のつり上げに動力を使用するこ
とが要件となっており、水平移動について
は動力を使用していなくてもよい。 
クレーンには、様々な構造、形状のもの

があり、クレーン則において分類表が作成
されているが、法 37条の製造許可を要する
クレーンは、つり上げ荷重（クレーンにお
いて構造・材質に応じて負荷させることの
できる最大の荷重）が 3 トン以上（スタッ
カークレーンについては 1 トン以上）のも
のとされている（安衛法施行令第 12 条第 3
号）。以下では、表 3 に基づいて主なクレ
ーンの種類について記述する（より具体的
分類については表 4 を、また構造図につい
ては図 12 から図 17 を参照 11）。 
（1） 天井クレーン 
天井クレーンは、建物の両側の壁に沿っ

て設けられたランウェイ（走行軌道）にガ
ーダ（桁）を渡し、そこに巻上装置を置い
たものである。巻上装置の相違によりホイ
スト式（原動機、減速装置、ドラム等を一
体にまとめた巻上装置をガーダの下に設置
する）、トロリ式（ガーダの上にトロリ（台
車）を設置し、そこに巻上機を設置する）
などに分類される。 
（2） ジブクレーン 
ジブクレーンは、ジブ（クレーンの竿の

部分）を有し、その先端の滑車に巻上用の
ワイヤロープを通して荷をつり上げるもの
である。 
その形状により、つち型クレーン（塔状

の構造物の上に水平のジブを乗せた形状の
もの）、引き込みクレーン（ジブを起伏させ
ても吊り荷が上下に移動せずに水平に移動
する形状のもの）、壁クレーン（ジブを壁に
設置したもの）に分類される。 
（3） 橋形クレーン 
橋形クレーンは、天井クレーンの両端に

に脚を設置し、地上または床上に設けたレ
ールの上を走行する形状のものである。天
井クレーンと同様に、ホイスト式、トロリ
式などにさらに分類される。 
（4） アンローダ 
アンローダは、船やはしけから、ばら物

（穀物、砂、石炭等）を専門に陸揚げする
もであり、つり具にグラブバケット（開閉
動作によって荷をつかむ装置）が取り付け
られ、陸揚げしたばら物を移動するための
ホッパー（陸揚げしたばら物の一時的な貯
蔵装置）とコンベヤが組み込まれている。 
（5） ケーブルクレーン 

2 つの塔の間にメインロープを張り、そ
の上をトロリが横行する形式のクレーンで
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ある。塔の形状により、固定ケーブルクレ
ーン（両側の塔が固定されているもの）、走
行ケーブルクレーン（塔が走行するもの）、
橋形ケーブルクレーン（橋形の構造物にケ
ーブルを張ったもの）に分類される。 
（6） テルハ 
テルハは、巻上げとレールに沿った移動

（横行）のみを行うクレーンである。通常
は、工場や倉庫塔の天井に I 形鋼の梁を設
置し、そこに電気ホイストや電気チェーン
ブロックを吊り下げたものである。 
（7） スタッカークレーン 
スタッカークレーンは、直立したガイド

フレームに沿って上下動するフォーク（荷
台）を設置し、フォーキング（フォークの
出し入れ）により棚にある荷の出し入れを
行うクレーンであり、倉庫などに設置され
ることが多い。 
スタッカークレーンには、普通型スタッ

カークレーン（運転台または運転室が荷の
昇降と共に昇降する）と、荷昇降式スタッ
カークレーン（運転台は昇降せずに荷のみ
が昇降する）とに分類される。 

 
1.3.3.4 移動式クレーン 
移動式クレーンとは、安衛法施行令第 1

条第 8 号によれば、「原動機を内蔵し、かつ
不特定の場所に移動させることができるも
の」と定義されている。 
移動式クレーンは、クレーン装置である

上部旋回体と移動するための下部走行体で
構成されており、下部走行体の形態により
いくつかの種類に分類されている（各移動
式クレーンの形態については、図 18 から
図 23を参照 12）。 
これらの移動式クレーンのうち、法 37 条

の製造許可を要するのは、つり上げ荷重が
3 トン以上のものである（安衛法施行令第 1
2 条第 4 号）。 
（1） トラッククレーン等 
トラッククレーンは、通常のトラックの

シャシーにクレーン装置を架装した移動式
クレーンである。このように下部走行体が
車輪または鉄軌道により構成されている形
式の移動式クレーンとしては、トラックク
レーンのほかに、クローラークレーン（下
部走行体がクローラー（キャタピラー）と
なっているもの）、ホイールクレーン（タイ
ヤ付の車軸に支えられた台車の上にクレー
ン装置を架装し、1 つの運転室で走行とク
レーン作業を行うもの）、ラフテレーンクレ
ーン（四輪駆動・四輪操舵により悪路や隘
路での走行とクレーン作業を可能とするも
の）、鉄道クレーン（いわゆる操重車であり、
クレーンを架装した鉄道車両である）など
がある。 
（2） 浮きクレーン 
浮きクレーン（起重機船）は、浮力のあ

る箱形の台船にクレーン装置を架装した移
動式クレーンであり、主に港湾における揚
貨装置として利用されている。 

 
1.3.3.5 デリック 
デリックは、「荷を動力を用いてつり上げ

ることを目的とする設備であつて、主柱又
はブーム並びにつり上機構及びこれらに附
属する物により構成されるもの」をいう（昭
和 47 年 9 月 18 日基発 602 号）。クレーン
とは違い、つり荷の水平移動は要件に含ま
れていないため、水平移動が可能なデリッ
クとそうではないデリックとが混在してい
る（各デリックの構造図は、図 24 および
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図 25を参照 13）。 
（1） ガイデリック 
ガイデリックは、直立したマストの根元

にブームを結合し、マストの上部に 6 本以
上のロープ（ガイロープ）を張ってその先
端をアンカーに固定して設置する。巻上げ
等の動作は、本体から離れた位置に設置さ
れたウインチで行われる。 
（2） スチフレッグデリック 
スチフレッグデリックは、直立したマス

トの先端をロープではなく 2 本のステー
（スチフレッグ）と呼ばれる脚で後方から
支え、マストの根元にマストよりも長いブ
ームを結合している。巻上げ等の動作はガ
イデリックと同様に離れたところに設置さ
れたウインチによって行われる。 

 
1.3.3.6 エレベーター 
エレベーターとは、「人及び荷をガイドレ

ールに沿って昇降する搬器にのせて、動力
を用いて運搬することを目的とする設備」
のことをいう（昭和 47 年 9 月 18 日基発 6
02 号）。安衛法上は、このようなエレベー
ターのうち、荷のみを運搬するものを簡易
リフトと建設用リフトとに分類し、搬器（人
や荷などを積載して運搬する容器）の積載
重量、設置区分およびガイドレールの高さ
に応じて法規制を行っている（エレベータ
ー、簡易リフト、建設リフトの相違につい
ては、表 5 を参照）。 
簡易リフトは、安衛法施行令第 1 条第 9

号により、労基法別表第一の第 1 号から第
5 号に掲げる事業（製造業、鉱業、土木建
築業、貨物運送業、港湾貨物事業）におい
て使用される荷のみを運搬することを目的
としたエレベーターのうち、搬器の床面積

が 1 平方メートル以下かその天井の高さが
1.2メートル以下のものである。 
法 37 条に基づく製造許可を要するのは、

これらのエレベーターおよび簡易リフトの
うち、積載荷重が 1 トン以上のものである。 

 
1.3.3.7 建設用リフト 
建設用リフトは、安衛法施行令第 1 条第

10 号により、荷のみを運搬するエレベータ
ーで、土木、建築等の工事の作業のために
設置・使用されるものである。搬器の大き
さについては特に定めはないため、搬器の
大きさが上記の簡易リフトに相当するのも
のであっても、土木、建築等の工事の作業
のために設置されたものであれば、安衛法
上は建設用リフトに該当する。なお、当該
工事の作業のために設置されるリフトのう
ち、ガイドレールと水平面との角度が 80 度
未満のスキップホイスト（巻上機で上昇さ
せた容器を上端で反転させて運搬物を排出
する装置）についてはコンベアに相当する
ため建設用リフトには該当しない。 
これらの建設用リフトのうち、法 37条に

基づく製造許可を要するのは、積載重量が
0.25 トン以上で、ガイドレールの高さが 18
メートル以上のものである。 

 
1.3.3.8 ゴンドラ 
ゴンドラとは、「つり足場及び昇降装置そ

の他の装置並びにこれらに附属する物によ
り構成され、当該つり足場の作業床が専用
の昇降装置により上昇し、又は下降する設
備」をいう（安衛法施行令第 1条第 11 号）。 
ゴンドラについては、人が乗ることが前

提となっているため、労働者の安全の観点
から、すべてのゴンドラが積載荷重に関わ
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りなく、本条の製造許可の適用を受けるも
のと解される。 
また、ゴンドラについては、ゴンドラ則

上、特に構造上の分類等はなされていない
が、ゴンドラの作業床をつる形式により、
アーム固定型、アーム俯仰型、懸垂型など
に分けることができ、また昇降装置の走行
の有無やその形式などによってもさまざま
な種類のゴンドラが存在している。 

 
1.3.4 罰則 
本条の規定に基づく製造許可を受けずに

特定機械等を製造した者に対して、法第 11
7 条により 1 年以下の懲役または 100 万円
以下の罰金に処せられる。 

 
1.4 関連規定 
1.4.1 ボイラーおよび圧力容器 
本条に基づく安衛法施行令第 12 条では、

ボイラーおよび第一種圧力容器に関して、
別法による規制を受けるものについては安
衛法上の特定機械等の範囲には含まれない
ことを明言している。 
このほか、安衛法施行令第 12 条第 1 項第

1 号には、簡易ボイラー14、小型ボイラー15の
ほか、船舶安全法に基づき船舶に設置され
るボイラーや、電気事業法に基づく発電ボ
イラーが第 37 条の製造許可の適用が除外
されるボイラーの類型として挙げられてい
る 16。 
また、ボイラーの場合と同様に、（簡易）

容器 17、小型圧力容器 18、船舶安全法およ
び電気事業法に基づく圧力容器のほか、高
圧ガス保安法に基づく特定設備、ガス事業
法に基づく容器や配管、導管、液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（液石法）に基づく容器については製
造許可の対象から除外されている 19。 

 
1.4.2 エレベーター 
エレベーターに関しては、労基法別表第

一第 1 号から第 5 号以外の事業場や主に一
般公衆の用に供されるエレベーター、また
は船舶安全法に基づく船舶に設置されたエ
レベーターについては本条の製造許可を要
しないが、前二者のエレベーターについて
は、建築物に附属する設備として建築基準
法により構造や防火等に関する規制が行わ
れている。 
なお、建築基準法は、建築基準法施行令

第 129 条の 3 以下に定める構造上の基準を
満たしているものについて、国交相による
形式適合認定（建築基準法第 68 条の 10）
および型式部材等製造者認証（同法第 68条
の 11）を受けることができるとされている
が、これは標準設計仕様が構造上の基準を
満たしていることの認定であり、安衛法に
基づく製造許可とは異なるものと解される。 

 
1.5 沿革 
1.5.1 法制史 
第 37 条による規制対象となる特定機械

等については、上記のとおり古くから構造
上の要件が定められていた。以下では、機
械ごとに、安衛法制定以前の法規制状況に
ついて概観する。 

 
1.5.1.1 ボイラー及び圧力容器 
汽罐汽
機取締
規則 

○汽罐汽機取締規則（明治 27
年 4月 26 日警視庁令第 24 号）
第 1 条「汽罐並汽機ヲ設置セン
トスル者ハ其定著（ていちゃ
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く：定着）ニ係ルモノハ据付前
其可搬（かはん：移動可能なこ
と）ニ係モノハ使用前願書ニ左
ノ事項ヲ添付シ所轄警察署又ハ
警察分署ヲ経テ警視庁ニ願出免
許ヲ受クヘシ其増設変更ヲ為サ
ントスルトキ亦同シ但此場合ニ
於テハ其増設変更ニ関スル事項
ノ他添附スルヲ要セス」 

工場法 ○工場法（明治 44年 3月 29 日
法律第 46 号）第 13 条「行政官
廳（かんちょう：官庁）ハ命令
ノ定ムル所ニ依リ工場及附属建
設物竝設備カ危害ヲ生シ又ハ衛
生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞
アリト認ムルトキハ豫防（よぼ
う：予防）又ハ除外ノ爲必要ナ
ル事項ヲ工場主ニ命シ必要ト認
ムルトキハ其全部又ハ一部ノ使
用ヲ停止スルコトヲ得」 

汽罐取
締令 

○汽罐取締令（昭和 10年 4 月 9
日内務省令第 20 号）第 6条「汽
罐ハ罐體（かんたい：缶体：ボ
イラーのボディーのこと）検査
ニ合格シタルモノニ非ザレバ之
ヲ設置スルコトヲ得ズ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律 49号）第 46条第 2項「特
に危険な作業を必要とする機械
及び器具は、予め行政官廳の認
可を受けなければ、製造し、変
更し、又は設置してはならな
い。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10月 31 日労働省令第 9 号）
第 37 条第 1 項「溶接による汽罐

又は特殊汽罐は、法第四十六條
第二項の規定により、予め労働
省労働基準局長の認可を受けな
ければ、これを製造してはなら
ない。」 
○ボイラ及び圧力容器安全規則
（昭和 34年 2月 24日労働省令
第 3号）第 3 条第 1項「ボイラ
（小型ボイラを除く。以下この
章において同じ。）を製造しよう
とする者は、あらかじめ、その
事業場の所在地を管轄する都道
府県労働基準局長（以下「所轄
都道府県労働基準局長」とい
う。）の許可を受けなければなら
ない。」 

 
明治期の工場関係の規制は、各府県にお

いて警察を中心とする行政官庁による取締
により行われており、ボイラーに関する規
制については、東京では 1877（明治 10）
年の警視庁布達（明治 10年 11月 21 日甲 6
0 号布達）を端緒とし、1889（明治 22）年
には警視庁令による汽罐及汽機取締規則
（明治 22 年 5 月 29 日警察令第 21 号）が
制定された。その後、同規則を全面改正し
た汽罐汽機取締規則（明治 27 年 4 月 26 日
警視庁令第 24 号）の制定後、原動機（ボイ
ラー、石油機関、ガス機関）に対する規制
として原動機取締規則（大正 14 年 11 月 26
日警視庁令第 51 号）となり、最終的には昭
和 7 年の汽罐取締規則（昭和 7 年 6 月 16
日警視庁令第 16 号）による規制へと移行し
た。いずれの規則においても、汽罐汽機の
設置許可を定めるとともに、汽罐の構造や
検査に関する規定が設けられていた。 
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また、1911（明治 44）年に制定された工
場法は、第 13 条において、適用対象となる
工場に対して、危険予防の見地から行政官
庁による取締の権限を認めていた。もっと
も、工場法施行令第 40条によれば、各府県
において制定された各取締規則は、工場法
に抵触しない限りにおいて有効とされてい
たため、取締規則は工場法施行後も引き続
き効力を有していたものと考えられる。 

1935（昭和 10）年に制定された汽罐取締
令は、各府県による取締規則に基づいて実
施されるボイラーの取締および機械の検査
は、統一的な基準がないがゆえに形式的な
ものとならざるを得ないとの批判を受けて、
業界団体からの要望等も踏まえて内務省令
として制定されたものである。本取締令は、
規制対象となるボイラーの定義（第 1 章）、
構造規格（第 2 章）、設置基準（第 3 章）、
取扱責任者（汽罐士、汽罐取扱主任者）（第
4 章）等について規制を設け、ボイラーの
缶体検査を設置手続と切り離し、缶体検査
に合格していないボイラーの設置を禁止し
た。その上で、取締令第 25 条において、ボ
イラーの製造に関し、「汽罐ハ告示ヲ以テ別
一定ムル法上ノ要件具備シタルモノナルコ
トヲ要ス」と定め、汽罐構造規格（昭和 10
年 4 月 9日内務省告示第 204 号）に適合す
るように製造することを義務づけていた。
もっとも、構造規格に関する規定が設けら
れたとはいえ、本取締令は、製造者に対し
て設計段階における規制を行うことを目的
としたものではなく、あくまで設置される
ボイラーを対象とするものであったこと、
他方、缶体検査の受検義務者を規定してい
ないことから製造者以外の設置者や販売者
が受けることも可能であったため、現代の

製造許可とは異なる規制の仕組みとなって
いた。 

1947（昭和 22）年に制定された労働基準
法は、その制定当初、第 5 章に「安全及び
衛生」を設け、第 46 条第 2 項にて「特に危
険な作業を必要とする機械及び器具」に関
する製造・変更・設置の認可制を定めてい
た。これを受けて、同年 10 月に制定された
安全衛生規則（以下では旧安衛則とする）
は、労働基準局長による製造の許可制を設
けたが、これはボイラーの高圧化の要請に
伴い、溶接を必要とするボイラーの製造を
認可することを目的とするものであった 20。
その後、ボイラーおよび圧力容器の利用範
囲が拡大し、高温、高圧のボイラーの需要
が増加するなど、ボイラーの構造、使用材
料、製造技術が著しく進歩してきたことか
ら、1959（昭和 34）年に旧安衛則から独立
してボイラ及び圧力容器安全規則（以下で
は旧ボイラー則とする）が制定され、すべ
てのボイラーおよび圧力容器に対して製造
の許可制が定められるようになり、旧安衛
則の当該規定は削除された 21。現行のボイ
ラー及び圧力容器安全規則は、1972（昭和
47）年の安衛法制定に伴い、旧ボイラー則
を全面的に改定したものである。 

 
1.5.1.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
土木建
築工事
場安全
及衛生
規則 

○土木建築工事場安全及衛生規
則（昭和 12 年 9 月 30 日内務省
令第 41号）第 20 条「事業主ハ
捲揚（まきあげ）装置（斜面軌
道捲揚装置及昇降機、起重機（き
じゅうき：クレーンやデリック
のこと）其ノ他ノ揚重機（よう
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じゅうき：クレーン、エレベー
ター等重量物を持ち上げる機械
のこと）ヲ含ム 以下ニ同ジ）
ニシテ材料ノ捲揚運搬ニ専用ス
ルモノニ付テハ第十八條第一號
及第四號乃至第六號竝ニ左ノ各
號ノ規定ヲ遵守スベシ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律第 49 号）第 46 条第 2項
「特に危険な作業を必要とする
機械及び器具は、予め行政官廳
の認可を受けなければ、製造し、
変更し、又は設置してはならな
い。」 
○クレーン安全規則（昭和 37
年 7月 31 日労働省令第 16 号）
第 3条第 1項「クレーン（つり
上荷重が三トン未満のものを除
く。以下この条から第八条まで、
第十三条並びにこの章第四節及
び第五節において同じ。）を製造
しようとする者は、その製造し
ようとするクレーンについて、
あらかじめ、その事業場の所在
地を管轄する都道府県労働基準
局長（以下「所轄都道府県労働
基準局長」という。）の認可を受
けなければならない。ただし、
すでに当該認可を受けているク
レーンと型式が同一であるクレ
ーン（以下この章において「認
可型式クレーン」という。）につ
いては、この限りでない。」 

 
クレーン（起重機）に関する規制は、昭

和初期の新聞記事によれば、建設現場にお

ける倒壊事故などへの対応として市街地建
築物法（現在の建築基準法の前身）あるい
は警察等の取締規則による規制が試みられ
ていたようであるが、具体的な規制内容に
ついては明らかではない 22。その後、1931
（昭和 6）年に工場鉱山以外の危険な事業
に従事する労働者への業務上の災害に対す
る扶助を目的として、労働者災害扶助法（昭
和6年4月1日法律第54号）が制定された。
同法第 1 条 1 項 2 号では、その適用対象と
なる事業の一つに「土木工事叉ハ工作用ノ
建設、保存、修理、變更若ハ破壊ノ工事」
が挙げられており、それを根拠として労働
者の安全の確保のために危険予防の見地か
ら 1937（昭和 12）年に土木建築工事場安
全及衛生規則が制定され、起重機および労
働者が搭乗可能な昇降機（エレベーター）
に関する規制が設けられた。その当時の起
重機として利用されていた機械の多くはデ
リックであり、上記規則による起重機規制
も、つり上げ重量が 2 トン以上のガイデリ
ックを対象とするものであった（同規則第
20 条 3 号）。また、旧安衛則第 327 条にお
いては、巻上能力 3 トン以上の起重機（第
1 号）、つかみ能力 0.5 トン以上のグラブバ
ケット付起重機（第 2 号）、主柱又はブーム
の長さ10メートル以上の起重機（第3号）、
巻上能力 2 トン以上のガイデリック又は足
付デリック（第 4 号）、高さ 15 メートル以
上のコンクリート用エレベーター（第 5 号）、
積載能力 2 トン以上の人荷共用又は荷物用
のエレベーター（第 6 号）を揚重機と定義
した上で、これらの設置認可に関する規制
を行っていた。 
その後、1950 年代以降の高層ビル建築に

てデリックに代わりタワークレーンの利用
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が一般化するなど、高度成長期における技
術革新の進展、工事の大規模化などに伴っ
て、クレーンや建設用リフト等の果たす役
割が非常に大きくなったのに比例して、デ
リック、建設用リフト等の倒壊、物体の落
下等による労働災害が増加したことから 23、
それへの対策として旧安衛則の規程を全面
改正して単独の規則として 1962（昭和 37）
年にクレーン等安全規則（旧クレーン則）
が制定され、その中で初めて製造に関する
許可制が定められるようになった。クレー
ンの製造が認可制となるべき根拠としては、
「近時クレーンの応用範囲の拡大にともな
い、特殊な構造及び用途を有するクレーン
が続出し、しかも一部にはある程度見込生
産化する傾向にあるが、クレーン等の安全
を保持するためには、設計及び工作の過程
において一定の基準によらしめる必要があ
る」と説明されている 24。 

 
1.5.1.3 ゴンドラ 
労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律第 49号）第 46条 2項「特
に危険な作業を必要とする機械
及び器具は、予め行政官廳の認
可を受けなければ、製造し、変
更し、又は設置してはならな
い。」 
○ゴンドラ安全規則（昭和 44
年 10月 1日労働省令第 23 号）
第 2条第 1項「ゴンドラを製造
しようとする者は、その製造し
ようとするゴンドラについて、
あらかじめ、その事業場の所在
地を管轄する都道府県労働基準
局長（以下「所轄都道府県労働

基準局長」という。）の認可を受
けなければならない。ただし、
すでに当該認可を受けているゴ
ンドラと型式が同一であるゴン
ドラ（以下この章において「認
可型式ゴンドラ」という。）につ
いては、この限りでない。」 

 
ゴンドラに関しては、戦前は特段の規制

は行われていなかったようである。前記土
木建築工事場安全及衛生規則は、いわゆる
つり足場に関して安全荷重や作業床等に関
する規制は行っているものの、昇降機付の
ゴンドラに関する規制は行われていなかっ
た。 

1947（昭和 22）年に制定された旧安衛則
では、前記土木建築工事場安全及衛生規則
と同様の規制が行われていたにすぎず（旧
安衛則第 110 条）、ゴンドラは対象となって
いなかったが、1963（昭和 38）年の改正 25

により、つり足場の項目が新たに設けられ
た。この改正においては、「昇降のために用
いる巻上機は、自動的に、かつ、確実に作
動する制御装置を有するものであること
（旧安衛則第 109 条の 6第 6号）」がつり足
場の設置要件として定められたが、ゴンド
ラ自体の製造許可あるいは性能検査等に関
する規制は定められなかった。 
高度成長期における高層ビルの建築ラッ

シュにより、1960 年代後半からつり足場や
ゴンドラを使用した窓拭きや外壁タイル工
事などの需要が高まっていったが、それに
比例してゴンドラの落下事故も増加し、そ
の危険性や製造上の欠陥や点検制度の不備
などが指摘されるようになってきた。特に、
1969（昭和 44）年に発生した西武百貨店ゴ
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ンドラ墜落事故やその 5 日後に発生した兜
町ビルにおけるゴンドラ落下事故などを契
機として、労働省が同年 5 月 1 日から 10
日まで、全国のゴンドラ 303 台に対し一斉
監督指導を実施したところ、違反が全体の
3 割に達し、また欠陥のあったゴンドラが 1
割弱との監督結果となった。また、過去の
ゴンドラ関係災害の原因が、構造上の不備
や使用・点検・修理などの管理体制の欠陥
によるものであることから、同年 10月にゴ
ンドラ安全規則が制定され、そこで製造の
許可制が定められたものである 26。 

 
1.5.2 背景となった災害等 
以下では、特定機械等に関連する災害例

を挙げるが、実際の規制の契機となった具
体的事例というよりは、規制制定前後の時
期における特定機械等の典型的な災害例に
つき、特に被害が大きかったものを中心に
リストアップしたものである。ただし、ゴ
ンドラに関してはまさしく当該災害が規制
策定の契機となっている。 

 
1.5.2.1 ボイラー及び圧力容器 
（1） 金沢市ボイラー破裂事故 

1889（明治 22）年 3月 8日、石川県金沢
市の大鋸谷製紙所において、ボイラー破裂
事故が発生し、死者 9 名、負傷者 8 名とい
う惨事となった。これを受けて、農商務省
が技師を現地へ派遣して調査視察を行った。
官報に掲載された報告書には、ボイラー破
裂の原因として、当該ボイラーは船舶用の
物を改造したものであり、構造にしても製
作にしても十分な圧力に耐えうるものでは
なかったこと、また数日前から破裂の兆候
があったにもかかわらずボイラー担当者が

気づかなかったことなどを挙げていた。 
この報告書の最後には、「該罐購入前専門

技術科ニ就キ能ク其原料及構造法ノ檢定ヲ
受ケ其取扱方ニ至リテモ熟練ナル火夫ヲシ
テ日常之ニ従事セシメタランイハ斯ノ如キ
惨害ヲ被ラサルヘキニ然ルコトナカリシ」
との記載があり、ボイラーの構造規格や取
扱技術の熟練の必要性が問題点として指摘
されていた 27。 
（2） 横浜市ボイラー爆発事故 

1955（昭和 30）年 5 月 13 日、神奈川県
横浜市鶴見区の製菓工場でボイラーが爆発
し、作業員 2 名が即死、負傷者 8 名（うち
6 名が重傷）となった。 
労基署監督官の調べによれば、当該菓子

工場に設置されていたボイラーには安全弁
（ボイラー内の圧力が一定以上になった場
合に、自動的に弁を開いて蒸気を放出し、
圧力を規定以下に保つようにするための装
置）  がなく、バルブ（流体が通る配管の開
閉や流れの制御を行う機能を持つ装置）が
取り付けられていたが、圧力が上がった際
にこのバルブが閉まったために爆発したも
のであるとされた。 

 
1.5.2.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
（1） 松坂屋起重機倒壊事故 

1927（昭和 2）年 10 月 26 日午後 7時 40
分頃、上野広小路の松坂屋の工事現場にお
いて、重量 16 トン近い鉄材 2 本を約 30 メ
ートルの高さの起重機で釣り上げようとし
た際に、突然起重機が道路側の夜店の上に
横倒しとなり、4名死亡、重軽傷者 10 数名
を出す惨事となった。 
調査によれば、当該起重機は最近購入し
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たものであり、起重機を支えるワイヤーは
直径 1 インチのものが 8 本設置されていた
が、16 トンの鉄材を 1 メートル弱引き上げ
た際に、鉄材の位置を変更しようと作業し
ていたところ、突然 1 本のワイヤーが切断
され、これがきっかけとなり合計 3 本のワ
イヤーが最終的に切断したために倒壊した
ものである。ワイヤー切断の原因が、起重
機を垂直に設置していなかったために過度
の負担がかかったものであるとして、最終
的に工事責任者ら 4 名が業務上過失致死罪
により起訴された。 
（2） 京成電車上野線エレベーター落下事

故 
1932（昭和 7）年 12 月 28 日、東京上野

の地下鉄工事現場に設置された土砂運搬用
エレベーターに、作業員 4 名と土砂約 400
キログラムを積み込んで上昇したところ、
突然ワイヤーが切断して高さ約 6 メートル
の所から地上に墜落し、4 名が重軽傷を負
った。 
当該エレベーターは、約 1 トンの重量に

耐えうるものとされており、3 か月ほど使
用可能とされるワイヤーも 2 週間前に交換
したばかりであったため、ワイヤーの品質
が問題とされた。 
（3） 川鉄千葉製鉄所クレーン倒壊事故 

1957（昭和 32）年 7月 1日午後 4時すぎ、
千葉市にある川鉄千葉製鉄所の第二溶鉱炉
建設現場で作業員 20 数名がクレーンの組
み立て中に、主柱（高さ 60 メートル、重量
35 トン）が突然地上 15 メートル付近から
折れ、これに続くワイヤロープも切れたた
め、アーム（長さ 55 メートル、重量 30 ト
ン）も一緒に崩れ落ち、作業員 5 名が死亡、
11 名が重軽傷を負った。 

当該クレーンは、同製鉄所で作成したも
のであり、先月 29 日にマスト部の設置が終
わり労基署の認可を受けたばかりであった。
この日は、ウインチでアームの部分をつり
上げようとし、その先端が 5 メートルほど
地上を離れたところ、異様な音とともにマ
ストが折れたものである。その後の調べに
よると、事故の原因は、クレーンの主柱を
補強するための溶接が不完全だったためと
特定された。 

 
1.5.2.3 ゴンドラ 
（1） 西武百貨店ゴンドラ墜落事故 

1969（昭和 44）年 4 月 24 日午前 10 時 1
0 分頃、東京渋谷の西武百貨店にて窓清掃
作業中のゴンドラ（鉄製・重量約 1 トン）
が突然落下して、近くの歩道を縦列で歩い
ていた小学生を直撃し、ゴンドラに搭乗し
ていた作業員1名と小学生2名が死亡した。 
調査によれば、事故の原因は、ゴンドラ

をつっているクレーン部分のギア（8 ミリ
ピッチ）が規定では 7.2 ミリのかみ合わせ
が必要なところ、わずか 2 ミリであったた
めにギアが外れたためであると断定された。
これはメーカーによる保守点検で簡単に調
整可能であったが、西武百貨店が保守契約
を締結しておらず、点検が行われていなか
ったため管理上の不備があったものと認定
された。 

 
1.6 運用 
1.6.1 適用の実際 
1.6.1.1 手数料 
第 37 条に基づき製造許可の申請を受け

ようとする者は、安衛法第 112 条第 1 項第
3 号の規定に基づき、国に手数料を納付し
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なければならない。手数料の額は、労働安
全衛生法関係手数料令（昭和 47 年 9 月 28
日政令第 345 号）第 1 条 2 号により現在は
82,500 円となっている。 

 
1.6.1.2 製造許可の基準 
機械の製造者が法 37 条に基づく機械の

製造許可を受けるにあたっては、機械ごと
に定められた安全規則の規定に従って書面
による申請が必要となるが、製造許可の申
請にあたっては、ボイラー及び第一種圧力
容器の製造許可基準（昭和 47 年 9 月 30 日
労働省告示第 75 号。以下ではボイラー製造
許可基準とする）およびクレーン等製造許
可基準（昭和 47 年 9月 30 日労働省告示第
75 号。以下ではクレーン製造許可基準とす
る）の規定にしたがって行わなければなら
ない。安全規則および製造許可基準の具体
的内容は、ボイラーおよび圧力容器とその
他の機械とでは若干の相違があるため、そ
の異同に留意しつつ見ていくことにする。 
ボイラー則第3条第2項の規定によれば、

ボイラーの製造許可に関する規定は、申請
書に、構造を示す図面のほか、① 強度計算、
② ボイラーの製造及び検査のための設備
の種類、能力及び数、③ 工作責任者の経歴
の概要、④ 工作者の資格及び数、⑤ 溶接
によって製造するときは、溶接施行法試験
結果を示す書類をそれぞれ添付する事が義
務づけられている。旧ボイラー則では、条
文上は製造認可申請書の提出のみが義務づ
けられていたが、その申請書の様式では、
備考欄において現行ボイラー則とほぼ同様
の書類を添付することが求められており、
新旧規則における申請内容の違いは、溶接
施行法試験結果の記載の有無ということに

なろう。 
また、クレーン則、ゴンドラ則に基づく

申請については、① クレーン・ゴンドラの
組立図、② 強度計算の基準、③ 製造検査
の設備概要、④ 主任設計者および工作責任
者の経歴の概要を添付しなければならない
と規定されており、いくつかの点について
ボイラー則とは異なった書類の提出が必要
となっている。 

 
1.6.1.3 構造を示す図面・組立図 
特定機械等の製造許可申請に際して、ボ

イラー・圧力容器については、構造を示す
図面を、クレーン等およびゴンドラについ
ては組立図を添付することが必要である。
このうち、組立図については、行政通達（ク
レーン等：昭和 46 年 9 月 7 日基発第 621
号、ゴンドラ：昭和 44 年 10 月 23 日職発
第 7065 号）により、具体的に記載すべき事
項が明らかにされている。それによれば、
クレーンに関しては、① クレーンの外観お
よび主要寸法、② 構造部分の概要（全体の
形状、構成部材の種類、材質、継手の方式
控えの形状等の寸法等）、③ つり上げ装置、
走行装置、旋回装置等の概要（ドラム・シ
ープの形状および寸法、動力伝導装置の主
要寸法等）、④ 安全装置およびブレーキの
形式・配置、⑤ 原動機の配置、⑥ つり具
の形状および寸法、⑦ 運転室マハタ運転台
の位置について記載すればよいとされてい
る。また、ゴンドラについては、① ゴンド
ラの外観および主要寸法、② 構造部分の概
要、③ 昇降装置、走行装置等の概要、④ 
安全装置およびブレーキの形式および配置、
⑤ 作業床の形状および主要寸法のほか、ワ
イヤロープ、チェーン等の緊結方法を図示
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する必要がある。 
これらに対して、ボイラー及び圧力容器

に関しては、構造を示す図面について特段
の行政通達は示されていないが、圧力容器
の構造規格に基づき作成された図面を添付
すれば良いものと考えられる 28。なお、構
造図面については、基本的に現尺または縮
尺寸法により作成されるが、マンホールや
管台等の各機械に共通して使用される部品
については、いわゆる標準図面を用いて形
式に対応した寸法を併記すれば良いとされ
ている（昭和56年6月13日基収第 205号）。 

 
1.6.1.4 強度計算 
強度計算とは、製造する機械が作用する

際の荷重に対して、主要な構造部材が構造
的な健全性を有していることを確認するた
めに行われるものである。したがって、ボ
イラー及び圧力容器の場合であれば、高圧
下で蒸気や温水を発生させるものであるか
ら、一定以上の圧力や温度による荷重に対
して装置に使用された材料が十分に耐えう
る強度を有するかどうかが問題となり、ク
レーンやゴンドラの場合であれば、荷物・
人の吊り上げ・吊り下げによる荷重に対し
て、ワイヤーやマストが材料的・構造的に
十分な強度を有するかどうかが問題となる。
強度計算は、このような目的のために材料
の強度とその装置の許容応力から安全率を
算定し、機械が破損することのないように
設計されているかを確認するものである。 
クレーン等においては、強度計算の「基

準」が提出書類となっているが、これは旧
クレーン則にかかる通達によれば、「構造部
分の強度計算を行う場合によるべき数式お
よび仮定」であって、具体的な数値の記入

は必要ないとされているが 29、実務上は、
技術水準の確認を要するために強度計算の
結果である強度計算書の添付が求められて
いる 30。 
ボイラー・圧力容器の場合は、条文上「強

度計算」とのみ記載されていることから、
強度計算の結果の記載が必要となるものと
考えられる。また、圧力容器については、
風荷重・地震荷重、配管からの外力に対す
る管台の溶接継手、トレイ、つり上げ荷重
に関する強度計算が必要とされている 31。 

 
1.6.1.5 製造・検査のための設備 
特定機械等の製造許可のために一定の設

備を有していることを確認するものである。
ボイラーの場合とクレーン等の場合とで求
められる設備は異なっている。 
（1） ボイラー及び圧力容器 
ボイラー則においては、製造しようとす

るボイラーおよび圧力容器の種類に応じて、
製造および検査のための設備が明示されて
いる。このうち、もっとも条件が厳格なの
は、① 鋼製ボイラーおよび鋼製圧力容器で
溶接により製造するもの、② 貫流ボイラー
のうち内径 300mm 以上で気水分離器を有
するもの、③ ボイラーまたは第一種圧力容
器の胴用大径鋼管については、ボイラー製
造許可基準の別表第一に定める設備を有し
ていなければならない（具体的な設備につ
いては表 1 を参照）32。もっとも、同表欄
外の但書によれば、これらの設備について
は、他の者が所有する設備を随時利用でき
る場合や、他の者と共同で所有している場
合も設備を有しているものとみなすことと
されており、必ずしも自己所有である必要
はない。 
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（2） クレーン・ゴンドラ 
クレーンおよびゴンドラについてはいず
れも検査に関する設備のみの記載が求めら
れており、クレーン製造許可基準第 3 条に
よれば、① 万能試験機、② 放射線試験装
置の設備を有していればよいとされている。 
 

1.6.1.6 工作責任者、主任設計者 
製造許可にあたっては、設計、製造の担

当者に関する記載も義務づけられている。
この点につき、ボイラー則は工作責任者お
よび工作者を、クレーン則・ゴンドラ則は
主任設計者および工作責任者の記載が求め
られている（各担当者の具体的な資格基準
については表 2 を参照）。 
ボイラー及び圧力容器は機械の製造上の

欠陥が破裂などの重大な事故を引き起こす
可能性に鑑みて、工作者については、有資
格者（ボイラー溶接士）の数の記載が求め
られるなど製造に関する規制を強化してい
るのに対して、クレーン・ゴンドラに関し
ては、様々な種類の機械が存在しているこ
とから、主任設計者の記載を義務づけるこ
とにより、設計段階における適正な構造を
担保することを重視しているものと考えら
れる。 

 
1.6.1.7 溶接施行法試験結果 
上述したように、ボイラーおよび圧力容

器については、機械の製造上の欠陥が重大
な事故を引き起こす可能性があるため、こ
れら機械の製造許可を受けるためには、そ
の申請の際に、溶接施工法試験結果を提出
することが求められている。一般に、溶接
を必要とする機械を製造する場合、製作者
は溶接施工要領書（Welding Procedure Sp

ecification, WPS）と呼ばれる書類を作成し、
実際に施工する溶接方法、継手（溶接によ
って接合する 2 つの構造部分）の種類、母
材（溶接される材料）や溶接材料（溶接の
際に添加される材料）、溶接条件、熱処理等
の溶接施工条件の詳細を明らかにする必要
がある。このWPS の裏付けとなる性能試験
として溶接施行法の試験を実施し、その結
果を記録したものが溶接施行法試験結果（P
rocedure Qualification Record, PQR）であ
る。PQRには、溶接継手の強度試験や非破
壊検査等の性能試験の記録により、製作者
が所定の品質の溶接施工が可能であること
を確認するものである。 
したがって、法 37 条の製造許可を得るた

めの溶接施行法試験結果は、PQR に相当す
るものを作成すればよいものと解される。
これを作成するにあたっては、ボイラー製
造許可基準に定める溶接条件において実施
される試験に合格したものでなければなら
ない。同許可基準第 4 条は、溶接条件につ
いて、日本工業規格（JIS）B 8285（圧力容
器の溶接施工方法の確認試験）に準拠した
上で、溶接施工法試験の方法としては、機
械試験（引張試験、表曲げ試験、裏曲げ試
験、衝撃試験（圧力容器のみ））を試験板の
厚さに応じて複数回実施することが求めら
れている（同許可基準第 5 条）33。同許可
基準およびボイラー構造規格ならびに圧力
容器構造規格所定の基準を満たしたものが
製造許可基準に合致した溶接施行法試験結
果となる。 

 
1.6.2 関係判例 
1.6.2.1 富士ブロイラー事件 
（1） 事実の概要 
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原告 X は、鶏肉製造、販売等を業とする
ものであるが、昭和 50年 5 月、静岡県内の
工場内に分離前相被告 A 会社の製造にかか
るへい獣処理用攪拌乾燥機（以下「本件乾
燥機」という）を設置し、ブロイラーの食
肉加工に伴い発生する残滓を高圧分解し配
合飼料の原料を製造する化成工場を新設し、
運転を開始していたところ、同年 7月 11日
の午前中に運転中の本件乾燥機の原料投入
口鉄蓋支持部分のボルトが切断して右鉄蓋
が吹き飛び、本件乾燥機内で蒸煮中の鶏の
不可食物等が化成工場の屋根を突き破って、
周囲の住宅や畑等に飛散した（以下「本件
事故」という）。本件事故による地域住民の
抗議に対して、原告は化成工場の無期限操
業停止を約束させられ、最終的には同工場
は廃業を余儀なくされた。 
本件乾燥機は、最高使用圧力 1 ㎠あたり

7kg 以上の圧力に耐え得るように設計され
ていたが、実際に製作された本件乾燥機は、
いくつかの点において設計に従っていなか
ったため、設計どおりの強度を有さず、そ
のため本件乾燥機内の圧力が許容限度内あ
ったにもかかわらず、本件事故に至ったも
のである。 
本件乾燥機は労働安全衛生法関係法令上

の第一種圧力容器に該当することから、労
働基準局長による製造許可および構造検査、
また労働基準監督署長による落成検査が実
施され、第一種圧力容器検査証の交付を受
けていた。X は、労働基準局長が、① A 会
社による本件乾燥機の製造について許可手
続を行わなかったこと、② 本件事故により
破損した原料投入口部分に関する記載のな
い構造図に基づく本件乾燥機缶体部分につ
いて構造検査を行ったことがボイラー則49

条に違反し、また労働基準監督署長が落成
検査を構造検査合格前に実施したことが同
則 59条 2項に違反すると主張した。 
（2） 第一審判決（静岡地判昭和 58年 4月

7日訟務月報 29巻 11号 2031頁） 
裁判所は、安衛法における第一種圧力容

器の製造及び設置に関する諸規則は、「国が、
労働安全衛生行政の立場から、その構造等
に一定の規格を定め、製造から設置に至る
段階において製造許可、構造検査、落成検
査等の審査手続を行ない、製造者が製造、
搬出し事業者が設置する第一種圧力容器に
ついて右規格が確保されるよう監督し、そ
の構造上の安全性を確保することにより労
働者の生命、身体、健康を労働災害から保
護することを目的とするものであり、国が
事業者に対し右安全性を保証する制度では
なく、国が事業者に対し右規制を実施すべ
き義務を負うものではない」から、これら
の規制の結果、特定機械等の「安全性が一
般的に確保されることによつて事業者が利
益を享受することがあつたとしても、それ
は事実上の利益にすぎず」、「審査手続上の
過誤により規格適合性の審査が十分に行な
われないまま前記規格に適合しない第一種
圧力容器が設置されるに至つたとしても、
事業者との関係においては、その違法性を
論ずる余地はない」として、本件乾燥機を
使用する事業者である原告に対しては、違
法性を有しないと判示した。 
（3） 控訴審判決（東京高判昭和 60年 7月

17日判時 110号 88頁） 
製造許可について、ボイラー則の「規則

上、既に製造許可を受けている第一種圧力
容器と同型式のものを製造するについては、
製造及び検査に関する設備その他の製造条
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件が許可時に比して低下するなどの特段の
事情のない限り、改めて製造許可を受ける
必要はな」く、Ａ社は昭和 38 年 2 月 20 日、
第一種圧力容器について製造認可を受けて
いることから、「本件乾燥機も・・・第一種
圧力容器であり、前記特段の事情も認めら
れないところから、これを製造するについ
ては改めて製造許可手続を行う必要はなか
つたことを認めることができ」るから、「製
造許可上の過失をいう控訴人の主張は既に
この点において採用することができない」。 

 
1.6.2.2 検討 
本件は、圧力容器の爆発事故に際して、

当該圧力容器の設置事業者が、その設計
上・製造上の瑕疵を製造者に対してではな
く、法第 37条に基づき製造許可を出した国
に対して責任を追及した事例である。裁判
所は、法 37 条の規制は、もっぱら特定機械
等を製造する者に対して許可制を定めるこ
とにより、当該機械等を使用する労働者を
労働災害から保護することが目的であり、
設置事業者に対して国が機械等の安全を保
証するものではないとして、請求を棄却し
た。 
法第 37 条に基づく製造許可が裁判で争

われることを想定した場合、製造許可を出
したことの瑕疵が問題となるが、同条に基
づいて国（都道府県労働局長）が製造許可
を出したことを争いうるのは、法 37条の構
造からすれば、許可の申請を行う当該機械
等を製造しようとする者が該当するのは異
論がない。この場合において、当該機械の
瑕疵が設計段階における問題なのか製造過
程における問題なのかを分けて考える必要
がある（本件においては、この点に関して

は裁判所は特段の事実認定を行っていな
い）。 
前者の場合、製造者側が提出した申請書

類に設計上・構造上の問題があるにもかか
わらず労働局長が製造許可を認めたといい
うるか否かが争われることになるが、この
場合における設計上・構造上の問題には、
単なる数値上の誤りにすぎないものもあれ
ば、重大な構造上の欠陥を含むものまで非
常に幅広いものが考えられうる。製造許可
の申請において、当該機械に対する全ての
情報は申請事業者が有していることを考慮
するならば、行政側としては、ある程度ま
では、申請事業者の専門的知識を信頼して
製造許可を出すものと考えられるから、あ
る程度までは形式的なものとならざるをえ
ず、明らかな機械の設計上・構造上の問題
があるにもかかわらず製造許可を出したと
いうような特別な事情が認められない限り、
当該機械の瑕疵を原因とする労働災害発生
の責任は、製造許可を出した国に対してで
はなく、当該機械の製造者に向けられるべ
きであろう。 
また、後者の場合は、法第 38 条の検査に

ついての行政側の瑕疵が問題となり得るが、
この点については、同条の項目にて改めて
検討を行う。 
本件のように、特定機械等の製造者から

当該機械を購入・設置した者については、
通常であれば、製造者に対して、瑕疵のあ
る特定機械等を引き渡したことに対して、
債務の不完全履行または不法行為の責任を
追及すべきであり、国に対して製造許可を
出した責任を追及することはできないとし
た裁判所の判断は妥当である。ただし、本
件第一審判決が指摘するように、特定機械
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等の製造許可を定める目的は、当該機械の
安全を確保することを通じて、労働者の生
命・安全を保証するという点にあることか
らすれば、設置事業者が、当該機械の瑕疵
による労働災害発生によって何らかの被害
を被った労働者を代理して、国に対して製
造許可の瑕疵の責任を追及することは理論
上は検討の余地があるものと考えられる。 

 
1.7 改正提案 
本条の条文構造そのものについては、特

段問題となるような論点はないものの、上
記で明らかにしたように、本条で規制され
る特定機械等は、これら機械に対する規制
の歴史的経緯から安衛法上において特に危
険な機械と位置付けられているものと考え
られる。 
安衛法制定から 50 年近くを経て、様々な

技術開発が進展していく中で、労働者の生
命や身体に危険を及ぼすような機械にはど
のようなものがあるか、またそれに対して
製造許可という法律に基づく許可制の必要
があるか否かについて、今後検討していく
必要があるのではないかと思われる。 

 
2 第 38条（製造時等検査等） 
2.1 条文 
第三十八条 特定機械等を製造し、若しく
は輸入した者、特定機械等で厚生労働省令
で定める期間設置されなかつたものを設置
しようとする者又は特定機械等で使用を廃
止したものを再び設置し、若しくは使用し
ようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項について、当
該特定機械等が、特別特定機械等（特定機

械等のうち厚生労働省令で定めるものをい
う。以下同じ。）以外のものであるときは都
道府県労働局長の、特別特定機械等である
ときは厚生労働大臣の登録を受けた者（以
下「登録製造時等検査機関」という。）の検
査を受けなければならない。ただし、輸入
された特定機械等及びこれに係る厚生労働
省令で定める事項（次項において「輸入時
等検査対象機械等」という。）について当該
特定機械等を外国において製造した者が次
項の規定による検査を受けた場合は、この
限りでない。 
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場
合には、外国において特定機械等を製造し
た者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、輸入時等検査対象機械等について、自
ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以
外のものであるときは都道府県労働局長
の、特別特定機械等であるときは登録製造
時等検査機関の検査を受けることができ
る。 
一 当該特定機械等を本邦に輸出しよう

とするとき。 
二 当該特定機械等を輸入した者が当該

特定機械等を外国において製造した
者以外の者（以下この号において単
に「他の者」という。）である場合に
おいて、当該製造した者が当該他の
者について前項の検査が行われるこ
とを希望しないとき。 

3 特定機械等（移動式のものを除く。）を
設置した者、特定機械等の厚生労働省令で
定める部分に変更を加えた者又は特定機械
等で使用を休止したものを再び使用しよう
とする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該特定機械等及びこれに係る厚
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生労働省令で定める事項について、労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。 
（昭五八法五七・平四法五五・平六法九七・
平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法
一〇二・平一七法一〇八・一部改正） 

 
2.2 関連政省令 
2.2.1 第 38条第 1項および第 2項関連 
2.2.1.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 34 
第五条 ボイラーを製造した者は、法第三
十八条第一項の規定により、同項の登録製
造時等検査機関（以下「登録製造時等検査
機関」という。）の検査を受けなければなら
ない。 
2 溶接によるボイラーについては、第七条
第一項の規定による検査に合格した後でな
ければ、前項の規定により登録製造時等検
査機関が行う検査（以下この章において「構
造検査」という。）を受けることができない。 
3 構造検査を受けようとする者は、ボイラ
ー構造検査申請書（様式第二号）にボイラ
ー明細書（様式第三号）を添えて、登録製
造時等検査機関に提出しなければならな
い。 
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合
格したボイラーに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第
五号による構造検査済の印を押して申請者
に交付する。 
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合
格した移動式ボイラーについて、申請者に
対しボイラー検査証（様式第六号）を交付
する。 
（平六労令二四・平八労令二・平九労令一
三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・

平二四厚労令六・一部改正） 
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項
の規定により、登録製造時等検査機関の検
査を受けなければならない。 
一 ボイラーを輸入した者 
二 構造検査又はこの項の検査を受けた

後一年以上（設置しない期間の保管
状況が良好であると都道府県労働局
長が認めたボイラーについては二年
以上）設置されなかつたボイラーを
設置しようとする者 

三 使用を廃止したボイラーを再び設置
し、又は使用しようとする者 

2 外国においてボイラーを製造した者は、
法第三十八条第二項の規定により、登録製
造時等検査機関の検査を受けることができ
る。当該検査が行われた場合においては、
当該ボイラーを輸入した者については、前
項の規定は、適用しない。 
3 前二項の規定により登録製造時等検査
機関が行う検査（以下この章において「使
用検査」という。）を受けようとする者は、
ボイラー使用検査申請書（様式第十三号）
にボイラー明細書（様式第三号）を添えて、
登録製造時等検査機関に提出しなければな
らない。 
4 ボイラーを輸入し、又は外国において製
造した者が使用検査を受けようとするとき
は、前項の申請書に当該申請に係るボイラ
ーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働
大臣の定める基準（ボイラーの構造に係る
部分に限る。）に適合していることを厚生労
働大臣が指定する者（外国に住所を有する
ものに限る。）が明らかにする書面を添付す
ることができる。 
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合
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格したボイラーに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第
十四号による使用検査済の印を押して申請
者に交付する。 
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合
格した移動式ボイラーについて、申請者に
対しボイラー検査証（様式第六号）を交付
する。 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平六労
令二四・平一二労令二・平一二労令一二・
平一二労令一八・平一二労令四一・平一五
厚労令一七五・平二四厚労令六・一部改正） 

 
2.2.1.2 クレーン等安全規則 
第五十五条 移動式クレーンを製造した者
は、法第三十八条第一項の規定により、当
該移動式クレーンについて、所轄都道府県
労働局長の検査を受けなければならない。 
2 前項の規定による検査（以下この節にお
いて「製造検査」という。）においては、移
動式クレーンの各部分の構造及び機能につ
いて点検を行なうほか、荷重試験及び安定
度試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定
格荷重の一・二五倍に相当する荷重（定格
荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重
に五十トンを加えた荷重）の荷をつつて、
つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうも
のとする。 
4 第二項の安定度試験は、移動式クレーン
に定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の
荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に
関し最も不利な条件で地切りすることによ
り行なうものとする。 
5 製造検査を受けようとする者は、移動式
クレーン製造検査申請書（様式第十五号）

に移動式クレーン明細書（様式第十六号）、
移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に
掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれ
ぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計
算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提
出しなければならない。この場合において、
当該検査を受けようとする移動式クレーン
が既に製造検査に合格している移動式クレ
ーンと寸法及びつり上げ荷重が同一である
ときは、当該組立図及び強度計算書の添付
を省略することができる。 
6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合
格した移動式クレーンに様式第十七号によ
る刻印を押し、かつ、その移動式クレーン
明細書に様式第十八号による製造検査済の
印を押して前項の規定により申請書を提出
した者に交付するものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一
項の規定により、当該移動式クレーンにつ
いて、都道府県労働局長の検査を受けなけ
ればならない。 
一 移動式クレーンを輸入した者 
二 製造検査又はこの項若しくは次項の

検査（以下この節において「使用検
査」という。）を受けた後設置しない
で二年以上（設置しない期間の保管
状況が良好であると都道府県労働局
長が認めた移動式クレーンについて
は三年以上）経過した移動式クレー
ンを設置しようとする者 

三 使用を廃止した移動式クレーンを再
び設置し、又は使用しようとする者 

2 外国において移動式クレーンを製造し
た者は、法第三十八条第二項の規定により、
当該移動式クレーンについて都道府県労働
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局長の検査を受けることができる。当該検
査が行われた場合においては、当該移動式
クレーンを輸入した者については、前項の
規定は、適用しない。 
3 第五十五条第二項から第四項までの規
定は、使用検査について準用する。 
4 使用検査を受けようとする者は、移動式
クレーン使用検査申請書（様式第十九号）
に移動式クレーン明細書、移動式クレーン
の組立図及び第五十五条第五項の強度計算
書を添えて、都道府県労働局長に提出しな
ければならない。 
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国にお
いて製造した者が使用検査を受けようとす
るときは、前項の申請書に当該申請に係る
移動式クレーンの構造が法第三十七条第二
項の厚生労働大臣の定める基準（移動式ク
レーンの構造に係る部分に限る。）に適合し
ていることを厚生労働大臣が指定する者
（外国に住所を有するものに限る。）が明ら
かにする書面を添付することができる。 
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格し
た移動式クレーンに様式第十七号による刻
印を押し、かつ、その移動式クレーン明細
書に様式第二十号による使用検査済の印を
押して第四項の規定により申請書を提出し
た者に交付するものとする。 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平一二
労令二・平一二労令一二・平一二労令一八・
平一二労令四一・一部改正） 

 
2.2.1.3 ゴンドラ安全規則 
第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安
全衛生法（以下「法」という。）第三十八条
第一項の規定により、当該ゴンドラについ
て、所轄都道府県労働局長の検査を受けな

ければならない。 
2 前項の規定による検査（以下「製造検査」
という。）においては、ゴンドラの各部分の
構造及び機能について点検を行なうほか、
荷重試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれか
に定めるところによるものとする。 
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外

のゴンドラにあつては、作業床に積
載荷重に相当する荷重の荷をのせて
上昇及び下降の作動を定格速度及び
許容下降速度により行なうこと。 

二 下降のみに使用されるゴンドラにあ
つては、作業床に積載荷重に相当す
る荷重の荷をのせて下降の作動を許
容下降速度により行なうこと。 

4 製造検査を受けようとする者は、ゴンド
ラ製造検査申請書（様式第二号）にゴンド
ラ明細書（様式第三号）、ゴンドラの組立図
及びアームその他の構造部分の強度計算書
を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。この場合において、当
該検査を受けようとするゴンドラが既に製
造検査に合格しているゴンドラと寸法及び
積載荷重が同一であるときは、当該組立図
及び強度計算書の添付を省略することがで
きる。 
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合
格したゴンドラに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第
五号による製造検査済の印を押して前項の
規定により申請書を提出した者に交付する
ものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 

 
2.2.2 第 38条第 3項関連 
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2.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 35 
第十四条 ボイラー（移動式ボイラーを除
く。）を設置した者は、法第三十八条第三項
の規定により、当該ボイラー及び当該ボイ
ラーに係る次の事項について、所轄労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。ただし、所轄労働基準監督署長が当該
検査の必要がないと認めたボイラーについ
ては、この限りでない。 
一 第十八条のボイラー室 
二 ボイラー及びその配管の配置状況 
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及

び煙道の構造 
2 前項の規定による検査（以下この章にお
いて「落成検査」という。）は、構造検査又
は使用検査に合格した後でなければ、受け
ることができない。 
3 落成検査を受けようとする者は、ボイラ
ー落成検査申請書（様式第十五号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、認定を受けたこと
により第十条の届出をしていないときは、
同条のボイラー明細書及び書面その他落成
検査に必要な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十六条 使用を休止したボイラーを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ボイラーについて
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 前項の規定による検査（以下この章にお
いて「使用再開検査」という。）を受けよう
とする者は、ボイラー使用再開検査申請書
（様式第二十二号）を所轄労働基準監督署
長に提出しなければならない。 

3 第六条第二項及び第三項の規定は、使用
再開検査について準用する。この場合にお
いて、同条第二項中「都道府県労働局長」
とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替
えるものとする。 
（昭五八労令二四・平一二労令二・一部改
正） 

 
2.2.2.2 クレーン等安全規則 36 
第六条 クレーンを設置した者は、法第三
十八条第三項の規定により、当該クレーン
について、所轄労働基準監督署長の検査を
受けなければならない。ただし、所轄労働
基準監督署長が当該検査の必要がないと認
めたクレーンについては、この限りでない。 
2 前項の規定による検査（以下この節にお
いて「落成検査」という。）においては、ク
レーンの各部分の構造及び機能について点
検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験
を行なうものとする。ただし、天井クレー
ン、橋形クレーン等転倒するおそれのない
クレーンの落成検査においては、荷重試験
に限るものとする。 
3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重
の一・二五倍に相当する荷重（定格荷重が
二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十
トンを加えた荷重）の荷をつつて、つり上
げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を
行なうものとする。 
4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格
荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつ
つて、当該クレーンの安定に関し最も不利
な条件で地切りすることにより行なうもの
とする。この場合において、逸走防止装置、
レールクランプ等の装置は、作用させない
ものとする。 
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5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行
なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試
験が行なわれたクレーンについては、落成
検査の一部を省略することができる。 
6 落成検査を受けようとする者は、クレー
ン落成検査申請書（様式第四号）を所轄労
働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、法第八十八条第一
項ただし書の規定による認定（以下「認定」
という。）を受けたことにより前条の届出を
していないときは、同条の明細書、組立図、
強度計算書及び書面その他落成検査に必要
な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十五条 前条第一号に該当する部分に
変更を加えた者は、法第三十八条第三項の
規定により、当該クレーンについて、所轄
労働基準監督署長の検査を受けなければな
らない。ただし、所轄労働基準監督署長が
当該検査の必要がないと認めたクレーンに
ついては、この限りでない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定は、
前項の規定による検査（以下この節におい
て「変更検査」という。）について準用する。 
3 変更検査を受けようとする者は、クレー
ン変更検査申請書（様式第十三号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、認定を受けたこと
により前条の届出をしていないときは、同
条の検査証及び図面その他変更検査に必要
な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十九条 使用を休止したクレーンを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第

三項の規定により、当該クレーンについて、
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定は、
前項の規定による検査（以下この節におい
て「使用再開検査」という。）について準用
する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、ク
レーン使用再開検査申請書（様式第十四号）
を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.2.2.3 ゴンドラ安全規則 
第二十九条 前条各号に該当する部分に変
更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該ゴンドラについて、所轄労
働基準監督署長の検査を受けなければなら
ない。ただし、所轄労働基準監督署長が当
該検査の必要がないと認めたゴンドラにつ
いては、この限りでない。 
2 前項の規定による検査（以下「変更検査」
という。）においては、ゴンドラの変更部分
の状態を点検するほか、荷重試験を行なう
ものとする。 
3 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験
について準用する。 
4 変更検査を受けようとする者は、ゴンド
ラ変更検査申請書（様式第十三号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、法第八十八条第一
項ただし書の規定による認定（以下「認定」
という。）を受けたことにより前条の届出を
していないときは、同条の検査証及び図面
その他変更検査に必要な書面を添付するも
のとする。 
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（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第三十三条 使用を休止したゴンドラを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ゴンドラについて、
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項
の規定による検査（以下「使用再開検査」
という。）について準用する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴ
ンドラ使用再開検査申請書（様式第十四号）
を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.3 趣旨と内容 
2.3.1 趣旨 
機械の安全の確保のためには、法第 37 条

に定める単に特定機械等の製造の許可のみ
では足りず、当該特定機械等が申請した構
造の通りに製造されているかを確認する必
要がある。また第 37 条の製造許可は、国内
で製造される特定機械等が対象となるため、
外国から輸入した特定機械等についてもそ
の構造上の安全を確認する必要がある。さ
らに、クレーンやエレベーターなどの定置
型の特定機械等については、工場にて製造
された部品を利用場所にて組み立てた上で
設置するという形を取るため、構造上の安
全を確認するためには、当該機械がが適切
に設置されているかどうかについても確認
しなければならない。 
本条は、上記のような趣旨に基づき、前

条の規定に基づき製造許可を受けた特定機
械等について、その製造、設置、使用等に

関する検査について規定したものである。 
また、本条は、安衛法制定後、行政改革

や規制緩和との関連で数次にわたる改正が
行われている。まず、昭和 58 年に、欧米諸
国との貿易摩擦のうち、基準認証制度（検
査・検定制度）がいわゆる非関税障壁とな
っているとされ、その解消のために制定さ
れた法律において、本条第 2項が追加され、
外国法人により製造された特定機械等の検
査に関する規定が設けられた 37。この規定
に関しては、平成 6 年改正において、規制
緩和等推進の目的から、これら検査を国内
のみならず、外国事業者が当該特定機械等
を本邦に輸出する前に自国にて検査を行う
ことが可能となっている 38。また、平成 4
年改正では、第三者検査機関（製造時検査
代行機関）による製造時検査について新た
な規定が設けられている（平成 4 年法律第
55 号）。このほか、前条と同様に地方分権
推進法による改正や中央省庁改革に関連し
た改正も行われている 39。 

 
2.3.2 内容 
第 38 条に基づく検査は、都道府県労働局

長または登録製造時検査機関による検査と
労働基準監督署長による検査とに分けられ
ている。 

 
2.3.2.1 第 38条 1項 
（1） 検査の対象となる特定機械等 
本項に基づく製造時検査の対象となる特

定機械等は、ボイラー、第一種圧力容器、
移動式クレーン、ゴンドラである。移動式
以外のクレーン、デリック、エレベーター
等については、本項に基づく検査は行われ
ない。また、本項にいう厚生労働省で定め
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る特別特定機械等とは、ボイラーおよび第
一種圧力容器と定められている（ボイラー
則第 2 条の 2）。 
（2） 検査を受けるべき者 
本項に基づき特定機械等の検査を受けな

ければならない者は、当該特定機械等を「製
造し、若しくは輸入した者、特定機械等で
厚生労働省令の定める期間設置されなかつ
たものを設置しようとする者又は特定機械
等で使用を廃止したものを再び設置し、若
しくは使用しようとする者」である。この
うち、設置されなかった期間については、
各安全規則により、ボイラー、第一種圧力
容器、ゴンドラについては、1 年以上（ボ
イラー：ボイラー則第 12 条 1項 2 号、第一
種圧力容器：同則第 57 条 1 項 2号、ゴンド
ラ：ゴンドラ則第 6条 1項 2号）、移動式ク
レーンについては 2 年以上（クレーン則第
57 条 1 項 2 号）と定められている。この期
間については、未使用期間の保管状況が良
好であると都道府県労働局長が認めた場合
には、それぞれ 1年延長される。 
（3） 検査内容 
本項に基づいて行われる検査は、製造時

の検査としては、ボイラー、第一種圧力容
器については溶接検査（溶接により製造さ
れたもの）および構造検査が、移動式クレ
ーン、ゴンドラについては製造検査がそれ
ぞれ行われる。また、輸入時、再設置、再
使用にかかる検査は使用検査が行われる。
ここでいう「設置」とは定置式の特定機械
等を、「使用」とは移動式の特定機械等を指
す趣旨である。 
各検査の具体的な仕組みおよび手続につ

いては、特定機械等ごとに適用の実際の項
目にて詳述する。 

（4） 検査実施機関 
本項に基づく検査を実施する機関は、特

別特定機械等については、登録時製造等検
査機関、それ以外の特定機械等については
都道府県労働局長である。 
本項に定める登録製造時検査機関とは、

法第 46 条の規定に基づき、製造時等検査に
かかる所定の設備・検査員の要件に適合し
ているとして厚生労働大臣により登録され
た機関をいい、特別特定機械等の検査を担
当する第三者機関である（現在登録されて
いる事業者は表 8 を参照）40。検査機関に
関する詳細については第 46 条の逐条解説
にて詳述する。 

 
2.3.2.2 第 38条 2項 
（未了） 
 

2.3.2.3 第 38条 3項 
（未了） 
 

2.3.3 罰則 
本条第 1 項の規定に基づく構造検査、溶

接検査、製造検査、使用検査を受けなかっ
た者については、法第 119 条 1 号により 6
か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金
に処せられる。また、第 2 項の規定に基づ
く輸入時を受けることなく特定機械等を使
用した者に対して、製造時検査を法第 1 条
により 1 年以下の懲役または 100 万円以下
の罰金に処せられる。 

 
2.4 関連規定 
（未了） 
 

2.5 沿革 
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2.5.1 法制史 
（未了） 
 

2.5.2 背景となった災害等 
本条は、検査のための規定であるが、そ

の規制の必要性は、特定機械等の製造・設
置上の瑕疵が問題となった災害から生じて
おり、その意味では、前条で掲示した特定
機械等に関する災害は、そのまま当該機械
等の検査の必要性をも示すものでもある。
そのため、本条における背景となった災害
については、前条の項目を参照されたい。 

 
2.6 運用 
2.6.1 適用の実際 
2.6.1.1 手数料 
第 38 条に基づき特定機械等の構造検査、

溶接検査、使用検査、使用再開検査、性能
検査を受けようとする者は、安衛法第 112
条第 1 項第 4 号および 4 号の 2 の規定に基
づき、国に手数料を納付しなければならな
い。手数料の額は、労働安全衛生法関係手
数料令第 3 条および別表第一に、当該特定
機械等の種類およびその規模に応じて定め
られている（具体的な手数料額については、
表 7を参照）。 
手数料に関しては、その算定根拠となる

人件費、物件費等の変動に伴って手数料額
の見直しが行われるが、2004 年の検疫法施
行令等の一部を改正する政令（平成 16 年 3
月 16 日政令第 46 号）により、電子情報処
理組織を使用する場合（いわゆるオンライ
ン申請）の手数料額については、通常の申
請よりも低額へと改訂された。また、オン
ライン申請の場合には、収入印紙ではなく、
現金での手数料納付も認められている（労

働安全衛生法関係手数料令第7条1項但書）。 
 

2.6.1.2 検査内容 
（1） 製造検査 
（2） 溶接検査 
（3） 落成検査 
（4） 使用検査 
（5） 変更検査 
（6） 使用再開検査 
（未了） 
 

2.6.2 関連判例 
前条にて取り上げた富士ブロイラー事件

の高裁判決は、本条に基づく検査の趣旨に
ついて、「製造者又は設置者が安全性を有す
るとして製造、設置した第一種圧力容器に
ついて、実際に安全性を有するか否かを基
準（規則及び構造規格）に従つて確認する
ものであり、それ以上に包括的かつ綿密な
検査をするわけではなく、積極的に危険を
防止する措置を自らとるものでもな」いと
して、検査の趣旨はあくまでも当該特定機
械等の使用される場所にて労働に従事する
ものの生命、身体、健康を災害から保護す
ることを目的とするものであるから、「検査
ずみの安全性の確保された圧力容器を使用
して営業を継続することができるという利
益、あるいは正しい検査が行われていれば
申請が不合格となり、その結果使用に起因
する損害を免れるという利益」を製造者や
設置者が享受しうるとしても、「それは、労
働者の安全確保を目的とする法及び規則を
適用した結果生じた事実上の利益にすぎな
い」と判示している。 
本件に関しては、当該特定機械等の検査

を申請したは製造者であり、設置した訴訟
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当事者ではないが、裁判所は、いずれの者
であっても結論は変わらないとしている。 
結局、法第 37 条の製造許可も含めて、こ

れら行政上の手続に関して訴訟当事者とな
り得るのは、当該手続により直接的な利益
を享受する者でなければならず、安衛法の
目的からすれば、それは当該特定機械等の
危険により、生命、身体、健康が損なわれ
る可能性がある労働者のみということにな
ろう。 

 
2.7 改正提案 
（未了） 
 

Ｄ．および E．考察および結論 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危

険防止基準の確立の一環として、第 5 章に
おいて、機械並びに危険物および有害物に
関する規制を行っている。本分担研究は、
この第 5 章のうち、機械等に関する規制を
行う第 37 条から第 54 条の逐条解説を目的
とするものである。 
法第 37 条の趣旨・沿革から明らかになっ

たこととして、本条の特定機械等について
は、古いものでは明治初期から当該機械に
関する災害の事例が存在しており、また、
かかる災害に対する法的な規制も様々な形
で行われてきていた。そうして、1972年の
安衛法制定時には、これら特定機械等に対
する製造許可制の仕組はすでに確立されて
おり、本条はかかる現状を追認したものと
いうことができる。ただし、このことは、
これら特定機械等以外の機械について本条
に基づく製造許可制を導入することを排除
するものではないから、先ずは、本条にお
ける「特に危険な作業を必要とする機械」

について判断基準を確立し、必要に応じて
新たな特定機械等の追加について検討する
ことが解釈上の課題になるものと思われる。 
また、法第 38条については、特定機械等

が安全に設置されていることを確認するた
めの各種検査が規定されている。それぞれ
の検査については、各特定機械等の製造お
よび設置における安全性を確保するために
は必要不可欠であるといえよう。これら検
査の具体的内容は、特定機械等に関する規
制の構造上、各安全規則に委ねられており、
その安全規則の中でさらに各特定機械ごと
に検査に関する規制がほぼ同じ条文によっ
て定められている。このような条文の重複
は、安衛法および各規則の全体的な視認性
を著しく阻害するものであるといえ、検査
に関しては各安全規則とは別に統一的な別
規則を定めることも検討すべきなのではな
いかと思われる。 

 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
特になし。 
2．学会発表 
特になし。 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 
該当せず。 
2．実用新案登録 
該当せず。 
3．その他 
該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 
以下の文末脚注を参照。
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1 圧力容器については、ボイラー則第 49

条に同様の文言による規定が置かれている。 
2 以下、クレーン則には、移動式クレー

ン（第 53 条）、デリック（第 94 条）、エレ
ベーター（第 138 条）、建設用リフト（第 1
72 条）にそれぞれ同趣旨の規定が置かれて
いる。 

3 労務行政研究所編『労働安全衛生法—
労働法コンメンタール 10』（労務行政・平
成 29 年）383 頁。 

4 構造規格は、特定機械ごとに定められ
ており、具体的には、ボイラー構造規格（平
成 15 年 4 月 30 日労働省告示第 197 号）、
圧力容器構造規格（平成 15 年 4 月 30 日労
働省告示 196 号）、クレーン構造規格（平成
7 年 12 月 26 日労働省告示第 134 号）、移動
式クレーン構造規格（平成 7 年 12 月 26 日
労働省告示第 135 号）、デリツク構造規格
（昭和37年10月31日労働省告示第55号）、
簡易リフト構造規格（昭和 37 年 10 月 31
日労働省告示第 57 号）、建設用リフト構造
規格（昭和 37年 10月 31日労働省告示第 5
8 号）、エレベーター構造規格（平成 5 年 8
月 2 日労働省告示第 91 号）、ゴンドラ構造
規格（平成 6 年 3 月 28 日労働省告示第 26
号）が制定されている。 

5 労働調査会『改訂 4 版 労働安全衛生
法の詳解—労働安全衛生法の逐条解説』（労
働調査会・平成27年）526頁-527頁を参照。 

6 2 度の改正は、中央省庁等改革関係法施
行法（平成 11 年法律第 16 号）および公益
法人に係る改革を推進するための厚生労働
省関係法律の整備に関する法（平成 15 年法
律第 150 号）である。後者の改正では、1
項の「ボイラーその他の特に危険な作業を

 

 

必要とする機械等で」の部分が現行のもの
へと改正された。 

7 なお、蒸気ボイラー、温水ボイラー、
クレーン、エレベーターについては、安衛
法制定前の各安全規則の中に定義規定が置
かれていたが、安衛法施行令等の政令に特
定機械等の詳細な定義を置くのはなじまな
いとの当時の内閣法制局の判断から機械の
大枠のみが規定され、旧規則にて規定され
ていた定義規定は、安衛法制定時の通達（昭
和 47年 9月 18日基発 602 号）に移行して
いる。以下は、この通達を基礎として各特
定機械等の解説を行う。なお、上記の経緯
は、旧労働省にて労働基準局安全衛生部安
全課係長として安衛法制定に携わった唐沢
正義氏からのご教授による。 

8 図 1 から図 4は、仙台市ガス局のガス
ボイラーに関する説明図を参照した。https:
//www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/index.
php （最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 

9 ボイラーの区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examination
/classification/boiler.html （最終閲覧日：2
019 年 12 月 15 日） 

10 圧力容器の区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examination
/classification/vessel_1.html（最終閲覧日：
2019年 12 月 15日） 

11 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

12 図 18 および図 19 はコベルコ建機（h
ttps://www.kobelco-kenki.co.jp/products/#
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model）、図 20 および図 21 は株式会社タ
ダノ（https://www.tadano.co.jp/products/i
ndex.html）、図 22 は保守用車データベー
ス MDCB（http://mcdb.sub.jp/forums/top
ic/kirow_multi-tasker-810n_unknown_jre_
multi-tasker-810n-2/）、図 23 は IHI 運搬機
械株式会社（http://www.iuk.co.jp/crane/fl
oating_crane.html）からそれぞれ引用した
（最終閲覧日：2020 年 8月 8日）。 

13 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

14 簡易ボイラーは、安衛法施行令第 13
条第 25 号に定められ、簡易ボイラー等構造
規格（昭和 50 年労働省告示第 65 号）の遵
守のみが義務づけられている。 

15 小型ボイラーは、安衛法施行令第１条
第 4 号に定められ、小型ボイラー及び小型
圧力容器構造規格（昭和 50 年労働省告示 8
4 号）に基づく製造、製造・輸入時の個別
検定受検、設置報告、１年に１回の定期自
主検査などが義務づけられている。 

16 船舶安全法は国土交通省の管轄であり、
安全な運航のために船舶に関する設備要件
や定期検査について定めたものである。ま
た電気事業法は通商産業省の管轄であり、
「電気工作物の工事、維持及び運用を規制
することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ること」が目的の一つ
となっている。いずれの法律においても、
製造自体の許可制ではなく、一定規格に沿
ったボイラーの設置、定期的な検査の実施
等が義務づけられている。 

17 （簡易）容器は、安衛法施行令第 13
条第 26号に定められ、簡易ボイラー等構造

 

 

規格の遵守のみが義務付けられているが、
製造許可や性能検査等については義務づけ
られていない。なお、条文上は単なる「容
器」とされており、（簡易）容器とは法律用
語上定義づけられた用語ではない。 

18 安衛法施行令第 1条第 5号に定められ、
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に
基づく製造、製造・輸入時の個別検定受検、
設置報告、1 年に 1 回の定期自主検査など
が義務づけられている 

19 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災
害防止を目的として、ガスの容器の製造に
ついて規制するものであり、ガス事業法は
ガス事業者への規制として、ガスの容器や
配管、導管等のガス工作物に関して、技術
基準への適合や自主的な保安検査等を事業
者に義務づけるものである。また、液石法
は、液化石油ガスの販売・製造等に関する
規制を通じて液化石油ガスによる災害の防
止という目的のために、その貯蔵施設が技
術基準に適合することを要求するとともに、
完成検査や保安検査を義務づけるものであ
る。上記の法律は、そのいずれについても
通商産業省の管轄となっている。 

20 寺本憲宗「ボイラー技術の系統化調査」
国立科学博物館『技術の系統化調査報告 
第 7集』（2007 年）9 頁以下を参照。 

21 中川一郎編『詳解ボイラ及び圧力容器
安全規則』（三晃社・1959 年）1 頁以下を参
照。 

22 読売新聞 1927（昭和 2）年 10月 28 日
朝刊には、同月 26 日に発生した松坂屋建築
現場における起重機倒壊事故現場を視察し
た内務省都市計画課と復興局建築部の担当
者の話として、市街地建築物法には工事用
仮設工作物に対する規定がないために改正
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の必要があるとの記事があり、また、同日
の朝日新聞夕刊には、警視庁の保安課およ
び建築課の課長が視察を行い、起重機によ
る危険が予想される場合には、保安課・建
築課の協議の上で新たに取締規則を設ける
ことになると報じられている。ただし、そ
の後の法改正あるいは取締規則の制定など
につながったか否かは不明である。 

23 労働法令通信 15 巻 26 号 1 頁（1962
年）以下にある解説によれば、旧クレーン
則制定直前のクレーン設置数は、1960（昭
和 35）年が総計 33,136 台であったのに対
し、翌年 1961（昭和 36）年には 43,528 台
と約 32％の増加となっていた。また、クレ
ーン等を原因とする休業 8 日以上の災害件
数は、1958（昭和 33）年が 3,406件（うち
死亡災害件数 118 件）、1959（昭和 34）年
が 4,519 件（同 167 件）、1960 年が 5,029
件（242 件）となっていた。 

24 労働法令通信 14 巻 15 号 2 頁（1961
年）。 

25 昭和38年5月16日労働省令第10号。 
26 これらの記述は、労働法令通信 22 巻 2

6 号 44 頁（1969 年）を参照した。 
27 官報 1725 号（明治 22 年 4 月 4 日）3

1 頁-32頁。 
28 なお、日本産業規格（JIS）に則した圧

力容器の構造と設計についての解説によれ
ば、一般に圧力容器の設計にあたっては、
① 組立図（全体の構造と基本寸法、溶接継
手、管台、マンホールの位置、圧力容器を
溶接する非耐圧部材、内部品と外部品の形
状・寸法・位置）、② 展開図、③ 内部品と
外部品の詳細図、溶接の詳細（溶接施工法）
を作成する必要があるとされている。小林
英夫編『新版 圧力容器の構造と設計』（日

 

 

本規格協会・2018年）76 頁以下を参照。 
29 クレーン等安全規則の一部を改正する

省令の施行等について（昭和 46 年 9 月 7
日基発第 621 号）。安衛法施行に伴う通達
（クレーン等安全規則の施行について（昭
和 47 年 9 月 18 日基発第 598 号））によれ
ば、「旧規則に関する通達は、新規則の相当
条文に関する通達として取扱う」とされて
おり、上記通達も一部を除き引き続き効力
を有することとされている。 

30 兵庫労働局労働基準部安全課「クレー
ン製造許可申請のための手引」（2017 年 2
月）16 頁。https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/library/seizoukyokatebiki.pdf
 （最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。 

31 前掲註 28書 75 頁。 
32 ボイラー製造許可基準によれば、上記

のほか、① 胴の内径が 300mm以下または
気水分離器を備えていない貫流ボイラー、
② くり抜きによる第一種圧力容器、③ 胴
の内径が 300mm 以下のボイラーまたは第
一種圧力容器で溶接部がないもの、④ 鋳鉄
製ボイラーまたは鋳鉄製第一種圧力容器、
⑤ 波形炉筒または伸縮継手について、それ
ぞれ別表第二から第六まで定められている。 

33 各試験の具体的な方法については、試
験方法については、JIS Z 3121（突合せ溶
接継手の引張試験方法）および JIS Z 3122
（突合せ溶接継手の曲げ試験方法）による
規格またはこれと同等と認められる規格に
定めるところによるものとされている。同
等な規格としては、国際標準化機構（ISO）
やアメリカ溶接協会（American Welding 
Society, AWS）によるものがある。 

34 第一種圧力容器についても、構造検査
につきボイラー則第 51 条、溶接検査につき
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同第 53 条、使用検査につき同第 57 条にボ
イラーの場合と同様の規定がそれぞれ置か
れている。 

35 第一種圧力容器についても、変更検査
につきボイラー則第 77 条、使用再開検査に
つき同第 81 条にボイラーの場合と同様の
規定がそれぞれ置かれている。 

36 クレーン則は、規則の適用対象となる
ほかの機械（移動用クレーン（変更検査：
クレーン則86条、使用再開検査：同90条）、
デリック（落成検査：97 条、変更検査：13
0 条、使用再開検査：134条）、エレベータ
ー（落成検査：141 条、変更検査 164 条、
使用再開検査：168 条）、建設用リフト（落
成検査：175 条、変更検査：198条））につ
いて、それぞれ同様の規定を置いている。 

 

 

37 外国事業者による形式承認等の取得の
円滑化のための関係法律の一部を改正する
法律（昭和 58 年法律第 57 号）。 

38 許可、認可等の整理および合理化に関
する法律（平成 6年法律第 97 号）により、
本条第 1項に但書が追加された。 

39 地方分権推進法による改正では、検査
担当者を都道府県労働基準局長から都道府
県労働局長へ変更と変更された。また、中
央省庁等改革関係施行法（平成 11 年法律第
87 号）により、労働省から厚生労働省へと
名称が変更された。 

40 表 8 については、厚生労働省のホーム
ページを参照した。https://www.mhlw.go.j
p/content/000571026.pdf 
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（資料） 
表 1 ボイラー及び第一種圧力容器の製造または検査のための設備 

（ボイラー製造許可基準 別表第一） 
ボイラー 第一種圧力容器 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 放射線検査設備 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉（圧力容器構造規格の規定により溶接
後熱処理を行うことが必要とされるもの以外の
もののみを製造する場合を除く。） 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 衝撃試験設備（第五条第二項の表備考三の規
定により、衝撃試験を行うことが必要とされるも
のを製造する場合に限る。） 
八 非破壊試験設備（放射線検査、超音波探傷試
験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験に用いる設備
のうち必要なもの） 

 
表 2 主任設計者・工作責任者・工作者の基準 

 ボイラー及び第一種圧力容器 クレーン・ゴンドラ 
工作責任者 （ボイラー製造許可基準別表第一）次の各

号のいずれかに該当する者であること。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校を卒業した者で、溶接によるボイラ
ー又は圧力容器の設計、工作又は検査に
ついて 2 年以上の経験があるもの（圧力
容器は 1 年以上） 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校を卒業した者で、溶接によるボ
イラー又は圧力容器の設計、工作又は検
査について 5 年以上の経験があるもの
（同 2 年以上） 
三 溶接によるボイラー又は圧力容器の
設計、工作又は検査について 8 年以上の
経験がある者（同 5 年以上） 

（クレーン等製造許可基準第 5 条） 
次の各号のいずれかに該当する者であるこ
と。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校において、機械工学に関する学科を
専攻して卒業した者で、その後 3 年以上
クレーン等の設計又は工作の実務に従事
した経験を有するもの 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校において、機械工学に関する学
科を専攻して卒業した者で、その後 6 年
以上クレーン等の設計又は工作の実務に
従事した経験を有するもの 
三 10 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

主任設計者  （クレーン等製造許可基準第 4 条）次の各
号のいずれかに該当する者であること。 
一 大学又は高等専門学校において、機
械工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、その後 5 年以上クレーン等の設計
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又は工作の実務に従事した経験を有する
もの 
二 高等学校又は中等教育学校におい
て、機械工学に関する学科を専攻して卒
業した者で、その後 8 年以上クレーン等
の設計又は工作の実務に従事した経験を
有するもの 
三 12 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

工作者 （ボイラー製造許可基準別表第一） 
ボイラー溶接士であること 

 

 

  
図 1 真空式温水ボイラー 

（温水ボイラー） 
図 2 炉筒煙管ボイラー 

（蒸気ボイラー） 

 

 

図 3 水管ボイラー 
（蒸気ボイラー） 

図 4 貫流ボイラー 
（蒸気ボイラー） 
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図 5 最高使用圧力と伝熱面積による区
分（蒸気ボイラー） 

図 6 胴の内径と長さによる区分 
（蒸気ボイラー） 

 
図 7 開放管又はゲージ圧力 0.05MPa以下の U形立管を蒸気部に取り付けたものによる

区分（いずれも内径 25 ㎜以上） 

  

図 8 温水ボイラーの区分 図 9 貫流ボイラーの区分 

  

図 10 最高使用圧力と内容積による区分
（圧力容器） 

図 11 胴の内径と長さによる区分 
（最高使用圧力≦0.1MPa）（圧力容器） 
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表 3 クレーンの種類 

クレーン 

天井クレーン 

ジブクレーン 

橋形クレーン 

アンロ一ダ 

ケーブルクレーン 

テルハ 

スタッカー式クレーン 

その地 

表 4 クレーンの分類表 
大分類 中分類 小分類 細分類 

天井クレーン 

普通型天井クレーン 

ホイスト式天井クレーン 

トロリ式天井クレーン 

クラブトロリ式天井クレーン 

ロープトロリ式天井クレーン 

（セミロープトロリ式を含む） 

特殊型天井クレーン 

旋回マントロリ式天井クレーン 

すべり出し式天井クレーン 

旋回式天井クレーン 

製鉄用天井クレーン 

装入クレーン 

レードルクレーン 

鋼塊クレーン 

焼入れクレーン 

原料クレーン 

鍛造クレーン 

ジブクレーン 

ジブクレーン 

塔形・門形ジブクレーン 

塔形ジブクレーン 

高脚ジブクレーン 

片脚ジブクレーン 

低床ジブクレーン 
低床ジブクレーン 

ポスト型ジブクレーン 

クライミング式ジブクレーン 

つち形クレーン 

ホイスト式つち形クレーン 

トロリ式つち形クレーン 
クラブトロリ式つち形クレーン 

ロープトロリ式つち形クレーン 

クライミング式つち形クレーン 
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引込みクレーン 

ダブルリンク式引込みクレーン 

スイングレバー式引込みクレーン 

ロープバランス式引込みクレーン 

テンションロープ式引込みクレーン 

壁クレーン 

ホイスト式壁クレーン 

トロリ式壁クレーン 
クラブトロリ式壁クレーン 

ロープトロリ式壁クレーン 

橋形クレーン 

普通型橋形クレーン 

ホイスト式橋形クレーン 

トロリ式橋形クレーン 

クラブトロリ式橋形クレーン 

ロープトロリ式橋形クレーン 

マントロリ式橋形クレーン 

特殊型橋形クレーン 

旋回マントロリ式橋形クレーン 

ジブクレーン式橋形クレーン 

引込みクレーン式橋形クレーン 

アンローダ 

橋形クレーン式アンローダ 

クラブトロリ式アンローダ 

ロープトロリ式アンローダ 

マントロリ式アンローダ 

特殊型アンローダ 旋回マントロリ式アンローダ 

引込みクレーン式アンローダ 
ダブルリンク式アンローダ 

ロープバランス式アンローダ 

ケ－ブルクレーン 

固定ケ－ブルクレーン 
固定ケ－ブルクレーン 

揺動ケ－ブルクレーン 

走行ケ－ブルクレーン 
片側走行ケ－ブルクレーン 

両側走行ケ－ブルクレーン 

橋形ケ－ブルクレーン 

テルハ テルハ 

スタッカークレーン 

普通型スタッカー式クレーン 

天井クレーン型スタッカー式クレーン 

床上型スタッカー式クレーン 

懸垂型スタッカー式クレーン 

荷昇降式スタッカークレーン 

天井クレーン型スタッカークレーン 

床上型スタッカークレーン 

懸垂型スタッカークレーン 
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図 12 クラブトロリ式天井クレーン 図 13 低床ジブクレーン 

  
図 14 クラブトロリ式橋形クレーン 図 15 片側走行ケーブルクレーン 

 

 

図 16 テルハ 
図 17 天井クレーン型 
スタッカークレーン 
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図 18 クローラークレーン 図 19 ホイールクレーン 

  
図 20 ラフテレーンクレーン 図 21 トラッククレーン 

  
図 22 鉄道クレーン 図 23 浮きクレーン 
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表 5 法 37条による製造許可を要するエレベーター・簡易リフト・建設用リフトの分類  

エレベーター 簡易リフト 建設用リフト 

運搬するもの 人および荷 荷のみ 荷のみ 

設置区分 規制なし（せり上げ装置、

船舶に設置されたもの、主

として一般公衆の用に供

するものを除く） 

労基法別表第一の第1号～

第5号の事業場に設置され

るもの 

土木、建設等の工事の作業

用として設置されるもの 

積載重量 1 トン以上 1 トン以上 0.25 トン以上 

ガイドレール

の高さ 

規制なし 規制なし 18 メートル以上 

搬器の大きさ 規制なし 床面積が1平方メートル以

下または天井の高さが 1.2

メートル以下 

規制なし 

 

 

 
図 24 ガイデリック 図 25 スチフレッグデリック 
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図 26 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可申請書（様式 1 号） 

 
図 27 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可書 

（新日電熱工業株式会社 https://www.snd-net.co.jp/ 最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 
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表 6 法第 38 条に基づく特定機械等の検査一覧 

 構造検査 溶接検査 使用検査 製造検査 落成検査 変更検査 
使用再開
検査 

ボイラー ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

第一種圧力容器 ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

クレーン   ○  ○ ○ ○ 

移動式クレーン   ○ ○ ○ ○ ○ 

エレベーター   ○  ○ ○ ○ 

建設用リフト   ○  ○ ○ ○ 

ゴンドラ   ○ ○  ○ ○ 

 
表 7 法第 38 条の検査にかかる手数料 

（労働安全衛生法関係手数料令 別表第一） 

区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

 1基につき 円 1基につき 円 

一 ボイラー 

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

伝熱面積が 5平方メートル未満のもの 17,600 17,200 

伝熱面積が 5平方メートル以上 10平方メートル未満のもの 21,500 21,000 

伝熱面積が 10平方メートル以上 40平方メートル未満のもの 30,400 30,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 35,500 35,000 

伝熱面積が 100平方メートル以上 200平方メートル未満のもの 43,200 42,800 

伝熱面積が 200平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 50,600 50,100 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 58,400 57,900 

伝熱面積が 500平方メートル以上 700平方メートル未満のもの 73,900 73,400 

伝熱面積が 700平方メートル以上のもの 81,700 81,200 

（2）溶接検査 

（一）胴又は管寄せを溶接する場合 

イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計（以下この（一）において単に「長さ」という。）が 5
メートル未満のもの 
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの（以下この（1）において単
に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（二）鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 

鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの（以
下この（二）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル
未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（3）落成検査  

（一）水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 13,100 12,600 

伝熱面積が 100平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 24,100 23,700 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 31,500 31,000 

伝熱面積が 500平方メートル以上のもの 42,500 42,000 

（二）水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,500 9,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 11,300 10,800 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,800 16,300 

（4）変更検査 

（一）溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 20,100 19,600 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 12,700 12,200 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

（二）溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー  
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,100 8,600 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 12,700 12,300 

二 第一種圧力容器  

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

内容積が 0・5立方メートル未満のもの 9,900 9,400 

内容積が 0・5立方メートル以上 1立方メートル未満のもの 13,800 13,300 

内容積が 1立方メートル以上 2立方メートル未満のもの 17,600 17,200 

内容積が 2立方メートル以上 5立方メートル未満のもの 21,500 21,000 

内容積が 5立方メートル以上 10立方メートル未満のもの 25,800 25,300 

内容積が 10立方メートル以上 30立方メートル未満のもの 33,500 33,100 

内容積が 30立方メートル以上 60立方メートル未満のもの 37,800 37,300 

内容積が 60立方メートル以上のもの 41,700 41,200 

（2）溶接検査  

（一）胴を溶接する場合 

イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ（以下この（一）において「長さ」という。）が 5メートル未満のもの 

胴の最大内径（以下この（一）において「最大内径」という。）が 0・
5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（二）鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 

鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの（以下この
（2）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満のも
の 

21,300 20,800 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（3）落成検査  

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

（4）変更検査  

（一）溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 9,100 8,600 

内容積が 5立方メートル以上のもの 12,700 12,300 

（2）溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

三 クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式クレーン及びデリック 

（1）製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 

（一）ジブクレーン（壁クレーンを除く。）、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン（浮
きクレーンに限る。）並びにガイデリック及びスチフレグデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 38,100 37,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 47,800 47,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 59,900 59,500 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 79,300 78,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 113,300 112,800 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 132,700 132,200 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 152,100 151,600 

（二）天井クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 16,300 15,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 22,100 21,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 29,800 29,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 40,500 40,100 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 93,900 93,400 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 125,000 124,500 

（三）移動式クレーン（浮きクレーンを除く。） 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 15,300 14,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 21,100 20,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 38,800 38,300 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 93,900 93,400 

（四）（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（一）に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 13,400 12,900 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 19,200 18,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 23,600 23,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 32,300 31,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 45,400 44,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 76,000 75,500 

（2）変更検査 

（一）（1）の（一）に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 15,500 15,000 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 47,600 47,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 61,400 60,900 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 75,100 74,700 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 88,900 88,400 

（二） （1）の（二）に掲げるクレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 7,200 6,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 15,500 15,000 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 23,900 23,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 31,100 30,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 42,100 41,600 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 49,400 49,000 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 57,700 57,200 

（三） （1）の（三）に掲げる移動式クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 6,300 5,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 14,600 14,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 21,900 21,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 49,200 48,800 

（四） （1）の（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（1）の（二）に掲げるデリック以外のクレーン及びデリ
ック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 5,500 5,000 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 12,700 12,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 27,400 26,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 34,800 34,300 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 42,100 41,600 

四 エレベーター（建設用リフトを除く。） 

（1） 落成検査、使用再開検査及び性能検査 

積載荷重が 2トン未満のもの 19,800 19,300 

積載荷重が 2トン以上のもの 28,000 27,600 

（2） 変更検査  

積載荷重が 2トン未満のもの 10,900 10,400 

積載荷重が 2トン以上のもの 16,400 15,900 

五 建設用リフト  

（1） 落成検査  

ガイドレール（昇降路を有するものにあつては、昇降路）の高さ（以
下この号において「高さ」という。）が 30メートル未満のもの 

14,300 13,800 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 21,600 21,100 

高さが 50メートル以上のもの 29,000 28,500 

（2） 変更検査  

高さが 30メートル未満のもの 10,900 10,400 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 15,500 15,000 

高さが 50メートル以上のもの 20,100 19,600 

六 ゴンドラ  

製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 

（1） 人力により昇降させるもの 12,200 11,700 

（2） 動力により昇降させるもの 

積載荷重が 0・25トン未満のもの 18,000 17,500 

積載荷重が 0・25トン以上のもの 23,800 23,400 

備考 
一 「構造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査（溶
接検査を除く。）をいう。 
二 「使用検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第 2
項の検査（同項第 2号に掲げる場合に受けるものに限る。）をいう。 
三 「使用再開検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようと
する者が受ける検査をいう。 
四 「溶接検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当
該溶接について受ける検査をいう。 
五 「落成検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者が受け
る検査をいう。 
六 「変更検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。 
七 「製造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造
した者が受ける検査をいう。 
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができ
る最大の荷重をいう。 
九 「積載荷重」とは、エレベーター（建設用リフトを除く。）又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作
業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。 

 
表 8 検査検定実施機関一覧（2020年 4月 22日現在） 

○登録製造時等検査機関 
名称 対象機械 有効期間 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
（※中部、近畿、香川及び愛媛検査
事務所） 
第一種圧力容器 
（※北海道、埼玉、関東、長野、静

令和 6 年 3 月 30 日 
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岡、中部、近畿、中四国、香川、
愛媛及び九州検査事務所） 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第一種圧力容器 
（※宮城、埼玉、千葉及び東京事務
所） 

令和 5年 12月 24日 
 

伊藤一夫 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 5 年 4 月 9 日 

 
○登録性能検査機関 

名称 対象機械 有効期間 
損害保険ジャパン株式会社 ボイラー 

第一種圧力容器 
令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 ボイラー 
第一種圧力容器 
クレーン 
移動式クレーン 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本クレーン協会 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 6 年 3 月 30 日 
 

セイフティエンジニアリング株式会社 ゴンドラ 
エレベーター 

令和 7 年 3 月 23 日 

株式会社クレーン検査センター クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 5 年 8 月 5 日 

シマブンクレーン検査株式会社 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 9 月 30 日 

 
○登録個別検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を 令和 6 年 3 月 30 日 
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練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式のもの 

一般社団法人日本ボイラ協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

エイチエスビージャパン株式会社 第二種圧力容器 令和 7 年 2 月 16 日 
 
○登録型式検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式以外の制動方式の
もの 
プレス機械又はシャーの安全装置 
防爆構造電気機械器具 
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予
防装置のうち可動式のもの 
動力により駆動されるプレス機械
のうちスライドによる危険を防止
するための機構を有するもの 
交流アーク溶接機用自動電撃防止
装置 
絶縁用保護具 
絶縁用防具 
保護帽 
防じんマスク 
防毒マスク 

令和 6 年 3 月 30 日 

電動ファン付き呼吸用保護具 令和 6年 11月 30日 
一般社団法人日本クレーン協会 クレーン又は移動式クレーンの過

負荷防止装置 
令和 6 年 3 月 30 日 

エヌ・シー・エス株式会社 防爆構造電気機械器具 令和 6 年 6 月 27 日 
Eurofins E＆E CML Limited 防爆構造電気機械器具 令和 4 年 2 月 6 日 
CSA GROUP TESTING UK LIMITED 防爆構造電気機械器具 令和 4年 10月 10日 
DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 5 年 1 月 22 日 
 
○指定外国検査機関（List of Designated Foreign Testing Agencies） 
名称 対象機械 有効期間 
The Hartford Steam Boiler Inspection and 
Insurance Company 

ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 
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小型ボイラー 
小型圧力容器 

ABSG Consulting Inc. ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

Lloyd's Register Verification Limited ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 2 年 4 月 6 日 
～ 
令和 5 年 4 月 5 日 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 
移動式クレーン 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 
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分分担担研研究究報報告告書書

労労働働安安全全衛衛生生法法第  ５章第２節のの逐逐条条解解説説  

研究協力者 長谷川聡 専修大学教授

研究要旨

本研究は、危険物及び有害物に関する規制を定める安衛法第 55 条から第 58 条までの

各条文の趣旨や内容、沿革、運用実態を整理し、これらの条文の意義やこれらが現実に果

たしている役割を明らかにしようとするものである。

危険・有害な化学物質の製造販売を規制は古くから存在する。しかし現在の規制は、製

造者から利用者までの流通過程を広く視野に入れて規制対象とし、その過程において化

学物質の有害性・危険性に関する情報が適切に伝達される仕組みを構築し、新規の化学物

質に対する対応や当該化学物質を利用する職場の状態に即した対応を事業主へのリスク

アセスメント実施の義務づけによって可能にするという包括的かつ現場に即応した動的

なものへと展開した。

この展開は、化学物質によって発生した重大事故や、国際的要請によって後押しされ

た。特に後者については、化学物質に対する規制が世界的に流通過程も視野に入れたこと

から、規制対象や表示方法を共通化する動きが見られる。

日々新たな化学物質が発見されるうえ、化学物質の製造・使用における危険性・有害性

を低減させる方法も日々開発されることから、化学物質に対する規制は常に最新の知見

から検討される必要がある。
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A.研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 55 条から 58 条につ

いて、その課題を果たすことにある。 
 

B.研究方法 

 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 

 

C.研究成果 

第二節 危険物及び有害物に関する

規制 

前注 

化学物質は、業務の作業過程や製品の製

造工程や組み込まれるなどの形で、社会や

生活を成り立たせるために不可欠な要素の

一つになっている。新たな製品を開発した

り、より効率的、安全な作業を実現したりす

るために世界的に日々新たな化学物質が開

発されている。ケミカルアブストラクツサ

ービス（Chemical Abstracts Service: CAS）
1が管理するデータベース（CAS Registry） 
に登録されている化学物質の総数は 2015
年に 1 億件を超え、今日なお増え続けてい

る。 
こうした利便性の反面、化学物質の中に

は人体や環境に悪影響を及ぼすものがある。

この悪影響は当該化学物質の開発過程で明

らかになる場合もあるが、そうでない場合

もあるうえ、次々に生み出される化学物質

のリスクの検証がこの化学物質が経済的に

必要とされている時期に間に合わないなど

して十分に実施されず、当該化学物質を利

用する段階で労災事故が発生することを通

じてそのリスクが初めて明らかになること

もある。しかもこのリスクが及ぶ範囲は人

体に止まらず、自然環境にも及ぶことも希

ではない。化学物質に対する規制を構築す

る際には、こうした社会的必要性とリスク

をいかに均衡させるかが問われる。本稿で
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扱う法第 55 条から第 58 条は、雇用の場を

軸にその規制を具体化したものである。 
本法において、危険物及び有害物に関す

る規制は各所に散在している。法第 3 条 2
項は、原材料を製造し、若しくは輸入する者

は、その製造や輸入に際して、その物が使用

されることによる労働災害の発生の防止に

資するように努めなければならないことを

定め、化学物質が利用される前段階から事

業者の安全及び健康の確保に関する包括的

な責務を定める。また、法第 20 条は化学物

質との関係では主に爆発性の物、発火性の

物、引火性の物等による危険（同条第 2 号）

を防止するために必要な措置を講じること

を事業者に義務付け、法 22 条は化学物質の

との関係では主に原材料、ガス、蒸気、粉じ

ん等による健康障害（同条第 1 号）を防止

するため必要な措置を講じることを事業者

に義務付けている。これらの規定の中で本

節の規定は、化学物質の使用段階ではなく、

製造・流通規制を主体として化学物質に関

するリスクを低減することを目的としてい

る。換言すれば、設備や原材料、建設物の使

用について広く労災防止を図る責務が設定

される中で、危険物及び有害物を使用する

段階に至る前に、災害発生を抑止するため

の様々な予防線を張る役割を担っている。 
本法に基づく化学物質に対する規制の体

系を示したのが次の図である（【【前前注注・・資資料料

11】】労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづくく化化学学物物質質にに対対すす

るる規規制制のの体体系系）。 
本節の規定は、まず、製造現場における必

要性や有用性を考慮の上、重度な健康障害

が発生しうる化学物質であって十分な防止

策を講じることができないものについて製

造等の禁止（法第 55 条）という最も重い規

制の下に置く。次に、健康障害を多発させる

特に高いリスクはあるもののこれの具体化

を防止する仕組みがある化学物質について

は、発散抑制措置や作業環境測定等のリス

クを具体化することを防止する特別規則を

設けて許可制（法第 56 条）の下に置く。そ

のうえで、これよりも危険性･有害性のリス

クが低い一定の化学物質とともに、当該化

学物質の性質や取扱い上の注意を当該化学

物質に表示させたり（法第 57 条）、文書交

付させたり（法第 57 条の 2）することによ

って流通過程を通じて使用の現場まで周知

する。さらに事業者に一定の化学物質につ

いてリスクアセスメントを実施することを

義務付けて職場の実態に即した対応を講じ

ることを求め（法第 57 条の 3）、製造・輸

入者を含めた事業者に化学物質の有害性に

ついて調査する義務を課し（法第 57条の 4、
法第 57 条の 5）、新規化学物質の危険性や

性質をいち早く確認させることによって

次々と生み出される化学物質に即応する体

制を整える。こうした取り組みは、国によっ

て後押しされている（法第 58 条）。 
なお、本節の名称は、当初は「有害物に関

する規制」であったが、平成 17 年の改正に

おいて現在の「危険物及び有害物に関する

規制」に改正された。 
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【【前前注注・・資資料料 11】】労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづくく化化学学物物質質にに対対すするる規規制制のの体体系系  
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1．第 55 条（製造等の禁止） 
1．1 条文 
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、

ベンジジンを含有する製剤その他の労働

者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用してはならない。た

だし、試験研究のため製造し、輸入し、又

は使用する場合で、政令で定める要件に

該当するときは、この限りでない。 
 
1．2 趣旨と内容 

1．2．1 趣旨 
本条は、製造または取扱いの過程におい

て労働者に重度の健康障害を生ずる物で、

現在の技術ではこの健康障害を防止する十

分な手段がない物を製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用すること（以下「製造

等」という）を原則として禁止したものであ

る。裁判例（東京高判平 29・10・27 判タ

1444 号 137 頁）によれば、本条の趣旨・目

的は、「戦前の黄燐燐寸製造禁止法を吸収し

た旧労基法 48 条の規定を引き継ぎ、新たな

化学物質による職業性疾病、特に職業がん

への対応を図り、作業過程において有害物

に曝露することにより健康障害が生じるこ

とを防止するため，製造又は取扱いの過程

において労働者に重度の健康障害を生ずる

物質で、しかも現在の技術をもってしては、

それによる健康障害を防止する十分な防護

方法がない有害物について製造等を禁止す

ること」と整理されている。この判示を素直

に読めば、本条に規定される製造禁止物質

には、新規の有害な化学物質の発見や既存

の化学物質の有害性の発見等により新たな

化学物質が追加される可能性があるととも

に、有害性を除去する技術革新により本条

に規定される化学物質が除外される可能性

も残されているといえる。なお、製造以外の

行為も禁止の対象としているのは、製造の

禁止のみでは労働者の健康障害の防止とい

う本条の趣旨を達成することができないと

解されたことによる 2。 
但し、有害な化学物質の中には製品の製

造工程に深く関わり、今後も試験研究のた

めに製造、使用されることが見込まれるも

のもある。そこで、こうした有害な化学物質

については、試験研究という目的からの限

定と、製造、輸入、使用という場面の限定を

付したうえで、一定の要件の下にこれらの

行為を例外的に認めることとしている。 
 

1．2．2 内容 
11．．22．．22．．11  製製造造等等がが禁禁止止さされれるる
物物（（製製造造等等禁禁止止物物質質））  

 本条が製造等を禁止する物（以下「製造等

禁止物質」という）は、安衛令第 16 条第 1
項に次のように列挙されている。これらの

中には、国際条約に基づいて製造、使用等が

禁止されているものもある 3。 
一 黄りんマッチ 
二 ベンジジン及びその塩 
三 四―アミノジフエニル及びその塩 
四 石綿（次に掲げる物で厚生労働省令

で定めるものを除く。） 
イ 石綿の分析のための試料の用に供

される石綿 
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知

識又は技能の習得のための教育の用に

供される石綿 
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材

料として使用される石綿 
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五 四―ニトロジフエニル及びその塩 
六 ビス（クロロメチル）エーテル 
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、そ

の含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の 5 パーセン

トを超えるもの 
九 第 2 号、第 3 号若しくは第 5 号から

第 7 号までに掲げる物をその重量の 1%
を超えて含有し、又は第 4 号に掲げる物

をその重量の 0.1%を超えて含有する製

剤その他の物 
「黄りんマッチ」（第 1 号）は、黄りんを

用いたマッチであり 1922 年に世界的に生

産禁止となっている。黄りんは、白～黄色の

透明な結晶性個体であり、液状では空気に

触れると自然発火し、有害なヒューム(リン

酸化物)を生じることがある。皮膚接触によ

り熱傷を起こし、眼に触れることにより眼

瞼痙攣等を生じさせるほか 4、製造段階にお

ける顎の壊疽などが問題となった。 
「ベンジジン」（第 2 号）は、従来染料中

間体、例えば留袖などの「黒染め」に染料と

して用いられたり、合成ゴム硬化剤などに

使用されたりする物質である。人血に反応

することから、警察の科学捜査研究所や病

院で所有された。赤灰色又は白色固体であ

り、皮膚吸収性がある。皮膚炎を起こすおそ

れや膀胱がんを発症するおそれ、吸入又は

嚥下により急性膀胱炎を起こすおそれがあ

る 5。 
「4－アミノジフェニル」（4－アミノビフ

ェニル、第 3 号）は、特徴的な臭気のある、

無色の様々な形状の固体であり、 空気に曝

露すると紫色になる物質である。発がん性

を有しており、長期又は反覆暴露により炎

症が生じることがある 6。 
「石綿」（アスベスト、第 4 号）は、白色、

灰色、緑色または帯黄色の繊維性固体であ

り、吸入を通じて体内に取り込まれる。反復

または長期の吸入によりアスベスト症(肺
線維症)、胸膜プラーク、肥厚、胸水を引き

起こすことがあり 7、がん、中皮腫の発症が

問題となった。石綿は、1995 年（平成 7 年）

に製造等禁止物質として追加された。 
「4－ニトロジフェニル」（4－ニトロビフ

ェニル、第 5 号）は、特徴的な臭気のある、

白色～黄色の結晶であり、吸入、経皮および

経口摂取により人体に摂取され、発がん性

を有する 8。 
「ビス（クロロメチル）エーテル」（クロ

ロメトキシメタン、第 6 号）は、刺激臭の

ある無色の液体であり、蒸気の吸入、経皮お

よび経口摂取により実態に摂取される。発

がん性を有しており、吸入により肺水腫の

原因となる 9。1973 年（昭和 48 年）に染料

及び顔料を製造する企業において、製造業

務従事者から肺がんその他の呼吸器疾患に

よる死亡者が発生し、これを受けて実施さ

れた調査結果や外国において強い発がん性

が指摘されていたことを受けて本条の禁止

物質に指定された 10。 
ベーターナフチルアミン（第 7 号）は、

特徴的な臭気のある、白色～帯赤色の薄片

であり、 空気に曝露すると赤色になる。吸

入、経皮および経口摂取により体内に入り、

発がん性（膀胱がん）を有する。 
「ベンゼン」（第 8 号）は、特徴的な臭気

を有し、広く有機合成や溶剤として使われ

る、高い揮発性、引火性、燃焼性を有する液

体である。麻酔作用があり、慢性中毒では疲

労、頭痛、めまい、興奮、酩酊、意識喪失、
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けいれんなどが起こる。皮膚吸収もあり、急

性毒性、慢性毒性に加えて発がん性を有す

る 11。 
 

11．．22．．22．．22  製製剤剤  
 本条にいう「製剤」とは、その物の有用性

を利用できるように物理的に加工された物

を意味し、利用済みでその有用性を失った

ものはこれに含まれない（昭和 47 年 9 月

18 日基発第 602 号）。 
 

11．．22．．22．．33  譲譲渡渡・・提提供供  
 本条にいう「譲渡」とは、有償・無償を問

わず所有権の移転を伴う行為を意味する 12。 
本条にいう「提供」とは、所有権等を留保

したまま相手に渡して利用させるというよ

うな場合の「渡す」という事実行為を意味す

る。「提供」の例としては、物品の塗装修理

の場合に、その物品の所有者が修理工場に

対して塗料を引き渡し、その塗料を修理に

使用することを要請する場合の引渡し等が

ある 13。 
 

11．．22．．22．．44  試試験験研研究究ののたためめ製製造造
しし、、輸輸入入しし、、又又はは使使用用すするる場場合合でで、、
政政令令でで定定めめるる要要件件にに該該当当すするるとときき  

 本条の製造等の禁止は、「試験研究のため

製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令

で定める要件に該当するとき」には例外的

に適用されない（本条但書）。この「政令で

定める要件に該当するとき」は、以下の 2 つ

の場合を意味する（安衛令第16条第2項）。 
 
一 製造、輸入又は使用について、厚生

労働省令で定めるところにより、あらか

じめ、都道府県労働局長の許可を受ける

こと。この場合において、輸入貿易管理

令（昭和二十四年政令第四百十四号）第

九条第一項の規定による輸入割当てを受

けるべき物の輸入については、同項の輸

入割当てを受けたことを証する書面を提

出しなければならない。 
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて

製造し、又は使用すること。 
 以下、第1号と第2号に分けて概説する。 
 

1．2．2．4．1 都道府県
労働局長の許可（第 1号） 

本条第 1 号の許可を申請する際には、製

造等禁止物質を①製造又は使用しようとす

る場合と、②輸入しようとする場合とで提

出先となる労働基準監督署が異なる。①製

造又は使用しようとする場合は、製造し又

は使用する場所を管轄する労働基準監督署

長を経由して所管の都道府県労働局長に提

出し、②輸入しようとする場合は、輸入して

使用する場所を管轄する労働基準監督署長

を経由して所管の都道府県労働局長に提出

するものとされている（特化則第 46 条第 1
項、石綿則第 47 条第 1 項）。ここで用いら

れる申請書の様式は、特化則様式第 4 号及

び第 4 号の 2、石綿則様式第 4 号及び第 5
号である。 
 

1．2．2．4．2 厚生労働
大臣が定める基準に従う
こと（第 2号） 

 安衛令第 16 条第 2 項第 2 号が定める「厚

生労働大臣が定める基準」は、特化則第 47
条及び石綿則第 48 条に規定されている。両

者は、規制対象の特徴に応じて詳細は異な

るものの、基本的に同じ規制の枠組みを用
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いている。 
【特化則第 47 条】 
一 製造等禁止物質を製造する設備は、

密閉式の構造のものとすること。ただし、

密閉式の構造とすることが作業の性質上

著しく困難である場合において、ドラフ

トチエンバー内部に当該設備を設けると

きは、この限りでない。 
二 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所の床は、水洗によつて容易に

そうじできる構造のものとすること。 
三 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、当該物質による健康障害の予

防について、必要な知識を有する者であ

ること。 
四 製造等禁止物質を入れる容器につい

ては、当該物質が漏れ、こぼれる等のお

それがないように堅固なものとし、かつ、

当該容器の見やすい箇所に、当該物質の

成分を表示すること。 
五 製造等禁止物質の保管については、

一定の場所を定め、かつ、その旨を見や

すい箇所に表示すること。 
六 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、不浸透性の保護前掛及び保護

手袋を使用すること。 
七 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所には、当該物質の製造作業中

関係者以外の者が立ち入ることを禁止

し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示

すること。 
 
【石綿則第 48 条】 
一  石綿等を製造する設備は、密閉式の

構造のものとすること。ただし、密閉式

の構造とすることが作業の性質上著しく

困難である場合において、ドラフトチェ

ンバー内部に当該設備を設けるときは、

この限りでない。 
二  石綿等を製造する設備を設置する場

所の床は、水洗によって容易に掃除でき

る構造のものとすること。 
三  石綿等を製造し、又は使用する者は、

当該石綿等による健康障害の予防につい

て、必要な知識を有する者であること。 
四  石綿等を入れる容器については、当

該石綿等の粉じんが発散するおそれがな

いように堅固なものとし、かつ、当該容

器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っ

ている旨を表示すること。 
五  石綿等の保管については、一定の場

所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所

に表示すること。 
六  石綿等を製造し、又は使用する者は、

保護前掛及び保護手袋を使用すること。 
七  石綿等を製造する設備を設置する場

所には、当該石綿等の製造作業中関係者

以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、

その旨を見やすい箇所に表示すること。 
 特化則第 47 条第 1 号及び石綿則第 48 条

第 1 号に規定される「ドラフトチェンバー」

（ドラフトチャンバー、ヒュームフード）と

は、験室内で発生する有害ガス・蒸気・臭気

や粉塵を、室内に分散しないように発生源

で捕捉する、囲い式の実験室用局所排気装

置である（【図 1】。 
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14 
この特例（本条但書）が適用されるのは、

試験研究者がみずから製造等を行なう場合

に限られる。但し、輸入について、輸入割当

てを受ける事務等輸入に係る事務を輸入業

者に代行させることについては、輸入業者

が輸入行為それ自体を行なうものではない

と考えられることを理由に許容されている

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 602 号）。逆

に商社等が予め禁止物質を輸入しておき、

試験研究者の要請によって提供することは

認められず、輸入する場合も試験研究に必

要な最小限度の量であることが必要である

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 591 号）。 
 
1．3 関連規定 

1．3．1 法条 
 安衛令第 16 条 1 項（製造等が禁止される

有害物等）、安衛令第 16 条 2 項、特化則第

46 条（製造等の禁止の解除手続）、特化則第

47 条（禁止物質の製造等に係る基準）、石綿

則第 47 条（製造等の禁止の解除手続）、石

綿則第 48 条（製造等禁止石綿等の製造等に

係る基準）等。 
 

1．4 沿革 
1．4．1 制度史 

工場

法期 
○黄燐燐寸製造禁止法（大正 10年

4 月 11 日法律第 61 号） 
黄燐燐寸製造禁止法は、「燐寸製

造ニ於ケル黄燐使用のノ禁止ニ関

スル条約」（1906 年、明治 39 年）

の批准公布に先立って制定された

法律である。同法は、マッチ製造

における黄リン使用の禁止や工場

への官吏の臨検権限等を規定して

いた（附則を除き、全 7 条）。 
第 2 条「黄燐ヲ使用シテ製造シ

タル燐寸ヲ販売シ、輸入若ハ移入

シ又ハ販売ノ目的ヲ以テ所持スル

コトヲ得ス」 
労働

基準

法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 
日法律第 49 号） 

労基法は、有害物の製造禁止に

ついて第 48 条において「黄りん

マッチその他命令で定める有害物

は、これを製造し、販売し、輸入

し、又は販売の目的で所持しては

ならない」と規定していた。この

規定は、黄燐燐寸製造禁止法第 2
条を踏襲したものである。この禁

止の範囲は、使用者及び労働者ば

かりではなく、これら以外の者に

も及ぶ。禁止の対象が製造以外に

も及んでいるのは、製造以外のプ

ロセスにも禁止が及ばないと禁止

の実効性が確保されないことにあ

る 15。 
○昭和 30 年以降にベンジジンの

製造作業者から膀胱腫瘍患者が発

生したことから、昭和 33 年 3 月

－ 567 －
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に ベ ン ジ ジ ン の 抑 制 濃 度 を

0.015mg/m3 とする作業環境改善

の推進が通達された。 
○労働基準法第 48 条の有害物に

指定する省令（昭和 34 年労働省

令第 25 号） 
ベンゼンのり（ベンゼンを含有

するゴムのり）によるベンゼン中

毒が社会的な問題になったことを

受けて示された省令である（現在

は廃止されている）。製造等の禁止

の対象にベンゼンのりを追加し

た。 
 ○昭和 40 年代に入ってベンジ

ジン、ベーターナフチルアミンな

どによる尿路障害が多発したこと

を受けて、昭和 40 年 4 月 30 日に

尿路障害予防対策要綱が定めら

れ、昭和 46 年に特化則の第 1 類

物質として規制し、設備等の密閉

化等を規制した 16。 
安衛

法 
○労働安全衛生法 
黄りんマッチ及びベンゼンを含

有するゴムのりについては、労基

法に基づいて製造等が禁止されて

いたが、安衛法が制定されるにあ

たり、本条において、これらに加

えて、ベンジジン、ベーターナフ

チルアミン、四-アミノジフェニ

ル、四-ニトロジフェニル等の発が

ん性物質の製造、使用等が禁止さ

れた。 
 

1．4．2 背景になった災害等 
11．．44．．22．．11  ベベンンゼゼンン（（ベベンンゾゾーー

ルル））中中毒毒事事件件（（ヘヘッッププササンンダダルル事事件件））  
「労働基準法第 48 条の有害物に指定す

る省令」（昭和 34 年労働省令第 25 号）を通

じてベンゼンのりを本条の製造等禁止物質

に追加する契機となったのが 1950 年代頃

から明らかになったベンゼンによるベンゼ

ン中毒事件の多発である。ベンゼン等によ

る中毒症状の実態は専門家による小規模染

料工場の実態調査（1952 年（昭和 27 年）

8 月）や東京都墨田区のポリエチレンビニ

ル印刷加工工場における貧血症状患者の調

査（1957 年（昭和 32 年）3 月）等によって

明らかになりつつあり、予防対策の必要性

は認識されてきたが、中でも「ヘップサンダ

ル事件」は前述の動きを強く後押しする影

響力を有した 17。 
ヘップサンダル（ミュール）は、映画「ロ

ーマの休日」でオードリー・ヘップバーンが

履いたサンダルに似せたビニール製のサン

ダルであり、当時、非常に広く人気を博して

いた。ベンゼンは、このヘップサンダルの底

を貼るための接着剤（ゴムのり）の溶剤とし

て広く用いられており、製作過程で揮発し

たベンゼンを吸い込んだ作業者に再生不良

性貧血や白血病を発生させる原因となった。

1958 年（昭和 33 年に）大阪でベンゼン中

毒による死者が発生したうえ、翌年には東

京においてもベンゼン中毒患者が確認され

るなど全国的な問題となり、作業に従事し

ていた者に労基法の保護を受けない家内労

働者が多くいたことも受けて社会問題化し

た。これを受けて前述の省令が制定され、非

労働者を含む全ての者に旧労基法 48 条が

適用されるとする内閣法制局見解が示され

たほか、有機溶剤中毒防止規則の制定（1960
年（昭和 35 年））、特化則による規制へと展
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開した。 
 

11．．44．．22．．22  建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟  
建設アスベスト訴訟については「関連判

例」参照。 
 
1．5 運用 

1．5．1 適用の実際 
本条が製造を禁止する化学物質の今日的

有用性は限定されていることから、秘密裏

にこれらの化学物質を製造して指導の対象

となるような例や、本条違反の有無を特に

意識して監督を行う例は今日ほとんど見ら

れない。製造禁止物質の取扱いに関する今

日の主な問題は、なおこれを用いた建築物

が数多く残る石綿に関する取扱いである。 
石綿は、建築材料の中に混入させたり、鉄

骨の耐火被覆のために吹付けたりするなど

して広く利用されてきた。石綿の有害性は

前述のように比較的早くから認識され、

1971 年（昭和 46 年）には特化則で規制の

対象となったものの、その規制・監督は必ず

しも当初から厳格に行われてきたわけでは

なかった。 
その一つの要因は、石綿の化学物質とし

ての有用性にある。石綿は、耐火性や防音

性、断熱性、耐久性に優れ、しかも軽くて安

価である。禁止対象となる石綿製品と評価

される石綿含有率も段階的に引き下げる対

応がとられ、その含有率に到達するまでは

建材に石綿を混入させる取扱いがしばらく

行われた。 
また、規制を行うこと自体が困難である

という事情も存在した。建設現場では、石綿

が含まれる建築材料を切断したり、穴をあ

けたり、加工したりすることによって労働

者・就業者は常に石綿に暴露される危険性

にさらされる。しかし、重層的で複雑な請

負・下請関係を形成する建設業界において、

何百万人にもなる建設業従事者の健康を守

ることができるよう、特定化学物質等作業

主任者の選任、特殊健康診断の実施、局排の

設置、防じんマスクの使用といった規制を

遵守させることは現実には非常に困難であ

った。 
現在石綿を含む建築物の解体工事をする

にあたっては届出を行うことが義務づけら

れている（石綿則第 5 条）。もっとも全ての

届出が行われた場合、約 200 万件に及ぶと

いわれており、これらのすべてを臨検する

ことは現状の監督体制において困難といわ

ざるを得ない。石綿を含む建築物の解体を

業とする事業者に許可制度を設けるなどの

対応が求められる。 
 

1．5．2 関連判例 
○建設アスベスト訴訟 
＜概要＞ 
アスベスト（石綿）は、従来防火や防音、

断熱性能に優れる点から建築物や船舶など

多くの場面で活用されてきた。しかしその

有害性が徐々に認識されるようになり、

2005 年に機械メーカー・クボタの旧神崎工

場の労働者がアスベスト関連疾患で多数死

亡し、中皮腫を発症した同工場の周辺の住

民に対して見舞金の支払いを検討している

事実（「クボタ・ショック」と呼ばれる）が

明らかになるなどしてその問題性は社会的

に無視できない状態になった。こうした動

きを受けて、前述のように本条を基礎とす

る安衛令（第 16 条 4 号）に基づいて製造禁

止の対象とされるに至った（平成 18 年 9 月
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1 日施行）18。 
このように禁止規定の整備以前からアス

ベストの有害性が認知可能であったことか

ら、これに対する対策を国や建材メーカー

が講じる余地があったことを手がかりに、

アスベスト含有建材を使った建設作業に従

事して中皮腫や肺がん等の疾患を発症した

労働者・非労働者を含む建設作業従事者が、

国とアスベストを含む建材を製作していた

メーカーに対して損害賠償を請求する訴訟

が日本各地で提起された 19。特に 2008 年

の東京地裁への提訴以降、全国 8 つの地方

裁判所（札幌・仙台・埼玉・東京・神奈川・

京都・大阪・福岡）で提起された集団訴訟は、

総称して「建設アスベスト訴訟」と呼ばれ

る。本件訴訟の論点は多岐にわたるが、ここ

では本法第 55 条、第 57 条に関連する判示

部分に限定して整理をする。 
 

＜訴訟経過＞ 
 建設アスベスト訴訟は、東京、神奈川、北

海道、京都、大阪、福岡の 6 つの地域で提

起された。それぞれの審級・判決年月日等の

基本情報は以下のとおりである。 
 
○神奈川第 1 陣訴訟 
横浜地判平 24・5・25 訴月 59 巻 5 号 1157
頁 
東京高判平 29・10・27 判タ 1444 号 137
頁 
○首都圏第 1 陣訴訟 
東京地判平 24・12・5 判時 2183 号 94 頁 
東京高判平 30・3・14 裁判所ウェブサイ

ト 
最高裁第一小法廷令 2・12・14 判例集未

搭載 

○九州第 1 陣訴訟 
福 岡 地 判 平 26 ・ 11 ・ 7westlaw_ 
2014WLJPCA11076001 
福 岡 高 判 令 元 ・ 11 ・ 11westlaw_ 
2019WLJPCA11116001 
○大阪第 1 陣訴訟 
大阪地判平 28・1・22 判タ 1426 号 49 頁 
大阪高判平 30・9・20 判時 2404 号 240
頁 
○京都第 1 陣訴訟 
京都地判平 28・1・29 判時 2305 号 22 頁 
大阪高判平 30・8・31 判時 2404 号 4 頁 
○札幌第 1 陣訴訟 
札幌地判平 29・2・14 判時 2347 号 18 頁 
○神奈川第 2 陣訴訟 
横浜地判平 29・10・24 裁判所ウェブサ

イト 
 
＜当事者・請求内容＞ 
各事件の事実関係の詳細は異なるものの、

当事者の属性及び請求内容はおおむね一致

している。 
本訴訟を提起した原告当事者は、建築物

の建設、解体作業時にアスベストの粉じん

に暴露したことによって中皮腫や肺がん、

石綿肺等の石綿関連疾患に罹患した者、及

びその家族（相続人）である。アスベスト関

連疾患に罹患した者には、左官や解体工等

労基法上の労働者とみられる者が含まれる

一方で、労基法上の労働者とは見られない

一人親方や零細事業者も含まれている点に

事案としての特徴がある。 
本訴訟を提起された被告当事者は国とア

スベストを含む製品の製造に関わったメー

カーである。 
国に対しては、国家賠償法に基づく損害
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賠償が請求されている（国賠法第 1 条第 1
項）。その理由は、国が適切に規制権限を行

使しなかったこと、すなわち本法に関して

は、国がアスベストによる労働者等の健康

被害を防止･軽減するためにアスベストに

対する暴露を防止したり、警告表示を事業

主に義務付けたりするよう本法を改正しな

かったというものである。本訴訟の争点は、

建築基準法に関する規制権限の不行使や一

人親方等非労働者への賠償責任の有無等多

岐にわたるが、ここでは本法に関連する部

分に限って判決を整理することとする。 
 

＜判旨＞ 
未了（令 2・12・14 の首都圏第 1 陣訴訟

に関する最高裁決定において東京高裁が認

めた国の責任を認容）。 
 
1．6 その他 

1．6．1 罰則 
 本条に違反して、黄りんマッチ、ベンジジ

ン、ベンジジンを含有する製剤その他の労

働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものを、製造し、輸入し、譲渡し、

提供し、又は使用した者は、3 年以下の懲役

又は 300 万円以下の罰金に処せられる（労

安衛第 116 条）。 
この罰則については両罰規定の適用があ

る。法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関して、これらの違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る（法第 122 条）。 
 

1．6．2 民事上の効果 
 未了。 
 

1．6．3 関連資料 
 なし。 
 
  

－ 571 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

14 
 

2．第 56 条（製造の許可） 
2．1 条文 
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジク

ロルベンジジンを含有する製剤その他の

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある物で、政令で定めるものを製造し

ようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、あらかじめ、厚生労働大

臣の許可を受けなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、前項の許可の申請

があつた場合には、その申請を審査し、

製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の

定める基準に適合していると認めるとき

でなければ、同項の許可をしてはならな

い。 
３ 第一項の許可を受けた者（以下「製

造者」という。）は、その製造設備を、前

項の基準に適合するように維持しなけれ

ばならない。 
４ 製造者は、第二項の基準に適合する

作業方法に従つて第一項の物を製造しな

ければならない。 
５ 厚生労働大臣は、製造者の製造設備

又は作業方法が第二項の基準に適合して

いないと認めるときは、当該基準に適合

するように製造設備を修理し、改造し、

若しくは移転し、又は当該基準に適合す

る作業方法に従つて第一項の物を製造す

べきことを命ずることができる。 
６ 厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこ

れらの規定に基づく処分に違反したとき

は、第一項の許可を取り消すことができ

る。 
 

2．2 趣旨と内容 
2．2．1 趣旨 

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある有害物ではあるものの、ある製品の

製造や研究開発に不可欠・重要である等の

理由で、その製造や利用を認める必要のあ

る有害物もある。このような有害物につい

ては、法第 22 条に基づく健康障害防止措置

によって健康障害の発生の予防が目指され、

特化則で製造設備の仕組みや有害物の管理

方法について厳格な規制が講じられている。

本法は、その遵守の徹底を図るため、製造者

に製造設備の設計や作業方法の決定等、有

害物の利用に至る前段階で事前に達成すべ

き基準を設けて厚生労働大臣の審査による

許可制とし、製造設備を許可基準に適合す

るよう維持することを義務付けたものであ

る。 
 

2．2．2 内容 
22．．22．．22．．11  製製造造許許可可制制のの対対象象物物
質質  

 本条第 1 項が許可制の対象とする物質は、

安衛令別表第 3 第 1 号に掲げる特定化学物

質の第一類物質及び石綿分析用試料等であ

る（安衛令第 17 条）。同別表は、特定化学

物質を第一類物質、第二類物質、第三類物質

の 3 種類に分けて規定している。第一類物

質及び第二類物質は微量でも有害な作用を

する点で共通する。第一類物質は、がん等の

慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有

害性が高く、製造工程で特に厳重な管理（製

造許可）を必要とするものである。第二類物

質はがん等の慢性障害を引き起こす物質の

うち、第一類物質に該当しないものが分類

されており、さらに特定第二類物質、特別有
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機溶剤等、オーラミン等、管理第二類物質等

に細分類されている。第三類物質には、大量

漏洩した場合に有害作用のある物質が分類

されている。 
同別表第 3 第 1 号に掲げる第一類物質は

以下のとおりである。 
 
１ ジクロルベンジジン及びその塩 
２ アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 
３ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ） 
４ オルト―トリジン及びその塩 
５ ジアニシジン及びその塩 
６ ベリリウム及びその化合物 
７ ベンゾトリクロリド 20 
８ １から６までに掲げる物をその重量

の一パーセントを超えて含有し、又は７

に掲げる物をその重量の〇・五パーセン

トを超えて含有する製剤その他の物（合

金にあつては、ベリリウムをその重量の

三パーセントを超えて含有するものに限

る。） 
 
「ジクロルベンジジン」（ジクロロベンジ

ジン、第 1 号）は、灰色～紫色の結晶、褐

色針状結晶の形状をとり、加熱すると分解

し、有毒で腐食性のヒューム（窒素酸化物、

塩化水素）を生じる。エアロゾルの吸入、経

皮および経口摂取により体内に入り、反復

または長期の皮膚への接触により、皮膚炎

を引き起こしたり、肝臓に影響を与えたり

することがあるほか、発がん性を有する 21。  
「アルファ－ナフチルアミン」（α-ナフ

チルアミン、第 2 号） は、特徴的な臭気の

ある、白色の結晶で、 空気、光および水分

に曝露すると赤色になる特徴を持つ。体内

への吸収経路は、吸入、経皮および経口摂取

であり、眼および皮膚を軽度に刺激するほ

か、 血管に影響を与えることがある 22。 
「塩素化ビフエニル」（ポリ塩化ビフェニ

ル、PCB、第 3 号）は、淡い黄色の粘稠液

体であり、エアロゾルの吸入、経皮および経

口によって体内に摂取される。塩素座瘡の

発祥可能性、肝臓への影響のほか、反復また

は長期の皮膚への接触により、皮膚炎を引

き起こすおそれがある 23。絶縁性に優れる

ことから、トランス（変圧器）やコンデンサ

ーに使用された。「ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

に基づき、2020 年（令和 2 年）3 月 31 日

までに処理することが義務付けられている。 
「オルト―トリジン」（O-トリジン、第 4

号）は、無色の結晶、または赤色～茶色の薄

片といった外観を有し、燃焼すると分解し、 
窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。

経皮･経口で摂取され、発がん性を有する 24。 
「ジアニシジン」（第 5 号）は、無色の結

晶であり、燃焼すると分解し、窒素酸化物な

どの有毒なヒュームを生じるほか、蒸気は

空気より重く、地面に沿って移動して、遠距

離発火の可能性も有する。吸入、経皮および

経口によって身体に取り込まれ、発がん性

を有する 25。 
「ベリリウム」（第 6 号）は、合金材料や、

電子管の製造などに使われる銀白色、灰色

の様々な形状の固体であり、強酸および強

塩基と反応し、引火性/爆発性ガスを生じる

ほか、燃焼すると、有毒なヒューム（酸化ベ

リリウムなど）を生成する。エアロゾルの吸

入および経口摂取により体内に吸収され、

皮膚炎や結膜炎、肺炎や気管支炎を引き起

こすおそれがある。反復または長期の吸入
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や皮膚接触による本物質への感作は、重度

の肉芽腫性肺疾患（慢性ベリリウム疾患）を

生じることがある。発がん性を有する 26。 
「ベンゾトリクロリド」（第 7 号）は、刺

激臭のある、無色～黄色、発煙性、油状液体

の物理的特徴を有する。加熱や酸および水

との接触により、分解し、塩化水素を含む、

有毒で腐食性のヒュームを生じる。吸入、経

皮および経口により身体に影響を与え、短

期暴露により皮膚および気道、眼を刺激し、

長期又は反覆暴露により肺、肝臓、腎臓及び

甲状腺に影響を与え、発がん性を有する 27。

ベンゾトリクロリドは、1975 年（昭和 50
年）に東京の化学工場従事者から肺がん患

者が発生していることを受けて実施された

実態調査、疫学調査の結果、ベンゾトリクロ

リドと肺がん発症との関係が認められたこ

とから、本条の製造許可対象の特定化学物

質等に追加された経緯がある 28 
 

22．．22．．22．．22  製製造造ししよよううととすするる者者  
本条の規制が及ぶ人的範囲は、「製造しよ

うとする者」である。この文言は文字通り製

造許可制の対象物質の製造者になる予定の

者を意味し、この物質の販売者は規制の対

象とならない。同様に、製造許可制の対象物

質で容器に入れられたもの、又は大型包装

されたものを他の製造業者から購入し、又

は輸入し、これを小型の容器に詰め替え、当

該容器に新たにその業者の証紙を貼付し荷

姿を整えるいわゆる小分けを行っても、本

条の製造には該当しない 29。 
 

22．．22．．22．．33  許許可可のの単単位位  
 本条第 1 項に規定される「厚生労働省令」

は特化則第 48 条に該当する。特化則第 48

条は、本項の許可は、安衛令別表第 3 号第

1号に掲げる製造許可制の対象物質ごとに、

かつ、当該物質を製造するプラントごとに

行うものとする。具体的には、事業場におい

て、二種類の許可制対象物質を製造する場

合には、それぞれについて許可が必要にな

り、さらにこれらがそれぞれ二系列で製造

される場合は、それぞれの系列ごとに許可

を受けなければならない（昭和 47 年 9 月

18 日基発第 591 号）。 
 

22．．22．．22．．44  許許可可のの申申請請手手続続とと基基
準準  

本条第 2 項が定める厚生労働大臣に対す

る製造許可の申請は、この許可を受けよう

とする者が、特化則様式第 5 号による申請

書（特定化学物質製造許可申請書）に生産計

画等や事業場の概要、製造施設等について

記載した特化則様式第 6 号による摘要書を

添えて、当該許可に係る物を製造する場所

を管轄する労働基準監督署長を経由して厚

生労働大臣に提出する方法で行われる（特

化則第 49 条第 1 項）。この申請を受け取っ

た厚生労働大臣は、この申請を審査し、製造

設備、作業方法等が本条第 2 項に規定され

る「厚生労働大臣の定める基準」に適合した

判断したときは、許可を与える。厚生労働大

臣は、この許可をしたときは、申請者に対

し、特化則様式第 7 号による許可証（特定

化学物質製造許可証）を交付する（特化則第

49 条 2 項）。この許可証の交付を受けた者

は、これを滅失し、又は損傷したときは、特

化則様式第 8 号による申請書（特定化学物

質製造許可証再交付・書替申請書）を本条第

1 項の労働基準監督署長を経由して厚生労

働大臣に提出し、許可証の再交付を受けな
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ければならず（特化則第 49 条第 3 項）、氏

名（法人にあつては、その名称）を変更した

ときは、特化則様式第 8 号による申請書を

第 1 項の労働基準監督署長を経由して厚生

労働大臣に提出し、許可証の書替えを受け

なければならない（特化則第49条第4項）。 
法第 56 条第 1 項の製造の許可を受けた

者がその工程について、設備等の一部を変

更しようとする場合(主要構造部分につい

て変更しようとする場合を除く。)または作

業方法を変更しようとする場合には、あら

かじめ、（イ）変更の目的、（ロ）変更しよう

とする機械等又は作業方法、（ハ）変更後の

構造又は作業方法、を記載した書面を許可

申請書を提出した労働基準監督署長に提出

しなければならない。また、前述の許可を受

けた者が、製造工程を変更しようとする場

合、許可物質の生産量を増加しようとする

場合等においては再び同項の許可を受けな

ければならない。前述の許可を受けた者が、

設備等の主要構造部分を変更しようとする

場合には、法第 88 条第 1 項の規定に基づく

第 52 条の特定化学設備等設置届を提出し

なければならない（昭和 47 年 9 月 18 日基

発第 591 号）。 
厚生労働大臣が、製造許可申請を審査す

るときに用いる本条第 2 項に規定される

「厚生労働大臣の定める基準」は、特化則に

おいて規制対象とする物質と製造目的に着

目して区別して規定されている。 
 

2．2．2．4．1 ジクロル
ベンジジン等の製造 

まず、特化則第 50 条第 1 項は、安衛令別

表第 3 第 1 号 1 から 5 まで及び 7 に掲げる

物並びに同号 8 に掲げる物で同号 1 から 5

まで及び 7 に係るもの（以下「ジクロルベ

ンジジン等」という。すなわち、ベリリウム

及びその化合物以外のものを意味する）の

製造（試験研究のためのジクロルベンジジ

ン等の製造を除く。）に関する基準について

次のように規定する。なお、本項は工場でジ

クロルベンジジン等を製造する際に関する

定めであり、試験研究機関で製造しようと

する場合については別に定めが置かれてい

る（⇒2．2．2．4．3）。 
 
一 ジクロルベンジジン等を製造する設

備を設置し、又はその製造するジクロル

ベンジジン等を取り扱う作業場所は、そ

れ以外の作業場所と隔離し、かつ、その

場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造

ること。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する設

備は、密閉式の構造のものとし、原材料

その他の物の送給、移送又は運搬は、当

該作業を行う労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行うこと。 
三 反応槽については、発熱反応又は加

熱を伴う反応により、攪拌機等のグラン

ド部からガス又は蒸気が漏えいしないよ

うガスケット等により接合部を密接さ

せ、かつ、異常反応により原材料、反応物

等が溢出しないようコンデンサーに十分

な冷却水を通しておくこと。 
四 ふるい分け機又は真空ろ過機で、そ

の稼動中その内部を点検する必要がある

ものについては、その覆いは、密閉の状

態で内部を観察できる構造のものとし、

必要がある場合以外は当該覆いが開放で

きないようにするための施錠等を設ける

こと 30。 
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五 ジクロルベンジジン等を労働者に取

り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作

によること。ただし、粉状のジクロルベ

ンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わ

せるときは、この限りでない。 
六 ジクロルベンジジン等を計量し、容

器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場

合において、前号に定めるところによる

ことが著しく困難であるときは、当該作

業を作業中の労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行い、かつ、当

該作業を行う場所に囲い式フードの局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること 31。 
七 前号の局所排気装置については、次

に定めるところによること。 
イ フードは、ジクロルベンジジン等の

ガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設

けること。 
ロ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出する局所排気装置にあ

つては、第九条第一項の表の上欄に掲げ

る粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲

げるいずれかの除じん方式による除じん

装置又はこれらと同等以上の性能を有す

る除じん装置を設けること。この場合に

おいて、当該除じん装置には、必要に応

じ、粒径の大きい粉じんを除去するため

の前置き除じん装置を設けること。 
ニ ハの除じん装置を付設する局所排気

装置のファンは、除じんをした後の空気

が通る位置に設けること。ただし、吸引

された粉じんによる爆発のおそれがな

く、かつ、ハの除じん装置を付設する局

所排気装置のファンの腐食のおそれがな

いときは、この限りでない。 
ホ 排気口は、屋外に設けること。 
ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有する

ものとすること。 
八 第六号のプッシュプル型換気装置に

ついては、次に定めるところによること。 
イ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出するプッシュプル型換

気装置にあっては、第九条第一項の表の

上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表

の下欄に掲げるいずれかの除じん方式に

よる除じん装置又はこれらと同等以上の

性能を有する除じん装置を設けること。

この場合において、当該除じん装置には、

必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去

するための前置き除じん装置を設けるこ

と。 
ハ ロの除じん装置を付設するプッシュ

プル型換気装置のファンは、除じんをし

た後の空気が通る位置に設けること。た

だし、吸引された粉じんによる爆発のお

それがなく、かつ、ロの除じん装置を付

設するプッシュプル型換気装置のファン

の腐食のおそれがないときは、この限り

でない。 
ニ 排気口は、屋外に設けること。 
ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備す

るものとすること。 
九 ジクロルベンジジン等の粉じんを含
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有する気体を排出する製造設備の排気筒

には、第七号ハ又は前号ロの除じん装置

を設けること。 
十 第六号の局所排気装置及びプッシュ

プル型換気装置は、ジクロルベンジジン

等に係る作業が行われている間、厚生労

働大臣が定める要件を満たすように稼動

させること。 
十一 第七号ハ、第八号ロ及び第九号の

除じん装置は、ジクロルベンジジン等に

係る作業が行われている間、有効に稼動

させること。 
十二 ジクロルベンジジン等を製造する

設備からの排液で、第十一条第一項の表

の上欄に掲げる物を含有するものについ

ては、同表の下欄に掲げるいずれかの処

理方式による排液処理装置又はこれらと

同等以上の性能を有する排液処理装置を

設け、当該装置を有効に稼動させること

32。 
十三 ジクロルベンジジン等を製造し、

又は取り扱う作業に関する次の事項につ

いて、ジクロルベンジジン等の漏えい及

び労働者の汚染を防止するため必要な作

業規程を定め、これにより作業を行うこ

と。 
イ バルブ、コック等（ジクロルベンジ

ジン等を製造し、又は取り扱う設備に原

材料を送給するとき、及び当該設備から

製品等を取り出すときに使用されるもの

に限る。）の操作 
ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌 装置及び

圧縮装置の操作 
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調

整 
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安

全装置及び自動警報装置の調整 
ホ ふた板、フランジ、バルブ、コック等

の接合部におけるジクロルベンジジン等

の漏えいの有無の点検 
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の

処理 
ト 異常な事態が発生した場合における

応急の措置 
チ 保護具の装着、点検、保管及び手入

れ 
リ その他ジクロルベンジジン等の漏え

いを防止するため必要な措置 
十四 ジクロルベンジジン等を製造する

設備から試料を採取するときは、次に定

めるところによること。 
イ 試料の採取に用いる容器等は、専用

のものとすること。 
ロ 試料の採取は、あらかじめ指定され

た箇所において、試料が飛散しないよう

に行うこと。 
ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水

で十分洗浄した後、定められた場所に保

管しておくこと。 
十五 ジクロルベンジジン等を取り扱う

作業に労働者を従事させるときは、当該

労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手

袋及び保護長靴を着用させること。 
 
第 1 号で求められている作業場所からの

隔離は、許可物質の製造に係る作業が行わ

れている作業場所とそれ以外の作業場所と

の建屋が別棟であるか、又は隔壁をもって

区画されていることを意味する（昭和 47 年

9 月 18 日基発第 591 号）。 
第 2 号で要請される「原材料その他の物

の送給、移送又は運搬」については、これら
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の作業を各装置間の落差又はポンプ等によ

り配管で行うなど、スクリューフィダー又

はバケットコンベヤ等を用いて機械的に行

わなければならない（昭和 47 年 9 月 18 日

基発第 591 号）。原材料の投入や反応生成物

を取り出す作業が人力で行われる場合はそ

の暴露が避けられないので、こうしたプロ

セスは機械化されるべきである 33。 
上記通達に規定されている「スクリュー

フィダー」（スクリューフィーダー）とは、

粉粒体原料をパイプ内に装着された螺旋型

のスクリューを回転させることで送り出す

原料搬送の仕組みである。 

 
《出典：株式会社セイワ技研webページ》

34 
同じく上記通達に規定されている「バケ

ットコンベヤ」は、バケツ（バケット）をチ

ェーンやベルトに取り付け、そのバケツの

中に運搬物を投入し、チェーンやベルトを

動作させることで運搬するコンベアである。 

 
《出典：株式会社イシダ web ページ》35 
 
第 3 号に規定される「ガスケット」とは、

部品や配管など、静止している場所の接続

部分の密閉に使用されるシールの一種であ

る。ガスケットを接続部の間に挟んでボル

ト等で固定し、接続部の隙間を塞ぐことで

内部を通る流体の漏出や異物混入を防止す

る役割を担う。例えば、1 つめの図のような

フランジ用ガスケットを、2 つめの図のよ

うに接続部の間に挟んで固定して利用する。 
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《出典：日東金属工業株式会社》36 
 
第 6 号「囲い式フードの局所排気装置」

は、有害物の発生源の近くに空気の吸込み

口を設けて常に吸引する気流を作り、有害

物がまわりに拡散しないようにして作業者

が汚染された気流に暴露されないようにす

る装置（局所排気装置）のうち、作業に必要

な前面のみに開口がありその他の部分は囲

まれている形状のものをいう 37。 
 

 
《株式会社サンキョウ・エンビックス

web ページより》38 
 

 第 6 号等に規定される「プッシュプル型

換気装置」とは、一様な補足気流（ヒューム

の発散源またはその付近を通り吸込み側フ

ードに向かう気流であって、補足面での気

流の方向及び風速が一様であるもの）を形

成させ、当該気流によって発散源から発散

するヒュームを補足し、吸込み側フードに

取り込んで排出する装置である。天井、壁及

び床が密閉されているブースを有する密閉

式プッシュプル型換気装置と、それ以外の

開放式プッシュプル型換気装置がある 39。 

 

 《厚労省 web ページより》40 
 
本条の基準は、製造設備および作業方法

について規定したものであり、本条の基準

に適合していないと認められるときは、法

第 56 条第 5 項の適合命令により基準に適

合させる必要がある（（昭和 47 年 9 月 18 日

基発第 591 号）。 
 

2．2．2．4．2 ベリリウ
ム等の製造 

ベリリウム等の製造（試験研究のための

ベリリウム等の製造を除く。）については、

特化則第 50 条の 2 第 1 項において次のよ

うに規定されている。 
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一 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼

（かしょう）する設備（水酸化ベリリウ

ムから高純度酸化ベリリウムを製造する

工程における設備を除く。次号において

同じ。）は他の作業場所と隔離された 41屋

内の場所に設置し、かつ、当該設備を設

置した場所に局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置を設けること。 
二 ベリリウム等を製造する設備（ベ

リリウム等を焼結し、又は煆焼（かしょ

う）する設備、アーク炉等により溶融し

たベリリウム等からベリリウム合金を製

造する工程における設備及び水酸化ベリ

リウムから高純度酸化ベリリウムを製造

する工程における設備を除く。）は、密閉

式の構造のものとし、又は上方、下方及

び側方に覆い等を設けたものとするこ

と。 
三 前号の規定により密閉式の構造と

し、又は上方、下方及び側方に覆い等を

設けたベリリウム等を製造する設備で、

その稼動中内部を点検する必要があるも

のについては、その設備又は覆い等は、

密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆

われた状態で内部を観察できるようにす

ること。その設備の外板等又は覆い等に

は必要がある場合以外は開放できないよ

うにするための施錠等を設けること。 
四 ベリリウム等を製造し、又は取り

扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材

料で造ること。 
五 アーク炉等により溶融したベリリ

ウム等からベリリウム合金を製造する工

程において次の作業を行う場所に、局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること。 

イ アーク炉上等において行う作業 
ロ アーク炉等からの湯出しの作業 
ハ 溶融したベリリウム等のガス抜き

の作業 
ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を

除去する作業 
ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作

業 
六 アーク炉については、電極を挿入

する部分の間隙を小さくするため、サン

ドシール等を使用すること。 
七 水酸化ベリリウムから高純度酸化

ベリリウムを製造する工程における設備

42については、次に定めるところによる

こと。 
イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離

された屋内の場所に設置すること。 
ロ その他の設備は、密閉式の構造の

ものとし、上方、下方及び側方に覆い等

を設けたものとし、又はふたをすること

ができる形のものとすること。 
八 焼結、煆焼（かしょう）等を行つた

ベリリウム等は、吸引することにより匣

鉢（さや）から取り出すこと。 
九 焼結、煆焼（かしょう）等に使用し

た匣鉢（さや）の破砕は他の作業場所と

隔離された屋内の場所で行い、かつ、当

該破砕を行う場所に局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十 ベリリウム等の送給、移送又は運

搬は、当該作業を行う労働者の身体にベ

リリウム等が直接接触しない方法により

行うこと。 
十一 粉状のベリリウム等を労働者に

取り扱わせるとき（送給し、移送し、又は

運搬するときを除く。）は、隔離室での遠
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隔操作によること。 
十二 粉状のベリリウム等を計量し、

容器に入れ、容器から取り出し、又は袋

詰めする作業を行う場合において、前号

に定めるところによることが著しく困難

であるときは、当該作業を行う労働者の

身体にベリリウム等が直接接触しない方

法により行い、かつ、当該作業を行う場

所に囲い式フードの局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十三 ベリリウム等を製造し、又は取

り扱う作業に関する次の事項について、

ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者

の汚染を防止するために必要な作業規程

を定め、これにより作業を行うこと。 
イ 容器へのベリリウム等の出し入れ 
ロ ベリリウム等を入れてある容器の

運搬 
ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点

検 
ニ ろ過集じん方式の集じん装置（ろ

過除じん方式の除じん装置を含む。）のろ

材の取替え 
ホ 試料の採取及びそれに用いる器具

の処理 
ヘ 異常な事態が発生した場合におけ

る応急の措置 
ト 保護具の装着、点検、保管及び手

入れ 
チ その他ベリリウム等の粉じんの発

散を防止するために必要な措置 
十四 ベリリウム等を取り扱う作業に労

働者を従事させるときは、当該労働者に

作業衣及び保護手袋（湿潤な状態のベリ

リウム等を取り扱う作業に従事する労働

者に着用させる保護手袋にあつては、不

浸透性のもの）を着用させること。 
 
第 2 号の「覆い等」は、本号のベリリウ

ム等を製造する設備を包み込めるような天

幕等を意味する（昭和 50 年 10 月 1 日基発

573 号）。 
第 3 号の「内部を観察できる」状態とは、

当該装置の覆いの一部をガラス又は透明な

プラスチックで造り当該場所から内部を観

察できることを意味する（昭和 50 年 10 月

1 日基発 573 号）。同号の「施錠等」の「等」

には、当該装置の覆いを緊結することが含

まれる（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573 号）。 
第 5 号のイからホまでの作業場所に設け

る「局所排気装置」には、以下の図のような

ものがある（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573
号）。 

 

 
 
第 6 号のサンドシール等の使用例として

は 、 次 の 図 の よ う な も の が あ る 。
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第 8 号、第 9 号に規定される「匣鉢（さ

や）」は、陶磁器を焼くとき、保護のために

素地（きじ）を入れる耐火粘土製の容器であ

る 43。 
 

 
 
 
 
 
 
 

《余語株式会社 web ページより》44 
 
また、第 8 号の「吸引することにより匣

鉢から取り出す」例としては次の図のよう

なものがある（昭和 50 年 10 月 1 日基発

573 号 ） 。

 
 
また、特化則第 50 条第 1 項第 7 号から

第 12 号まで及び第 14 号の規定は、本条第

1 項のベリリウム等の製造に関する法第 56
条第 2 項の厚生労働大臣の定める基準につ

いて準用する（特化則第50条の2第2項）。 
 

2．2．2．4．3 試験研究
のための製造許可 

試験研究を目的としてジクロルベンジジ

ン等、ベリリウム等を製造する場合につい

ては、次の基準を満たさなければならない

（特化則第 50 条第 2 項、第 50 条の 2 第 3
項）。 

一 ジクロルベンジジン等を製造する

設備は、密閉式の構造のものとすること。

ただし、密閉式の構造とすることが作業

の性質上著しく困難である場合におい

て、ドラフトチエンバー内部に当該設備

を設けるときは、この限りでない。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する

装置を設置する場所の床は、水洗によつ

て容易に掃除できる構造のものとするこ

と。 
三 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、ジクロルベンジジン等による健康
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障害の予防について、必要な知識を有す

る者であること。 
四 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋

を使用すること。 
 

2．2．2．4．4 製造設備・
作業方法を基準に適合す
るよう維持する義務 

許可基準を満たして許可を受けたとして

も、その許可基準を満たしている状態が実

現され、維持されなければ本条の趣旨を実

現することができない。そこで本条第 3 項

は、本条第 1 項の許可を受けた者（製造者）

に対して、その製造設備を、本条第 2 項の

許可基準に適合するように維持する義務を

課す。また本条第 4 項は、製造者が実際に

第 1 項の物を製造するにあたっても、本条

第 2 項の基準に適合する作業方法を用いる

ことを義務付ける。 
 

2．2．2．4．5 行政によ
る命令・許可の取消 

本条 3 項及び第 4 項の義務の実効性を確

保する役割を担う制度の一つが、本条第 5
項の厚生労働大臣による命令である。すな

わち、厚生労働大臣は、製造者の製造設備又

は作業方法が本条第 2 項の基準に適合して

いないと認めるときは、当該基準に適合す

るように製造設備を修理し、改造し、若しく

は移転し、又は当該基準に適合する作業方

法に従って本条第 1 項の物を製造すべきこ

とを命ずることができる。この命令に従わ

ない場合については、次項の許可取消のほ

か、後述する罰則の適用がある（法第 119 条

第 2 号）。 

また、厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこれ

らの規定に基づく処分に違反したときは、

本条第 1 項の許可を取り消すことを認めら

れている（本条第 6 項）。 
これらのほか、後述する罰則規定によっ

て本条の実効性の確保が図られている。 
 

22．．22．．22．．55  手手数数料料  
本条第 1 項の許可を得ようとする場合は、

政令に定めるところにより国に対して手数

料を支払わなければならない（法第 112 条

第 1 項第 8 号）。この政令である安全衛生法

関係手数料令第 1 号第 4 号は、この許可の

申請 1 件につき 19 万 7600 円、電子情報処

理組織を使用する場合にあっては 19 万

7000 円支払うものとする。 
 

2．3 関連規定 
2．3．1 法条 

安衛令第 17 条（製造の許可を受けるべき

有害物）、特化則第 48 条（製造の許可）、第

49 条（許可手続）、第 50 条、第 50 条 2（製

造許可の基準）、法第 93 条 3 項（労働衛生

専門官による許可事務の所掌）、法第 110 条

（許可等の条件）等。 
 
2．4 沿革 

2．4．1 制度史 
本法制定後、大きな改正は行われていな

い（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号に

より労働大臣、労働省令の名称を現行のも

のに修正）。 
 

2．4．2 背景になった災害等 
 特になし。 
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2．5 運用 

2．5．1 適用の実際 
本条が適用される場面は限定されており、

本条違反が争点となる例は今日あまり見ら

れない。 
本条の許可を得て製造許可対象物質を製

品の製造のために用いた例としては、例え

ばベリリウムについて、人造宝石（エメラル

ド）、コンビナートの施設の打音検査のハン

マー用のべリウム銅合金等がある。 
 

2．5．2 関連判例 
 なし。 
 
2．6 その他 

2．6．1 罰則 
本条第 1 項の規定に違反して厚生労働大

臣の許可を得ずに有害物を製造した者は、1
年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処

せられる（法第 117 条）。 
厚生労働大臣の許可を得て有害物を製造

する者が、本条第 3 項、第 4 項の規定に違

反した場合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50
万円以下の罰金に処せられる（法第 119 条

第 1 号）。 
厚生労働大臣の許可を受けて有害物を製

造する者が、本条第 5 項に基づいて厚生労

働大臣により発生される命令に従わない場

合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金に処せられる（法第 119 条第 2 号）。 
これらの罰則については両罰規定の適用

がある。法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、これらの違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する（法第 122 条）。 
 

2．6．2 民事上の効力 
 未了。 
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2．6．3 資料 
○○特特化化則則第第 4499条条第第 11項項様様式式第第 55～～
88  

（別添） 
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3．第 57 条（表示等） 

3．1 条文 
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、

引火性の物その他の労働者に危険を生ず

るおそれのある物若しくはベンゼン、ベ

ンゼンを含有する製剤その他の労働者に

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は前条第一項の物を容器

に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供

する者は、厚生労働省令で定めるところ

により、その容器又は包装（容器に入れ、

かつ、包装して、譲渡し、又は提供すると

きにあつては、その容器）に次に掲げる

ものを表示しなければならない。ただし、

その容器又は包装のうち、主として一般

消費者の生活の用に供するためのものに

ついては、この限りでない。 
一 次に掲げる事項 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
２ 前項の政令で定める物又は前条第一

項の物を前項に規定する方法以外の方法

により譲渡し、又は提供する者は、厚生

労働省令で定めるところにより、同項各

号の事項を記載した文書を、譲渡し、又

は提供する相手方に交付しなければなら

ない。 
 

3．2 趣旨と内容 
3．2．1 趣旨 

 労働者が健康障害なく適切に有害物を取

り扱うためには、当該有害物に関する情報

を労働者に正しく周知する必要がある。機

械等についてはその危険性が外観から明ら

かであることも少なくない。しかし、有害物

については一見してその有害性や身体への

具体的作用が明らかでないことも少なくな

く、さらに容器や包装により包まれている

と匂いや刺激によって有害性の可能性を感

知することも難しくなる。他方で化学物質

を譲渡又は提供する者は当該化学物質に関

する有害性、取扱い方法を認識しているこ

とが多く、この製造・流通段階においてその

知りうる情報を表示させることが労働者の

健康障害の回避に有効である。こうした化

学物質に関する情報を表示、周知し、労働者

が認識することの重要性は、「職場における

化学物質の使用の安全に関する条約

（Chemicals Convention）」（ILO170 号条

約、1990 年採択。日本未批准）や「職場に

おける化学物質の使用の安全に関する勧告

（Chemicals Recommendation）」（ILO177
号勧告、1990 年採択）といった形で国際的

にも広く認知されるところとなっている。 
そこで本条は、労働者が取り扱う物質の

成分、その有害性、取扱い上注意すべき点等

を事前に承知していなかったために生ずる

職業性中毒を防止すること、有害物による

暴露に対する手当が、有害物の靭帯に及ぼ

す影響や初期の症状が不明のために手遅れ

になることを防ぐこと等を目的として、爆

発性の物、発火性の物、引火性の物その他の

労働者に危険を生ずるおそれのある物若し

くはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤等
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労働者に健康障害を生ずるおそれのあるも

のに関する表示制度を定めている 45。 
 

3．2．2 内容 
33．．22．．22．．11  表表示示対対象象ととすするる物物  

3．2．2．1．1 原則的規
定 

本条が、譲渡又は提供の際に容器又は包

装に名称等の表示を義務付ける物（以下「表

示対象物」という）は、法第 56 条第 1 項に

定める製造許可対象物のほか、次の物であ

る（安衛令第 18 条）。 
 
一 安衛令別表第 9 に掲げる物（アルミ

ニウム、イットリウム、インジウム、カド

ミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タ

リウム、タングステン、タンタル、銅、

鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロ

バナジウム、マンガン、モリブデン又は

ロジウムにあつては、粉状のものに限

る。） 
二 安衛令別表第 9 に掲げる物を含有す

る製剤その他の物で、安衛則第 30 条で定

めるもの 
三 安衛令別表第 3 第 1 号 1 から 7 まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物

（同号 8 に掲げる物を除く。）で、安衛則

第 31 条で定めるもの 
 
前記安衛令第 18 条第 2 号に関わる安衛

則第 30 条が規定する物は、安衛則別表第 2
の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の

物（同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄

に定める値である物並びに四アルキル鉛を

含有する製剤その他の物（加鉛ガソリンに

限る。）及びニトログリセリンを含有する製

剤その他の物（98 パーセント以上の不揮発

性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物で

あって、ニトログリセリンの含有量が 1 パ

ーセント未満のものに限る。）を除く。）とさ

れる。ただし、運搬中及び貯蔵中において固

体以外の状態にならず、かつ、粉状にならな

い物（①危険物（安衛令別表第一に掲げる危

険物をいう。以下同じ。安衛則第 30 条但書

第 1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発

又は火災の原因となるおそれのある物（安

衛則第 30 条但書第 2 号）、③酸化カルシウ

ム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤そ

の他の物であって皮膚に対して腐食の危険

を生ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）

のいずれかに該当するものを除く。）は除か

れる。この但書部分については、後述する。 
前記安衛令第 18 条第 3 号に関わる安衛

則第 31 条が規定する物は、前記安衛則第

30 条但書に記載されるものを除き、次のよ

うな物である。 
 
一 ジクロルベンジジン及びその塩を

含有する製剤その他の物で、ジクロルベ

ンジジン及びその塩の含有量が重量の

〇・一パーセント以上一パーセント以下

であるもの 
二 アルフア―ナフチルアミン及びそ

の塩を含有する製剤その他の物で、アル

フア―ナフチルアミン及びその塩の含有

量が重量の一パーセントであるもの 
三 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）

を含有する製剤その他の物で、塩素化ビ

フエニルの含有量が重量の〇・一パーセ

ント以上一パーセント以下であるもの 
四 オルト―トリジン及びその塩を含

有する製剤その他の物で、オルト―トリ
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ジン及びその塩の含有量が重量の一パー

セントであるもの 
五 ジアニシジン及びその塩を含有す

る製剤その他の物で、ジアニシジン及び

その塩の含有量が重量の一パーセントで

あるもの 
六 ベリリウム及びその化合物を含有

する製剤その他の物で、ベリリウム及び

その化合物の含有量が重量の〇・一パー

セント以上一パーセント以下（合金にあ

つては、〇・一パーセント以上三パーセ

ント以下）であるもの 
七 ベンゾトリクロリドを含有する製

剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの

含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・

五パーセント以下であるもの 
 
以上に該当する表示義務対象物質につい

ては、【【資資料料 11】】「「表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質」」

を参照。これに該当する物質の一覧は「職場

のあんぜんサイト」において公開されてい

る 46。なお、本条のラベル表示義務の対象

となる物質の裾切値と、法第 57 条の 2 に基

づく文書交付制度（SDS）の義務的な対象

となる物質の裾切値とが異なって設定され

ていることがある。 
 

3．2．2．1．2 固形物に
関する適用除外 
33．．22．．22．．11．．22．．11  概概要要

とと趣趣旨旨  
安衛則第 30 条及び同則第 31 条に規定さ

れる表示対象とする物については、安衛則

第 30 条但書に基づいて、「運搬中及び貯蔵

中において固体以外の状態にならず、かつ、

粉状にならない物」に関する例外が設けら

れている。但、①危険物（安衛令別表第一に

掲げる危険物をいう。安衛則第 30 条但書第

1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発又

は火災の原因となるおそれのある物（安衛

則第30条但書第2号）、③酸化カルシウム、

水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他

の物であって皮膚に対して腐食の危険を生

ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）のい

ずれかに該当するものについては除かれる。 
この定めは、安衛令別表第 9 に掲げる物

（純物質）及び安衛令別表第 9 又は別表第

3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物を含有す

る製剤その他の物（混合物）のうち、運搬中

及び貯蔵中において、固体以外の状態にな

らず、かつ、粉状にならない物について、表

示義務の適用を除外することとしたもので

ある。この趣旨は、表示対象物を譲渡し、又

は提供する時点において固体の物について

は、粉状でなければ吸入ばく露等のおそれ

がなく、健康障害の原因とならないものと

考えられること、また、国際的にも、欧州の

化 学 品 規 制 で あ る  CLP （ Contract 
Laboratory Program、委託試験機関プログ

ラム） 規則において、文書交付により情報

伝達がなされている場合には、塊状の金属、

合金、ポリマーを含む混合物、エラストマー

を含む混合物について表示が適用除外とさ

れていることを踏まえたことによる（平成

27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。但、爆

発性、引火性等の危険性や、皮膚腐食性を有

する物については、譲渡・提供時において固

形であっても当該危険性等が発現するおそ

れがあるため、適用除外の対象とはせず、引

き続き、表示義務の対象としたものである。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．22  純純物物
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質質のの取取扱扱いい  
安衛令第 18 条において適用除外とされ

る物は、純物質であって、譲渡・提供の過程

において粉状にならず、危険性又は皮膚腐

食性がないという上記要件を満たすことが

明らかである、イットリウム、インジウム、

カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、

タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、

ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジ

ウム、マンガン、モリブデン及びロジウムと

したこと。なお、イットリウム化合物、イン

ジウム化合物、カドミウム化合物、水溶性銀

化合物、クロム化合物、コバルト化合物、ス

ズ化合物、水溶性タリウム化合物、水溶性タ

ングステン化合物、タンタル酸化物、銅化合

物、無機鉛化合物、ニッケル化合物、白金水

溶性塩、ハフニウム化合物、無機マンガン化

合物、モリブデン化合物及びロジウム化合

物の純物質については、適用除外の対象と

はされていないことに留意すること（平成

27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．33  混混合合

物物のの取取扱扱いい  
安衛令別表第 9 又は別表第 3 第 1 号 1 か

ら 7 までに掲げる物を含有する製剤その他

の物（混合物）については、その性質が様々

であることから、運搬中及び貯蔵中におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状にな

らないもののうち、以下の①から③までに

掲げる危険性のある物又は皮膚腐食性のお

それのある物に該当しないものは適用除外

とされている（安衛則第 30 条但書）。 
 ①  危険物（安衛令別表第１に掲げる危

険物をいう。）  
 ②  危険物以外の可燃性の物等爆発又

は火災の原因となるおそれのある物  
③  酸化カルシウム、水酸化ナトリウ

ム等を含有する製剤その他の物であって皮

膚に対して腐食の危険を生ずるもの 
「運搬中及び貯蔵中において固体以外の

状態にならず、かつ、粉状にならないもの」

は、当該物の譲渡・提供の過程において液体

や気体になったり、粉状に変化したりしな

いものであって、当該物を取り扱う労働者

が、当該物を吸入する等により当該物にば

く露するおそれのないものを意味する。例

えば、温度や気圧の変化により状態変化が

生じないこと、水と反応しないこと、物理的

な衝撃により粉状に変化しないこと、昇華

しないこと等を満たすものである必要があ

り、具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチッ

クのペレット等は、原則として表示の対象

外となる。「粉状」とはインハラブル（吸入

性）粒子を有するものをいい、流体力学的粒

子径が 0.1mm 以下の粒子を含むものであ

るとされ、顆粒状のものは、外力によって粉

状になりやすいため、「粉状にならない」も

のとはいえないとされる（以上について、

（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
また、上記②又は③に掲げる物は、国連勧

告の化学品の分類及び表示に関する世界調

和システム（以下「GHS」という。）に準拠

した日本工業規格 Z7253 の附属書 Aの定

めにより、物理化学的危険性及び皮膚腐食

性／刺激性の危険有害性区分が定められて

いるものを意味する（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 

3．2．2．1．3 裾切り値
の見直し 

新たに表示対象物となる物、既存の表示
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対象物及び通知対象物の裾切り値について

は、原則として、以下の考え方により設定さ

れている（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第

2 号）。 
 ア  GHS に基づき、濃度限界とされて

いる値とする。ただし、それが 1 パーセン

トを超える場合は 1 パーセントとする。こ

れにより、裾切り値は下表のとおりとなる。 

HHSS のの有有害害性性クク

ララスス  

区区

分分  

裾裾切切りり値値((重重量量パパ

ーーセセンントト))  

表表示示((ララ

ベベルル))  

通通知知

((SSDDSS))  

急性毒性 
1～

5 

1.0 1.0 

皮膚腐食性/刺

激性 

1～

3 

眼に対する重

篤な損傷性/ 

眼刺激性 

1～

2 

呼吸器感作性

(固体/液体) 
1 1.0 

0.1 
呼吸器感作性

(気体) 
1 0.2 

皮膚感作性 1 1.0 0.1 

生殖細胞変異

原性 

1 0.1 0.1 

2 1.0 1.0 

発がん性 
1 0.1 

0.1 
2 1.0 

生殖毒性 
1 0.3 

0.1 
2 1.0 

標的臓器毒性

(単回ばく露) 

1～

2 
1.0 1.0 

標的臓器毒性

(反復ばく露) 

1～

2 

吸引性呼吸器

有害性 

1～

2 

 
イ  複数の有害性区分を有する物質につ

いては、アにより得られる数値のうち、最も

低い数値を採用する。 
ウ  リスク評価結果など特別な事情があ

る場合は、上記によらず、専門家の意見を聴

いて定める。 
以上に基づき、安衛令別表第 9 に掲げる

表示対象物及び通知対象物の裾切り値と 
CAS 番号は別紙 1（【【資資料料 22】】「「令令別別表表第第９９

にに定定めめるる表表示示義義務務及及びび通通知知義義務務のの対対象象ととなな

るる化化学学物物質質等等ととそそのの裾裾切切りり値値一一覧覧」」）のとお

りとされる。 
混合物については、裾切り値以上含有さ

れている場合には、仮に GHS 分類による

危険有害性分類がなされていない場合であ

っても、取扱い方法によっては危険有害性

が生じるおそれがあることから、人体に及

ぼす作用や取扱い上の注意に留意が必要で

あるため、表示義務の対象とされる。 
 

3．2．2．1．4 表示対象
物質以外の化学物質 

表示対象物質以外の物質にも有害性・危

険性を有する物質は多くある。そこで本条

に基づく表示対象物質以外の化学物質を対

象として、「化学物質等の危険性又は有害性

等の表示又は通知等の促進に関する指針」

（平成 4 年 7 月 1 日労告第 60 号）が整備

されている。右指針の内容については、「関

連規定－法条」参照。 
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33．．22．．22．．22  表表示示義義務務者者  
本条第 1 項は、「容器に入れ、又は包装し

て、譲渡し、又は提供する者」に本条が定め

る表示を行う義務を課す。このような立場

にあることが客観的に認められれば表示義

務者となり、製造者、販売業者流通過程にお

ける立場等は条文上表示義務者該当性を判

断するときの考慮の対象とされていない。 
この定めによれば、同一の有害物の容器

又は包装が流通するにあたり、2 以上の者

が表示義務者となることがある。この場合

は先次の表示義務者が所定の表示を行って

いるときは、後次の表示義務者が重ねて表

示を行う必要が実質的になくなるため、第

一次的には有害物質の製造業者が表示義務

者となる 47。もっともこの場合も後次の表

示義務者は依然として表示義務者であり、

先次の表示義務者が存在することにより表

示義務について免責されない。 
本条にいう「譲渡」及び「提供」は法第 55

条のそれと同じと解されている 48。すなわ

ち「譲渡」は有償・無償を問わず所有権の移

転を伴う行為、「提供」は所有権等を留保し

たまま相手に渡して利用させるというよう

な場合の「渡す」という事実行為を意味する

（昭和 47・9・18 基発第 602 号）。 
 

33．．22．．22．．33  表表示示事事項項  
本条第 1 項第 1 号は、表示を必要とする

事柄として 5 つの事項を挙げる。再掲する

と下記の通りである。 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
 以下、各表示事項について概説する。 
 

3．2．2．3．1 名称（第
1 項 1号イ） 

第 1 号イに規定される「名称」は、化学

物質等の名称の表示を求めるものである。

但し、製品名により含有する化学物質等が

特定できる場合においては、当該製品名を

記載することで足りる。また、化学物質等に

ついて表示される名称と、法第 57 条の 2 に

基づく文書交付により通知される名称は一

致させなければならない（以上について、平

成18年10月20日基安化発第1020001号。

以下 3．2．2．3 内で「通達」と表記する）。 
なおラベルに記載すべき情報については、

JISZ7253 にも規定されている。 
 

3．2．2．3．2 人体に及
ぼす作用（第 1 項第 1 号
ロ） 

第 1 号ロに規定される「人体に及ぼす作

用」とは、化学物質等の有害性を意味する

（「通達」）。ここでは、化学品の分類および

表示に関する世界調和システム(以下「GHS」
という)に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス(可燃性固体等の物理化

学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有

害性及び水生環境有害性等の環境有害性の

種類)及び危険有害性区分(危険有害性の強

度)に対して GHS 附属書 3 又は日本産業規

格 Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害

性情報の伝達方法―ラベル，作業場内の表

示及び安全データシート (SDS))( 以下
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「JISZ7253」という)附属書 A により割り

当てられた「危険有害性情報」の欄に示され

ている文言を記載しなければならない（「通

達」）。この JISZ7253 は一般に「合併 JIS」
と呼ばれ、国連 GHS 文書改訂 4 版（2011
年）を基礎に作成されている。GHS 国連勧

告と本法の記載項目との関係については、

【【資資料料 33】】「「GGHHSS 国国連連勧勧告告とと改改正正労労働働安安全全

衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」を参照。 
なお、GHS に従った分類については、日

本産業規格 Z7252(GHS に基づく化学品の

分類方法)(以下「JISZ7252」という)及び事

業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にす

ることが求められている。また、GHS に従

った分類結果については、独立行政法人製

品評価技術基盤機構が公開している「NITE 

化 学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム

(NITE―CHRIP)」49、厚生労働省が作成し

「職場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」 50等を参考にすることとされる（「通

達」）。 
混合物に関しては、混合物全体として有

害性の分類がなされていない場合には、含

有する表示対象物質の純物質としての有害

性を、物質ごとに記載することで差し支え

ない（「通達」）。 
また、GHS に従い分類した結果、危険有

害性クラス及び危険有害性区分が決定され

ない場合は、記載を要しない（「通達」）。 
 

3．2．2．3．3 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 1 項
第 1 号ハ） 

第 1 号ハに規定される「貯蔵又は取扱い

上の注意」は、化学物質等のばく露又はその

不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被

害を防止するために取るべき措置を記載す

ることを求めるものである（「通達」）。 
 

3．2．2．3．4 厚生労働
省令で定める事項（第 1
項第 1号ニ） 

本条第 1 項第 1 号ニにおける「厚生労働

省令で定める事項」は以下のとおりである

（安衛則第 33 条）。 
 
一 表示をする者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の

情報を記載することが求められる。また、

当該化学品の国内製造・輸入業者の情報

を、当該事業者の了解を得た上で追記す

ることも認められている。緊急連絡電話

番号等についても記載することが望まし

い（「通達」）。 
 

二 注意喚起語 
ここでの「注意喚起語」としては、GHS

に従った分類に基づき、決定された危険

有害性クラス及び危険有害性区分に対し

て GHS 附属書 3 又は JISZ7253 附属書

A に割り当てられた「注意喚起語」の欄

に示されている文言を記載することとさ

れている（「通達」）。 
なお、GHS に従った分類については、

JISZ7252 及び事業者向け分類ガイダン

スを参考にすること、GHS に従った分類

結果については、独立行政法人製品評価

技術基盤機構が公開している「NITE 化

学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム

(NITE―CHRIP)」や厚生労働省が作成し
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「職場のあんぜんサイト」で公開してい

る「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS
情報」等を参考にすることが求められて

いる（「通達」）。 
混合物において、混合物全体として危

険性又は有害性の分類がなされていない

場合には、含有する表示対象物質の純物

質としての危険性又は有害性を表す注意

喚起語を、物質ごとに記載することで差

し支えない（「通達」）。 
GHS に基づき分類した結果、危険有害

性クラス及び危険有害性区分が決定され

ない場合、記載を要しない（「通達」）。 
 

三 安定性及び反応性 
「安定性及び反応性」は、化学物質等の危

険性を示すことを意味する。GHS に従った

分類に基づき、決定された危険有害性クラ

ス及び危険有害性区分に対して GHS 附属

書 3 又は JISZ7253 附属書 A に割り当てら

れた「危険有害性情報」の欄に示されている

文言を記載する。「GHS に従った分類結果」

については、独立行政法人製品評価技術基

盤機構が公開している「NITE 化学物質総

合情報提供システム(NITE―CHRIP)」、厚

生労働省が作成し「職場のあんぜんサイト」

で公開している「GHS 対応モデルラベル・

モデル SDS 情報」等を参考にすることとさ

れている（「通達」）。 
混合物において、混合物全体として危険

性の分類がなされていない場合には、含有

する全ての表示対象物質の純物質としての

危険性を、物質ごとに記載することで差し

支えない。また、GHS に従い分類した結果、

危険有害性クラス及び危険有害性区分が決

定されない場合、記載を要しない（「通達」）。 

 
3．2．2．3．5 当該物を
取り扱う労働者に注意を
喚起するための標章（第 1
項第 2号） 

本号における「当該物を取り扱う労働者

に注意を喚起するための標章で厚生労働大

臣が定めるもの」とは、日本産業規格

Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害性

情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート(SDS))に定める絵表

示を意味する（平成 18 年 10 月 20 日厚労

告 619 号。以下の説明も同厚労告による）。

右「絵表示」については、【【資資料料 44】】「「絵絵表表示示

ににつついいてて」」参照。但し、本条第 1 項の容器

又は包装に次に掲げる標札若しくは標識又

はラベルが付されている場合にあっては、

当該標札若しくは標識又はラベルに示され

る記号とする。  
 
一 船舶による危険物の運送基準等を

定める告示(昭和 54 年運輸省告示第 549
号)第 1 号様式に掲げる標札又は標識 

二 航空機による爆発物等の輸送基準

等を定める告示(昭和 58 年運輸省告示第

572 号)第 2 号様式に掲げるラベル 
 
混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する表示対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を表す標章を、物質

ごとに記載することで差し支えない。また、

GHS に従い分類した結果、危険有害性クラ

ス及び危険有害性区分が決定されない場合

は、記載を要しない（「通達」）。 
なお、JISZ7251 に準拠した記載を行えば、

－ 593 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

36 
 

安衛法関係法令において規定する容器・包

装等に表示しなければならない事項を満た

すこととされる。JISZ7253：2019 について

は日本産業標準調査会ホームページにおい

て検索及び閲覧が可能である（「通達」）。 
 

33．．22．．22．．44  表表示示方方法法  
3．2．2．4．1 容器又は
包装を用いる場合 

前述した表示事項は、当該容器又は包装

に表示事項を印刷する方法、又は表示事項

等を印刷した票箋を貼り付けて表示される

（安衛則第 32 条本文）。ただし、当該容器

又は包装の形状、材質等により、当該容器又

は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は

表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付

けることが困難なときは、表示事項等のう

ち、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の

注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番

号、注意喚起語、安定性及び反応性（以上、

法第 57 条第 1 項第 1 号ロからニまで）及

び、当該物を取り扱う労働者に注意を喚起

するための標章で厚生労働大臣が定めるも

の（法第 57 条第 1 項第 2 号）に掲げるもの

については、これらを印刷した票箋を容器

又は包装に結びつけることにより表示する

ことができる（安衛則第 32 条但書）。 
法第 57 条第 1 項第 2 号に規定される標

章は、JIS 規格 Z7251（GHS に基づく化学

品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、

作業場内の表示及び安全データシート

(SDS)）に定める絵表示とされる。ただし、

法第 57 条第 1 項の容器又は包装に次に掲

げる標札若しくは標識又はラベルが付され

ている場合にあっては、当該標札若しくは

標識又はラベルに示される記号とされる。 

 
一 船舶による危険物の運送基準等を

定める告示(昭和五十四年運輸省告示第

五百四十九号)第一号様式に掲げる標札

又は標識 
二 航空機による爆発物等の輸送基準等

を定める告示(昭和五十八年運輸省告示

第五百七十二号)第二号様式に掲げるラ

ベル（平成 18 年 10 月 20 日厚労告第 619
号）。 
 

3．2．2．4．2 容器又は
包装を用いない場合 

本条第 1項の政令で定める物又は法第 56
条第 1 項の物を本条第 1 項に規定する方法

（容器に入れ、又は包装してする方法）以外

の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚

生労働省令で定めるところにより、名称や

人体に及ぼす影響等、本条第 1 項各号の事

項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する

相手方に交付しなければならない（本条第

2 項）。例えば、タンクローリーやパイプラ

インで輸送される場合がこのケースに該当

する。この交付は、容器又は包装以外の方法

により譲渡し、又は提供する際に行われな

ければならないが、継続的に又は反復して

譲渡し、又は提供する場合において、既に当

該文書の交付がなされているときはこの限

りでない（安衛則 34 条）。もっとも通達（昭

和 53 年 2 月 10 日基発第 78 号）は、この

ような場合でも、譲渡し、又は提供する相手

方に文書の内容が的確に伝わるよう重ねて

文書を交付することが望ましいとする。 
 

33．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
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のの生生活活のの用用にに供供すするるたためめののもものの  
本条第 1 項に規定される「主として一般

消費者の生活の用に供するためのもの」は、

以下のとおりである（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 
ア  医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35 年法律第 145 号）に定められてい

る医薬品、医薬部外品及び化粧品 
 イ  農薬取締法（昭和23年法律第125

号）に定められている農薬 
 ウ  労働者による取扱いの過程にお

いて固体以外の状態にならず、かつ、粉

状又は粒状にならない製品  
 エ  表示対象物が密封された状態で

取り扱われる製品 
 オ  一般消費者のもとに提供される段

階の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫

酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、

エタノール等が含まれた酒類など、表示

対象物が含まれているものであって、譲

渡・提供先において、労働者がこれらの

食品添加物を添加し、又は酒類を希釈す

るなど、労働者が表示対象物にばく露す

るおそれのある作業が予定されるものに

ついては、「主として一般消費者の生活の

用に供するためのもの」には該当しない

こと。 
 
3．3 関連規定 

3．3．1 法条 
安衛令第 18 条（名称を表示すべき危険物

及び有害物）、安衛則第 30 条（名称等を表

示すべき危険物及び有害物）、第 31 条～第

33条（名称の表示）、第34条（文書の交付）、

「化学物質等の危険性又は有害性等の表示

又は通知等の促進に関する指針」（平成 4 年

7 月 1 日労告第 60 号）、「労働安全衛生法第

57条第 1項第 2号の規定に基づき厚生労働

大臣が定める標章（平成 18 年厚労告第 619
号）、安衛令別表第 9（対象物質の一覧）。 
 
3．4 沿革 

3．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52
年 7 月 1 日法律第 76 号）に基づ

いて、容器又は包装を用いないで

表示対象有害物を譲渡し、又は提

供する者は、その相手方に表示事

項を記載した文章を交付しなけ

ればならないものとする改正が

なされた（本条第 1 項の修正と、

第 2 項の追加）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 17 年 11 月 2 日

法律第 108 号）に基づいて、本条

について、①危険を生ずるおそれ

のある物で政令で定めるもの（化

学物質等の危険性）を、その譲渡

又は提供に際して容器又は包装

に名称等を表示しなければなら

ない物に追加するとともに、②容

器又は包装に表示しなければな

らないものとして、当該物を取り

扱う労働者に注意を喚起するた

めの標章で厚生労働大臣が定め

るものを追加等する改正（「労働

安全衛生法等の一部を改正する

法律案要綱」）が行われた。①は、
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本条が規制対象とする事柄を、労

働者に健康障害を生ずるおそれ

のある物から、危険を生ずる物に

広げたことを意味する。②は、国

連が 2005 年に取りまとめた「化

学品の分類および表示に関する

世界調和システム（GHS）」に対応

して行われたものである（3．4．
2．2 参照）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により本条につい

て、労働者に危険又は健康障害を

生ずるおそれのある物を譲渡し、

又は提供する際にその容器又は

包装に表示しなければならない

こととされているもののうち、成

分を削除する改正（「労働安全衛

生法の一部を改正する法律案要

綱」）が行われた。また、同時に行

われた安衛令第 18 条の改正によ

り、表示対象物の範囲が法第 57条

の 2 の通知対象物全般に拡大され

た。 
 

3．4．2 背景になった災害等 
33．．44．．22．．11  日日本本化化学学工工業業六六価価クク
ロロムム事事件件（（11997711年年））  

1977 年の「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1
日法律第 76 号）による改正にあたっては、

化学物質等により職業がん等の新しい型の

疾病の発生が社会的に問題となったこと、

ILO において 1974 年（昭和 49 年）に職業

がん条約（第 139 号条約、1977 年（昭和 52

年）日本批准）、昭和 52 年に作業環境条約

（第 148 号条約）が採択されるなど、職業

性疾病の問題が国際的にも重要視されてき

ていたことといった背景があった 51。この

時期に問題となった化学物質による職業性

疾病の問題としては、日本化学工業の小松

川工場の調査において労働者に鼻中隔穿孔

や肺がんが多数発症していることが明らか

になり、公害問題にもなった事件（日本化学

工業六価クロム事件、1971 年）などがある。

こうした問題状況の下において中央労働基

準審議会の労働災害防止部会において検討

がなされて「労働安全衛生法の改正等に関

する報告」が取りまとめられ、本改正の基礎

となった。本改正にあたっては本法第 57 条

の 4、本法第 57 条の 5（いずれも現行法の

条文数）の追加等の改正が行われた。 
 

33．．44．．22．．22  化化学学品品のの分分類類おおよよびび
表表示示にに関関すするる世世界界調調和和シシスステテムム
（（GGHHSS））（（22000033 年年・・平平成成 1155年年））  

「化学品の分類および表示に関する世界

調和システム（The Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of 
Chemicals: GHS）」は、国連において 2003
年（平成 15 年）に策定された、各国間の化

学物質の分類及び表示方法を調和させるこ

とを目的とするルールである。本稿執筆現

在、改訂第 6 版（2015 年、平成 27 年）が

策定されている。 
当初危険有害物質に対する規制は各国に

おいて個別に講じられ、その結果、同一の化

学品に対するラベルや SDS が国ごとに異

なる、危険有害性の定義も国ごとに異なる、

ラベルや SDS により情報提供を行う段階

や方法も国ごとに異なるという状況が生じ
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た。こうした状況を改善し、国際的に調和さ

れた分類及び表示方法を構築することが、

化学品の国際貿易が広く行われる中で、そ

の安全な使用や輸送、廃棄を確実に行うた

めの国内計画を策定すること、化学品への

暴露を管理し、人々と環境を保護するため

の基盤を包括的に確立するために重要と考

えられたことから本システムが策定された。

本システムの策定と実施により、危険有害

性の情報伝達に関する国際的に理解されや

すいシステムの導入によって、人の健康と

環境の保護が強化されること、既存のシス

テムを持たない国々に対し国際的に承認さ

れた枠組みが提供されること、化学品の試

験および評価の必要性が減少すること、危

険有害性が国際的に適正に評価され確認さ

れた化学品の国際取引が促進されることが

期待されている（GHS1.1.1.1-1.1.1.4）。 
本システムでは、化学品の危険性・有害性

を物理化学的危険性、健康に対する有害性、

環境に対する有害性という観点から整理・

分類し、その危険性・有害性が明らかになる

ような標章の表示や注意事項等を記載した

文書（化学物質等安全データシート）の作

成、交付等を求めている。GHS は、成形品

を除く全ての危険有害な化学品を対象とす

る。危険性・有害性に関する情報提供の対象

者は、化学物質を取り扱う全ての者であり、

労働者、消費者等その立場を問わない。 
 
3．5 運用 

3．5．1 適用の実際 
◆◆33．．55．．11．．11  適適用用のの動動向向ととルルーー
ルル  

ラベルの作成と貼付は一般的にこれを製

造するメーカー等によって一括して行われ

るため、本条の履行の有無が争点となるこ

とは比較的少ない。特に法第 57 条の 2 の

SDS 制度ができてからは、相対的にその重

要度を低下させている。 
また、ラベル表示の義務づけ（努力義務を

含む）は、本法だけでなく化管法や毒劇法に

よっても行われており、異なる機関がそれ

ぞれ類似の事項についてチェックを入れる

ことでそれぞれの実効性の確保の程度が高

められている可能性がある。本条の適用対

象となる化学物質は限定されている上、そ

もそも内容物の表示を行うことは、化学物

質に限られず、食料品その他の製品も含め

て社会一般において行われる取扱いとなっ

ており、この意味でもラベル表示が問題と

なる場面は少なくなっている。 
本条により義務付けられる表示をより容

易に行うために、いくつかの行政文書がラ

ベル表示の具体例を概説し、実務の用に供

されている。 
例えば、「労働安全衛生法第 57 条に基づ

く表示の具体的記載方法について」（昭和47
年 9 月 29 日基発第 634 号）において表示

の具体例が示されている。例えば、「ジクロ

ルベンジジン及びその塩若しくはこれを含

有する製剤その他の物」については、次のよ

うな例が示されている。 
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また、「化学物質の表示・文書交付制度の

あらまし」（厚労省、都道府県労働局、労働

基準監督署）は、「ラベル表示の例」及び「混

合物のラベル表示方法」として、【【資資料料 55】】
「「ララベベルル表表示示のの例例・・混混合合物物ののララベベルル表表示示方方

法法」」にあるような図説を用意している。 
本条に基づいて表示を義務付けられる化

学物質の範囲は、危険性や有害性が認めら

れた一定の化学物質に限定されているが、

危険性や有害性が不明であることは当該化

学物質が安全又は無害であることを意味し

ない。労働者等に対する健康被害の発生を

予防するという本条の趣旨やあらゆる化学

物質を対象とする GHS の趣旨からは、あら

ゆる化学物質が危険性や有害性を有する可

能性があることを意識した表示義務範囲の

設定が必要とされている。 
 

◆◆33．．55．．11．．22  適適用用事事例例  
「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」では、事業場内で小分け

した容器の表示がないことによる災害事例

として、次のような事例が紹介されている。 
・硝酸、有機カルボン酸等を含有する洗剤

の入った含有物の表示のない容器に、洗剤

を追加していたところ、塩素ガス中毒とな

ったもの。誤って、次亜塩素酸ナトリウム、

水酸化ナトリウム等を含有する洗剤を移し

入れたため、塩素ガスが発生したことが原

因（平成 29 年 7 月発生、休業 1 日（1 名））。 
・清掃に使用する洗剤を持ち運ぶため、小

分けの容器に移し替える作業を行っていた

ところ、表示のない次亜塩素酸ナトリウム

の入った容器に、酸性の洗剤を誤って移し

入れたため、塩素ガスが発生し、当該作業を

行っていた労働者が急性呼吸不全となった

もの（平成 29 年 11 月発生、休業 12 日（1
名））。 
 

3．5．2 関連判例 
 建設アスベスト訴訟において、アスベス

トの危険性の表示を事業主等に義務付けな

かったことが国家賠償の対象となる適切な

規制権限の不行使に該当するかが争われた。

この点については、法第 55 条の「関連判例」

の項を参照。 

名称    

成分 ジクロルベンジジン 

含有量         ％ 

注意事項 皮膚に付着したり又は吸入す

ると薬害の恐れがありますか

ら下記の注意事項を守って下

さい。 

１ 容器が破損しないように丁

寧に取扱って下さい。 

２ 万一漏えいした場合には、

必ず保護具（ゴム又はビニー

ル手袋及び呼吸用保護具）を

使用して処置して下さい。 

３ もし、皮膚、衣服に付着し

た場合、皮膚は直ちに石けん

水でよく洗い流して衣服は取

替えて下さい。 

表示者の

氏名又は

名称及び

住所 
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3．6 その他 

3．6．1 罰則 
有害物を譲渡し、又は提供する者が、本条

第 1 項の規定に違反して、その容器等に所

定の表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、

又は本条第 2 項の文書を交付せず、若しく

は虚偽の文書を交付した場合には、6 ヵ月

以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せ

られる（法第 119 条第 3 号）。 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、右の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する（法第

122 条）。 
 

3．6．2 民事上の効力 
製品を製造・販売して、流通に置く者は、

これによって他人の生命・身体・財産を不当

に侵害することのないように、製品が通常

備えるべき安全性を確保する義務を負う。

この義務を基礎に、有害物・危険物を製造・

販売する者は、製品の安全性確保義務の一

態様として、製品に内在する危険の内容及

び回避手段について、利用者に警告する義

務がある（神奈川第 1 陣訴訟：東京高判平

29・10・27）。 
本条の表示義務を果たしていることは、

この民事的な義務を果たしていることを示

す一つの指標となる。しかし本法第 57 条の

義務を通達等に即して履行していたとして

も、本条の記載方法が不十分・不合理と判断

された場合には、製造者等は前述の警告義

務違反を免れない（神奈川第 1 陣訴訟：東

京高判平 29・10・27）。本条違反と民事上

の警告義務違反とは別のものとして位置付

けられている。 
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3．6．3 資料 
【【資資料料 11】】表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質
（（別別フファァイイルル））  

 
【【資資料料 22】】令令別別表表第第９９にに定定めめるる表表示示
義義務務及及びび通通知知義義務務のの対対象象ととななるる化化
学学物物質質等等ととそそのの裾裾切切りり値値一一覧覧（（別別
フファァイイルル））  

 
【【資資料料 33】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」
（（「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書交交付付制制度度
ののああららまましし」」（（厚厚労労省省、、都都道道府府県県労労
働働局局、、労労働働基基準準監監督督署署））よよりり））（（別別
フファァイイルル））  

 
【【資資料料 44】】絵絵表表示示ににつついいてて（（別別フファァ
イイルル））  

 
【【資資料料 55】】「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書
交交付付制制度度ののああららまましし」」「「ララベベルル表表示示
のの例例」」及及びび「「混混合合物物ののララベベルル表表示示方方
法法」」（（別別フファァイイルル））  
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4．第 57 条の 2（文書の交付等） 

4．1 条文 
第五十七条の二 労働者に危険若しくは

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は第五十六条第一項の物

（以下この条及び次条第一項において

「通知対象物」という。）を譲渡し、又は

提供する者は、文書の交付その他厚生労

働省令で定める方法により通知対象物に

関する次の事項（前条第二項に規定する

者にあつては、同項に規定する事項を除

く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に

通知しなければならない。ただし、主と

して一般消費者の生活の用に供される製

品として通知対象物を譲渡し、又は提供

する場合については、この限りでない。 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 
２ 通知対象物を譲渡し、又は提供する

者は、前項の規定により通知した事項に

変更を行う必要が生じたときは、文書の

交付その他厚生労働省令で定める方法に

より、変更後の同項各号の事項を、速や

かに、譲渡し、又は提供した相手方に通

知するよう努めなければならない。 
３ 前二項に定めるもののほか、前二項

の通知に関し必要な事項は、厚生労働省

令で定める。 

 
4．2 趣旨と内容 

4．2．1 趣旨 
化学物質による労働災害は依然として多

く発生しており、これを防止するためには、

労働現場において化学物質等の有害性等の

情報を確実にユーザーに伝達し、この情報

を基に労働現場において健康障害防止のた

めの措置を適切に講じていくことが重要で

ある。 
そこで本条は、化学物質等による労働者

の健康障害の防止に資するよう、化学物質

等を譲渡し、又は提供するときに、その有害

性等に関する情報が譲渡し、又は提供する

相手方に通知されるよう義務付けた（平成

12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。この仕組

みは、一般に SDS（Safety Data Sheet: 安
全データシート）制度（旧、化学物質等安全

データシート。 Material Safety Data 
Sheet:MSDS）と呼ばれる。 
化学物質に関する情報の提供を義務付け

る本条は、法第 57 条と趣旨を供する部分が

ある。しかし法 57 条の適用される場面が容

器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供す

る場面に限定されるのに対し、本条はこれ

よりも対象が包括的であり、情報を掲載す

ることができるスペースについても容器や

包装といった制約が少ないという特徴を有

する。この点で、本条は第 57 条の表示内容

を詳細なものにし、補足する役割を担って

いる。 
 

4．2．2 内容 
44．．22．．22．．11  通通知知対対象象物物  

 通知の対象とする物は、法第 56 条第 1 項

の製造許可物質、及び「労働者に危険若しく
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は健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの」すなわち、安衛令 18 条の 2
に規定される以下の物である。 
 
一 安衛令別表第九に掲げる物 
二 安衛令別表第九に掲げる物を含有す

る製剤その他の物で、厚生労働省令で定

めるもの 
三 安衛令別表第三第一号１から７まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物

（同号８に掲げる物を除く。）で、厚生労

働省令で定めるもの。 
 

44．．22．．22．．22  通通知知義義務務者者  
後述する通知対象者に対して通知義務を

負う者は、通知対象物を「譲渡し、又は提供

する者」である。通知対象物質が流通の過程

で所定の表示がされた容器から他の容器に

分割して譲渡又は提供される場合、この他

の容器に分割して譲渡又は提供する者が通

知義務者となる 52。 
 

44．．22．．22．．33  通通知知すすべべきき事事項項  
通知すべき事項は、本条第 1 項に列挙さ

れた事項である。再掲すると下記のように

なる。 
 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 

 
この点の詳細は通達（平成 18 年 10 月 20

日基安化発第 1020001 号、平成 22 年 12 月

16 日基安化発 1216 第 1 号改正。以下、4．
2．2．3 において「通達」という）に規定さ

れている。この通達を軸に、以下、各号の概

要を整理する。 
なお、GHS 国連勧告と本条の記載項目と

の関係については、【【資資料料 11】】「「GGHHSS 国国連連勧勧

告告とと改改正正労労働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」

参照。 
 

4．2．2．3．1 名称（第
1 号） 

「名称」は、化学物質等の名称を記載する

ことを意味する。ただし、製品名により含有

する化学物質等が特定できる場合において

は、当該製品名を記載することで足りる（通

達）。 
 

4．2．2．3．2 成分及び
その含有量（第 2 号） 

「成分及びその含有量」については、通知

対象物質が裾切値以上含有される場合、当

該通知対象物質の名称を列記するとともに、

その含有量についても記載する。また、ケミ

カルアブストラクトサービス登録番号

（CAS 番号）及び別名や、通知対象物質以

外の化学物質の成分の名称及びその含有量

についても、本項目に記載することが望ま

しい（通達）。 
成分の含有量については、安衛令別表第

3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物及び令別

表第 9 に掲げる物ごとに重量パーセントを

通知しなければならない。この場合におけ

る重量パーセントの通知は、10 パーセント
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未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を

切り上げた数値との範囲をもつて行うこと

ができる（安衛則第 34 条の 2 の 6）。重量

パーセント(ベンゼンにあっては、容量パー

セント)以外の表記による含有量の表記が

なされているものについては、重量パーセ

ント(ベンゼンにあっては、容量パーセント)
への換算方法を明記していれば重量パーセ

ント(ベンゼンにあっては、容量パーセント)
による表記を行ったものとみなされる（平

成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
 

4．2．2．3．3 物理的及
び化学的性質（第 3号） 

「物理的及び化学的性質」については、通

達において、記載しなければならない情報

と、記載することが望ましい情報に分けて

規定されている。 
記載しなければならない情報は以下のと

おりである。 
 
ア 化学物質等の外観（物理的状態、形

状、色等） 
イ臭い 
ウｐＨ 
エ 融点及び凝固点 
オ 沸点、初留点及び沸騰範囲 
カ 引火点 
キ 燃焼又は爆発範囲の上限及び下限 
ク 蒸気圧 
ケ 蒸気密度 
コ 比重（相対密度） 
サ 溶解度 
シ ｎ－オクタノール／水分配係数 
ス 自然発火温度 
セ 分解温度 

 
次に、記載することが望ましい情報は以

下のとおりである。 
 
ア 臭いのしきい（閾）値 
イ 蒸発速度 
ウ 燃焼性（固体又はガスのみ） 
・放射性等、当該化学物質等の安全な

使用に関係するその他のデータ 
・測定方法 
 
なお、混合物において、混合物全体として

危険性の試験がなされていない場合には、

含有する通知対象物質の純物質としての情

報を、物質ごとに記載することで差し支え

ないこととされる。 
 

4．2．2．3．4 人体に及
ぼす作用（第 4号） 

「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有

害性を示すことを意味する。ここでは、取扱

者が化学物質等に接触した場合に生じる健

康への影響について、簡明かつ包括的な説

明を記載することが求められる。 
ここで記載する必要のある情報は、以下

のとおりである（通達）。 
 
ア 急性毒性 
イ 皮膚腐食性・刺激性 
ウ 眼に対する重篤な損傷・刺激性 
エ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 
オ 生殖細胞変異原性 
カ 発がん性 
キ 生殖毒性 
ク 特定標的臓器毒性－単回ばく露 
ケ 特定標的臓器毒性－反復ばく露 
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コ 吸引性呼吸器有害性 
 
また、ばく露直後の影響と遅発性の影響

とをばく露経路ごとに区別し、毒性の数値

的尺度を含めることが望ましい。混合物に

おいて、混合物全体として有害性の試験が

なされていない場合には、含有する通知対

象物質の純物質としての有害性を、物質ご

とに記載することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、分類の判断を

行うのに十分な情報が得られなかった場合

（以下「分類できない」という。）、GHS で

規定する危険有害性クラスから外れている

物理化学的危険性及び健康有害性のため当

該クラスでの分類の対象となっていない場

合（以下「分類対象外」という。例えば、「○

○性固体」という危険有害性クラスは、常態

が液体や気体のものについては分類の対象

とならない。）及び分類を行うのに十分な情

報が得られているものの、分類を行った結

果、GHS で規定する危険有害性クラスにお

いて最も低い危険有害性区分とする十分な

証拠が認められなかった場合（以下「区分

外」という。）のいずれかに該当することに

より、危険有害性クラス及び危険有害性区

分が決定されない場合は、GHS では当該危

険有害性クラスの情報は、必ずしも記載は

要しないとされているが、「分類できない」、

「分類対象外」、「区分外」の旨を記載するこ

とが望ましい（通達）。 
また、発がん性の分類にあたっては、発が

ん性が否定されること、又は発がん性が極

めて低いことが明確な場合を除き、「区分外」

の判定は慎重に行い、疑義があれば、「分類

できない」とする（通達）。 
なお、記載にあたっては、事業者向け分類

ガイダンスを参考にすることが求められる

（通達）。 
 

4．2．2．3．5 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 5号） 

「貯蔵又は取扱い上の注意」として、次の

事項について記載する必要がある（通達）。 
 
（１）適切な保管条件、避けるべき保

管条件等 
（２）混合接触させてはならない化学

物質等（混触禁止物質）との分離を含め

た取扱い上の注意 
（３）管理濃度、許容濃度等 
（４）密閉装置、局所排気装置等の設

備対策 
（５）保護具の使用 
（６）廃棄上の注意及び輸送上の注意 

 
4．2．2．3．6 流出その
他の事故が発生した場合
において講ずべき応急の
措置（第 6号） 

「流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置」として、次の事項

について記載する必要がある。 
 
（１）吸入した場合、皮膚に付着した

場合、眼に入った場合又は飲み込んだ場

合に取るべき措置等 
（２）火災の際に使用するのに適切な

消火剤又は使用してはならない消火剤 
（３）事故が発生した際の退避措置、

立ち入り禁止措置、保護具の使用等 
（４）漏出した化学物質等に係る回収、

中和、封じ込め及び浄化の方法並びに使
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用する機材 
 

4．2．2．3．7 厚生労働
省令で定める事項（第 7
号） 

「厚生労働省令で定める事項」は、以下の

とおりであり（安衛則第 34 条の 2 の 4）、
それぞれ記載する必要がある。 

 
一 法第 57 条の 2 第 1 項の規定による

通知を行う者の氏名（法人にあつては、その

名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の情

報を記載するものであり、当該化学品の国

内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了

解を得た上で追記しても良いこと。また、緊

急連絡電話番号、ファックス番号及び電子

メールアドレスも記載することが望ましい

（通達）。 
 
二 危険性又は有害性の要約 
GHS に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表

示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書

きに対して GHS 附属書 3 又は JISZ7253
附属書 A により割り当てられた絵表示と文

言を記載する。なお、GHS に従った分類に

ついては、JISZ7252 及び事業者向け分類ガ

イダンスを参考にすること、また、GHS に

従った分類結果については、独立行政法人

製品評価技術基盤機構が公開している

「NITE 化学物質総合情報提供システム

(NITE―CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職

場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」等を参考にすることとされる（通達）。 

混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する通知対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を、物質ごとに記載

することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、「分類できな

い」又は「区分に該当しない」のいずれかに

該当することにより、危険有害性クラス及

び危険有害性区分が決定されない場合は、

GHS では当該危険有害性クラスの情報は、

必ずしも記載を要しないとされているが、

「分類できない」、「区分に該当しない」の旨

を記載することが望ましい。なお、記載にあ

たっては、事業者向け分類ガイダンスを参

考にすることとされる（通達）。 
標章は白黒の図で記載しても差し支えな

いこと。また、標章を構成する画像要素(シ
ンボル)の名称(「炎」、「どくろ」等)をもって

当該標章に代えても差し支えない（通達）。 
粉じん爆発危険性等の危険性又は有害性

についても記載することが望ましいこと。 
 
三 安定性及び反応性 
この点については、下記の事項を記載す

ることが求められている。 
(1) 避けるべき条件(静電放電、衝撃、振

動等) 
(2) 混触危険物質 
(3) 通常発生する一酸化炭素、二酸化炭

素及び水以外の予想される危険有害な分解

生成物 
 
四 適用される法令 
 化学物質等に適用される法令の名称を

記載するとともに、当該法令に基づく規制

に関する情報を記載することとされる（通

－ 605 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

48 
 

達）。 
 
五 その他参考となる事項 
 安全データシート(SDS)等を作成する

際に参考とした出典を記載することが望ま

しい。また、環境影響情報については、本項

目に記載することが望ましい（通達）。 
 

44．．22．．22．．44  通通知知のの方方法法・・時時期期  
本条の通知は、文書（本条第 1 項、第 2

項）のほか、磁気ディスクの交付、ファクシ

ミリ装置を用いた送信その他の方法であっ

て、その方法により通知することについて

相手方が承諾したもの（安衛則第 34 条の 2
の 3）によって行わなければならない。 
このうち「その他の方法」には、インター

ネットで閲覧できるホームページが含まれ

る。ホームページにより通知する場合にお

いては、当該ホームページは、譲渡し、又は

提供する者の管理下にある必要がある。ま

た、通知に際しては、相手方の承諾を得ると

ともに、当該ホームページのアドレスを通

知する必要がある（平成 12 年 3 月 24 日基

発第 162 号）。 
譲渡し、又は提供する者は、文書の交付以

外の方法により情報の通知を行った場合は、

相手方が情報を受け取ったことを確認する

ことが望ましい（平成 12 年 3 月 24 日基発

第 162 号）。 
通知は、譲渡し、又は提供する物ごとに行

わなければならない。ただし、譲渡し、又は

提供する物が混合物の場合、その中に成分

として 1％を超えて含まれているすべての

通知対象物個々について法第 57条の 2第 1
項第 3 号から第 6 号までの事項を通知し、

全体について同項第 1 号、第 2 号及び第 7

号の事項を通知することにより、当該物に

係る通知が行われたものとして取り扱って

よい（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
本条第 1 項の通知については、同項の通

知対象物を譲渡し、又は提供する時までに

行わなければならない。通知対象物を譲渡

され、提供される者が、その時点までに当該

通知対象物を受領するために必要な措置を

講じる時間的猶予を確保する趣旨である。

したがって、継続的に又は反復して譲渡し、

又は提供する場合において、既に当該通知

が行われているときは、この限りでない（安

衛則第 34 条の 2 の 5）。 
 

44．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
のの生生活活のの用用にに供供さされれるる製製品品  

本条の通知義務は、但書の「主として一般

消費者の生活の用に供される製品として通

知対象物を譲渡し、又は提供する場合」には

生じない。「主として一般消費者の生活の用

に供される製品」は、以下のとおりである

（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
 
イ 薬事法(昭和 35年法律第 145号)に

定められている医薬品、医薬部外品及び

化粧品 
ロ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 125

号)に定められている農薬 
ハ 労働者による取扱いの過程におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状

又は粒状にならない製品 
ニ 通知対象物が密封された状態で取

り扱われる製品 
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4．3 関連規定 
4．3．1 法条 

 法第 101 条第 4 項（通知事項の周知）、安

衛令第 18 条の 2、別表第 9（名称等を通知

すべき危険物及び有害物）、安衛則第 34 条

の 2、第 34 条の 2 の 2（名称等を通知すべ

き危険物及び有害物）、安衛則第 34 条の 2
の 3～第 34 条の 2 の 6（名称等の通知等）。 
また、本条が導入された後、MSDS 提供

義務を規定する化学物質排出把握管理促進

法（化管法）が制定された。 
  
4．4 沿革 

4．4．1 制度史 
安

衛

法 

○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

により、新規に追加された。 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 17 年 11 月 2 日

法律第 108 号）により本条につい

て、危険を生ずるおそれのある物

で政令で定めるものを、その譲渡

又は提供に際して相手方にその名

称等を文書の交付等の方法により

通知しなければならない物に追加

する改正（「労働安全衛生法等の一

部を改正する法律案要綱」）が行わ

れた。この改正は、「化学品の分類

及び表示に関する世界調和システ

ム （ The Globally Harmonized 
System of Classification and 
Labelling of Chemicals: GHS）」に

関する国連勧告を受けて行われた

ものである。 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により、「この条」

の下に「及び次条第一項」を加える

改正が行われた。 
 

4．4．2 背景になった災害等 
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の

一部を改正する法律」（平成 11 年 5 月 21 日

法律第 45 号）に基づく本条の制定にあたっ

ては、化学物質による労働災害が依然とし

て多く発生している実態の中で、化学物質

の有害性の情報が伝達されていないことや

化学物質管理の方法が確立していないこと

が主原因となって発生した労働災害があわ

せて半数以上を占めており、こうした労働

災害を防止するためには、労働現場におけ

る化学物質の有害性の情報を確実に伝達し、

この情報を元に労働現場において、化学物

質を適正に管理することが重要であること

が指摘されていた 53。 
このように化学物質の供給者等が必要な

情報をユーザーに提供することの重要性は、

国際的には「職場における化学物質の使用

の安全に関する条約」（1990 年、ILO 第 170
号条約。日本は未批准）等の形で広く認識さ

れ、当時 MSDS 制度の法制化が国際的に要

請されつつある段階にあった。また、国内に

おいては、1998 年（平成 10 年）10 月に、

和歌山県において夏祭りで作られたカレー

に亜ヒ酸を入れることで 4 人の死者を発生

させた和歌山毒物カレー事件が発生し、毒

物管理の重要性が社会的に強く認識される

事態が生じていた。 
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」

（平成 17 年 11 月 2 日法律第 108 号）によ

る改正は、「化学品の分類及び表示に関する
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世界調和システム」に関する国連勧告を受

けて行われた。この点については 3．4．4．
2 参照。 
 
4．5 運用 

◆4．5．1 適用の実際 
SDS を作成するときの参考として「GHS

対応モデルラベル・モデル SDS 情報」が「職

場のあんぜんサイト 54」で公開され、利用

されている。 
SDS を web で公開、交付することが認め

られるようになり、徐々に広く受け入れら

れるようになっている。 
SDS が備え付けられていない原因として

は、事業主が法律を知らないこと、提供者か

ら事業場に対して同通知文書が交付されて

いないことなどがある（本研究行政官向け

調査）。 
また、SDS 交付対象となっていない化学

物質であっても災害が発生することがある。

例えば「職場における化学物質等の管理の

あり方に関する検討会」では、注文者から請

負人への情報提供等が不十分であること等

による災害事例として、次の例が紹介され

ている。 
・GHS 分類では自己発熱性の危険性が

あるが SDS 交付等の規制のない硫化鉄を

含むスラッジが堆積したタンクの清掃を請

負い､作業を行っていたが､当該清掃中に硫

化鉄が空気に触れ酸化､発熱･発火したもの｡

注文者と請負業者の作業要領には､スラッ

ジを湿潤に保つとの記載はあったが､請負

業者は硫化鉄の危険性､湿潤化の目的等を

認識していなかった（平成 29 年 1 月発生、

休業なし）｡ 
この例は、一定の危険性や有害性が認め

られた化学物質にSDS交付義務の範囲を限

定する現行制度の課題を示したものといえ

よう。 
 

4．5．2 関連判例 
 なし。 
 
4．6 その他 

4．6．1 罰則 
なし。 

 
4．6．2 民事上の効力 

 未了。 
 

4．6．3 資料 
【【資資料料 11】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係  
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5．第 57 条の 3（第五十七条第一項の

政令で定める物及び通知対象物につ

いて事業者が行うべき調査等） 

5．1 条文 
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省

令で定めるところにより、第五十七条第

一項の政令で定める物及び通知対象物に

よる危険性又は有害性等を調査しなけれ

ばならない。 
２ 事業者は、前項の調査の結果に基づ

いて、この法律又はこれに基づく命令の

規定による措置を講ずるほか、労働者の

危険又は健康障害を防止するため必要な

措置を講ずるように努めなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第二十八条第一項

及び第三項に定めるもののほか、前二項

の措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るため必要な指針を公表するもの

とする。 
４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、

事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 
 
5．2 趣旨と内容 

5．2．1 趣旨 
化学物質には極めて多様な種類があり、

危険・有害な物質に対する個別規制対象外

の物質であっても、使用量や使用法によっ

ては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそ

れがある。また、化学物質による労働災害を

防止するためには、その化学物質の危険有

害性だけでなく、その物質の特徴に即した

管理措置を講じる必要がある。本条は、こう

した問題状況に対処するために、事業主に

化学物質に関するリスクアセスメントの実

施を義務化したものである 55。 
本法には、リスクアセスメントに言及す

る規定として、ほかに法第 28 条の 2 があ

る。同条は、事業者に対し、危険有害性を有

する全ての化学物質についてリスクアセス

メントを実施する努力義務を課す。これに

対し本条は、「第 57 条第 1 項の政令で定め

る物及び通知対象物」に該当する特定の化

学物質についてリスクアセスメントの実施

を強制的な義務とするより厳格な規制を講

じたものである。法第 57 条に基づく表示等

や法第 57 条の 2 に基づく文書交付等によ

る事前対応をふまえて、危険物・有害物の利

用段階において個別利用状況に即したアセ

スメントを義務付け、利用する化学物質等

の危険性や有害性を予め把握した上でその

取扱を確定していくことが期待されている。 
 

5．2．2 内容 
55．．22．．22．．11  調調査査対対象象物物  

本条に基づくリスクアセスメントの対象

は、「第 57 条第 1 項の政令で定める物及び

通知対象物」である。これは、具体的には、

表示対象物及び通知対象物である物質を意

味する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号。以下本項目の記述についても同じ通達

を参照）。 
これらの物質以外の物や表示対象物の裾

切り値未満の物又は通知対象物の裾切り値

未満の物については、同項に規定するリス

クアセスメントの義務の対象とはならない。

しかし、これらの物は、法第 28 条の 2 第 1
項のリスクアセスメントの努力義務の対象
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となるものであるため、これらの物に係る

リスクアセスメントについても引き続き実

施するよう努める必要がある。 
主として一般消費者の生活の用に供され

る製品については、法第 57 条第１項の表示

義務及び法第 57 条の 2 第 1 項の文書交付

義務の対象から除かれていることから、法

第 57 条の 3 第 1 項に基づくリスクアセス

メントの対象からも除くこととされた。な

お、安衛則第 34 条の 2 の 7 第 1 項に規定

される「主として一般消費者の生活の用に

供される製品」には、法第 57 条第 1 項但書

及び法第 57 条の 2 第 1 項但書と同様のも

のが含まれる。 
 

55．．22．．22．．22  調調査査のの実実施施時時期期  
本条に基づくリスクアセスメントは、「厚

生労働省令で定めるところにより」行われ

る必要がある。これを受けて安衛則第 34 条

の 2 の 7 が規定されている。 
まず、リスクアセスメントは、以下に掲げ

る時期に行うものとされる（安衛則第 34 条

の 2 の 7 第 1 項）。 
 
一 安衛令第 18 条各号に掲げる物（表

示対象物）及び法第 57 条の 2 第 1 項に

規定する通知対象物（以下「調査対象物」

という。）を原材料等として新規に採用

し、又は変更するとき。 
二 調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に係る作業の方法又は手順を新規

に採用し、又は変更するとき。 
三 前 2 号に掲げるもののほか、調査

対象物による危険性又は有害性等につい

て変化が生じ、又は生ずるおそれがある

とき。 

 
従来から取り扱っている物質を、作業手

順や使用する設備機器等を変更することな

く、従来どおりの方法で取り扱う作業につ

いては、施行時点において本条第 1 項に規

定するリスクアセスメントの義務の対象と

はならない。しかし、過去にリスクアセスメ

ントを行ったことがない場合等には、事業

主は計画的にリスクアセスメントを行うこ

とが望ましい（平成 27年 8月 3日基発 0803
第 2 号）。職場環境が随時変化することをふ

まえれば、定期的にリスクアセスメントを

実施することが望ましいといえる。 
 

55．．22．．22．．33  調調査査のの実実施施方方法法  
本条第 1 項のリスクアセスメントは、調

査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごと

に、次に掲げるいずれかの方法により、又は

これらの方法の併用により行わなければな

らない。ただし、リスクアセスメントのうち

危険性に係るものについては、第 1 号又は

第 3 号（第 1 号に係る部分に限る。）に掲げ

る方法に限られる（安衛則第 34 条の 2 の 7
第 2 項）。 

 
一 当該調査対象物が当該業務に従事

する労働者に危険を及ぼし、又は当該調

査対象物により当該労働者の健康障害を

生ずるおそれの程度及び当該危険又は健

康障害の程度を考慮する方法 
二 当該業務に従事する労働者が当該

調査対象物にさらされる程度及び当該調

査対象物の有害性の程度を考慮する方法 
三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 

 
第 1 号の方法は、危険性又は有害性に応
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じて負傷又は疾病の生じる可能性の度合い

と重篤度を見積もるもの、第 2 号の方法は、

有害性に着目して実際の曝露量又は推定値

と暴露限界とを比較してリスクを見積もる

もの、第 3 号は、リスクアセスメントの対

象物質に特別規則によりすでに個別の措置

が義務付けられている物質が含まれている

ことを考慮し、特別規則の規定の履行状況

を確認することなどをもってリスクアセス

メントを実施したこととするものである

（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
本条に基づくリスクアセスメントは、条

文上は「危険性又は有害性等の調査」とされ

ているが、危険性又は有害性のいずれかに

ついてのみリスクアセスメントを行うとい

う趣旨ではなく、調査対象物の有する危険

性又は有害性のクラス及び区分（日本工業

規格 Z7253（GHS に基づく化学品の危険有

害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の

表示及び安全データシート（SDS)（以下

「JISZ7253」という。）の附属書 A（A．4 
を除く。）の定めにより危険有害性クラス

（引火性液体のような物理化学的危険性及

び発がん性、急性毒性のような健康有害性

の種類をいう。）、危険有害性区分（危険有害

性の強度）をいう。）に応じて、必要なリス

クアセスメントを行うべきものであり、調

査対象物によっては危険性と有害性の両方

についてリスクアセスメントが必要な場合

もあり得る（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803
第 2 号）。 

 また、例えば、当該作業工程が密閉化、

自動化等されていることにより、労働者が

調査対象物にばく露するおそれがない場合

であっても、調査対象物が存在する以上は、

リスクアセスメントを行う必要がある。そ

の場合には、当該作業工程が、密閉化、自動

化等されていることにより労働者が調査対

象物にばく露するおそれがないことを確認

すること自体が、リスクアセスメントに該

当する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号）。 
 

55．．22．．22．．44  調調査査結結果果のの周周知知  
 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げ

る事項を、調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に従事する労働者に周知させなけれ

ばならない（安衛則第 34 条の 2 の 8 第 1
項）。 
 
一 当該調査対象物の名称 
二 当該業務の内容 
三 当該調査の結果 
四 当該調査の結果に基づき事業者が講

ずる労働者の危険又は健康障害を防止す

るため必要な措置の内容 
 
 また、この周知は、次に掲げるいずれかの

方法により行うものとする（安衛則第 34 条

の 2 の 8 第 2 項）。 
 
一 当該調査対象物を製造し、又は取り

扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示

し、又は備え付けること。 
二 書面を、当該調査対象物を製造し、

又は取り扱う業務に従事する労働者に交

付すること。 
三 磁気テープ、磁気ディスクその他こ

れらに準ずる物に記録し、かつ、当該調

査対象物を製造し、又は取り扱う各作業

場に、当該調査対象物を製造し、又は取

り扱う業務に従事する労働者が当該記録
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の内容を常時確認できる機器を設置する

こと。 
 

55．．22．．22．．55  指指針針のの策策定定  
 リスクアセスメントの具体的な実施方法

については、本条第 3 項に基づいて策定さ

れた「化学物質等による危険性又は有害性

等の調査等に関する指針」（平成 27 年 9 月

18 日基発 0918 公示第 3 号）に規定されて

いる。この指針は、同名の旧指針（平成 18
年 3 月 30 日公示第 2 号。平成 28 年 6 月 1
日廃止）が対象としていた全ての化学物質

について準用される。 
 
5．3 関連規定 

5．3．1 法条 
安衛則 34 条の 2 の 7（調査対象物の危険

性又は有害性等の調査の実施時期等）、安衛

則 34 条の 2 の 8（調査の結果等の周知）、

安衛則 34 条の 2 の 9（指針の公表）、「「化

学物質等による危険性又は有害性等の調査

等に関する指針」（平成 27 年 9 月 18 日基

発 0918 公示第 3 号）。 
 
5．4 沿革 

4．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）により本条が追加さ

れた。本条の改正に関連して、参

議院厚生労働委員会において、政

府は「リスクアセスメントの義務

化については、化学物質のリスク

に対する事業者の認識を高めるよ

う制度の周知を図るとともに、事

業者の取組状況を把握し、適宜、

化学物質管理対策に活かすこと」

との附帯決議がなされている。 
 

4．4．2 背景になった災害等 
本条の追加にあたっては、事業場で使用

される化学物質の数が年々増加する中、そ

の危険性又は有害性の調査等、事業者の化

学物質管理が適切に行われていないことを

原因とする労働災害が依然として多く発生

しているとの問題認識があった 56。 
中でも本条を整備する直接的な契機とな

ったのが印刷事業場において洗浄作業等に

従事する労働者が集団で胆管がんを発症し

た事案であった。この事案は、大阪労働局管

内での印刷事業場で勤務する労働者等から、

2012 年（平成 24 年）3 月 30 日以降、私用

した有機溶剤等の化学物質が原因で胆管が

んを発症したとして労災請求がなされたも

のであり、2012 年（平成 24 年）12 月末日

時点で胆管がんを発症した者は 16 名、うち

7 名が死亡したというものである。 
業務上疾病である「がん」については、労

基法施行規則別表第 1 の 2 第 7 号及び同表

第 10 号に基づく告示に列挙されているが、

胆管がんはこれらの列挙疾病には当時は掲

げられておらず、過去にも胆管がんを業務

上疾病として認定した事例がなかったため、

労働者が従事した業務と胆管がん発症との

間の因果関係は明らかになっていなかった。

そこで、「印刷事業場で発生した胆管がんの

業務上外に関する検討会」（座長：産業医学

振興財団 理事長 櫻井治彦）が同年に立

ち上げられ、翌年 2013 年（平成 25 年）に

提出された「『印刷事業場で発生した胆管が

んの業務上外に関する検討会』報告書 化

学物質ばく露と胆管がん発症との因果関係
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について～大阪の印刷事業場の症例からの

検討～」において、胆管がんは、ジクロロメ

タン又は 1,2-ジクロロプロパンに長期間、

高濃度ばく露することにより発症し得ると

医学的に推定でき、本件事業場で発生した

胆管がんは、1,2-ジクロロプロパンに長期間、

高濃度ばく露したことが原因で発症した蓋

然性が極めて高いことが報告された。 
当時既に、特別規則（有機溶剤中毒予防規

則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防

規則、特定化学物質障害予防規則及び石綿

障害予防規則）による個別的規制が講じら

れ、この特別規則の対象となる化学物質に

ついて法第 57 条に基づく危険性・有害性等

を記載したラベル表示が譲渡者または提供

者に義務付けられていたうえ、法第 28 条の

2 に基づき、全ての化学物質について新た

に採用する場合などにリスクアセスメント

を実施することが事業者の努力義務とされ

ていた。しかし、本事案において胆管がんの

発症要因となった 1,2-ジクロロプロパンは、

特別規則の規制対象となっておらず、本事

案の事業場において、この化学物質を採用

した際にリスクアセスメントが適切に実施

されていなかった。 
そこで労政審から 2013 年（平成 15 年）

12 月に「今後の労働安全衛生対策について」 
が建議され、「人に対する一定の危険性・有

害性が明らかになっている化学物質につい

ては、起こりうる労働災害を未然に防ぐた

めに、事業者及び労働者がその危険性や有

害性を認識し、事業者がリスクに基づく必

要な措置を検討・実施するような仕組みを

設ける必要」が指摘された。この対策の方向

性として、「日本産業衛生学会等が許容濃度

等を勧告するなど人に対する一定の危険

性・有害性が明らかになっている化学物質

（例えば、労働安全衛生法第 57 条の 2 に基 
づき安全データシート(SDS) の交付が譲渡

者又は提供者に義務づけられている化学物

質）を事業者が新規に採用する場合等にお

いて、事業者にリスクアセスメントを実施

させることが適当である」とされ、本条の成

立に至った。 
 
5．5 運用 

5．5．1 適用の実際 
55．．55．．11．．11  化化学学物物質質等等にによよるる危危
険険性性又又はは有有害害性性等等のの調調査査等等にに関関すす
るる指指針針  

リスクアセスメントの実施方針は、「化学

物質等による危険性又は有害性等の調査等

に関する指針」（平成 27 年 9 月 18 日基発

0918 公示第 3 号）に規定されている。この

指針は、リスクアセスメントからリスク低

減措置の実施までの一連の措置の基本的な

考え方及び具体的な手順の例を示すととも

に、これらの措置の実施上の留意事項を定

めたものであり、「労働安全衛生マネジメン

トシステムに関する指針」（平成 11 年労働

省告示第 53 号）に定める危険性又は有害性

等の調査及び実施事項の特定の具体的実施

事項としても位置付けられるものでもある。 
 

55．．55．．11．．22  リリススククアアセセススメメンントト
実実施施支支援援ツツーールル  

リスクアセスメント支援のためのツール

が厚生労働省ほかの機関によって作成され、

活用されている。具体的には、ILO（国際労

働機関）が中小企業向けに作成した作業者

の安全管理のための簡易リスクアセスメン

トツールを日本で簡易的に利用できるよう
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に厚生労働省が Web システムとして改良、

開発した「厚生労働省版コントロール・バン

ディング」、主に中小規模事業者など、リス

クアセスメントを十分に実施することが難

しい事業者を対象に、専門性よりも分かり

やすさや簡潔さを優先させ、チェックリス

ト、危険やその対策を記載した「作業別モデ

ル対策シート」等がある。その他の支援ツー

ルに関する情報が「職場のあんぜんサイト」

（化学物質のリスクアセスメント実施支援）

57に整理されている。 
事業主は、本条のほか、本法 28 条の 2 に

基づいてリスクアセスメントの実施を求め

られている。 
 

55．．55．．11．．33  リリススククアアセセススメメンントト
実実施施のの実実効効性性確確保保  

法第 28 条の 2 も含めたリスクアセスメ

ントの実施は、全体としてみれば徐々に現

場に浸透している。建設現場などでは、毎朝

下請け業者にリスクアセスメント（法第 28
条の 2）を実施させ、これの結果を提出しな

いと作業に取りかかることを認めないなど

の例を見ることができる。法第 60 条に基づ

く職長教育のカリキュラムにはリスクアセ

スメントが含まれる（安衛則第40条第2項）

ほか、5 年ごとに能力向上教育も実施する

よう厚労省から指導がなされ、そこで再教

育が行われている。実施されたリスクアセ

スメントの内容を現場に掲示するなどの取

組も行われている。 
もっとも本項で扱っている法第 57条の 3

に基づく化学物質に関するリスクアセスメ

ントは、実施が義務付けられる場面は限定

されるため日常的に意識に上るものとはい

えず、機械設備などと比べると化学物質の

有害性や危険性は可視化されにくいうえ、

限られた職長教育時間の中でこれの教育に

割かれる時間は必ずしも長くない。 
 

◆◆55．．55．．11．．44  リリススククアアセセススメメンン
トト未未実実施施にによよるるトトララブブルルのの具具体体例例  

 「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」では、ラベル表示・SDS
交付対象物質のリスクアセスメントが未実

施であること等による災害事例として次の

ような事例が紹介されている。 
・1-ブロモプロパンを含む溶剤で治具や製

品の洗浄作業をしていたところ、体調不良

を訴え、急性薬物中毒と診断されたもの。少

量生産部門であったため、防毒マスクの着

用や局所排気装置の設置、リスクアセスメ

ントが実施されていなかった（平成 29 年 5
月発生、休業 14 日（1 名））。 
・飼料の燻蒸作業を行ったところ発生した

リン化水素によって気分が悪くなったもの。

リスクアセスメントは実施されていなかっ

た。また、作業員は防毒マスクをしておら

ず、換気も不十分であった（平成 29 年 8 月

発生、休業 10 日（1 名））。 
・住宅新築工事現場において、床断熱材の

隙間を埋めるため、ポリメチレンポリフェ

ニルポリイソシアネート、メチレンビス（ 4, 
1－フェニレン）＝ジイソシアネートを含有

する断熱材をスプレーにて吹き付ける作業

を行っていたところ、中毒を起こしたもの。

リスクアセスメントは未実施であり、特段

のばく露防止対策は講じていなかった（平

成 30 年 8 月発生、休業 1 日（1 名））。 
 なお、リスクアセスメント後の措置が不

十分であること等による災害事例として、

次のような例が紹介されている。 

－ 614 －



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

57 
 

・鋳物製造工程において､中子を作る際に

中子から木型が剥がれやすくするため､ノ

ルマルヘプタンを主成分とする薬剤を木型

の内部に入って塗布する作業を行っていた

ところ､急性中毒･意識消失となったもの。

本作業について､リスクアセスメントは実

施していたが､有機溶剤中毒予防規則等の

特別規則の対象外であるとして､特段のば

く露防止対策を実施していなかった（平成

29 年 11 月発生、休業 1 日（1 名））｡ 
 

5．5．2 関連判例 
 なし。 
 
5．6 その他 

5．6．1 罰則 
 なし。 
 

5．6．2 民事上の効力 
 未了。 
 

5．6．3 資料 
 なし。 
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6．第 57 条の 4（化学物質の有害性の

調査） 

6．1 条文 
第五十七条の四 化学物質による労働者

の健康障害を防止するため、既存の化学

物質として政令で定める化学物質（第三

項の規定によりその名称が公表された化

学物質を含む。）以外の化学物質（以下こ

の条において「新規化学物質」という。）

を製造し、又は輸入しようとする事業者

は、あらかじめ、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働大臣の定める基

準に従つて有害性の調査（当該新規化学

物質が労働者の健康に与える影響につい

ての調査をいう。以下この条において同

じ。）を行い、当該新規化学物質の名称、

有害性の調査の結果その他の事項を厚生

労働大臣に届け出なければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当すると

きその他政令で定める場合は、この限り

でない。 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化

学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 
三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 

四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
２ 有害性の調査を行つた事業者は、そ

の結果に基づいて、当該新規化学物質に

よる労働者の健康障害を防止するため必

要な措置を速やかに講じなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合（同項第二号の規定

による確認をした場合を含む。）には、厚

生労働省令で定めるところにより、当該

新規化学物質の名称を公表するものとす

る。 
４ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合には、厚生労働省令

で定めるところにより、有害性の調査の

結果について学識経験者の意見を聴き、

当該届出に係る化学物質による労働者の

健康障害を防止するため必要があると認

めるときは、届出をした事業者に対し、

施設又は設備の設置又は整備、保護具の

備付けその他の措置を講ずべきことを勧

告することができる。 
５ 前項の規定により有害性の調査の結

果について意見を求められた学識経験者

は、当該有害性の調査の結果に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。ただ

し、労働者の健康障害を防止するためや

むを得ないときは、この限りでない。 
 
6．2 趣旨と内容 

6．2．1 趣旨 
 化学物質は日々新たに作り出されるため、
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機動的に法令を改正することによってその

危険性･有害性に対応する必要があるが、実

際に法令が改正されるまでには一定の時間

を必要とせざるを得ない。そのため本条は、

健康障害の中でも特に重大な結果をもたら

す「がん」に着目し、新規化学物質を製造・

輸入しようとする者は、がん原性試験のス

クリーニング（ふるいわけ）テストとしての

意味を持つ変異原性試験、又は化学物質の

がん原性に関し変異原性試験と同等以上の

知見を得ることができる試験を行い（昭和

54 年 3 月 23 日基発第 132 号）、その結果

を厚生労働大臣に届け出ることとしたもの

である 58。これにより、化学物質が職場に

導入される以前に、一定の範囲に限られる

もののその有害性を発見し、その有害性に

対応した措置を予め講じることを可能にす

ることで、より早期の対応を可能にするこ

とが目指されている。 
 

6．2．2 内容 
66．．22．．22．．11  新新規規化化学学物物質質  

 本条第 1 項が有害性の調査を必要とする

新規化学物質は、以下に記載する化学物質

（安衛令第 18 条の 3）と本条第 3 項の規定

によりその名称が公表された化学物質以外

の化学物質である。本条の化学物質には、製

造中間体(製品の製造工程中において生成

し、同一事業場内で他の化学物質に変化す

る化学物質をいう。以下同じ。)副生物、廃

棄物も含まれる。これは、製造中間体等であ

つても、労働者が当該製造中間体等にさら

されるおそれがあるからである（昭和 54 年

3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

一 元素 

二 天然に産出される化学物質 
三 放射性物質 
四 昭和五十四年二月二十八日までに

製造され、又は輸入された化学物質（附

則第九条の二）で、厚生労働大臣がそ

の名称等を公表した化学物質 
 
「元素」（第 1 号）は、一種類の原子（同

位体の区別は問わない。)からなる物質のす

べての状態(励起状態、ラジカル等を含む。)
をいい、単体を含む（昭和 53 年 2 月 10 日

基発第 77 号）。 
「天然に産出される化学物質」（第 2 号）

は、鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在

するそのままの状態を有する化学物質及び

米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次

産品又はこの一次産品を利用して発酵等の

方法により製造される化学物質であって分

離精製が行われていないものを意味する

（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
「放射性物質」（第 3 号）は、電離放射線

障害防止規則(昭和四七年九月三〇日労働

省令第四一号)第二条第二項の放射性物質

を意味する（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
次のイからホまでに掲げる化学物質のよ

うに二以上の化学物質が集合し単一の化学

構造を有する化学物質を形成しているとみ

なされる場合であって、その集合した個々

の化学物質がすべて既存の化学物質である

ときには、当該単一の化学構造を有する化

学物質は、既存の化学物質とみなされる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 
イ 分子間化合物(水化物を含む。) 
ロ 包接化合物 
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ハ 有機酸又は有機塩基の塩(金属塩

を除く。) 
ニ オニウム塩(正、負両イオンが既存

の化学物質から生成されるものである場

合に限る。) 
ホ 複塩 
 
ブロック重合物（二種類以上のモノマー

を用いて行う重合により生じた物）及びグ

ラフト重合物（ある高分子鎖に別の高分子

鎖を結合することにより生じた物）であっ

てその構成単位となる重合物がすべて既存

の化学物質である場合は、当該ブロック重

合物及びグラフト重合物は、既存の化学物

質とみなされる（昭和 54 年 3 月 23 日基発

第 132 号）。また、既存の化学物質である単

量体(モノマー)等から構成される高分子化

合物であって、数平均分子量が 2，000 以上

のものは、次のいずれかに該当するものを

除き、既存の化学物質として取り扱う（昭和

61 年 8 月 27 日基発第 504 号）。 
 
(1)  正電荷を有する高分子化合物 
(2)  総重量中の炭素の重量の比率が

32 パーセント未満の高分子化合物 
(3)  硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素

又は窒素以外の元素が共有結合している

高分子化合物 
(4)  アルミニウム、カリウム、カル

シウム、ナトリウム又はマグネシウム以

外の金属イオン (錯体金属イオンを含

む。)がイオン結合している高分子化合物 
(5)  生物体から抽出し、分離した高

分子化合物及び当該高分子化合物から化

学反応により生成される高分子化合物並

びにこれらの高分子化合物と類似した化

学構造を有する高分子化合物 
(6)  ハロゲン基又はシアノ基を有す

る化合物から生成される高分子化合物 
(7)  反応性官能基を有する高分子化

合物であって、当該高分子化合物の数平

均分子量を当該数平均分子量に対応する

分子構造における反応性官能基の数で除

した値が 10,000 以下のもの 
(8)  常温、常圧で分解又は解重合す

るおそれのある高分子化合物 
 

66．．22．．22．．22  調調査査実実施施義義務務者者  
 新規化学物質の有害性の調査を実施する

義務を負うのは、新規化学物質を製造し、又

は輸入しようとする者である。この「輸入」

については、①新規化学物質を密封した部

品が含まれる機械等を輸入しようとする場

合であって、本邦の地域内において当該新

規化学物質が密封された状態のまま、当該

機械等が使用される予定であるときは、当

該機械等に密封された新規化学物質の輸入

は、第一項の輸入には該当しない、②新規化

学物質をサンプル(輸入貿易管理令(昭和二

四年政令第四一四号)の別表第一第三号の

無償の商品見本又は宣伝用物品であって、

通商産業大臣が告示で定めるものをいう。)
として輸入しようとする場合は第一項の輸

入として取り扱わないものとされている

（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
新規化学物質を使用又は販売しようとす

る事業者が、新規化学物質の輸入に係る事

務を他の事業者に委託した場合には、その

委託を行った事業者が本条第 1 項の「輸入

しようとする事業者」に該当する。また、新

規化学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを

行う事業者は、第 1 項の「輸入しようとす
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る事業者」に該当しない（昭和 54 年 3 月

23 日基発第 132 号）。 
 

66．．22．．22．．33  調調査査のの内内容容・・実実施施施施
設設・・試試験験のの基基準準  

新規化学物質の有害性の調査は、変異原

性試験、化学物質のがん原性に関し変異原

性試験と同等以上の知見を得ることができ

る試験又はがん原性試験のうちいずれかの

試験を用いて行うこととされている（安衛

則第 34条の 3第 1項第 1号）。この調査は、

原則として微生物を用いる変異原性試験に

よって行われる（昭和 54 年 3 月 23 日基発

第 133 号）。 
この試験は、組織、設備等に関し有害性の

調査を適正に行うため必要な技術的基礎を

有すると認められる試験施設等において行

うこととされる（安衛則第 34 条の 3 第 1 項

第 2 号）。この試験施設等が具備すべき組織、

設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定

める（同条第 2 項）。この点について、「労

働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規

定に基づき試験施設等が具備すべき基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 76 号）が整備

されている。 
試験を実施する基準については、「労働安

全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基

づき厚生労働大臣の定める基準」（昭和 63
年 9 月 1 日労告 77 号）が整備されている。 
 

66．．22．．22．．44  調調査査のの届届出出  
 新規化学物質の有害性の調査を実施した

事業者は、当該新規化学物質の名称、有害性

の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣

に届け出なければならない。この届出は、新

規化学物質製造（輸入）届書（様式第 4 号

の 3）を用いて、次の書面を添付して行われ

なければならない（安衛則第 34 条の 4）。 
 
・新規化学物質について行った有害性の

調査の結果を示す書面 
・当該有害性の調査が安衛則第 34 条の 3
条第 2 項の厚生労働大臣が定める基準

（GLP）を具備している試験施設等にお

いて行われたことを証する書面 
・当該新規化学物質について予定されて

いる製造又は取扱いの方法を記載した書

面 
 
この調査の届出を行った事業者は、第 3

項の規定に基づく名称の公表前であっても、

当該新規化学物質を製造し、又は輸入する

ことができる（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
上記のように本条の届出は、厚生労働大

臣に宛てになされ、本省の担当課で直接審

査する仕組みが採用されている。この仕組

みは、内容の専門性に加えて新規開発の化

学物質の構造式、物性等のノウハウの保全

という観点で産業界側からの強い要望があ

ったことを受けて導入されたものである 59。 
 

66．．22．．22．．55  調調査査をを必必要要ととししなないい
場場合合  

新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者であっても、例外的に新規化

学物質の有害性の調査を必要としない場合

として、本条 1 項但書は次のような 4 つの

ケース（第 1 号～第 4 号）を規定する。 
 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化
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学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 
三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 
四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
 
第 1 号の「新規化学物質にさらされるお

それがない」とは、当該新規物質が製造中間

体等であって、その製造又は取扱いを行う

場合において、次のイからハまでの条件を

すべて満たすときを意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。 

 
イ 新規化学物質を製造し、又は取り

扱う作業(定常作業(サンプリング作業等

の断続的な作業を含む。)のほか、製造又

は取扱い設備等の清掃、改修等の非定常

作業が含まれること。)において、労働者

が当該化学物質を開放して取り扱うこと

がないこと。 
ロ 新規化学物質を製造し、又は取扱

う設備等は、原料等の供給口、生成物等

の取り出し口、フランジの部分等から当

該新規化学物質が漏れないように十分な

気密性を持った密閉式の構造のものであ

ること。 
ハ 設備等の気密性の低下による当該新

規化学物質の漏えいを防止する措置が講

じられているものであること。 
 
第 2 号の「既に得られている知見」は、

新規化学物質の有害性の調査に関して学会

誌等に公表されている報告であって信頼で

きる調査結果のほか、未公開であっても信

頼できる調査結果を意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。「厚生労働省令で

定める有害性」は、がん原性を意味する（安

衛則第 34 条の 9）。 
第 3 号の「試験研究のため製造し、又は

輸入しようとするとき」は、新規化学物質の

開発研究等を行う場合であって次のイから

ハまでに掲げる基準のすべてに適合してい

るとき、又は当該新規化学物質の全量を試

薬として製造し、若しくは輸入しようとす

るときを意味する。 
 
イ 実験室的な規模で行われること。 
ロ 新規化学物質にさらされるおそれ

のある作業に従事する者が、当該試験研

究の担当者に限られること。 
ハ 新規化学物質が当該試験研究を行う

場所以外の場所に持ち出されることのな

いものであること。 
 
第 4 号の「その他政令で定める場合」と

して、安衛令第 18 条の 4 において、一の事

業場における一年間の製造量又は輸入量

（当該新規化学物質を製造し、及び輸入し

ようとする事業者にあっては、これらを合

計した量）が百キログラム以下である旨の

厚生労働大臣の確認を受けた場合が規定さ
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れている。 
 

66．．22．．22．．66  厚厚生生労労働働大大臣臣にによよるる
新新規規化化学学物物質質のの名名称称のの公公表表  

本条第 3 項は、厚生労働大臣は、第 1 項

の規定による届出があった場合（同項第 2
号の規定による確認をした場合を含む。）に

は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該新規化学物質の名称を公表するものとす

る。この公表は、本条第 1 項の規定による

届出の受理又は同項第 2 号の確認をした後

1 年以内に（当該新規化学物質に関して特

許法第 36 条第 1 項の規定による特許出願

がなされている場合には、同法第 64 条第 1
項の規定による出願公開又は同法第 66 条

第 3 項の規定による特許公報への掲載がな

された後速やかに）、3 月以内ごとに 1 回、

定期に、官報に掲載することにより行われ

る（安衛則第 34 条の 14）。 
ここで名称を公表された新規化学物質は、

既存の化学物質になり、事後、この化学物質

を製造し、又は輸入する事業者は、有害性調

査の実施義務を負わないことになる。 
なお、新規化学物質の命名は IUPAC 命

名 法 （ 国 際 純 正 及 び 応 用 化 学 連 合

（International Union of Pure and Applied 
Chemistry）が制定した命名法）に基づいて

行われている。過去には、IUPAC 命名法 に
おいて同一構造について複数の名称の付け

方が存在する場合があることや、IUPAC 命

名法で命名した名称を日本語表記にする方

法が複数あることによって本法と化審法と

の間に命名法の一部差異があったが、「労働

安全衛生法」及び「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律」に基づく新規化学

物質の名称の公示における命名法の共通化 

について」（平成 24 年 12 月 28 日、厚生労

働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

化学物質評価室、厚生労働省医薬食品局審

査管理課化学物質安全対策、室経済産業省

製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化

学物質審査室）によって今日では両者の命

名法は統一されている。IUPAC は、度々新

たな命名規則を勧告している。現在、2013
年 の 勧 告 （ Nomenclature of Organic 
Chemistry, IUPAC Recommendations and 
Preferred Names 2013）を基礎とした命名

法が用いられている（「「労働安全衛生法」及

び「化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律」に基づく新規化学物質の名称の

公示における命名法の変更について」（平成

29 年 7 月 11 日、厚生労働省労働基準局安

全衛生部化学物質対策課化学物質評価室、

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管

理課化学物質安全対策室、経済産業省製造

産業局化学物質管理課化学物質安全室、環

境省総合環境政策局環境保健部環境保健企

画管理課化学物質審査室）。 
 

66．．22．．22．．77  調調査査のの事事後後措措置置  
本条第 2 項は、有害性の調査を行った事

業者に対し、その結果に基づいて、当該新規

化学物質による労働者の健康障害を防止す

るため必要な措置を速やかに講じることを

義務付ける。 
また、本条第 4 項に基づき、厚生労働大

臣も、第 1 項の規定による届出があつた場

合には、厚生労働省令で定めるところによ

り、有害性の調査の結果について学識経験

者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質

による労働者の健康障害を防止するため必
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要があると認めるときは、届出をした事業

者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保

護具の備付けその他の措置を講ずべきこと

を勧告することができる。この勧告の内容

としては、施設・設備の設置又は整備、保護

具の備え付け等の措置が予定されている 60。

厚生労働大臣は、この意見聴取の内容を、本

条第 3 項の規定による当該新規化学物質の

名称の公表後 1 年以内に、労働政策審議会

に報告するものとする（安衛則 34条の 17）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者は、労働者の健康障害を

防止するためやむを得ない場合を除き、当

該有害性の調査の結果に関して知り得た秘

密を漏らすことを禁止されている（本条第

5 項）。これは、知り得た秘密の中には企業

のノウハウにかかわるものもあり、これが

学識経験者から外部に漏れることとなると、

有害性の有無を的確に評価するのに必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるためである 61。 
なお、勧告した事業者に雇用される労働

者以外の労働者で、同じ化学物質を取り扱

うものに対する予防措置として、厚生労働

大臣は、労働者の健康障害を防止するため

の指針を公表している（法第28条第3項）。

これは、勧告同様の効果を期待したもので

ある 62。 
本条に基づいて届け出られた化学物質の

うち、強い変異原性が認められた化学物質

は、既存の化学物質の中で国による試験等

において強い変異原性が認められた化学物

質とあわせて、「強い変異原性が認められた

化学物質による健康障害を防止するための

指針（平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312

号）」に沿って、ばく露を低減する措置、作

業環境の測定、労働衛生教育、危険有害性等

を表示するラベルの貼付・SDS の交付、変

異原化学物質等の製造等に従事する労働者

に関する記録の保存等の措置を講ずること

とされている。 
 
6．3 関連規定 

6．3．1 法条 
○安衛令第 18 条の 3（法第 57 条の 4 第 1
項の政令で定める化学物質）、附則 9 の 2、
安衛令第 18 条の 4（法第 57 条の 4 第 1 項

ただし書の政令で定める場合） 
 
○安衛則第 34 条の 3（有害性の調査）、安

衛則第 34 条の 4（新規化学物質の名称、有

害性の調査の結果等の届出）、安衛則第 34
条の 5～第 34 条の 7（労働者が新規化学物

質にさらされるおそれがない旨の厚生労働

大臣の確認の申請等）、安衛則第 34 条の 8
（新規化学物質の有害性がない旨の厚生労

働大臣の確認の申請）、安衛則第 34 条の 9
（法第 57 条の 4 第 1 項第 2 号の厚生労働

省令で定める有害性）、安衛則第 34条の 10，
第 34 条の 11（少量新規化学物質の製造又

は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請

等）、安衛則第 34 条の 12（通知）、安衛則

第 34 条の 13（法第 57 条の 4 第 1 項第 4 号

の厚生労働省令で定めるとき）、安衛則第

34 条の 14（新規化学物質の名称の公表）、

安衛則第 34 条の 15（学識経験者からの意

見聴取）、安衛則第 34 条の 16（変異原性試

験等結果検討委員候補者名簿）、第 34 条の

17（労働政策審議会への報告） 
 
○「労働安全衛生法第五十七条の四第一項
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の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告 77 号） 
 
○「労働安全衛生規則第三十四条の三第二

項の規定に基づき試験施設等が具備すべき

基準」（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 76 号） 
 法第 57 条の 4 第 1 項の規定による有害

性の調査のうち、変異原性試験又はがん原

性試験が行われる試験施設等について適用

される基準（第 1 条第 1 項）。 
 
○「労働安全衛生法第五十七条の四第一項

の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」

（昭和 63 年 9 月 1 日労告第 77 号） 
 法 57 条の 4 第 1 項の規定による有害性

の調査のうち、変異原性試験（微生物を用い

るものに限る）による調査について適用さ

れる基準（第 1 条第 1 項）。 
 
○化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律（昭和 48 年 10 月 16 日法律第 117
号） 
 本法は、人の健康を損なうおそれ又は動

植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすお

それがある化学物質による環境の汚染を防

止するため、新規の化学物質の製造又は輸

入に際し事前にその化学物質の性状に関し

て審査する制度を設けるとともに、その有

する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、

使用等について必要な規制を行うことを目

的とする法律（化審法第 1 条）である。 
 
6．4 沿革 

6．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52

年 7 月 1 日法律第 76 号）に基づ

いて、本法に新規に追加された（本

法第 57 条の 2）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律案」（昭和 63 年 5 月 17
日法律第 37 号）に基づいて、本条

が定める化学物質の有害性の調査

については、一定の技術的な基礎

を有すると認められる機関におい

て、労働大臣の定める基準に従っ

て行わなければならないものとさ

れた。この改正は、OECD が加盟

各国に OECD テストガイドライ

ン（The OECD Guidelines for the 
Testing of Chemicals）及び OECD
優良試験所基準（Good laboratory 
Practice: GLP）の採用を勧告し、

右優良試験所基準に合致した施設

においてテストガイドラインに従

って得られた化学物質の安全性に

関するデータを各国間で相互に受

容すべきことを決定したことを背

景に行われたものである 63。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

に基づいて法第 57 条の 2 が新規

に追加されたことに伴い、本条が

法第 57 条の 3 に繰り下げられた。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）に基づいて法第 57
条の 3 が新規に追加されたことに
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伴い、本条が法第 57 条の 4（現行

法）に繰り下げられた。 
 

6．4．2 背景となった災害等 
○「労働安全衛生法及びじん肺法の一部

を改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律

第 76 号）に基づく本条制定の背景について

は、本書の第 57 条「背景となった災害等」

参照。 
本条の制定に影響を与えた「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和

48 年 10 月 16 日法律第 117 号）は、カネミ

油症事件（PCB 事件）を契機として制定さ

れた。1968 年（昭和 43 年）10 月に北九州

市で発生したこの事件は、食用油（米ぬか

油）を生産する過程で熱媒体として利用さ

れていたPCB（ポリ塩素化ビフエニル）が、

製造過程で食用油に混入し、これを食べた

人々に難治性の皮膚障害、脳性麻痺、知的障

害等を発症させた事件である。発症者は

14320 人、死亡者は 50 人以上とされる 64。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正する法

律案」（昭和 63 年 5 月 17 日法律第 37 号）

による改正にあたっては、当時労働災害に

よる死傷者数が長期的には減少していたも

のの、減少幅が鈍化する傾向が見られ、①中

小規模事業場における労働災害の発生が多

いこと、②高年齢労働者の労働災害が多い

こと、③機械等による労働災害が多いこと、

④労働者の健康保持増進への取り組みが重

要な課題となっていた 65。本条の改正は、

このうち主に③の文脈において、「機械等及

び化学物質に関する規制の充実」（「労働安

全衛生法の一部を改正する法律案要綱」（昭

和 63 年 2 月 10 日中央労働基準審議会諮

問））の一環として行われた。 
 
6．5 運用 

6．5．1 適用の実際 
66．．55．．11．．11  有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕
組組みみとと流流れれ  

新規化学物質の有害性調査の実際や手続

は、厚生労働省のウェブページにおいて集

約されている 66。以下の記述も同ウェブペ

ージによる。 
新規化学物質の有害性調査制度は、おお

むね【【資資料料 11】】「「新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査

制制度度のの仕仕組組みみ」」のような仕組みから成り立

っている。 
本法に基づく新規化学物質関連手続きの

方法については、【【資資料料 22】】（（「「新新規規化化学学物物質質

関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト」」））のようなフォ

ローチャートが示されている。 
新規化学物質の手続については、これを

簡素化する通達が示されている。①労働安

全衛生法に基づく新規化学物質の届出等の

手続の一部変更について（平成 23 年 12 月

28 日基安化発 1228 第 3 号）、②労働安全衛

生法に基づく新規化学物質の手続の簡素化

について（平成 24 年 11 月 12 日基安化発

1112 第 2 号）、③バイオテクノロジー応用

医薬品に係る有害性調査について（令和 2
年 4 月 6 日基安化発 0406 第 3 号）である。

①は、新規化学物質製造・輸入届において従

来、法定の届出書類と別に必要事項を記載

して提出していたカード形式の調査票を廃

止するとともに、少量新規化学物質確認申

請においても一部申請を簡略化したもの、

②は、化審法に基づく新規化学物質の届出

書等の写しを添付することにより、安衛法

の新規化学物質製造・輸入届等の記載事項
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の一部を要しないこと等を内容とする手続

の簡素化に対応するもの、③は、バイオ医薬

品に係る有害性調査においては、バイオ医

薬品安全性評価通知の第２部の「６．がん原

性」によるがん原性評価（以下「バイオ医薬

品がん原性評価」という。）の内容を参考に

することとし、対象のバイオ医薬品のがん

原性に関し変異原性試験と同等以上の知見

を得ることができる試験が実施されている

場合には、当該試験の結果が確認できる書

類を提出することにより、別途変異原性試

験又はがん原性試験を実施せずともよいこ

ととするものである。 
 

66．．55．．11．．22  新新規規化化学学物物質質のの有有害害
性性のの調調査査のの具具体体的的なな方方法法等等にに関関すす
るる QQ&&AA  

新規化学物質の有害性の具体的な方法に

ついて Q&A が作成され、実務の用に供さ

れている（「『新規化学物質の有害性の調査

の具体的な方法等に関する Q&A』について」

（令和2年4月6日基安化発0406第5号）。

詳細については【【資資料料 33】】参照。 
 

66．．55．．11．．33  強強度度のの変変異異原原性性がが認認
めめらられれたた化化学学物物質質へへのの対対応応  

 微生物を用いる変異原性試験、哺ほ乳類

培養細胞を用いる染色体異常試験等の結果

から強度の変異原性が認められた化学物質

（以下「変異原化学物質」という。）又は変

異原化学物質を含有するもの（変異原化学

物質の含有量が重量の１パーセント以下の

ものを除く。）（以下「変異原化学物質等」と

いう。）を製造し、又は取り扱う作業につい

て、当該変異原化学物質への暴露による労

働者の健康障害を未然に防止するため、そ

の製造又は取扱いに関する留意事項につい

て定めた「変異原性が認められた化学物質

による健康障害を防止するための指針」（平

成 5 年 5 月 17 日基発第 312 号の 3 の別添

1）が策定されている。事業者は、この指針

に定める措置を講ずるほか、労働者の健康

障害を防止するための適切な措置を講ずる

よう努めるものとされている。 
 

6．5．2 関連判例 
 特になし。 
 
6．6 その他 

6．6．1 罰則 
新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者が、本条 1 項の規定に反する

場合には、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 1 号）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者が、本条第 5 項に違反し

て、当該有害性の調査の結果に関して知り

得た秘密を漏らした場合、6 ヶ月以下の懲

役、又は 50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 119 条第 1 号）。 
これらについては両罰規定の適用がある

（法第 122 条）。 
 

6．6．2 民事上の効力 
未了。 
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6．6．3 資料 
【【資資料料 11】】新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕組組みみ  

 
《厚労省ウェブページ、新規化学物質の有害性調査制度の概要》 
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【【資資料料 22】】新新規規化化学学物物質質関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト  

新規化学物質を製造／輸入する計画がある 
 

    

  ↓↓     YES 

基準に定める試験研究のための製造 
／輸入に該当するか？  

 

―――― ―――――――― ┐┐ 

    
｜｜  

↓↓ 
 

  ↓ NO 

製品やサンプルとして輸入する場合で、 
一定の要件に該当するか？ 

 

YES 

――→→ 
届出の必要なし 

 

  ↓ NO 
  YES 

↑↑  

｜｜ 

―――― ―――――――― ┘┘ 
 

安衛法の既存化学物質に該当するか？  
 

  ↓ NO     

労働者が当該物質にさらされないための 
一定の要件を満たしているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請 

 

  ↓ NO     

海外などで既に有害性がない旨の知見等 
が得られているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請  

 

  ↓ NO     

予定される年間の製造／輸入量が 100kg 
以下であるか？ 

 

YES 

――→→ 

少量新規化学 
物質確認申請 

 

  ↓ NO     

有害性の調査対象とすることが困難な 
化学物質であるか？ 

 

YES 

――→→ 

個別にご相談 
ください 

 

  ↓↓ 
NO     
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新規化学物質の届出 

 

    

 
 

【【資資料料 33】】新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性のの調調査査のの具具体体的的なな方方法法等等にに関関すするるQQ&&AA（（別別添添））  
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7．第 57 条の 5 

7．1 条文 
第五十七条の五 厚生労働大臣は、化学

物質で、がんその他の重度の健康障害を

労働者に生ずるおそれのあるものについ

て、当該化学物質による労働者の健康障

害を防止するため必要があると認めると

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該化学物質を製造し、輸入し、又は

使用している事業者その他厚生労働省令

で定める事業者に対し、政令で定める有

害性の調査（当該化学物質が労働者の健

康障害に及ぼす影響についての調査をい

う。）を行い、その結果を報告すべきこと

を指示することができる。 
２ 前項の規定による指示は、化学物質

についての有害性の調査に関する技術水

準、調査を実施する機関の整備状況、当

該事業者の調査の能力等を総合的に考慮

し、厚生労働大臣の定める基準に従つて

行うものとする。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る指示を行おうとするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、

学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 
４ 第一項の規定による有害性の調査を

行つた事業者は、その結果に基づいて、

当該化学物質による労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を速やかに講じ

なければならない。 
５ 第三項の規定により第一項の規定に

よる指示について意見を求められた学識

経験者は、当該指示に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。ただし、労働

者の健康障害を防止するためやむを得な

いときは、この限りでない。 
 
7．2 趣旨と内容 

7．2．1 趣旨 
 本条は、がん原性が疑われているが、がん

原性物質と確定するにはいまだデータ不足

である化学物質について、これを製造し、輸

入し、又は使用している事業者に対して、厚

生労働大臣が、一定の基準を満たした有害

性の調査を行い、その結果の報告を指示す

ることができることを趣旨とする（昭和 54
年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

7．2．2 内容 
77．．22．．22．．11  そそのの他他のの重重度度のの健健康康
障障害害  

本条第 1 項に規定される「その他の重度

の健康障害」は、がん同様の重篤な障害をい

い、多くの場合、死亡するか又は不治の病で

労働能力を永久に喪失させる程度の疾病を

いう 67。 
 

77．．22．．22．．22  輸輸入入にに係係るる取取扱扱いい  
 化学物質を密封した部品が含まれる機械

等を輸入する場合であって、本邦の地域内

において当該化学物質が密封された状態の

まま、当該機械等が使用されるときは、当該

機械等に密封された化学物質の輸入は、第

1 項の輸入には該当しない。また、化学物質

を使用又は販売する事業者が、当該化学物

質の輸入に係る事務を他の事業者に委託し

た場合には、当該委託を行った事業者が第

1 項の「輸入している事業者」に該当し、化

学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを行う

事業者は、第一項の「輸入している事業者」
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に該当しない（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
 

77．．22．．22．．33  有有害害性性のの調調査査  
本条第 1 項に規定される「有害性の調査」

は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等

の方法により行うがん原性の調査を意味す

る（安衛令第 18 条の 5）。この「吸入投与、

経口投与等」の「等」には、実験動物の皮膚

に塗付することによる投与が含まれる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

77．．22．．22．．44  厚厚生生労労働働大大臣臣のの指指示示  
本条第 1 項に規定される調査の指示は、

変異原性があると判断された化学物質のう

ち暴露される労働者が多く、かつ、暴露量も

多いこと、外国から入手した情報等からみ

てがん原性の疑いがあると思われること等

の要件に該当するものについて行われる 68。 
本条第 2 項に規定される「厚生労働大臣

が定める指示の基準」とは、化学物質による

疾病の死生の態様、化学物質の取扱量、関係

労働者数等からみて、調査を指示すること

が社会的に最も妥当である事業者を確定す

るための基準である 69。 
本条第 5 項の指示について意見を求めら

れた学識経験者に課される守秘義務は、知

り得た秘密の中には企業のノウハウや個人

のプライバシーにかかわるものもあり、こ

れが学識経験者から外部に漏れることとな

ると、調査を的確に実施するために必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるために設けられたものである 70。この

趣旨は、法第 57 条の 4 第 5 項の規定と類

似する。 

 
7．3 関連規定 

7．3．1 法条 
安衛令 18 の 5（法第 57 条の 5 第 1 項の

政令で定める有害性の調査）、安衛則 34 条

の 18（化学物質の有害性の調査の指示）、安

衛則 34 条の 19（法第 57 条の 5 第 1 項の

厚生労働省令で定める事業者）、安衛則 34
条の 20（準用）、安衛則 34 条の 21（労働政

策審議会への報告）。 
 
7．4 沿革 

7．4．1 制度史 
安衛

法 
○「労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律」（昭和 52
年 7 月 1 日法律第 76 号）により、

本法に新規に追加（本法第 57 条の

3）。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

に基づいて法第 57 条の 2 が新規

に挿入されたことに伴い、本条が

法第 57 条の 4 に繰り下げられた。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成 26 年 6 月 25 日

法律第 82 号）に基づいて法第 57
条の 3 が新規に追加されたことに

伴い、本条が法第 57 条の 5（現行

法）に繰り下げられた。 
 

7．4．2 背景となった災害等 
「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を

改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律第
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76号）に基づく本条制定の背景については、

本書の第 57 条「背景となった災害等」参照。 
 
7．5 運用 

7．5．1 適用の実際 
なし。 

 
7．5．2 関連判例 

 なし。 
 
7．6 その他 

7．6．1 罰則 
化学物質を製造し、輸入し、又は使用して

いる事業者等が、本条第 1 項の規定に違反

して厚生労働大臣が指示した有害性の調査

を行わない場合や、その結果を報告しない

場合は、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 2 項）。 
厚生労働大臣による指示について意見を

求められた学識経験者が、本条第 5 項の規

定に違反して、当該指示に関して知り得た

秘密を漏らした場合は、6 ヶ月以下の懲役

又は 50 万円以下の罰金に処せられる（法第

119 条第 1 号）。 
これらの違反については両罰規定の摘要

がある（法第 122 条）。 
 

7．6．2 民事上の効力 
本条第 1 項の規定による有害性の調査を

行った事業者は、その結果に基づいて、当該

化学物質による労働者の健康障害を防止す

るため必要な措置を速やかに講じなければ

ならない（本条第 4 項）。この定めは直接的

には行政に対する公法上の義務を事業主に

課しているが、この義務に反して適切な措

置を講じなかったことが、この不作為と関

連して生じた労災に関する事業主の民事上

の責任を検討する際に考慮される余地はあ

る。 
 

7．6．3 資料 
 なし。 
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8．第 58 条（国の援助等） 

8．1 条文 
第五十八条 国は、前二条の規定による

有害性の調査の適切な実施に資するた

め、化学物質について、有害性の調査を

実施する施設の整備、資料の提供その他

必要な援助に努めるほか、自ら有害性の

調査を実施するよう努めるものとする。 
 
8．2 趣旨と内容 

8．2．1 趣旨 
 有害性の調査を実施する施設が必ずしも

十分でない現状に鑑み、国が施設整備を行

う努力義務を負うことを明らかにしたもの

である 71。 
 

8．2．2 内容 
 国は、法第 57 条の 4 及び法第 57 条の 5
に基づく有害性調査の適切な実施を支援す

るために、化学物質について必要な援助を

する努力義務、及び自ら有害性の調査を行

う努力義務を負う。具体的な援助の例は、

「8．5．1 運用の実際」参照。 
 
8．3 関連規定 

8．3．1 法条 
○国の援助に関する本法の規定として、法

第 19 条の 3、第 63 条、第 71 条、第 71 条

の 4、第 106 条。 
 
8．4 沿革 

8．4．1 制度史 
なし。 

 

8．4．2 背景となった災害等 
 なし。 
 
8．5 運用 

8．5．1 適用の実際 
本条において努力義務とされている、国

が有害性の調査を実施することに対応する

施設として、国によって日本バイオアッセ

イ研究センターが設立（昭和 57 年（1982
年））されている。同センターは中央労働災

害防止協会の附属機関であり、現在独立行

政法人労働者健康安全機構に統合されてい

る。同センターでは、呼吸器を介した吸入暴

露を模した吸入試験を行うことができる毒

性試験施設が設置され、長期吸入がん原性

試験や遺伝子改変動物を用いた発がん性試

験等が実施されている 72。 
また、既存の化学物質で多数の事業者が

製造しているもの等、法第 57 条の 3 の指示

をすることが困難なものについては、国自

体で計画的に有害性の調査を実施すること

としている 73。 
 

8．5．2 関連判例 
 なし。 
 
8．6 その他 

8．6．1 罰則 
 なし。 
 

8．6．2 民事上の効力 
 なし。 
 

8．6．3 資料 
 なし。 
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Ｄ．考察及びＥ．結論 

化学物質に関する規制は、徐々にその内

容を充実させつつある。シンプルな製造、使

用制限から始まった規制は流通過程も対象

とした包括的な規制に展開し、日々新規の

化学物質が生まれるという課題の特徴に対

しては新規化学物質について有害性の調査

を事業主等に義務付ける等の動的な対応を

講じる仕組みが設けられた。一定範囲の化

学物質に対してはリスクアセスメントの実

施が義務化され、その職場に即した危険防

止措置を講じることが期待されている。依

然課題は残るにせよ、化学物質に関する規

制は徐々に充実の程度を高めてきたと評価

することができる。 
こうした動きの原動力には、化学物質に

起因する国内の事故のほか、国際的な労働

者や環境の保護・化学物質の効率的な取引

等に関する要請が存在した。化学物質を原

因とする重大事故の発生は、当該化学物質

の有害性・危険性を認識する契機になると

ともに、立法措置を講じるための有力な政

治的原動力になる。しかしこれにより健康

や命が奪われる労働者等がいることには変

わりはなく、リスクアセスメントや新規化

学物質の調査義務が創設された今日におい

ては、このような方法によって法制度の展

開が促される場面は極小化すべきである。

他方、国際的要請を受けて化学物質に関す

る法規制を修正、展開する場面は、今後一層

 
1 「ケミカルアブストラクツサービス」
は、1907年にアメリカ化学会（American 
Chemical Society）の一部門に設立された
組織である。世界中の化学文献を収集し、

増加すると考えられる。流通規制の共通化

は、これに付随する諸規制を新たに検討す

るにあたり、比較法的分析の有用性を示唆

している。 
 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 

 
2．学会発表 
 なし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当せず。 
 
2．実用新案登録 
 該当せず。 
 
3．その他 
 該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 

 脚注を参照されたい。 
 

関連図表 

 

書誌事項、抄録、索引などを作成して「ケ
ミカル・アブストラクツ（Chemical 
Abstracts: CA）」を刊行している。この組
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織が管理する化学物質に関する登録システ
ム、CAS Registryは、世界最大の化学物質
データベースである。 
2 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年）654 頁。 
3 黄りんマッチについて、「燐寸製造ニ於
ケル黄燐使用ノ禁止ニ関スルベルヌ国際条
約（1906年制定、1926（昭和元）年日本
批准）、クロシドライト（青石綿）につい
て、石綿の使用における安全に関する条約
（1986 年制定、2005（平成 17）年日本批
准）。 
4 「職場の安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gm
sds/0571.html、2020 年 10 月 6日確認）。 
5 環境・安全管理用語編集委員会編『化学
物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年）288
頁。 
6 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_card_id=0759&p_version=1&p_l
ang=ja、2020 年 10月 6日確認）。 
7 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0014&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）。 
8 「ICSC データベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=1395&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）、「職場の
安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/
GHS_MSD_DET.aspx、2020 年 10 月 6日
確認）。 
9 「ICSC データベース」

（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0237&p_ver
sion=2、2020 年 10 月 6日確認）、「職場の
安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/
GHS_MSD_DET.aspx、2020 年 10 月 6日
確認）。 
10 松尾幸夫・片岡輝男・木村嘉勝『政策担
当者が語る 労働衛生施策の歩み』（労働
調査会、2012年）160 頁。 
11 環境・安全管理用語編集委員会編『化学
物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年）288。 
12 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）502 頁。 
13 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年）502 頁。 
14 http://www.kyoritsu-
yes.co.jp/product/kyokuhai/draftchamber.
html（2020 年 10月 7日確認）。 
15 松岡三郎『条解労働基準法［新版］下』
（弘文堂、1959 年）647頁。 
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労　　労働働安安全全衛衛生生法法第第６章のの逐逐条条解解説説  

分担研究者 阿部 理香  九州国際大学法学部法律学科 

研究要旨 
労働安全衛生法第 6 章（第 59 条から第 63 条）は、労働災害の防止を目的として労働

者の就業にあたっての措置について規定する。 
労働災害は機械等の不備に起因する事故（物的要因）だけでなく、知識・経験の不足、

スキルの未熟さ、コミュニケーション不足等に起因するヒューマンエラー（人的要因）
によっても発生する。そこで、本章では、事業者に対し、新規雇入れ時や作業内容変更
時、危険有害業務に労働者を従事させる際に安全衛生教育を実施することを義務づけ、
重大な事故を招来しうる特定業務については就労制限を課し、中高年齢者等に対しては
その心身の条件に配慮した配置をするよう事業者に求めている。
これらの規定は、安全衛生教育を労働災害防止の要と位置づけ、人的措置（ソフト面）

により実効性を確保しようとするものである。とりわけ、労働力不足に伴い高年齢者の
雇用促進が労働政策上の課題となっているわが国においては、中高年齢者等の安全衛生
上の適正配置は、労働安全衛生行政上の具体的戦略として、今後さらに重要性を増して
いくものと思われる。もっとも、安全衛生上の配慮がとくに必要な労働者は、中高年齢
者にとどまらない。中高年齢者「等」に該当するものとして、通達では身体障害者およ
び出かせぎ労働者が挙げられているが、その範囲には検討の余地があると思われる。ま
た、安全衛生教育が必要だとしても、その実効性をいかにして高めていくべきかについ
ては、今後も検討すべき課題である。 
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Ａ．研究目的 
 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般
への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー
ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 59 条から 63 条につい
て、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 

 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究
者が、各自、解説書、専門誌に掲載された
学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次
文献のレビューを行って執筆した文案を研
究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の
起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、
唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。 

Ｃ．研究結果 
０ はじめに 
分担者は、労働安全衛生法の第 6 章「労

働者の就業に当たつての措置」（第 59 条か
ら第 63 条）を担当した。本章は、労働者の
知識・経験不足に基づく労働災害の防止を
目的としており、対象者や業務ごとに求め
られる安全衛生教育に関する規定が置かれ
ている。 
本章の全体的な構造を概観する。まず、

実際に作業にあたる一般労働者を対象とす
るものとして、事業者は、労働者の新規雇
入れ時または作業内容変更時に安全衛生教
育を実施しなければならないとされ（第 59
条第 1 項、第 2 項）、また、一定の危険有
害業務に労働者を新たに就かせる場合は、
当該労働者に対して特別教育を実施すべき
ことが義務づけられている（第59条第3項）。 
次に、現場を監督する者が労働災害防止

に果たす役割が大きいことに鑑み、職長そ
の他作業中の労働者を直接指導または監督
する者に対して、指導・監督のための安全
衛生教育を実施することを定める（第 60
条）。なお、現に危険有害業務に就いてい
る労働者に対しては、（危険有害業務に就
く際になされる教育だけでなく）安全衛生
の水準向上のための継続的な安全衛生教育
を実施するよう努めることとされ、技術の
発展や新たな機械または設備の導入に対し
て、安全衛生上の観点からの対応が図られ
ている（第 60 条の 2）。 
さらに、重大な事故を引き起こす危険性

が高いと考えられる業務については、都道
府県労働局長の免許を受けた者や技能講習
を修了した者など、当該業務に就業できる
者を一定の有資格者に限定することにより
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労働災害防止を図っている（第 61条）。加
えて、中高年齢者その他労働災害を防止す
る上でその就業に当たって特に配慮を必要
とする者については、心身の条件に応じた
適正配置が事業者に求められている（第 62
条）。 
最後に、事業者が行なう安全又は衛生の

ための教育の効果的実施を図るために、国
としても政策等による援助を行う責務があ
ることを定める。すなわち、国は、指導員
の養成及び資質の向上のための措置、教育
指導方法の整備及び普及、教育資料の提供
その他必要な施策の充実に努めることが規
定されている（第 63 条）。 
 
１ 第 59 条 
１．１ 条文 
（安全衛生教育） 
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れ
たときは、当該労働者に対し、厚生労働省
令で定めるところにより、その従事する業
務に関する安全又は衛生のための教育を行
なわなければならない。 
２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変
更したときについて準用する。 
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚
生労働省令で定めるものに労働者をつかせ
るときは、厚生労働省令で定めるところに
より、当該業務に関する安全又は衛生のた
めの特別の教育を行なわなければならな
い。 
 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 第 59 条 
１．２．１．１ 趣旨 

 安全衛生教育及び研修は、労働者の就業
に当たって必要な安全衛生に関する知識等
を付与するために実施されるものであり、
教育機会を提供することにより、我が国の
安全衛生水準の向上に大きく寄与すること
が期待されている １。 
このうち、安衛法第 59条は、事業者に対

し、労働者を新たに雇い入れたとき、また
は作業内容を変更したときは安全衛生教育
の実施が、そして、労働者を一定の危険ま
たは有害な業務に従事させるときは特別教
育の実施を義務づけている。その趣旨は、
事業場で取り扱われる機械・設備や原材料、
作業環境の危険および有害性を労働者自身
が認識したうえで、適切に作業を行えるた
めに必要な安全衛生教育を施すことにより、
労働災害の人的な要因を除去することであ
る。 
 
１．２．１．２ 内容 
１．２．１．２．１ 安全衛生教育の内容 
※１．２．１．２．２から入れ替え 
労働者を新たに雇い入れた場合に事業者

が行うべき安全衛生教育は、安衛則第 35条
に定められている。すなわち、①機械等、
原材料等の危険性又は有害性及びこれらの
取扱い方法に関すること、②安全装置、有
害物抑制装置又は保護具の性能及びこれら
の取扱い方法に関すること、③作業手順に
関すること、④作業開始時の点検に関する
こと、⑤当該業務に関して発生するおそれ
のある疾病の原因及び予防に関すること、
⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること、
⑦事故時等における応急措置及び退避に関
すること、⑧その他、当該業務に関する安
全又は衛生のために必要な事項に関するこ
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とである。ただし、安衛令第 2 条第 3 号に
掲げる業種の事業場の労働者については、
①～④を省略することができる（安衛則第
35 条 2 項）。もっとも、一部の項目につい
て省略ができる場合であっても、⑧で「当
該業務に関する安全又は衛生のために必要
な事項」については実施しなければならな
いため、教育対象から必要事項が漏れるこ
とはないとされる ２。また、③作業手順に
関することについては、現場に配属された
後、作業見習の過程において教えることが
原則とされる ３。 
安衛則に列挙する事項については、作業

内容を変更するときも同様に実施しなけれ
ばならないところ、「作業内容を変更した
とき」とは、異なる作業に転換したときや
作業設備、作業方法等について大きな変更
があったときなど、労働者の安全を確保す
るために教育が必要と考えられる場合をい
う ４。作業内容変更時の安全衛生教育義務
が追加されたのは、安全衛生教育の必要性
の観点からは、雇入れ時の状況と実質的に
異ならないからである。そのため、軽易な
変更については含まれない ５。 
安全衛生教育は、教育にあてるべき時間

数については法令上の規定はないが、当該
業務に伴う労働災害防止のために行われる
ものであり、事業者の責任において実施さ
れなければならないものであるから、所定
労働時間内に行われるのが原則である ６。
法定労働時間外に実施する場合は、労基法
第 37 条に定める割増賃金の支払義務が発
生する。 
 
１．２．１．２．２ 安全衛生教育の実効
性 

安全衛生教育の必要性は誰もが認識する
ところであり、そうすると次に議論すべき
は、いかにして安全衛生教育の実効性を確
保するかである。 
すでに述べたように、安衛法第 59 条第 1

項、第 2 項に基づく雇い入れ時および作業
内容変更時の安全衛生教育は、具体的な教
育時間数を法令で定めていない ７。これは、
労働者の業務内容および範囲が区々であり、
一律に規定することが困難であるためとさ
れる ８。そのため、事業者は、当該労働者
が従事する業務に関する安全または衛生を
確保するために必要な内容および時間をも
って安全衛生教育を実施することが求めら
れる ９。たとえば、一方的かつ形式的に教
育を行うだけではなく、実施後にその理解
度を確認したり、定期的に教育を繰り返し
実施したりすることが求められよう。 
また、安全衛生教育の内容についても、

職長教育および特別教育であれば、教育機
関が開催するセミナー等を受講することが
可能であるが、雇い入れ時および作業内容
変更時の安全衛生教育は、各事業場または
個別の業務に即した内容で実施することが
求められることから、教育内容を一律に設
定しづらく、外部機関に委託するのが困難
であるとの事情がある １０。したがって、安
全衛生教育の実効性を高めるためには、具
体的な教育内容や教育時間等を事業場ごと
に実施計画を体系的に策定することが望ま
しい。 
現行法上、安衛法第 59 条に基づく安全衛

生教育について、安全衛生教育計画を策定
する義務があるのは、指定事業場または都
道府県労働局長が労働災害の発生率を考慮
して指定する事業場等であり、それ以外の
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事業場では義務づけがない。もっとも、安
全衛生教育計画の策定義務がない事業場で
あっても、「安全教育に関する計画」及び
「衛生教育に関する教育」は、安全・衛生
委員会の調査審議事項になっているため
（安衛則第 21条第 4号、第 22条第 4 号）、
同委員会の設置義務がある事業場では、教
育内容の実施計画が作成されていると考え
られることが指摘されている １１。 
 
１．２．１．２．３ 適用対象者 
安全衛生教育を受ける労働者の範囲は、

安衛法第 66 条に基づく定期健康診断の対
象労働者について、安衛則第 43 条および第
44 条が、「常時使用する」労働者と定めて
いるのに対し、安衛法第 59 条関連規定には、
「常時」の限定がないため、事業者は、短
時間労働者や臨時に雇い入れた労働者につ
いても、安全衛生教育を実施しなければな
らず、雇用期間が 1 日であっても本条にも
とづく安全衛生教育を省略することはでき
ないとされる １２１３。 
また、派遣労働者については、雇入れ時

の安全衛生教育の実施責任は、雇用関係の
ある派遣元事業者が負う。もっとも、特殊
な機械・設備を使用する場合など派遣元事
業者による安全衛生教育の実施に限界があ
る場合がある。そのため、派遣先事業主は、
派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ
時および作業内容変更時の安全衛生教育を
適切に行えるよう、当該派遣労働者が従事
する業務に係る情報を派遣元事業主に対し
て積極的に提供するとともに、派遣元事業
主から雇入れ時及び作業内容変更時の安全
衛生教育の委託の申入れがあった場合には
可能な限りこれに応じるよう努めることと

されている １４。 
また、派遣労働者に対する作業内容変更

時の安全衛生教育については、派遣元事業
者および派遣先事業者が実施責任を負う
（労働者派遣法第 45 条）。したがって、同
一の派遣先事業者のもとで派遣労働者の作
業内容が変更された場合の安全衛生教育は
派遣先事業主が、従前の作業内容が異なる
派遣先に労働者を派遣する場合は、派遣元
事業者が作業内容変更時の安全衛生教育を
実施することとなる。 
派遣労働者が被災した場合で、雇入れ時

または作業内容変更時の安全衛生教育につ
いて派遣元事業者と派遣先事業者との間で
委託契約が締結されていた等の事情があっ
た場合、安全衛生教育の実施主体である派
遣先事業者は、当該委託契約にもとづき労
働災害にかかる民事責任を負う可能性があ
る。 
 
１．２．１．２．４ 危険有害な業務に対
する特別教育 
 特別教育を実施すべき「危険または有害
な業務」については、安衛則第 36条におい
て、研削砥石の取替の業務、小型ボイラー
の取扱いの業務、動力プレス機械の金型の
調整など 57 業務が定められている。 
特別教育の実施に必要な事項や教育時間

は、それぞれ関係法令および労働省令告示
等で示されている（安衛則第 39 条、安全衛
生特別教育規程 １５、クレーン等安全規則第
21 条 １６、第 67 条 １７、第 107 条 １８、第
183 条 １９、第 222 条 ２０、クレーン取扱い
業務等特別教育規定 ２１、ボイラー及び圧力
容器安全規則第 92 条、ゴンドラ安全規則第
12条、四アルキル鉛中毒予防規則第 21条、
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高気圧作業安全衛生規則第 11 条、電離放射
線障害防止規則第 52 条の 5 から第 52 条の
9、酸素欠乏症等防止規則第 12 条、粉じん
障害防止規則第 22 条、石綿障害予防規則第
27 条、除染電離則 ２２第 19 条）。 
 安衛法第59条第3項の特別教育の一部は、
旧労基法の就業制限に沿革があり、危険度
に応じて、就業要件を免許取得者、技能講
習修了者、特別教育修了者と段階的に置い
ている ２３。そのため、安衛法第 59 条第 3
項および安衛則第 36 条に定める業務につ
いて、上級の資格（免許取得または技能講
習修了）を有する者については、特別教育
の科目の全部または一部について十分な知
識および技能を有していると認められるた
め、当該科目にかかる特別教育を省略する
ことができるとされる（安衛則第 37 条）。 
特別教育科目を省略することのできる者

としては、上級資格の取得者のほかに、他
の事業場あるいは外部の機関において当該
業務に関してすでに特別教育を受けた者等
も該当する。特別教育を行った事業者は、
当該特別教育の受講者、科目等の記録を作
成して、3 年間保存しておかなければなら
ない（安衛則第 38 条）。 
なお、安衛法第 59 条第 3項違反について

は、6カ月以下の懲役または 50 万円以下の
罰金に処せられる（安衛法第119条第1号）。 
 派遣労働者に対する特別教育については、
派遣中は派遣先事業者に使用されていると
みなされ、派遣先事業者が特別教育を実施
しなければならず、特別教育にかかる記
録・保存も派遣先事業者が行わなければな
らない（労働者派遣法第 45 条第 3項）。 
 
１．３ 関連規定 

１．３．１ 法条 
安衛法 62 条：事業者は、中高年齢者等そ

の他労働災害の防止上その就業に当たって
特に配慮を必要とする者につき、心身の条
件に応じた適正配置を行なうよう努めるこ
とが求められる。  
 
１．４ 沿革 
１．４．１ 制度史 
工場法 〇工場法（明治 44年 3月 29

日法律第 46 号）には、安全
（衛生）教育等の規制はな
い。 

労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年 4
月 7日法律第 49 号）は、制
定当初、第５章に「安全及び
衛生」を設け、第 50条に「使
用者は、労働者を雇い入れた
場合においては、その労働者
に対して、当該業務に関し必
要な安全及び衛生のための
教育を施さなければならな
い。」と規定していた。 
 これは、労働災害における
人的要因の排除を目的に、使
用者を名宛人として、労働安
全衛生教育の実施を義務づ
けた規定である。 
 
〇旧労働安全衛生規則（昭和
22 年 10 月 31 日労働省令第
9 号）は、第 5 条において、
「使用者は、安全管理者に對
し、安全に關する措置をなし
得る權限を與えなければな
らない。」と定めたうえ、安
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全管理者が行うべき業務を
定める第 6 条第 3 号に「安
全作業に關する敎育及び訓
練」が列挙されていた。 
 安全教育の具体的内容は、
実際に当該事業場で使用さ
れる機械・設備の安全な使用
法等が中心となることから、
使用者の実施責任のもと、安
全管理者に安全教育および
訓練の権限を付与したもの
と思われる。 
 

労働基準法
研究会第 3
小委員会報
告書 

労働基準法研究会内の第 3
小委員会が、昭和 46 年 7月
13 日に労働省に提出した報
告書には、今後の労働安全衛
生対策の具体的方向性とし
て、「（２）安全衛生教育の
充実強化」が挙げられてお
り、その具体的内容として、
次の 3 点が列挙されていた。 
 
イ 新技術導入時、職種転換
時などにおける教育の実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ 職長教育などの明確化 
 

  
労働者を雇入れたときの事業者の安全衛

生教育義務については、旧労働基準法第 50
条に定めがあったが、雇い入れ時以外の場
合については規定がなく ２４、安全衛生規則
にも事業者が行うべき具体的な教育内容に
ついて詳細は定められていなかった。 
わが国の安全衛生規制は、明治以後、労

働者一般を対象に体系化されたものにはな
っておらず、工場法制定後も、鉱業法や商
店法など職域別に成立した制定法の中に保
護規定がばらばらに存在している状況であ
った ２５。 
戦後になって、各法の労働者保護規定が

労働基準法の中に取り込まれたが、第 5 章
「安全及び衛生」に整理・統合された後も、
安全衛生教育について定めた第 50 条は、上
記のとおり簡素な規定にとどまっていた。
これは、労働者の心身の安全を確保するた
めの労働災害防止措置は、業界・業種で異
なり、教育内容も個別性の高いものになら
ざるを得ないためと考えられる。そのため、
労働者一般については、雇い入れ時の安全
衛生教育が必要であるとの包括的な規定の
みが置かれ、それを受けての詳細な規則は
定められなかったのではないかとも推測さ
れる。事実、たとえば、鉱山保安法第 6 条
（現・第 10 条第 2項）に基づく保安教育に
は、石炭鉱山保安規則等において、教育内
容および教育にあてるべき時間等が詳細に
定められている（規則第 30 条）。 
これに対して、旧労基法第 50 条の規定は、

すでに述べたように、雇い入れ時教育を事
業者に義務づけるのみであったから、安全
衛生教育の規定として不十分さが残ってい
た。 
そこで、安衛法制定にあたって、安全衛

生教育を行うべき場面として、雇入れ時と
実質的に状況が異ならない程度に作業内容
が変更される場合にも安全衛生教育（安衛
法第 59 条第 2項）を行うこととし、また危
険有害業務の新規従事者に対する特別教育
（同第 3 項）を追加し、さらに安衛則に教
育内容や教育時間等に関する詳細な規定を
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設けることで、その強化が図られたのであ
る。 
安全衛生教育が法体系化されることにな

った背景には、昭和 45年当時、高度経済成
長期を背景に日本各地で頻発していた労働
災害がある。厚生労働省の調べによると、
昭和 35 年～45 年の期間における労働災害
の死亡者数は、毎年 6000 人を超える高い水
準で推移していた ２６。 
とりわけ、1963（昭和 38）年 11 月 9 日

に起きた国鉄東海道線の鶴見駅での衝突事
故では 161 名の死亡者を出し、同日、福岡
県の三井三池炭鉱では、炭じん爆発事故に
より 458 名の死者を出しており、これら 2
つの大規模災害が、安衛法制定の決定的な
役割を果たしたとされる（詳細は同報告書
〇〇参照）。 
まず、1969（昭和 44）年 9 月 30 日に労

働基準法研究会が発足し、さらに、1970（昭
和 45）年 7 月 3日に同研究会内に安全衛生
小委員会（第 3 小委員会）が発足した。 
第 3 小委員会が 1971（昭和 46）年 7 月

13 日に労働省に提出した報告書には、今後
の労働安全衛生対策の具体的方向性として、
「（２）安全衛生教育の充実強化」が挙げ
られており、その具体的内容として、次の
3 点が列挙されていた。 
イ 新技術導入時、職種転換時などにお

ける教育の実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ 職長教育などの明確化 

 安衛法第 59 条、60 条は、上記の報告書
の内容を反映したものである。 
以上のとおり、旧労基法時代から法定さ

れていた雇入れ時教育に加えて、作業内容
変更時の安全衛生教育の実施が義務づけら

れたことにより、全業種・全規模の事業場
で就労する全ての労働者が、必要な安全衛
生教育を受けられるための法的基盤が整え
られたといえる。 
その後、平成 11 年の改正安衛法では、第

59 条第 3項に基づく特別教育の対象に、核
燃料物質の加工施設、使用済燃料の再処理
施設若しくは一定規模以上の核燃料物質の
使用施設等（以下「加工施設等」という）
又は原子炉施設の管理区域内における、核
燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらに
よって汚染された物を取り扱う業務が追加
された（第 36 条第 28 号の 2、同条第 28号
の 3関係）。 

 
１．４．２ 背景となった災害等 
 安全衛生教育の重要性は言うまでもなく、
先に述べたように、雇い入れ時の安全衛生
教育義務は、早い段階から法令上の義務と
して事業者に課せられていた。しかし、実
際の労働現場では、人員不足や予算の都合
により十分な教育が行われず、かつ安全性
が確保されないまま就労させる等の取扱い
が常態化したことにより、重大な労働災害
が発生していた。とりわけ、旧労基法時代
は、事業者が労働者に対して実施すべき安
全教育の具体的内容に関する規定が不十分
であったため、何をもって安全教育を実施
したといえるかが裁判で争われることとな
った。材木運搬に伴う事故で被災した年少
労働者に対する安全教育の義務履行が問題
となった事案では、当該年少者に対して災
害予防上必要な具体的指示を与えていなか
ったことを認定しながら、「事業の大小、
労働者側の事情、業務の種類等の諸般の事
情に応じて、その教育方法と共に適当に決
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められるものと解するのが相当」（良工社
女子年少者就業制限等違反被告事件・名古
屋地判昭 26・9・19）であるとし、作業人
員が 4 名の小規模事業場であること、30 瓩
（kg）以上の材木を運搬させないような雰
囲気が一応醸成されていたこと等を考慮し、
安全教育の内容として一応相当であると判
断されている ２７。 
また、高炉建設事件 ２８では、下請労働者

に対して十分な教育をせず、かつ命綱を使
用させずに就労させた結果、1 年 2 カ月の
間に死亡者数 35 人、失明等の重傷を含む休
業災害 515 件という甚大な労働災害を引き
起こしたとされる ２９。 
安全教育義務の懈怠は時として労働者以

外の第三者にも被害が及ぼしうる。昭和 48
（1973）年 11 月に起きた熊本市のデパー
ト火災では、従業員に対する緊急時の避難、
誘導などの安全教育を実施していなかった
こと、そして、避難時の安全保持のための
階段通路の幅においても義務の懈怠があり、
従業員 50 名、客 54名の計 104 名が死亡し
ている ３０。上記 2 つの事案は、いずれも高
度経済成長期の生産性優位の企業体制が労
働災害発生に影響を及ぼしていたと解され、
労働災害による死亡者数が高止まりしてい
た時期と重なる。 
なお、平成 11 年改正の背景となった災害

は、同年 9月 30日に発生した茨城県東海村
の核燃料加工施設の臨界事故である。同事
故は、労働者が臨界に関する知識を有して
いなかったこと、適切な作業方法により作
業を行わなかったことが発生原因と指摘さ
れたことから、同種災害の再発防止を図る
ため、労働者の知識の不足又は不適切な方
法により労働者が相当程度の放射線に被ば

くするおそれのある原子力施設における核
燃料物質等の取扱い業務について規定の整
備が図られたものである ３１。 
 
１．５ 運用 
１．５．１ 適用の実際 
（未了） 
 
１．５．２ 関係判例 
（未了） 
 
１．６ その他 
１．１ 民事上の効果 
安衛法第 59 条第 1項および第 2 項は、罰

則付きで事業者に義務づけられたものであ
る。労働者は、雇入れられたとき又は作業
内容がこれと同視しうる程度に変更された
ときは、事業者から安全衛生教育を受ける
ことが労働条件（労働契約内容）として法
定されており、直接的な私法効果を有する
と考えられる。事業者が、雇入れ時教育お
よび作業内容変更時に必要な教育を十分に
行わなかった場合、労働者は使用者に対し
て教育義務の履行を請求することができる
と考えられる。 
行われた安全衛生教育が内容・時間数と

もに適切だったことの立証責任は労働者が
負うと考えられるが、不十分な安全衛生教
育に起因して損害が発生した場合は、労働
者は事業者に対し損害賠償を請求しうる。 
 
１．７ 改正提案 
 
２ 第 60 条 
２．１ 条文 
第六十条 事業者は、その事業場の業種が
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政令で定めるものに該当するときは、新た
に職務につくこととなつた職長その他の作
業中の労働者を直接指導又は監督する者
（作業主任者を除く。）に対し、次の事項
について、厚生労働省令で定めるところに
より、安全又は衛生のための教育を行なわ
なければならない。 
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関
すること。 
二 労働者に対する指導又は監督の方法に
関すること。 
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害
を防止するため必要な事項で、厚生労働省
令で定めるもの 
 
 
２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 第 60 条 
２・２・１・１ 趣旨 
 労働災害を防止するためには、労働者
個々人が当該業務に関連する知識や作業環
境の安全性を把握するだけでなく、これら
の者を指導・監督する立場にある者が「適
切な監督の仕方」を熟知している必要があ
る。その意味で、職長等への教育は、労働
者の安全・衛生を確保する「扇の要 ３２」と
位置づけることができる。そこで、安衛法
第 60 条は、新たに職務につくこととなった
職長その他の作業中の労働者を直接指導又
は監督する者（作業主任者を除く）に対し
て、指導・監督のための教育を実施すべき
ことを定めている。 
 
２．２．１．２ 内容 
職長教育を実施しなければならない対象

業種は、建設業（ただし、食料品・たばこ

製造業（うま味調味料製造業及び動植物油
脂製造業を除く）、繊維工業（紡績業及び
染色整理業を除く）、衣服その他の繊維製
品製造業、紙加工品製造業（セロフアン製
造業を除く）、新聞業、出版業、製本業及
び印刷物加工業を除く）、製造業、電気業、
ガス業、自動車整備業、機械修理業である
（安衛令第 19 条）。 
事業者は、新たに職長としての職務に就

くことになった者や、労働者を直接指導ま
たは監督する者に対して、①作業方法の決
定及び労働者の配置に関すること、②労働
者に対する指導または監督の方法に関する
こと、③その他、労働災害を防止するため
に必要な事項（リスクアセスメント、異常
時等における措置に関すること、現場監督
者として行うべき労働災害防止活動に関す
ること）について、教育を行わなければな
らない（安衛則第 40 条）。 
職長教育にあてるべき時間数は法定され

ている。事業者は、作業方法の決定及び労
働者の配置に関すること（第 1 号）は 2 時
間以上、労働者に対する指導又は監督の方
法に関すること（第 2 号）は 2.5 時間以上
の教育時間を確保しなければならない（同
条第 2 項）。もっとも、これらの全部また
は一部について、十分な知識及び技能を有
していると認められる者については、その
事項に関する教育を省略してもよいとされ
ている（安衛則第 40 条第 3項）。 
職長教育の一部を省略することができる

研修には、労働安全衛生マネジメント研修
３３およびリスクアセスメント担当者（製造
業等）研修 ３４が挙げられる ３５。 
また、職長教育も業務の一部であり、事

業者の実施責任のもとで実施されるもので
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あるため、職長教育に要する時間は所定労
働時間内に行われるのが原則である。法定
労働時間外に実施する場合は労基法第 37
条にもとづく割増賃金の支払い義務が生じ
る ３６。そして、職長教育を企業外で行う場
合は、講習会費、講習旅費等は、事業者が
負担する ３７。職長教育については、雇入れ
時・作業内容変更時の安全衛生教育および
特別教育とは異なり、罰則は付されていな
い。 
「職長その他の作業中の労働者を直接指

導又は監督する者」について法律上の定義
はないが、いわゆる現場監督者や、班長、
組長等が該当する場合が多いと理解されて
いる ３８。なお、作業主任者が本条から除か
れているのは、作業主任者が、安衛法第 14
条に定める資格要件（免許または技能講習
の修了）を満たす者に認められているため
である。 
 
２．３ 関連規定 
（未了） 
 
２．４ 沿革 
２．４．１ 制度史 
工場法 〇工場法（明治 44年 3月 29

日法律第 46 号）に、職長教
育等の規制はない。 

労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年 4
月 7日法律第 49 号）および
旧労働安全衛生規則（昭和
22 年 10 月 31 日労働省令第
9 号）に、職長教育等の規制
はない。 

労働基準法
研究会第 3

労働基準法研究会内の第 3
小委員会が、昭和 46 年 7月

小委員会報
告書 

13 日に労働省に提出した報
告書には、今後の労働安全衛
生対策の具体的方向性とし
て、「（２）安全衛生教育の
充実強化」が挙げられてお
り、その具体的内容として、
次の 3 点が列挙されていた。 
 
イ 新技術導入時、職種転換
時などにおける教育の実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ 職長教育などの明確化 

 
同規定は、工場法および旧労基法の時代

にはなく、安衛法の成立の際に新たに導入
されたものである。職長教育について初め
て国会で言及されたのは、職業安定法の一
部を改正する法律案について審議された、
昭和 24 年 4 月 27 日の第 5 回国会衆議院 
労働委員会第 10 号においてである。齋藤邦
吉（職業安定局長）は、次のように発言し
ている。 
 
「この職場補導は日本には今まであまりな
かつたものでございまして、これは一種の
職長教育であるのでございます、すなわち
工場事業者の職長が、ふだん労働者を使い
まするときの労働者の使い方、あるいは作
業の仕方、そういうものについて職長を教
育する。その職長の教え方を教育しようと
いうのでございます。すなわち政府はこの
補導員を養成いたしまして、その補導員が
工場事業場の職長を集めまして、その職長
が労働者を教えるときのいろいろな注意、
これを教えるわけでございます。すなわち
職長が労働者を使いまするときに、やはり
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労働者をどういうふうに使つた方が一番能
率を上げ得るだろうか、あるいは教える仕
方にいたしましても、たとえば右から教え
るよりも、左の方から教えた方がいいのじ
やないかというような、いろいろな教え方
があるのであります。そういう職長が労働
者を使つて、その労働力を十分有効に発揮
させる。そのために指導をひとつやろう、
そういうわけでございますが、これはイギ
リス、あるいはアメリカ等におきましても
トレーニング・イン・インダストリーとい
われまして、非常に成績を收めておるもの
でありますので、日本におきましても、労
働力を最も有効に発揮させるための一つの
職長の教育、これをやろうというのが、こ
の三十條の規定でありまして、これは普通
の補導所のいわゆる補導というものとは違
うわけでございます。」 
 
これ以降、職長教育について言及される

のは、昭和 46 年以降になってである。この
段階では、職長教育を法定の制度として労
働安全衛生法に盛り込む目的を労働災害防
止と明確に位置付けている。これは、昭和
30 年代以降、技術革新が進み、新たな製造
方法や工法、化学物質が使用されるように
なり、従来では想定されなかった大規模災
害や職業病が問題視されるようになったた
めである。労働災害防止対策として、労働
基準法研究会第 3 小委員会が昭和 46 年 7
月 13 日に労働省に提出した報告書には「安
全衛生教育の充実強化」の具体化の 1 つと
して職長教育が挙げられており、これが本
条に規定された。 
 
２．４．２ 背景となった災害等 

（未了） 
 
２．５ 運用 
２．５．１ 適用の実際 
（未了） 
 
２．５．２ 関係判例 
（未了） 
 
２．６ その他 
２．１ 民事上の効果 
（未了） 
 
２．７ 改正提案 
職長業務を実施すべき業種は、２．２．

１．２ 内容で記載したとおり、建設業や
製造業が中心である。しかし、実際の労働
現場では、安衛法第 60 条に基づく職長教育
を受ける者のほかにも、作業従事者を管理
監督する事務系・技術系の課長や部長など
の管理職が存在する。事業者は、これらの
者に対して、同条所定の教育を実施すべき
義務はないが、雇入れ時に安全衛生教育を
受けたきり、その後は一度も安全衛生教育
を受けないまま管理職になる者もいること
が指摘されている ３９。事務系の管理職に就
く者も、求められる職責に照らせば、安衛
則第40条第2項に定める教育事項を熟知し
ておくべきといえる。業種が限定された経
緯の詳細等については、今後の課題である
が、職長教育を実施すべき範囲については、
検討の余地があると考えられる。 
 
３ 第 60 条の 2 
３．１ 条文 
第六十条の二 事業者は、前二条に定める
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もののほか、その事業場における安全衛生
の水準の向上を図るため、危険又は有害な
業務に現に就いている者に対し、その従事
する業務に関する安全又は衛生のための教
育を行うように努めなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、前項の教育の適切か
つ有効な実施を図るため必要な指針を公表
するものとする。 
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、
事業者又はその団体に対し、必要な指導等
を行うことができる。 
 
３．２ 趣旨と内容 
３．２．１ 第 60 条の 2 
３．２．１．１ 趣旨 
 第 60 条の 2 は、第 59 条および第 60 条
にもとづく安全衛生教育に加えて、現に危
険有害な業務に就いている労働者に対して、
その従事する業務に関して、安全衛生水準
のさらなる向上を図るための安全衛生教育
を行うように努めることを求めている。こ
れは、技術革新の進展に伴う新規の機械等
の導入や作業態様の変化等に対応して、危
険又は有害な業務に現に就いている者が、
特別教育に限らず、新たな知識、技能を取
得することができるようにすることを意図
したものである ４０。 
 
３．２．１．２ 内容 
 危険有害業務に関する安全衛生教育につ
いては、その適切かつ有効な実施を図るた
め、厚生労働大臣が必要な指針を公表する
（第 2 項）。また、厚生労働大臣は、当該
指針に従い、事業者又はその団体に対し、
必要な指導等を行うとされる（第 3 項）。
また、本条にいう危険有害業務とは、安衛

法第 59 条に定める特別教育の必要な業務
よりも広範に及ぶ。 
指針（危険又は有害な業務に現に就いて

いる者に対する安全衛生教育に関する指
針）によると、教育の種類には、教育対象
者が当該業務に従事することになった後、
一定期間ごとに実施する「定期教育」と、
取り扱う機械設備等が新たなものに変わる
場合等に実施する「随時教育」が予定され
ている。随時教育は、運転操作方法のほか
点検整備等の実技に関する事項を加えたも
のである。 
 また、教育を受けるべき対象者は、①就
業制限に係る業務に従事する者、②特別教
育を必要とする業務に従事する者、③①又
は②に準ずる危険有害な業務に従事する者
とされている。また、教育内容は、労働災
害の動向や技術革新の進展等に対応した事
項、時間は原則として 1 日程度と示されて
いるが、具体的には別表で示された安全衛
生教育カリキュラムによって実施されるこ
とが示されている。事業者は、事業場の実
態を踏まえたうえで、本条および指針に基
づいた安全衛生教育を原則として就業時間
内に実施するよう努めなければならない。 
 
３．３ 関連規定 
（未了） 
 
３．４ 沿革 
３．４．１ 制度史 
改正労働安全
衛生法 

〇改正労働安全衛生法（昭
和 63 年 5 月 17 日法律第
37 号）は、第 60条の 2を
新設し、技術革新の進展に
伴う作業態様に対応すべ
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く、事業者に対し、現に危
険有害業務に従事する労
働者に対する安全衛生教
育を行うよう努力義務を
定める。 

 
 
３．４．２ 背景となった災害等 
（未了） 
 
３．５ 運用 
３．５．１ 適用の実際 
 
 
３．５．２ 関係判例 
（未了） 
 
３．６ その他 
３．１ 民事上の効果 
（未了） 
 
３．７ 改正提案 
（未了） 
 
４ 第 61 条 
４．１ 条文 
（就業制限） 
第六十一条 事業者は、クレーンの運転そ
の他の業務で、政令で定めるものについて
は、都道府県労働局長の当該業務に係る免
許を受けた者又は都道府県労働局長の登録
を受けた者が行う当該業務に係る技能講習
を修了した者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者でなければ、当該業務に就
かせてはならない。 
２ 前項の規定により当該業務につくこと

ができる者以外の者は、当該業務を行なつ
てはならない。 
３ 第一項の規定により当該業務につくこ
とができる者は、当該業務に従事するとき
は、これに係る免許証その他その資格を証
する書面を携帯していなければならない。 
４ 職業能力開発促進法（昭和四十四年法
律第六十四号）第二十四条第一項（同法第
二十七条の二第二項において準用する場合
を含む。）の認定に係る職業訓練を受ける
労働者について必要がある場合において
は、その必要の限度で、前三項の規定につ
いて、厚生労働省令で別段の定めをするこ
とができる。 
 
４．２ 趣旨と内容 
４．２．１ 第 61 条 
４．２．１．１趣旨 
労働者が従事する業務の中には重大な事

故を引き起こす危険性の高いものがある。
そこで、本条では、一定の危険有害業務に
ついて、当該業務に従事できるためには、
免許等の資格を要することを求め、就業を
制限する旨を定めている。 
 
４．２．１．２ 内容 
  
４．２．１．２．１ 対象業務 
本条所定の就業制限の対象となる危険有

害業務には、クレーンやフォークリフトの
運転業務、ボイラーを取り扱う業務など、
以下 16 の業務がある（安衛令第 20 条）。 
事業者は、都道府県労働局長の免許を受

けた者あるいは技能講習を修了した者など
の資格を有する者に対してのみ、当該業務
に従事させることができる（安衛則第 41条
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別表第三）。なお、これらの資格を有する
者は、当該業務に従事する際は、免許証そ
の他その資格を証する書面を携帯していな
ければならない（安衛法第 61 条第 3 項）。 
 
①発破の場合におけるせん孔、装てん、結
線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検
及び処理の業務 
 

②制限荷重が五トン以上の 揚
よう
貨
か
装置
そ う ち

（船

舶に取り付けられたデリックやクレーンの
設備）の運転の業務 
 

 
 
shi-tsu-gyo.com 
https://shi-tsu-gyo.com/youkasouchi/ 
 
③ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取
扱いの業務 
 

 

 
④前号のボイラー又は第一種圧力容器（小
型圧力容器を除く。）の溶接（自動溶接機
による溶接、管（ボイラーにあつては、主

蒸気管及び給水管を除く。）の 周
しゅう

継手
つ ぎ て

（ボ

イラーの主要部分の胴またはドラムは、通
常、円筒形になっており、円筒状に巻かれ
た鋼板の両端を鏡板でふさいだ接続部分
（＝継手）の周方向を溶接したもの）の溶
接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分
の溶接を除く。）の業務 
 

 
 
WEB 無料資格講座 二級ボイラー資格講座 
http://boiler.shichihuku.com/kakubu.html 
 
⑤ボイラー（小型ボイラー及び次に掲げる
ボイラーを除く。）又は第六条第十七号の
第一種圧力容器の整備の業務 
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イ）胴の内径が七百五十ミリメートル以下
で、かつ、その長さが千三百ミリメートル
以下の蒸気ボイラー 
 
ロ）伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気
ボイラー 
 
ハ）伝熱面積が十四平方メートル以下の温
水ボイラー 
 
ニ）伝熱面積が三十平方メートル以下の貫
流ボイラー（気水分離器を有するものにあ
つては、当該気水分離器の内径が四百ミリ
メートル以下で、かつ、その内容積が〇・
四立方メートル以下のものに限る。） 
 
⑥つり上げ荷重が五トン以上のクレーン（

跨
こ
線
せん
テルハを除く。）の運転の業務 

 

 
跨線テルハ 
岡山市 国富 973 赤木幸茂氏 HP 
http://www.lok.jp/prototyp/mahoroba/61_
9_9_d.htm 
 
⑦つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレ
ーンの運転（道路交通法（昭和三十五年法

律第百五号）第二条第一項第一号に規定す
る道路（以下この条において「道路」とい
う。）上を走行させる運転を除く。）の業
務 
 
⑧つり上げ荷重が五トン以上のデリックの
運転の業務 
 
⑨潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しく
は手押しポンプによる送気又はボンベから
の給気を受けて、水中において行う業務 
 
 
⑩可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属
の溶接、溶断又は加熱の業務 
 
 
 
⑪最大荷重（フオークリフトの構造及び材
料に応じて基準荷重中心に負荷させること
ができる最大の荷重をいう。）が一トン以
上のフォークリフトの運転（道路上を走行
させる運転を除く。）の業務 
 
⑫機体重量が三トン以上の別表第七第一号、
第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機
械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に
自走することができるものの運転（道路上
を走行させる運転を除く。）の業務 
 
⑬最大荷重（ショベルローダー又はフォー
クローダーの構造及び材料に応じて負荷さ
せることができる最大の荷重をいう。）が
一トン以上のショベルローダー又はフォー
クローダーの運転（道路上を走行させる運
転を除く。）の業務 
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⑭最大積載量が一トン以上の不整地運搬車
の運転（道路上を走行させる運転を除く。）
の業務 
 
⑮作業床の高さが十メートル以上の高所作
業車の運転（道路上を走行させる運転を除
く。）の業務 

 
株式会社カネコ・コーポレーション HP 
https://www.kaneko.ne.jp/product/%E9%
AB%98%E6%89%80%E4%BD%9C%E6%
A5%AD%E8%BB%8A/ 
 

⑯制限荷重が１トン以上の 揚貨
よ う か

装置又は

つり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移
動式クレーン若しくはデリック（貨物を吊
り上げることを目的とするクレーン）の玉
掛け（デリックやクレーンのフックに貨物
等を掛けること）の業務 
 

 
デリック 
デリックの定義と種類 (crane-club.com) 

http://www.crane-club.com/study/derrick/
definition.html 
 
 
４．２．１．２．２ 罰則 
事業者は、本条第 1 項に違反して政令で

定める業務に所定の資格を有しない者を本
条で禁止される業務に就かせた場合、6 カ
月以下の懲役または 50 万円以下の罰金に
処せられる（安衛法第 119 条第 1 号）。ま
た、所定の資格を有さない者が、同第 2 項
に違反して政令で定める禁止業務を行った
場合は、当該業務を行った者が 50 万円以下
の罰金に処せられることとなる（安衛法第
120 条第 1 号）。さらに、事業者は、同第 4
項の厚生労働省令に違反した場合、6 カ月
以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処
せられる（安衛法第 119 条第 4 号）。 
 
４．２．１．２．３ 特別教育と就業制限 
安衛法第59条第3項が定める特別教育は、

その名宛人が事業者になっており、第 59条
第 3 項に違反する事業者は、6 カ月以下の
懲役または 50 万円以下の罰金に処せられ
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る（安衛法第 119 条第 1 号）。特別教育の
実施は事業者の義務であるから、これを受
けずに当該業務に就いた労働者が罰せられ
ることはない。 
これに対して、法第 61条第 1項は、事業

者が、資格を有さない者に対して、安衛令
第 20 条に定める 16 業務に就かせることを
禁じている。「資格を有する者でなければ」
とは、事業主、法人の役員等であっても当
該業務を行うためには資格を要することを
意味する。 
また、同条第 2 項は「前項の規定により

当該業務につくことができる者以外の者は、
当該業務を行なつてはならない」と定めて
おり、制限業務に労働者を就労させた事業
者のみならず、制限業務に従事した当人も
処罰の対象となることを定めている。すな
わち、本条の適用対象となる者の範囲は、
法第59条第3項より広範なものとなってい
る。これは、安衛則 36 条で定める特別教育
を要する業務よりも、安衛令第 20 条に定め
る就業制限にかかる業務の危険・有害性が
より高いことを示している（00206 監督官）。 
実際の適用事例としては、法令で定める

資格を有しないにも関わらず、最大荷重 1
トン以上のフォークリフトを運転した事業
者Aの代表取締役Bが労働基準監督署から
指導を受けた例がある（00206監督官）。 
 
４．３ 関連規定 
法第 59 条第 3項 

 
 
 
 
 

４．４ 沿革 
４．４．１ 制度史 
 
労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年 4

月 7日法律第 49 号）は、制
定当初、第５章に「安全及び
衛生」を設け、第 49条に「使
用者は、経験のない労働者
に、運轉中の機械又は動力傳
導裝置の危險な部分の掃除、
注油、險査又は修繕をさせ、
運轉中の機械又は動力傳導
裝置に調帯又は調索の取付
又は取外をさせ、動力による
起重機の運轉をさせその他
危險な業務に就かせてはな
らない。 
 使用者は、必要な技能を有
しない者を特に危險な業務
に就かせてはならない。 
 前二項の業務の範囲、経驗
及び技能は、命令で定める。」
と規定する。 
 
〇旧労働安全衛生規則（昭和
22 年 10 月 31 日労働省令第
9 号）は、第 44 条において
「使用者は、第四十九条第二
項の規定により、都道府縣勞
働基準局長の行う技能試驗
に合格し免許を受けた者で
なければ、左の各號の一に該
當する業務に就かせてはな
らない。 
一 汽缶のふん火その他取
扱の業務 
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二 溶接による汽缶の製造
若しくは改造又は修繕の業
務 
三 巻上能力五トン以上の
起重機運轉の業務 
四 アセチレン溶接裝置の
作業主任の業務 
五 映寫機による上映操作
の業務 
前項の規定による免許を受
けたものでなければ、當該業
務についてはならない。 
 第一項の試驗及び免許に
關する規定は、第四編各章に
定めるところによる。」 
 

労働安全衛
生法 

○労働安全衛生規則（昭和
47 年労働省令第 32 号）は、
第 42 条に、 
 
 

 
 危険有害業務に対する就業制限は、かつ
ては、女性や年少者、 
 
 
４．４．２ 背景となった災害等 
（未了） 
 
４．５ 運用 
４．５．１ 適用の実際 
４．５．１．１ 指導・送検事例 
危険・有害業務については、安全衛生教

育（法 59条 1項および 2 項）、特別教育（法
第 59条 3項）または本条の就業制限が、危
険・有害の程度に応じて段階的に分類され

る。 
 例えば、フォークリフトの運転業務の場
合、最大荷重 1t 未満であれば特別教育を修
了することで行うことができるが、最大荷
重（基準荷重中心に負荷させることのでき
る最大の荷重）1t 以上のフォークリフトの
運転（道路上を走行させる運転を除く。）の
業務は、フォークリフト運転技能講習修了

者または職業能力開発法に定める 揚
よう
重
じゅう

運

搬機械運転系港湾荷科の訓練（通信の方法
によるものは除く。）を修了した者でフォー
クリフトについての訓練を受けた者等でな
ければ実施できない。 
実際の適用では、フォークリフト運転技

能講習を修了していない労働者に最大荷重
が 1t以上のフォークリフトの運転業務を行
わせていたことから、有資格者に当該業務
を行わせるよう指導されている。 
 本条違反で送検されるケースも、例えば、
無資格の労働者にフォークリフトの運転業
務や移動式クレーンの玉掛け業務などを行
わせるものが多い。 
 
４．５．１．２ 適用対象者 
資格を有さない者が就業制限にかかる業

務を行った場合、実務上は、無資格者を就
労させた事業者に対して法第61条第1項が
適用され、監督行政が指導・処分を行うケ
ースが圧倒的に多い。 
しかし、法第 61 条は、無資格者に就労さ

せた事業者のみならず、無資格のまま就労
した当人についても処分の対象としている
（同条 2項）。ここでは、当該事業者との雇
用関係または指揮命令関係、当人の労働法
上の地位等は問題とならず、事業の代表者
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や法人の役員、個人事業主（一人親方）等
も含まれる。実務上は、事業者の指揮監督
権が及ばない状況下、すなわち、労働者が
無資格のまま就労しており、当該事実を事
業者が関知していない場合などがある。 
この場合、無資格で就労している主体が

一人親方等である場合、法第 61 条第 2 項が
適用され、無資格で就労した本人が処分の
対象となる。 

 
４．５．１．３ 法第 61 条第 1 項の範囲 
 法第 61 条第 1 項は、｢事業者は、……(略)
……、当該業務に就かせてはならない。｣
と規定しており、事業者自身が無資格で制
限業務を行った場合に、当人に同規定が及
ぶかが必ずしも明らかではない。 
事実、監督官を対象に行ったアンケート

調査では、略式ではあるが、起訴例におい
ても、その根拠を第 1 項あるいは第 2 項に
拠るべきかで適用の判断が分かれていると
の回答がみられる。 
 仮に、事業者自身が制限業務に無資格の
まま就労した場合の解釈として、第 1 項は
及ばないとする場合、第 1 項違反に比べて
法定刑の軽い第 2 項を根拠に処分されるこ
とになる。他方、事業者が事業者自身を制
限業務に就かせた事業者としての責任とし
て第 1 項が及ぶとも解し得る。 
 しかし、第 1 項は、無資格者を就労させ
ることによって、当該他人を危険にさらし
た使用者責任を事業者に課すものであると
解せば、雇用関係または指揮命令関係等に
照らして、危険な業務命令に従わざるを得
ない労働者と違い、事業者本人が無資格の
まま就労した場合に、第 1 項に比べて法定
刑の軽い第 2 項が適用されることは妥当で

あると考える。 
 
４．５．２ 関係判例 
（１）旧労基法第 49 条第 2 項にもとづく就
労制限の対象となるのは、無資格者を有資
格者の補助者として就労制限された業務に
就かせる場合にも及びうることを示した例
（岡部組事件人吉簡判昭和 45 年 2 月 20 日
判時第 602 号 105 頁、注解 4101 頁） 
 
＜事実の概要＞ 
 被告人 Y1は、土木建築工事を営む有限会
社岡部組の代表取締役であり、熊本県知事
から火薬類消費の許可を受け、建設省から
請負った球磨郡五木村上荒地の五木ダムサ
イド試掘横坑工事（以下、「本件ダム工事」
という。）において火薬類を消費し、かつ労
働者を使用していた。 

Y1 は、昭和 44 年 2 月 1 日頃から同年 5
月 6 日までの間、本件ダム工事の現場にお
いて、火薬類を消費する場所に火薬類取扱
所を設けていなかった。また、導火線発破
の業務は、本件ダム工事の現場代理人であ
る Y2 が行ったが、Y2 は導火線発破の業務
に就く資格を有していなかった。 

 
＜判旨＞ 
弁護人は、「Y2は有資格者である Hの補

助者として判示業務に従事したのであり、
Y1 も Y2 にその旨命じたに過ぎないから、
Y1の行為は労働基準法四九条二項、一一九
条一号、労働安全衛生規則四四条の二の二
の一項には該当しないと主張するけれども、
右法令は労働者の安全を保障するため使用
者が必要な技能を有しない者を特に危険な
業務に就かせることを禁止しているのであ
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り、他方その唯一の例外として同法七〇条、
七一条は必要な技能を有しない者であつて
も技能養成の場合にはその必要の限度で危
険業務の就業制限に関する規定について命
令で別段の定をすることができる旨規定し
ているのであるから、右例外事由に該当し
ない本件においては、労働者を独立して右
業務に就かせると、或いは有資格者の指揮
命令に従い手足のように使用される補助者
として右業務に就かせるとにかかわりなく、
必要な技能を有しない労働者を特に危険な
業務に就かせることによつて労働基準法一
一九条一号（四九条二項）は充足されるも
のといわなければならないばかりでな
く、・・・Y2は独立して判示業務に従事し、
かつ Y1 はこれを認容したものであること
が認められる」。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 
 労基法や安衛法において、一部の業務に
就業制限が課されている趣旨は、災害が生
じたときに労働者が被り得る危険が大きい
と考えられるものについて、特に労働者の
安全を保障することにある。 
旧労基法でも例外的に無資格者に対して

「長期の敎習を必要とする技能者を労働の
過程において養成するために必要がある場
合」は、当該業務に就くことが認められて
いたが（旧労基法第 70 条、第 71条）、その
ためには、予め、対象となる人数、教習方
法、契約期間、労働時間、賃金の基準およ
び支払い等を定めたうえで「行政官廳の認
可を受けなければならない」（旧労基法第
71 条）とされていた。 
そのため、有資格者以外の従事が禁止さ

れる業務には、「有資格者の指揮命令に従い

手足のように使用される補助者」としてで
あっても、従事させてはならないことが示
唆される。 
 
４．６ その他 
４．１ 民事上の効果 
（未了） 
 
４．７ 改正提案 
（未了） 
 
５ 第 62 条 
５．１ 条文 
（中高年齢者等についての配慮） 
第六十二条 事業者は、中高年齢者その他
労働災害の防止上その就業に当たつて特に
配慮を必要とする者については、これらの
者の心身の条件に応じて適正な配置を行な
うように努めなければならない。 
 
 
５．２ 趣旨と内容 
５．２．１ 第 62 条 
５．２．１．１ 趣旨 
第 62 条は、事業者が中高年齢者その他労

働災害の防止のために、とくに就業上の配
慮が必要な者について、心身の条件に応じ
た適正配置をするよう努めるべきことを定
める。 
※「内容」より移動 
本条の「その他労働災害の防止上その就

業に当たって特に配慮を必要とする者」に
含まれる者としては、通達では高年齢者の
ほかに身体障害者および出稼労働者が例示
されている ４１。 
身体障害者が含まれているのは、当時の
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雇用情勢において就職が困難な年齢階層と
してその雇用促進を目的に、昭和 46 年 9月
17日に成立した中高年齢者等の雇用の促進
に関する特別措置法と身障者雇用促進法の
両方が深い関係にあることがある ４２。同法
の適用対象となる「中高年齢失業者等」に
は、身体障害者を含むことが通達で示され
ている（昭和 46 年 9 月 17 日・職発第 328
号）。 

 
なお、本条に法的拘束力はなく、罰則も

付されていない。 
 

 
５．２．１．２ 内容 
５．２．１．２．１ 中高年齢者 
※「趣旨」より移動 
年齢が高くなると、個体差はあるが身体

的機能等が低下し、それにより労働災害発
生のリスクは高まるのが一般である。事実、
労働災害による休業 4 日以上の死傷者数の
うち、60 歳以上の労働者が占める割合は、
2019 年は 27％であり、若年層に比べて高
年齢層で労働災害発生率が高まっている
４３。 
しかし、他方で、中高年齢の労働者には、

若年労働者にはない、長年の経験・研鑽で
培われた技能や精神的な安定がある。した
がって、年齢を理由に危険を伴う業務から
画一的に中高年齢者を排除するのは労使双
方にとって適当でなく、各労働者の心身の
機能・状態に応じた適正配置をし、必要が
あれは就業上の配慮をすることが求められ
る。心身の条件に応じた適正配置の具体例
としては、例えば、ハンマーやシャベル作
業等の重激な筋労働、脚力や反応の敏捷さ

が求められる高所作業等は、作業の性格と
従事させようとする労働者の心身の条件が
作業の安全な遂行上、問題がないかを個別
具体的に考慮することになる ４４。 
 
５．３ 関連規定 
５．３．１ 法条 
５．３．１．１ 第 59 条 
 第 62 条は、労働災害を防止するうえで、
とくに就業上の措置が必要な者について適
正配置に努めることを使用者に求めている。
その措置の具体的内容は、労働者の心身の
条件に応じて個別に対応されるべきもので
あるが、そこには安全衛生教育も含まれる
のではないか（５．７．２参照）。 
 
 
５．４ 沿革 
５．４．１ 制度史 
本条は、旧労基法にはなく労働安全衛生

法制定時に規定されたものであり、労働力
人口の高齢化や人手不足を背景とする高年
齢者の雇用促進等の労働政策上の要請にも
合致する。 
 
５．４．２ 背景となった災害等 
 直接的な関係性は明らかではないが、昭
和 44（1969）年 4月 1 日に東京の荒川放水
路における第二新四ツ木橋の建設現場で橋
脚の基礎工事を行っていた作業員 8 名の死
亡事故がある。また、同年 11 月 25日には、
大阪の尻無川大水門工事の現場で、作業員
11 名が死亡する事故が起きている。同事故
は、中央ケーソンのロックシャフト連結部
の取り付けボルトが破損したことで、1.8m
のケーソン沈下を引き起こしたとされる。 
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 これらの事故で犠牲となった作業員の中
には出かせぎ労働者も一定数いたとされ、
第 63 回国会衆議院（昭和 45年 3月 31日）
では、出かせぎ労働者の就労環境、労働条
件の対策の不備が原因ではないかとの指摘
がなされている。 
 
５．５ 運用 
５．５．１ 適用の実際 
 
 
５．５．２ 関係判例 
 本条は、努力義務規定であり法的拘束力
はないが、知的障害を有する労働者の死亡
事故につき本条の適正配置義務違反が主張
されたＡサプライ（知的障害者死亡事故）
事件（東京地判平 15・12・10 労判 870 号
50 頁）がある。 
 
＜事実の概要＞ 
被告会社Y1は、介護用品等の販売や賃貸、

リネン・サプライ業の経営等を業とする株
式会社であり、Ａは、昭和 51 年 4 月、Y1

に就職し、本件事故当時は B 事業所に勤務
していた。B 事業所は、主としておむつ専
門のクリーニング工場であり、A は洗濯主
任であった。なお、本件事故当時、B 事業
所では、障害者 16 名（聴覚障害者 2 名、知
的障害者 14 名）が勤務していた。 

A は、先天的に知的障害を有していたが、
軽度であったため、障害者手帳は取得して
いなかった。Y1においても、A は自己が知
的障害者であることを前提とした申告（税
務上の申告等）をしておらず、Y1も Aを雇
用するにあたって、障害者を雇用したこと
による助成金の支給を受けていなかった。 

A は、指示されたことを忠実にこなすこ
とはできるものの、慣れていないことや予
期せぬトラブルが生じた場合に、具体的な
状況を踏まえて臨機に応じて判断を下すこ
とは困難であり、上司らも A の労働能力の
状況を理解していた。 

A は、平成 10 年 4 月、「精神遅滞」、「援
助がなければ労働能力はない」との医師の
診断を受け、障害基礎年金の支給を受ける
ようになったが、このことを Y1に報告して
いなかった。 

A は、B 事業所内に設置された業務用の
連続式大型自動洗濯・乾燥機（以下、「本件
機械」）の操作を担当していたが、平成 12
年 3 月 24 日午前 10 時 50 分頃、本件機械
のうち、シェーカー（洗濯物を回転させな
がらほぐす作業を行う直径1ｍ60cmの大型
回転機械）のエアーシューター（ほぐされ
た洗濯物を、風圧を利用して二階に設置さ
れた洗濯物受け［レシーバー］まで吸い上
げる機械）に接続された部分に洗濯物（お
むつ）が詰まり、シェーカーが回転を停止
してしまったため、傾斜コンベヤー両側に
設置された板囲いの切り込みから傾斜コン
ベヤーに上がり、それをつたって、シェー
カー内に侵入し、詰まった洗濯物を取り除
いたところ、シェーカーが自動的に回転を
再開してしまい、A は頭蓋内損傷等の傷害
を負い、死亡した。 
本件事故後、Y1は事業者として、Y2は Y1

の業務全般を統括する者（代表取締役）と
して、平成 12 年 3 月 24 日、B 事業所にお
いて、A をして、リネン類の洗濯作業を行
わせるに当たり、B 事業所は製造業に属し、
常時 50 名以上の労働者を使用する規模の
事業所であるから、労働省令で定める資格
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を有する安全管理者を選任し、その者に労
働者の危険を防止するための措置に関する
業務等を行わせなければならなかったのに、
その選任をしなかった労働安全衛生法違反
により、平成 13 年 8 月 2 日、Y1は罰金 30
万円、Y2は罰金 20 万円に処せられた。 
Ａの遺族である原告 X は、本件事故は、

Y2 らの安全配慮義務違反によるものである
として、Y1及びその代表取締役である Y2・
Y3 に対し、不法行為に基づく損害賠償を求
めて訴えを提起した。 
 
＜判旨＞ 
「Y1は、A との雇用契約に基づき、A に

対し、労務を提供する過程において発生す
る危険から A の生命及び身体を保護するよ
うに配慮すべき安全配慮義務を負う。」 
「Y2及び Y3は、Y1の労働者たる A に対

し、A が B 事業所・工場で作業に従事する
につき、その生命・身体に危害が及ぶこと
がないように、機械設備その他の物的設備
を整備し、管理者をして工場内を巡視させ
る等工場内の機械設備や労働者の行ってい
る作業方法等に危険がないかを確認し、危
険を見いだした場合にはこれを防止するた
めに直ちに必要な措置をとるなど安全管理
体制を整備し、また、担当する機械の取扱
方法、作業手順、機械の仕組み、洗濯物が
詰まるなどのトラブル時の対処方法、作業
上及び安全上の注意事項等について安全教
育を行い、緊急時に適切な指導・監督を受
けられるような人員配置や人的なサポート
態勢の整備等を図るべきであった。」 

A の上司らは「A が……慣れていないこ
とや予期せぬトラブルに臨機に応じて対処
することが能力的に困難であると認識して

いたのであるから、A を作業に従事させる
について、A がトラブル時に適切な指導、
監督を受けられる態勢を整える必要があっ
たというべきである。」しかし、B 工場では、
「機械操作に精通した者が本件作業現場に
常駐し得るように、作業分担や人員配置を
工夫することなく、C 副工場長が不在の間
は、漫然と、A にダイアパー部洗い部門の
現場を任せていた。実際、本件事故は、C
副工場長が相模原工場の片づけのために外
出している間に発生したのであって、A が
作業を行うについて、安全確保のための配
慮を欠いていたことが明らかである。」 
 A は、「知的障害を有していたとはいえ、
Y1 に入社した当初から洗濯作業に従事し、
長年にわたり洗濯主任の地位にあって、部
下に対する指示・監督も行うなど相当の能
力を有していたことに照らせば、たとえ、
対処方法を十分に理解していなかったとし
ても、詰まった洗濯物はシェーカー南側に
設置された点検扉から取り除くべきであっ
て、シェーカー内に入って取り除くべきも
のではないこと程度は十分に認識していた
ものと考えられる。したがって、A にも、
不用意にシェーカー内に進入した過失があ
る」。「A が慣れていないことや予期せぬト
ラブルが生じた場合に、これに臨機に応じ
て対処することが因難であったことなど一
郎の能力、A の上司らにおいてもこれを認
識していたこと 
、…Y らの安全配慮義務の懈怠の内容等を
考慮すれば、Y らの過失割合は八割、A の
過失割合は二割と認めるのが相当である」。 
 
＜判例から汲み取りうる示唆＞ 
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５．６ その他 
５．６．１ 民事上の効果 
本条は、事業者に労働者の心身の条件に

応じた適正配置を求めており、雇用継続支
援の性格を有するといえる。 
本条についてが、事業者が本条の趣旨に

適う適正配置を行わず、当該労働者に対し
解雇その他不利益取り扱いを行った場合に
どのような法的効果が生じるかが問題とな
りうる。 
なお、事業者が必要な配慮措置を講じな

かった結果、労働災害が発生した場合には、
民事上の損害賠償責任が問われうる。 
 
５．７ 改正提案 
５．７．１ 要配慮者の範囲 
本条は、中高年齢労働者以外にも適用の

余地がある。たとえば、障害者について身
体障害者に限定する理由はなく、知的障害
者および精神障害者も含まれうると考えら
れる。 
また、外国人労働者 ４５についても、熟練

度や言語能力に応じて適正配置をする必要
があると考えられる。現行法上、外国人労
働者はこれに含まれないが、日本にルーツ
を持たない者は、母国に家族または親戚が
いる中で、日本に就労に来ているともいえ
るため、出かせぎ労働者に準ずる者として
解することも可能ではないか。 
 
５．７．１．１ 発達障害 
 使用する労働者が障害を抱えている場合、
事業者は、当該障害の特性に応じた就業上
の措置を講じるよう努めなければならない。  
たとえば、発達障害（とりわけ ASD）の

特性として、個人的な興味のあるものに注
意がいきやすく、様々な情報を統合して状
況に応じた意味を構築するのが苦手なこと
がある ４６。また、言葉よりも視覚による情
報の方が理解しやすいため、安全衛生教育
を行うにあたっては、１つの意味を込めた
イラストを用いる等の工夫をすることが効
果的という ４７。 
 
５．７．１．２ 外国人労働者 
 
５．７．２ 配慮の具体的内容の範囲 
 
５．７．２．１ 労働者の属性または心身
の状態に応じた安全衛生教育 ※安衛法59
条「内容」から移動 
厚生労働省監修の平成 27 年度労働災害

発生状況の統計によると、労働災害を年齢
別に被災率からみた場合、30～39 歳がもっ
とも低く 0.15％であるのに対し、19歳以下
と60歳以上はともに0.3％を超えている４８。
また、中央労働災害防止協会が実施した「若
年労働者の労働災害の状況についてのアン
ケートおよびヒアリング結果」（平成 24年
3 月）によると、30 歳未満の労働者の労働
災害事故で最も多いのは「はさまれ、巻き
込まれ」（39.4％）であり、次いで「切れ、
こすれ」（36.4％）、「転倒」（19.2％）
となっている ４９。 
事務系職場の場合、挟まれたり巻き込ま

れたりする機械や高所作業を伴う現場は少
なく、また有機溶剤等の危険有害な化学物
質への接触は少ないと考えられるが、「う
っかりミス」「錯覚」「焦り」「慣れ」等
の人的要因にもとづく歩行中の転倒や階段
からの転落、鋭利な用具による切れ・こす
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れなどの軽微な労働災害、無理な姿勢に起
因するぎっくり腰などの職業性疾病が数多
く発生しているとされる ５０。こうした事故
は、業界・業種に関わらず発生し得るもの
であり、人的要因にもとづく発生原因とし
て考えられるのは、「焦り」「慣れ」「疲
れ」等であり、これらが「近道行動」「省
略行為」「注意力低下」「思い込み」を誘
発し、事故に発展すると考えられている ５１。 
なかでも、「焦り」「疲れ」については、

安全衛生教育の徹底・充実は当然であるが、
他方で、労働条件が適正であるか、長時間
労働が常態化していないか等の観点からも
検討する必要がある。 
 もっとも、 
 
 
６ 第 63 条 
６．１ 条文 
（国の援助） 
第六十三条 国は、事業者が行なう安全又
は衛生のための教育の効果的実施を図るた
め、指導員の養成及び資質の向上のための
措置、教育指導方法の整備及び普及、教育
資料の提供その他必要な施策の充実に努め
るものとする。 
 
６．２ 趣旨と内容 
６．２．１ 第 61 条 
６．２．１．１趣旨 
（未了） 
 
６．２．１．２ 内容 
 本条に基づき設置された安全衛生教育セ
ンターは、教育等の水準の向上を図ること
を目的としている ５２。同センターは、中央

労働災害防止協会及び建設業労働災害防止
協会に運営を委託しており、教育等の講師
となる人材養成の講座を開設している。 
 
６．３ 関連規定 
（未了） 
 
６．４ 沿革 
６．４．１ 制度史 
（未了） 
 
６．４．２ 背景となった災害等 
（未了） 
 
６．５ 運用 
６．５．１ 適用の実際 
（未了） 
 
６．５．２ 関係判例 
（未了） 
 
６．６ その他 
６．６．１ 民事上の効果 
（未了） 
 
６．７ 改正提案 
（未了） 
 
Ｄ．考察 
① 安全衛生教育を実施すべき対象者 
すでに述べたとおり、安衛法第 59 条第 1

項・第 2 項の安全衛生教育の対象者には「使
用する」すべての者が含まれる。すなわち、
短時間労働者や有期契約労働者、日日雇入
れられる者も安全衛生教育の対象となる。 
 これに対して、雇入れ時の健康診断、定
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期健康診断は「常時」使用する労働者に対
して実施するようことが求められている。
これは、「点」で発生する事故とは異なり、
健康状態の悪化が時間的経過（＝「線」）
により段階的に進行するものであるからで
あろう。 
また、派遣労働者の場合は、雇用関係の

ある派遣元事業者が実施責任を負うが、就
労形態の特性に照らし、安衛法の適用につ
いて特例が設けられている。すなわち、派
遣労働者は、派遣先事業者の指揮命令下で
派遣先事業者の機械または設備を使用して
作業に従事するため、派遣先事業者は、派
遣元事業者に対して積極的に情報を提供す
ることが求められるほか、派遣元事業者か
ら安全衛生教育の委託の申入れがあった場
合は、可能な限り応じるよう努めなければ
ならない。しかし、安全衛生教育を実施す
べき法令上の義務を負うのは、派遣労働者
の特例を除けば、雇用関係のある者に限ら
れている。現行法上、一人親方は、労働安
全衛生法上の労働者ではなく、安衛法第 59
条の安全衛生教育を受けられる対象とはな
っていない。もっとも、実際の労働現場で
は、一人親方も他の労働者と変わらない作
業に従事しており、業務災害も多数発生し
ている。そこで、平成 28年に成立した建設
工事従事者の安全及び健康の確保の推進に
関する法律にもとづき、平成 29 年に「建設
工事従事者の安全及び健康の確保に関する
基本的な計画」が策定された。これにより、
一人親方労働者も、業務の特性や作業実態
に応じた安全衛生に関する知識習得のため
の支援を受けられることになった ５３。安全
衛生教育の対象者として残る課題としては、
一人親方のように、雇用関係はないが労働

実態は安衛法上の労働者と変わらないプラ
ットフォーム労働に従事する者が考えられ
る。想定されうる安全衛生上のリスクとし
ては、長時間労働や過大なノルマ等による
心理的負荷（ストレス）、生活習慣の乱れ、
VDT 作業による視力の低下、就労場所・設
備の安全衛生上の問題などが考えられる。 
 
② 就業上の要配慮者の範囲 
安衛法第 62 条は、中高年齢者その他労働

災害の防止のために、事業者が、就業上の
配慮が必要な者に対して、心身の条件に応
じた適正配置をするよう求めている。中高
年齢者は、個人差はあるものの、加齢に伴
い、脚力や反応の敏しょう性などの機能低
下がみられるため、高所作業や重大事故つ
ながりうる機械等を使用する作業など、そ
の「配置」に留意しなければならないとの
趣旨である。 
中高年齢者以外で本条に該当し得るもの

として、通達では、身体障害者および出か
せぎ労働者が挙げられているが、以下の者
についても、本条の射程に入りうる。 
第 1 に、障害を抱える者全般である。通

達では、身体障害者のみに限定しているが、
それ以外の障害を有する者を排除する理由
はない。どの労働者をどの作業に従事させ
るのかという「配置」だけを問題とするな
らば、身体的な機能に問題のある者は、事
務系の職場などに配置すれば足りることと
なる。しかし、中高年齢者の労働力を活用
する背景には、労働力不足や高齢社会に伴
う社会保障制度における財政上の問題の解
消といった消極的な政策的側面だけでなく、
知識と経験の豊富な中高年齢者の活用が企
業活動に資すると考えられるからであろう。
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そうすると、本条の適用範囲を考える場合、
「適正な配置」とは何か、その具体的内容
としていかなる措置がありうるかは解釈上
問題になるとしても、就業上の措置を講じ
たうえで配置することが本条の趣旨に適う
「適正な配置」といえるのではないだろう
か。 
たとえば、平成 28 年改正障害者雇用促進

法にもとづいて策定された合理的配慮指針
別表によると、知的障害者については、「図
等を活用した業務マニュアルを作成」し、
「業務指示は内容を明確にし、一つずつ行
う等作業手順を分かりやすく示す」ことが
必要であるという。また、精神障害者に対
しては、「できるだけ静かな場所で休憩で
きるように」し、「本人の状況を見ながら
業務量を調整すること」が求められるとす
る。そして、発達障害者に対しては「感覚
過敏を緩和するため、サングラスの着用や
耳栓の使用を認める等の対応を行う」こと
等が合理的配慮に該当するとされる ５４。も
っとも、上記の配慮内容は、障害者雇用促
進法第 36 条の 5 第 1 項の規定にもとづき、
同法第 36条の 2から 4までの規定にもとづ
き事業主が講じるべき措置（合理的配慮）
に関する指針として例示されたものであり、
安衛法第 60 条との関係で直接の根拠とな
るものではないことに留意する必要がある。 
また、障害者雇用促進法第 36 条の 2 から

4 が、雇用の分野における障害者の機会・
待遇の確保または能力の発揮を目的として
いるの対し、安衛法第 62条は、特別の配慮
がなければ労働災害発生のリスクが上がる
と考えられる者に対して、事業者に就業上
の配慮を求めるものであるから、規定の趣
旨・目的も異なる。しかし、労働者が能力

を発揮できるためには、労働災害の発生を
防止し、安全な作業環境を維持することが
前提であるから、事業者に求められる措置
としては共通するものが多いと考えられる。
そのため、就業上の事業者の措置または配
置について定める諸規定の関係については、
今後、検討の余地があると考えられる。 
第 2 に、外国人労働者である。本条に出

かせぎ労働者が含まれることになった背景
として、農村等からの出かせぎ労働者が製
造業や建設業等に従事し、労働災害に巻き
込まれる事件が多発していたことにあると
思われる。当時、出かせぎ労働者の賃金そ
の他の労働条件は相当に低く、法的地位お
よび権利保障は不十分であった。これは、
出かせぎ労働者に農村出身が多く、主管官
庁が農林省および労働省のいずれであるか
が曖昧であったことにも起因していたよう
である ５５。そして、出かせぎ労働者のよう
な労働者が不慣れな業務を行う場合、労働
災害の発生リスクは高まる。そのため、出
かせぎ労働者の全体的な地位改善の一環と
してこれを保護するために本条の適用対象
に含まれたと考えられる。 
出かせぎ労働者が直面する状況は外国人

労働者についても同様のことがいえる。当
時の議論でも、出かせぎ労働者の定義につ
いて、「ある一定の期間、現在住んでおる
ところを離れて就労する、こんなのが出か
せぎの定義などと言ったら、これは船に乗
っているいわゆる船員は出かせぎか。ある
いは外国官庁、公館につとめておる外国勤
務の人たちは出かせぎか。それは出かせぎ
という広義の解釈も成り立つ ５６」との発言
もある。出かせぎ労働者に含みうるものと
してどこまで射程を拡げられるかは検討の
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余地があるが、外国人労働者をこれに準ず
る者として、理解する余地はあるのではな
いだろうか。 
なお、事業者が外国人労働者に対して講

じうる措置（配置）としては、日本語能力
が労働災害を防止する観点から不十分であ
ると考えられる者に対し、母国語で書かれ
た安全マニュアルの配布や作業上の注意事
項を母国語で掲示するなどの措置を講じた
うえで配置すること等が考えられる。 
 
Ｅ．結論 
今年度の研究においては、安全衛生教育

をめぐる法的問題について逐条ごとに検討
し、若干の解説を加えた。平成 26 年度～平
成 28 年度に検討された「リスクアセスメン
トを核とした諸外国の労働安全衛生制度の
背景・特徴・効果とわが国への適応可能性
に関する調査研究」によると、（a）組織の
責任者による真摯で具体的な関与、（b）構
造的で計画的な取り組み、（c）適切な人的・
物的資源が利用できる条件の整備、（d）全
ての管理者による安全衛生の重視、（e）直
面課題に応じた柔軟な対応、（f）安全衛生
と組織の生産性や競争力との一体視、の 6
要素を各事業場で展開させることが必要で
あるとされ、そのために、多面的で専門的
かつ柔軟な労働安全衛生行政の推進が求め
られるとしている ５７。 
分担者の担当する安衛法第 6 章は、労働

現場における安全衛生教育の徹底を目的と
しており、上記の 6 要素すべてが複合的に
関連しうるが、なかでも（a）組織の責任者
による真摯で具体的な関与が重要であると
考えられる。労働災害が発生する背景には、
生産性や利益を重視する経営側の姿勢があ

り、これが安全衛生上の教育その他の措置
の不実施や長時間労働などの労働条件悪化
につながっているといえるからである。 
しかし、現行法上、安全衛生教育が法制

度化されているのは、安衛法第 6 章所定の
上記に列挙した法定の各種教育のほかに、
作業主任者への技能講習があるのみである。
そこで、上記報告書では、これらのさらな
る充実とともに、依然として法制度化にい
たっていない経営のトップ層（総括安全衛
生管理者等）、一般従業員層への一般的な
安全衛生教育の実施を図るべきことが提案
されている ５８。 
経営のトップ層による関与については、

教育の法制度化のみならず、安衛法違反に
対する刑事制裁も論点になる。この点、報
告書では、事業体の役員の業務が労働安全
衛生に及ぼす影響の大きさや、現にそれゆ
えに企業の取締役個人の民事責任を認める
判例が複数登場して来ていること、イギリ
スでは既にそうした法制度が採用され、実
際に運用されていること、何より事業体ご
との安全衛生文化の醸成には、トップ層に
よる安全衛生への責任的関与を図る必要が
あること等に基づき、現行法上の違反者へ
の刑事制裁規定とは別に、安全衛生の運営
を担う事業体の役員が、内部統制システム
の管理を怠ったことにより重大な労働災害
を発生させた場合、それゆえに刑事制裁を
科す旨の規定の新設に関する検討可能性が
指摘されている ５９。 
労働安全衛生法の制定によって、旧労基

法時代には不十分であった法定の安全衛生
教育制度は強化され、体系化された。しか
し、安全衛生教育を実施すべき条件・対象
者・内容は広範にわたるため、多様な要請
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に的確に応じた実施が必要である。とりわ
け、雇用関係はないが、雇用されている労
働者と実態が異ならない者に対する労安衛
法上の対応が、今後の検討課題として求め
られると考えられる。 
 また、安衛法第 62 条にいう「特に配慮を
必要とする者」の範囲については、通達で
は、身体障害者および出かせぎ労働者等が
列挙されるが、身体障害者以外の障害者や
外国人労働者についても含めるべきと考え
られる。また、「適正な配置」の具体的内
容についても検討すべきと考えられる。「適
正な配置」を就業上の措置を講じたうえで
配置することを含むものと解せば、本条の
射程は拡がりうるし、そのように解した方
が、本条の目的にも合致する。 
たとえば、安衛法第 59 条所定の安全衛生

教育を実施する場合、外国人労働者や知的
障害者や発達障害者などでは、必要な配慮
や支援が異なるため、これらの者の心身の
条件に応じた教育を実施することが求めら
れるし、それを行うことは、本条が「適正
な」配置と定めた趣旨に適う配慮義務の履
行となろう。本条は努力規定であるため法
的拘束力はなく、また、本条を受けて具体
的な規則が置かれているわけではないが、
より広がりのある規定として位置づけてい
く必要があるのではないだろうか。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
  該当なし。 
 
2．学会発表 

   該当なし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 

   該当なし。 
 

2．実用新案登録 
   該当なし。 
 

3．その他 
   該当なし。 
 
Ｈ．引用文献 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

 

特別教育（第 59

条第 3項） 

 就業制限（第 61

条） 

制限業務に就労する

ことができる者 

  発破の場合にお

けるせん孔、装て

ん、結線、点火、

不発の装薬、残薬

の点検・処理 

 

 

 

 

 

 

ア 発破技師免許を

受けた者 

イ 火薬類取締法に

よる火薬取扱保安責

任者免状を有する者 

ウ 保安技術職員国

家試験規則による 

a 上級保安技術職員

試験合格者（甲種、

乙種、丁種） 

b 発破係員試験合格

者（甲種、乙種） 

c 坑外保安係員試験

合格者（甲種、乙種） 

d 坑内保安係員試験

合格者（甲種、乙種、

丁種） 

研削 砥石
と い し

  

 

 

那加クレーンセンターHP 

http://nakacc.co.jp/cour

se/sp_red/kensaku.php 
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プレス又はシャ

ー 

 

 

労働安全衛生推進協会 HP 

http://www.axtu.org/dour

yoku-press-tokubetsukyou

iku.html 

 

 

 

  

アーク溶接機 アーク溶接 

 

 

コベルコ教習所 

新潟教習センター 

https://www.kobelco-kyos

hu.com/niigata/licenses/

アーク溶接等特別教育/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性ガス及び

酸素を用いて行

う金属の溶接、溶

断又は加熱の業

務 

ア ガス溶接作業主

任者免許を受けた者 

イ ガス溶接技能講

習を修了した者 

ウ 職業能力開発法

に定める塑性加工

科、構造物鉄工科、

配管科の職種に係る

職業訓練指導員の免

許を受けた者 

エ 保安技術職員国

家試験規則 5 条の溶

接係員試験に合格し

た者 

オ 歯科医師の免許

を受けた者 

カ 歯科技工士の免

許を受けた者 
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電気取扱い    

電気取扱い    

最大荷重 1t 未

満のフォークリ

フト 

 

 

公益社団法人 

福岡県労働基準協会連合会

HP 

https://www.f-roukijunre

n.or.jp/フォークリフト運

転技能講習%EF%BC%88 最大

荷 重 %EF%BC%91 ト ン 以

上 %EF%BC%89-《登録第 11

号》.html 

 

最大荷重（基準荷

重中心に負荷さ

せることのでき

る最大の荷重）1t

以上のフォーク

リフトの運転（道

路上を走行させ

る運転を除く。）

の業務 

ア フォークリフト

運転技能講習修了者 

イ 職業能力開発法

に定める揚重運搬機

械運転系港湾荷科の

訓練（通信の方法に

よるものは除く。）

を修了した者でフォ

ークリフトについて

の訓練を受けた者等 

最大荷重 1t 未

満のショベルロ

ーダー、フォー

クローダー 

 

 

 

TOYOTA L&F 

http://www.toyota-lf.com

/products/detail/shovel/ 

 

 

 

 

 

最大荷重（負荷さ

せることのでき

る最大の荷重）が

1t 以上のショベ

ルローダー、フォ

ークローダーの

運転（道路上を走

行させる運転を

除く。）の業務 

ア ショベルローダ

ー等運転技能講習修

了者 

イ 職業能力開発法

に定める揚重運搬機

械運転系港湾荷役科

の訓練（通信の方法

によって行うものを

除く。）を修了した

者でショベルローダ

ー等についての訓練

を受けた者等 
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最大積載量 1t

未満の不整地運

搬車 

 最大積載量 1t 以

上の不整地運搬

車の運転（道路上

を走行させる運

転を除く。）の業

務 

ア 不整地運搬車運

転技能講習修了者 

イ 建設業の建設機

械施工技術検定（１

級は実地試験でトラ

クター系機械操作施

工法を選択しなかっ

た者、２級は第二種

から第六種を除く。）

に合格した者 

ウ 旧職業能力開発

法による養成訓練で

建設機械整備科、建

設機械運転科の訓練

（厚生労働省労働基

準局長が指定するも

のに限る。）の修了

者等 

制限荷重 5t 未

満の揚貨装置 

 

 

 

制限荷重 5t 以上

の揚貨装置の運

転 

揚貨装置運転士免許

を受けた者 

伐木等機械 

（伐木、造材又

は原木若しくは

薪炭材の集積を

行うための機械

で動力を用い、
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かつ、不特定の

場所に自走する

もの） 

走行集材機械 

（車両の走行に

より集材を行う

あめの機械で、

動力を用い、か

つ、不特定の場

所に自走するも

の） 

   

機械集材装置 

（集材機、架線、

搬器、支柱等に

より構成され、

動力を用い、原

木等を巻き上

げ、かつ、空中

において運搬す

る設備） 

   

簡易架線集材装

置 

（集材機、架線、

搬器、支柱等に

より構成され、

動力を用い、原

木等の一部が地

面に接した状態

で運搬する設

備） 

   

伐木等    

チェーンソー    

機体重量が 3t

未満の整地・運

搬・積込、掘削

用の小型車両系

 機体重量が 3t 以

上の建設機械（整

地・運搬・積込み

用機械、掘削用機

ア 車両系建設機械

（整地・運搬・積込

み用機械、掘削用機

械）運転技能講習修
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建設機械 械）で動力を用い

不特定の場所を

自走できるもの

の運転（道路上を

走行させる運転

を除く。）の業務 

了者 

イ 建設業の建設機

械施工技術検定（１

級は実地試験でトラ

クター系建設機械操

作施工法、ショベル

系建設機械操作施工

法を選択した者、２

級は第四種から第六

種を除く。）に合格

した者 

ウ 職業能力開発法

に定める養成訓練で

建設機械運転科の訓

練（通信の方法によ

るものは除く。）の

修了者等 

機体重量が 3t

未満の基礎工事

用の小型車両系

建設機械 

 機体重量が 3t 以

上の建設機械（基

礎工事用機械）で

動力を用い不特

定の場所を自走

できるものの運

転（道路上を走行

させる運転を除

く。）の業務 

ア 車両系建設機械

（基礎工事用機械）

運転技能講習修了者 

イ 建設業の建設機

械施工技術検定（１

級は実地試験で基礎

工事用機械操作施工

法を選択した者。２

級は第一種から第五

種を除く。）に合格

した者 

  機体重量が 3t 以

上の建設機械（解

体用機械）で動力

を用い不特定の

場所を自走でき

るものの運転（道

路上を走行させ

る運転を除く。）

ア 車両系建設機械

（解体用機械）運転

技能講習修了者 

イ 建設業の建設機

械施工技術検定（１

級は実地試験でショ

ベル系建設機械操作

施工法を選択した
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の業務 者。２級は第一種、

第三種から第六種を

除く。）に合格した

者 

ウ 職業能力開発法

に定める養成訓練で

建設機械整備科、建

設機械運転科の訓練

（厚生労働省労働基

準局長が指定するも

のに限る。）の修了

者等 

車両系（自走式）

以外の基礎工事

用建設機械 

   

基礎工事用車両

系建設機械 

   

ローラー（諦固

め用建設機械） 

   

コンクリート打

設用車両系建設

機械 

   

ボーリングマシ

ン 

   

ジャッキ式つり

上げ機械 

   

作業床の高さが

10m 未満の高所

作業車 

 作業床の高さが

10m以上の高所作

業車の運転（道路

上を走行させる

運転を除く。）の

業務 

高所作業車運転技能

講習修了者 

巻上げ機    

軌道装置の動力

車 

   

小型ボイラー  ボイラー（小型ボ ア 特級ボイラー技
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イラーを除く。）

の取扱い 

士免許を受けた者 

イ 1 級ボイラー技

士免許を受けた者 

ウ 2 級ボイラー技

士免許を受けた者 

エ 一定のボイラー

取扱業務はボイラー

取扱技能講習修了者 

  上覧のボイラー

又は第一種圧力

容器（小型圧力容

器を除く。）の溶

接（自動溶接機に

よる溶接、管（ボ

イラーは主蒸気

管、給水管を除

く。）の周継手の

溶接及び圧縮応

力以外の応力を

生じない部分の

溶接の業務を除

く。）の業務 

特別ボイラー溶接技

師免許を受けた者 

  ボイラー（小型ボ

イラーを除く。）、

第一種圧力容器

（小型圧力容器

を除く。）の整備

の業務 

ボイラー整備士免許

を受けた者 

つり上げ荷重

5t 未満のクレ

ーン及びつり上

げ荷重が 5t 未

以上の跨線テル

ハ 

 つり上げ荷重 5t

以上のクレーン

（跨線テルハを

除く。）の運転の

業務 

ア クレーン・デリ

ック運転士免許を受

けた者 

イ 運転手が荷とと

もに移動する方式に

あっては床上操作式

クレーン運転技能講

習修了者 
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つり上げ荷重

1t 未満の移動

式クレーン 

 つり上げ荷重 1t

以上の移動式ク

レーンの運転（道

路交通法の道路

を走行させる運

転を除く。）の業

務 

ア 移動式クレーン

運転士免許を受けた

者 

イ 小型移動式クレ

ーン運転技能講習を

修了した者 

つり上げ荷重

5t 未満のデリ

ック 

 つり上げ荷重 5t

以上のデリック

の運転の業務 

クレーン・デリック

運転士免許を受けた

者 

建設用リフト    

玉掛け  制限荷重が 1t 以

上の揚貨装置又

はつり上げ荷重

が 1t 以上のクレ

ーン、移動式クレ

ーン若しくはデ

リックの玉掛け

業務 

ア 玉掛け技能講習

修了者 

イ 職業能力開発法

に定める玉掛け科の

訓練（通信の方法に

よって行うものを除

く。）の修了者等 

ゴンドラ    

高気圧作業室及

び気こう室へ送

気するための空

気圧縮機 

   

高圧室内作業に

係る作業室への

送気の調節を行

うためのバルブ

又はコック 

   

高気圧気こう室

への送気又は気

こう室からの排

気の調節を行う

ためのバルブ又

はコック 

   

潜水作業者への  潜水器を用いて 潜水士免許を受けた
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送気の調節を行

うためのバルブ

又はコック 

空気圧縮機若し

くは手押しポン

プによる送気又

はボンベからの

給気を受けて、水

中において行う

業務 

者 

再圧室    

高圧室    

四アルキル鉛等    

酸素欠乏危険作

業 

   

特殊化学設備    

透過写真    

核燃料物質等    

原子炉施設にお

ける核燃料物質

等 

   

放射線の事故由

来廃棄物等の処

分 

   

電離放射線特例

緊急作業 

   

特定粉じん作業    

ずい道等    

産業用ロボット    

自動車用タイヤ    

廃棄物の焼却施

設 

   

石綿が使用され

ている建築物、

工作物又は鋼製

の船舶 

   

除染等業務及び

特定線量下業務 
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ロープ高所作業    

    

    

    

 

 

 

 
 
 

 
 

１ 「安全衛生教育及び研修の推進について」平成 3年 1月 21日基発第 39号、改正平成 28

年 10月 12日基発 1012第 1号。 
２ 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』中央労働災害防止協会（2019 年（平成 31年・令和

元年））270-271 頁。 
３ 昭和 47・9・18 基発第 601 号の 1。 
４ 労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説―〔改定 4版〕』

（労働調査会、2015 年（平成 27 年））692頁。 
５ 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
６ 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
７ 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
８ 山本・前掲註 1（2019年（平成 31年・令和元年））32頁。 
９ 昭和 47・9・18 基発第 601 の 1号。 
１０ 山本・前掲註 1（2019年（平成 31年・令和元年））35頁。 
１１ 畠中・前掲註 4（2019年（平成 31年・令和元年））268頁。 
１２ 山本和義「連載 働く人の安全と健康の確保は企業の礎 安全管理者・衛生管理者・安

全衛生推進者等の実務必携 第 22回 安全衛生業務をどのように進めるか（安全衛生教育

と資格①）労働安全衛生広報 1216号（2019年（平成 31年・令和元年））32頁。 
１３ 山本和義「特集 新入社員の暗然衛生教育の進め方 事業場の実態に即した効果的な安

全衛生教育の実施を！」労働安全衛生広報（2014年（平成 26年））9頁。 
１４ 「派遣労働者が講ずべき措置に関する指針」（平成 11年 11月 17日労働省告示第 138

号、平成 30 年 12月 19日厚生労働省告示第 417号） 
１５ 昭和 47年労働省告示第 92号。 
１６ クレーン運転 
１７ 移動式クレーン運転 
１８ デリック運転 
１９ 建設用リフト運転の特別の教育 
２０ 玉掛け業務 
２１ 昭和 47年労働省告示第 118号。 
２２ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染する ための業務

等に係る電離放射線障害防止規則 
２３ 畠中・前掲註 4（2019年（平成 31年・令和元年））275-276頁。 
２４ 井上浩『労働安全衛生法』（北樹出版、1978 年（昭和 53年））147頁。 
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２５ 寺西輝泰『労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研、2004年（平成 16年））

23頁。 
２６ 厚生労働省「平成１８年における死亡災害・重大災害発生状況の概要」（2007年 5月

11日）3頁。（https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/dl/h0511-2a.pdf）（2020年 2月

13日最終閲覧） 
２７ 井上・前掲註 25（北樹出版、1978 年（昭和 53年））145-146頁。 
２８ 判例集未搭載。前掲註 8・松岡の論稿の中で紹介されている。 
２９ 松岡・前掲註 29（1974年（昭和 49年））4頁。 
３０ 松岡・前掲註 29（1974年（昭和 49年））5頁。 
３１ 厚生労働省・法令改正一覧

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/horei_h11.html）（2020 年 2月 13日最終

閲覧） 
３２ 畠中・前掲註 4（2019年（平成 31年・令和元年））276頁。 
３３ 基発第 372 号・平成 11・6・11。 
３４ 基発第 577 号・平成 12・9・14。 
３５ 基安安発 0614第 1号・平成 25・6・14。 
３６ 基発第 602 号・昭和 47・9・18。 
３７ 基発第 602 号・昭和 47・9・18。 
３８ 井上・前掲註 25（北樹出版、1978 年（昭和 53年））150頁。 
３９ 小出勲夫「安全衛生のカギは『階層別教育』にあり！」シリーズ これからの安全衛生

教育のあり方を考える［其の一］―総論（インタビュー）労働安全衛生広報 1032 号（2012

年（平成 24 年））13 頁。 
４０ 発基第 84号・昭和 63・9・16。 
４１ 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
４２ 第 65回国会衆議院社会労働委員会第 5号・昭和 46年 2月 23日（田畑金光発言） 
４３ 厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」パンフレット（4

頁版） 
４４ コンメンタール・574頁。 
４５ 畠中・前掲註 4（2019年（平成 31年・令和元年））281頁。 
４６ 樋上光雄「発達障害の人への安全衛生教育を行う場合に把握すべき特性と注意点」安全

衛生コンサルタント：一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会機関誌 40（135）

（2020 年）44頁。 
４７ 樋上・前掲注 50。 
４８ 川野政彦「社会人になる前の若者に対する安全教育」労働の科学 72巻 10号（2017年（平

成 29年））5頁に掲載の統計は、厚生労働省監修「平成 27年度労働災害発生状況」資料よ

り作成されている。 
４９ https://www.jisha.or.jp/research/pdf/report_2012_003.pdf （2020年 2月 1日最終

閲覧） 
５０ 小出勲夫「シリーズ これからの安全衛生教育のあり方を考える［其の六］職場巡視②

―事務系職場と 5S活動―」労働安全衛生広報 1044 号（2012 年（平成 24 年））29-31頁。 
５１ 川野・前掲註 12（2017年（平成 29年））7頁。 
５２ 「安全衛生教育及び研修の推進について」平成 3年 1月 21日基発第 39号、改正平成 28

年 10月 12日基発 1012第 1号。 
５３ 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」（2017年（平成 29年））

5頁。 
５４ 「合理的配慮指針」はインターネットから入手可能である。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html （2020 年 2月 14日最終閲覧） 
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５５ 第 63回国会衆議院社会労働委員会第 7号・昭和 45年 3月 31日 12頁（小林進発言） 
５６ 前掲註 50・8頁（小林進発言） 
５７ 三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リス

クアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適

応可能性に関する調査研究」〔三柴丈典〕（2014年度（平成 26年度）～2016年度（平成

28年度））1頁。 
５８ 三柴・前掲註 50（2014年度（平成 26年度）～2016年度（平成 28年度））9頁。 
５９ 三柴・前掲註 50（2014年度（平成 26年度）～2016年度（平成 28年度））5頁。 
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